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第１章  災害予防対策 

第１節  地震に強いまちの形成 

 

主管部署 総務課、財政課、建設課、水道事業所、教育総務課、地域福祉課、 

健康増進課、生涯学習課、国際村 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備、

改善 ○ 
  

 

第１. 目的 

町は、社会的条件、自然的条件を総合的に勘案し、危険度・緊急性の高いものから

優先的に計画を定め、地震防災対策事業を実施していくとともに、その進行管理に努

め、災害に強い地域づくりを推進する。 

第２. 地震に強い都市構造の形成 

町は、地域コミュニティに配慮しながら、土地区画整理事業や集団移転促進事業等

を活用し、今次津波を想定した新たな居住系拠点（住宅移転地）を集約整備する。住

宅移転後の土地については、防災林の整備などにより、津波減衰機能の確保とともに、

産業基盤の再生に向けた土地の有効活用を図るなど、防災に配慮した土地利用への誘

導等により、地震や津波に強い都市構造の形成を図る。 

事業の実施に当たっては、効率的・効果的に行われるよう配慮する。 

第３. 揺れに強いまちづくりの推進 

１. 建築物の耐震化 

町は、詳細なハザードマップの作成・公表による耐震化の必要性の周知、住宅・

建築物の耐震診断や改修の促進等により、建築物の耐震化を推進する。 

また、庁舎、学校、公民館等様々な応急対策活動や避難所となりうる公共公益施

設の耐震化については、数値目標を設定するなど、その耐震化の促進を図る。 

２. 耐震化を促進するための環境整備 

町は、住民や所有者等が耐震化の必要性を認識するために、建築物やその耐震性

に関する情報の開示・提供を充実させるとともに、耐震改修に関するアドバイス等
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のサービス強化やわかりやすいマニュアル策定等、耐震化の促進支援策の充実を図

るよう努める。 

３. 火災対策 

出火の要因ともなっている揺れによる建築物の被害を軽減するために、町は、建

築物の耐震化を促進する。また、円滑・迅速な避難の確保、火災による延焼遮断・

遅延を図るため、避難場所・避難路等の整備、周辺建築物の不燃化等を促進する。

さらに、消防用設備等の設置･普及を通じ、防火管理対策の一層の確立に努めるとと

もに、耐震性貯水槽等の消防水利の整備、計画的な配置の推進を図る。 

４. 居住空間内外の安全確保対策 

町は、家具等の転倒防止やガラス飛散防止措置の効果に関する知識の普及、家具

の適切な固定を促す住宅供給の促進等により、居住空間内の安全確保対策を推進す

る。 

また、液状化対策、宅地造成地安全確保対策、土砂災害対策、屋外転倒物・落下

物の発生防止対策の推進等により、居住空間外の安全確保対策を推進する。 

 

５. 地震防災緊急事業五箇年計画 

県が策定する｢地震防災緊急事業五箇年計画（以下「五箇年計画」という。）｣に定

められた地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備、改善を促進する。 

 

（1） 事業対象地区 

第２次地震被害想定調査結果により、県内全域において震度４以上の強い揺

れが観測され、かなりの規模で人的及び物的被害が生じることが予測されるこ

とから、県内全域を地震防災緊急事業五箇年計画の対象地区として設定してい

る。 

（2） 対象事業の範囲 

対象事業の範囲は次のとおりである。 

 

 避難地 

 避難路 

 消防用施設 

 消防活動が困難である区域の解消に資する道路 

 緊急輸送を確保するため必要な道路、交通管制施設、ヘリポート、港湾施設ま

たは漁港施設 

 電線共同溝等の電線、水管等の公益物件を収容するための施設 

 下記の施設のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの 
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 公的医療機関、医療機関 

 社会福祉施設 

 公立の幼稚園 

 公立の小学校若しくは中学校 

 公立の特別支援学校 

 不特定かつ多数の者が利用する公的建造物 

 海岸保全施設、河川管理施設 

 砂防設備、森林法に規定する保安施設、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止

施設またはため池 

 地域防災拠点施設 

 防災行政無線設備その他の施設または設備 

 井戸、貯水槽、水泳プール、自家発電設備その他の施設または設備 

 非常用食糧、救助用資機材等の物資の備蓄倉庫 

 救護設備等地震災害時における応急な措置に必要な設備または資機材 

 老朽住宅密集市街地に係る地震防災対策 

 

６. 長寿命化計画の作成 

町は、老朽化した社会資本について、長寿命化計画の作成・実施等により、その

適切な維持管理に努める。 

第４. 石油コンビナート等防災計画への対応 

石油コンビナート等特別防災区域に係る県、町及び特定事業所は、法第６条第２項

の規定に基づき、宮城県石油コンビナート等防災計画第３章第８節に定める、緩衝地

帯としての緑地、広場その他の公共空地の整備に努める。
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第２節  地盤にかかる施設等の災害対策 

 

主管部署 総務課、建設課、産業課 

関係部署 仙台土木事務所 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 土砂災害危険箇所の公表 ○   

 急傾斜地崩壊防止事業の推進 ○   

 国等への治山対策の要請 ○   

 農業施設等の災害予防対策 ○   

 液状化対策の推進 ○   

 

第１. 目的 

町及び防災関係機関は、地震に伴う土砂災害を未然に防止し、被害の軽滅を図るた

めの危険箇所の実態を調査し、危険箇所における災害防止策を講じるとともに、住民

に対して災害の防止について、啓発及び指導を行う。 

第２. 土砂災害防止対策の推進 

１. 土砂災害危険箇所の公表 

町は、土砂災害警戒区域等、土砂災害を被るおそれのある場所を地域防災計画に

掲載するとともに、ハザードマップの作成、広報紙、パンフレットの配布、説明会

の開催、さらには現場への標識・標柱の設置等により周辺住民に対し周知徹底を図

り、円滑な警戒避難が行われるよう努める。 

土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等に関しては県が調査を行い、必要な

箇所の地域指定を実施するとともに関係者に周知徹底を図る。 

２. 急傾斜地崩壊防止事業の推進 

地震動または大雨等による斜面崩壊は、人的、物的に大災害をもたらすことは過

去の災害事例からも明らかとなっているが、本町の急傾斜地崩壊危険箇所は 22箇所

（風水害編第２章第１節第３-３を参照）となっており、このうち緊急に対処すべき

箇所については、急傾斜地崩壊危険区の指定を受け、国・県において防止事業を推

進する。 
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（1） 危険箇所の実態調査と防災パトロールの強化 

がけ崩れ等による災害を未然に防止するため随時実態調査を行い、危険箇所

を的確に把握し、また、梅雨期及び台風期前の危険期は関係機関と協力し、特

に、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律、その他の法令により指定

された崩壊危険地域については重点的に観察するほか、長雨、豪雨等が予想さ

れる場合は危険箇所を関係機関と協力し随時パトロールを実施する。 

（2） 所有者等に対する防災措置の指導 

実態調査の結果、被害が予想される地区においては必要に応じ、その所有者、

管理者等及び占有者に対し、排水施設、擁壁、土留め工事等防災上の措置を施

すよう指導するものとする。 

また、当該地域の町民に対しても、平常時から災害の危険性について周知を

図り、あらかじめ注意を喚起する。 

（3） 防災知識の周知徹底 

がけ崩れの特殊性を考慮し、危険区域の住民に対する予防、応急対策等に関

する知識の向上を図る。 

 

説明会等による普及 

危険区域内の町民を対象として随時説明会を開催し、がけ崩れの予

防、応急対策、避難対策についての周知徹底を図る。 

関係各機関との連絡会議等を随時開催し、万全を期するよう徹底を図

る。 

広報等による普及 
広報紙に予防応急対策の心構え、準備事項等を掲載するほか、チラシ

の回覧、ポスター掲示等により危険区域内への周知を図る。 

巡回による普及 随時、広報車により危険区域内を巡視し、がけ崩れの災害を広報する。 

避難訓練等による普及 避難方法、対策について地域住民を対象とした訓練を随時実施する。 

 

（4） 危険箇所の災害防止工事 

町は、がけ崩れのおそれがあると判断された場合は、地域住民の協力と防災

関係者の指導を得て、応急処理を実施するとともに、災害防止について国、県

の指導を受ける。 

また、がけ崩れ危険箇所については、危険表示板を設置し、周知を図り、原

則として管理者若しくは土地所有者が国、県の指導に基づき対策工事を行う。 

第３. 治山施設 

本町には山腹崩壊危険地区 1箇所（風水害編第２章第１節第３-４を参照）が存在し

ている。 

山地に起因する災害から住民の人命・財産の保全を図り、暮らしの安全性を確保す

るため、国及び県と協力し、山腹崩壊危険地、はげ山移行地などの荒廃危険山地に、

土留工事、落石防止柵等の治山施設を設置するとともに、保安林の有する落石防止等
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の防災機能を維持、強化させるため山林整備等の対策工事を効果的に実施するよう努

める。 

また、国及び県は地震後に必要に応じて既設治山施設について点検を実施すること

から、町はこれに協力する。 

第４. 農業施設等 

１. 農業・農村における基盤整備の推進 

農業施設の耐震性の確保、防災上の機能も有する基幹的な農村基盤施設の整備、

防災に配慮した土地利用への誘導等により、地震に強い農村構造の形成を図るため、

農業農村整備事業等を推進する。 

２. 農業施設の耐震性の改善 

新築、増改築される農業施設について、宮城県地震地盤図等を参考にしながら耐

震基準に基づいた整備の促進、防火性の向上、給水・給電施設の充実等を図る。 

なお、施設の設置に当たっては、地盤改良等により液状化の発生を防止するとと

もに、液状化が発生した場合においても施設の被害を防止する対策を適切に実施す

る。 

３. 農業施設に係る情報の収集・連絡体制の整備 

農業施設が被災することにより生じる水害、土砂災害の危険区域の周知、あるい

はこれらの災害を防止するための迅速な情報の収集・伝達に必要な情報システムや

観測機器の整備等を推進する。 

４. 農業被害の予防対策 

農業の災害を防止またはそれらに適切に対処するため、応急復旧用資材、種子、

飼料等営農用資機材の確保に努めるとともに、営農に係る防災対策を推進する。 

第５. 液状化対策の推進 

１. 液状化対策等の実施 

液状化現象は、地震の際に地盤の強度が低下し、液体のようになってしまう現象

で、地震動はそれほどでなくても、地盤の支持力がなくなって建物が傾いたり、地

中の埋設管に浮力が働いて埋設管が浮き上がるなどの被害が発生する。 

このため、町、県および各施設管理者は、埋立地など液状化のおそれのある箇所

を始めとして、浅部の地盤データの収集とデータベース化の充実等を図るとともに、

施設の特性を踏まえた技術基準を検討し、その結果に基づいて防災上特に重要な施

設の設置に当たって地盤改良等を行い、液状化の発生を防止する対策や液状化が発

生した場合においても施設の被害を最小限に防止する対策等を実施する。 
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２. 液状化ハザードマップの作成 

県は、地震被害想定において液状化発生の可能性を予測した液状化ハザードマッ

プを作成し、防災関係機関及び建築物の施工主等に周知するよう努めることから、

町はこれに協力する。 

３. 住民への情報提供 

県は、住宅・宅地の液状化対策として、液状化対策に有効な基礎構造等について、

県民への適切な情報提供を図ることから、町はこれに協力する。 
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第３節  海岸施設等の災害対策 

 

主管部署 産業課、建設課 

関係部署 仙台土木事務所、仙台塩釜港湾事務所 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 海岸保全施設等の災害対策 ○   

 河川管理施設の災害対策 ○   

 農地、農業施設の災害対策 ○   

第１. 目的 

町及び防災関係機関は、地震に伴う海岸、農地等の被害を防止するため、関係施設

の耐震性の強化等を図る。 

第２. 海岸保全施設等 

海岸管理者は、震災を防止し、または震災が発生した場合における被害の拡大を防

ぐため、適宜耐震点検等を実施し、改善が必要な施設については、随時改修を進める

など海岸保全施設の維持管理を強化し、防災対策に万全を期すものとする。 

また、海岸保全基本計画に基づき、緊急性の高い地域から必要な耐震性を確保し、

計画的かつ総合的に海岸保全施設の整備や海岸林の保全などを促進する。なお、災害

に関する危険区域の周知または災害を防止するための情報の収集・伝達に必要な施設、

観測機器等の整備を促進する。 

１. 現状 

本町の海岸線総延長は約 17.5㎞にわたっている。 

２. 海岸保全事業等の実施 

海岸管理者は、震災を防止し又は震災が発生した場合における被害の拡大を防ぐ

ため、適宜耐震点検等を実施し、改善が必要な施設については、随時改修を進める

など海岸保全施設の維持管理を強化し、防災対策に万全を期すものとする。 

また、海岸保全基本計画に基づき、緊急性の高い地域から必要な耐震性を確保し、

計画的かつ総合的に海岸保全施設の整備や海岸林の保全などを促進する。 
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第３. 農地、農業施設 

１. 農地防災事業の推進 

町及び県は、洪水、土砂災害、湛水等に対して、農地、農業施設等を防護するた

め、農業用用排水施設の整備、老朽ため池の補強、低・湿地地域における排水対策、

降雨等による農地の浸食対策等について、みやぎ農業農村整備基本計画等に則し総

合的に農地防災事業を推進し、災害の発生防止を図る。 

２. 緊急防災用水量の確保 

町及び県は、既存のため池の貯水量に緊急防災用水量を付加させるために、ため

池の浚渫
しゅんせつ

または嵩上げ等を行うとともに、緊急時の消防水利や生活用水を確保する

ため、貯水池等を整備し、地域の総合的な防災安全度を高める。 

３. ため池の点検及び改修 

県は、大規模なため池について、老朽化、地震等により決壊や災害発生の恐れが

あるものの点検を行い、計画的に改修を行うことから、町はこれに協力する。 

第４. 港湾・漁港等の施設 

１. 主要施設の耐震性確保 

港湾管理者及び漁港管理者は、岸壁等港湾・漁港等の主要施設について、地質調

査や経済的な対策工法の検討を進め、耐震診断や補強による耐震性の確保を図る。 

２. 液状化対策の推進 

港湾管理者及び漁港管理者は、被災しても短時間で機能復旧できるような液状化

対策を国と協議しながら推進する。 
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第４節  交通施設の災害対策 

 

主管部署 総務課、建設課、産業課、政策課 

関係部署 仙台土木事務所、仙台塩釜港湾事務所 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 道路施設の災害対策 ○   

 港湾施設の災害対策 ○   

 漁港施設の災害対策 ○   

 

第１. 目的 

道路、港湾等は、地域の経済活動等あらゆる社会活動を支える重要な施設である。

これらの施設が被災した場合には、住民の避難、救助活動、物資の輸送などの各種の

応急対策活動を著しく阻害する。よって交通施設の整備や補強・補修等に当たっては、

基準に基づいた耐震対策を実施し、安全確保に努める。 

第２. 道路施設 

道路管理者は、地震直後の道路網断絶による避難行動や初動活動の阻害を防ぐため、

防災点検及び震災点検等で対応が必要とされた箇所について、緊急輸送道路や緊急性

が高い路線及び箇所から順次、補強及び整備を実施する。また、地震災害対策上必要

とする道路施設については、地震防災緊急事業五箇年計画や道路整備五箇年計画等に

基づき緊急を要する施設から随時整備を進める。 

１. 道路 

（1） 耐震性の強化 

道路法面の崩壊、路面の損壊、道路施設の変状や破損等の被害が想定される

危険箇所について、防災工事等を実施するとともに、道路の改築や新設にあた

っては、耐震基準に基づいた整備を図るものとする。 

（2） 避難路・避難階段の整備 

住民が徒歩で確実に安全な場所に避難できるよう、地震の揺れを考慮した避

難路・避難階段を整備し、その周知に努めるとともに、その安全性の点検及び

避難時間短縮のための工夫・改善に努める。 

なお、避難路の整備に当たっては、地震の揺れによる段差の発生、避難車両

の増加、停電時の信号滅灯などによる交通渋滞や事故の発生等を十分考慮する
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とともに、地震による落橋、土砂災害等の影響により避難路等が寸断されない

よう橋梁の耐震対策を実施する等、安全性の確保を図る。 

（3） 信頼性の高い道路網の形成 

緊急輸送ルートの確保を早期に確実に図るため、主要な市街地等と高速道路

のアクセス強化等ネットワーク機能の向上、道路情報ネットワークシステム、

道路防災対策等を通じて安全性、信頼性の高い道路網の整備を図る。 

（4） 道路管理者間の情報共有化 

通行止めや迂回路の設置、地盤沈下による冠水対策等については、国、県及

び他市町村との情報の共有化を図る。 

２. 橋りょう 

落橋、変状等の被害が想定される道路橋、側道橋等については、橋りょう補強工

事を実施し耐震性を高めるものとする。 

３. トンネル 

覆工コンクリートや付帯施設の落下、坑口部法面の岩盤崩落などが想定されるト

ンネルについては、優先して補強対策を実施するものとする。 

４. 道路付属施設 

（1） 災害情報システムの構築 

道路管理者は、災害防止に当たり道路情報の迅速・正確な提供を行うために、

土木部流域情報システムによる雨量、水位情報の活用のほか、気温、積雪、凍

結等路面検知器等の機器及び道路情報提供装置の整備を進め、これらを有機的

に運用するための災害情報システムの構築を図る。 

（2） 避難誘導標識の整備 

町は、道路管理者と調整の上、いつでも誰でも安全かつ迅速に避難を行うこ

とを支援するための避難誘導標識の整備に努める。 

５. 交通管制施設 

広域交通管理体制の整備を図るとともに信号機、交通情報板及び交通管制センタ

ー等交通管制施設の耐震性を確保する。 

第３. 港湾施設 

１. 港湾施設の整備 

（1） 港湾施設の位置づけ 

港湾施設は、災害発生初期における避難、救助、緊急物資及び復旧資材等の

緊急輸送活動を確保するための防災拠点として極めて重要な役割を果たす施

設であるばかりではく、災害発生後長時間にわたり、一定の生産活動及び生活

活動を確保するために必要な最低限度の物流機能を維持するための極めて重
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要な施設である。中でも仙台塩釜港は重要な物流拠点として位置づけられてお

り、仙台港区においては既に３岸壁が耐震強化岸壁として整備済みである。 

（2） 港湾施設の整備及び管理 

港湾管理者は、耐震強化岸壁と近接し物資の一時保管場所及び駐車場となる

港湾緑地及び耐震強化岸壁等と緊急輸送網を接続する臨港道路等を優先的に

整備し、被災地への物資輸送の拠点として支障が生じることのないよう、施設

の整備・管理に努める。 

第４. 漁港施設 

漁港管理者は、被災することにより生じる災害に関する危険区域の周知及びこれら

の災害を防止するため、迅速な情報の収集及び情報伝達施設の整備を推進するととに、

地震発生後の防御機能の維持のため、耐震性を考慮した岸壁、防波堤等の漁港施設整

備を図る。 
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第５節  都市の防災対策 

 

主管部署 総務課、建設課、震災復興課 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 土地区画整理事業の推進 ○   

 都市公園施設等の整備 ○   

 

第１. 目的 

町は、火災の拡大防止や避難の安全を確保し、安全・安心・快適性等に配慮された

総合的に質の高い市街地の実現のため、都市防災総合推進事業等により、大規模な震

災など都市の災害に対する危険性を把握し、防災力の高いまちづくりの方針を明らか

にし、避難路やオープンスペース確保のための各種事業や避難地、避難路等周辺の建

築物の不燃化を促進する。 

第２. 土地区画整理事業や防災集団移転促進事業等の推進 

町は、防災性の高い市街地の形成を目指し、今次津波を想定した新たな居住系拠点

（住宅移転地）を集約整備する。住宅移転後の土地については、防災林の整備などに

より、津波減衰機能の確保とともに、産業基盤の再生に向けた土地の有効活用を図る。 

第３. 都市公園施設等整備の推進 

町は、避難路、避難場所、延焼遮断帯、防災活動拠点ともなる都市公園等の公園の

整備促進及び配置とネットワークを図るとともに、町が避難場所に指定する都市公園

については、必要に応じ、食料、医薬品等災害応急対策に必要な備蓄倉庫、耐震性貯

水槽等の整備に努める。 
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第６節  建築物等の耐震化対策 

 

主管部署 総務課、建設課、財政課、健康増進課、地域福祉課、教育総務課 

関係部署 宮城県危機対策課震災対策班、仙台土木事務所 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 公共建築物の防災性・耐震性の向上 〇   

 一般建築物の耐震・改修の促進 〇 〇 〇 

 一般建築物の防災診断・防災改修の促進 〇 〇 〇 

 特殊建築物・建築設備等の維持保全対策 〇  〇 

 ブロック塀等の安全対策 〇 〇  

 落下防止対策 〇   

 建物内の安全対策  〇 〇 

 

第１. 目的 

地震による建築物等の損壊、焼失を軽減するため、耐震化、不燃化等必要な事業を

推進するものとする。 

特に、既存建築物の耐震性の向上を図るため、建築物の耐震改修の促進に関する法

律（平成 7 年法律第 123 号）の的確な施行により、耐震診断・耐震改修の促進に努め

るものとする。 

第２. 公共建築物 

１. 公共建築物全般の対策 

（1） 耐震性、不燃性の確保 

町は、庁舎、学校等の行政関連施設、社会福祉施設等災害時要援護者に関わ

る施設、不特定多数収容施設等（集会、ホール等）、常に防災上重要な公共建

築物について、一層の耐震性、不燃性の確保に努める。 

（2） 停電対策の強化 

町及び施設管理者は、地震時の停電に備え、バッテリー、無停電電源装置、

自家発電設備等の整備に努める。 

２. 町有建築物 

町は、地震による被害を最小限にとどめるため、防災上重要な拠点施設、災害時
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に甚大な人的被害のおそれのある建築物等について、建築年次に留意しながら随時

耐震診断を実施し、診断結果に基づき必要のある建築物については、精密診断、補

強工事等を行っていく。 

なお、新築、改築の際には、耐震性の一層の確保に努めるものとする。 

３. 教育施設 

学校等教育施設の管理者及び町は、災害時における児童生徒等及び教職員の安全

の確保を図るため、次の対策を講じるものとする。 

（1） 校舎等の耐震性の強化 

校舎等の耐震性の強化を図るとともに、教育施設としての機能向上を基本に

防災機能の整備・拡充に努める。 

（2） 設備・備品等の安全管理 

設備（照明設備等）及び備品（ロッカー、実験実習機器等）の設置にあたっ

ては、転倒、落下等の防止について、その安全性を強化するとともに、災害時

において、児童生徒等及び教職員の避難通路が確保できるよう設置場所等につ

いて十分配慮する。 

（3） 水泳プールの防災機能等の整備 

災害時における防災用水及び生活用水を確保するため、引き続き水泳プール

の耐震性の強化を図るとともに浄水機能の整備を計画的に推進する。 

４. 耐震診断の実施及び公表 

県は、公共建築物の耐震診断の実施状況や実施結果をもとに、耐震性に係るリス

トの作成及び公表に努めることから、町はこれに協力する。 

第３. 一般建築物 

１. 建築物の耐震・改修の促進 

特定行政庁（県）は、町内に新築、増改築される一定規模以上の建築物に対して、

建築基準法第 12 条の規定に基づく建築工事施工状況報告により、建築工事の質の

向上を図る。また、宮城県地震地盤図等を参考にしながら、建築予定地盤の特性を

事前に周知し、建築物の耐震性能の向上を図る。 

町は、既存建築物について「七ヶ浜町耐震改修促進計画」に基づき、耐震診断の

普及や耐震改修工事を促進するための取り組みを、特定行政庁と協力して行う。 

２. 適正な維持管理の促進 

町内に建築された、建築基準法第 12条第１項に規定する定期報告制度の対象建築

物については、特定行政庁による定期報告制度、建築物防災週間における防災査察、

特別防災査察及び消防機関との連携などにより、建築物の所有者に対し防災意識の

高揚と適正な維持管理の促進を図る。 
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第４. 特殊建築物・建築設備等の維持保全対策 

町内に建築された、建築基準法第 12条第１項に規定する特殊建築物及び同条第 2項

に規定する建築設備、昇降機等について、防災避難に関して特に危険性のあるものに

ついては、特定行政庁による改善指導を実施する。 

第５. ブロック塀等の安全対策 

町は、県及び関係機関との連携により、町内の通学路及び避難道路沿いのブロック

塀を対象に、災害時におけるブロック塀、石塀の倒壊による通行人等の第三者への被

害を防止することを目的に、倒壊のおそれのあるものに対しては、強く改善要請を行

うなど安全対策の推進を図る。 

また、通学路及び避難道路沿いの住民や施設管理者は、日頃からの点検や、必要に

応じて補強、撤去等を行う。新たに設置する場合には施工、設置基準を遵守するなど、

ブロック塀の転倒防止策を図る。 

第６. 落下防止対策 

１. 調査及び改善指導 

特定行政庁は、市街地の沿道に存する階数三以上の窓ガラスや外装材等二次部材

の落下のおそれのある建築物については、安全確保を図るため調査と改善指導を行

う。 

２. 天井の脱落防止等の対策強化 

施設管理者は、日頃からの点検や、必要に応じて補強を行うとともに、新たに設

置する場合には施工、設置基準を遵守するなど、天井材等の非構造部材の脱落防止

対策を図る。 

第７. 建物内の安全対策 

町は、家具の転倒、落下物、ガラスの飛散による負傷等の被害を軽減するための普

及啓発に努めるとともに、個人住宅に対する被害防止対策を支援する。 
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第７節  ライフライン施設等の予防対策 

 

主管部署 水道事業所 

関係部署 
東日本電信電話宮城支店、東北電力塩釜営業所、塩釜ガス㈱、 

中南部下水道事務所、仙南・仙塩広域水道事務所、仙台市水道事業管理者 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 水道施設の予防対策 ○  ○ 

 下水道施設の予防対策 ○  ○ 

 水道用水供給施設の予防対策 ○  ○ 

 工業用水道施設の予防対策 ○  ○ 

 電力施設の予防対策 ○  ○ 

 ガス施設の予防対策 ○  ○ 

 電信・電話施設の予防対策 ○  ○ 

 

第１. 目的 

大規模地震の発生により町民生活に直結する上下水道、電力、ガス、石油・石油ガ

ス、電話等のライフライン施設が大きな被害を受けた場合、日常生活や経済活動の場

である都市の機能が麻痺し、安否確認、避難や救援・救出活動の応急対策を実施する

上での大きな支障となるだけでなく、避難生活環境の悪化や、町民が早期に通常の生

活に戻るための大きな足かせとなる。 

このような事態を極力避けるため、ライフライン関係機関においては、各施設の被

害を最小限に食い止めるための耐震性の強化、液状化対策、拠点の分散、代替施設の

確保及び系統の多重化等を進めるなど、大規模地震による被害軽減のための諸施策を

実施するものとする。 

第２. 水道施設 

１. 水道施設の耐震性強化 

 水道事業者及び水道用水供給事業者（以下「水道事業者等」という。）は、

震災時においても断水等の影響を最小限に食い止め、容易な復旧を可能とす

ることを基本として、送水管・配水幹線及び配水池など基幹施設並びに避難

所、医療機関等の重要施設に配水する管路の耐震性の強化、液状化対策につ

いて優先順位を定め計画的に整備を進める。特に、人命に関わる重要施設へ
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の供給ラインの安全性の確保を重点的に行う。 

 水道事業者等は、水道施設のバックアップ機能として、水源の複数化、送水

管・配水幹線の相互連絡、配水管網のブロック化を図るとともに、水道事業

間の連絡管整備を推進する。 

 水道事業者等は、緊急時に応急給水用の水を確保できるよう、配水池貯水容

量の安定確保、緊急遮断弁の設置及び応急給水施設の整備等を計画的に推進

する。 

 水道事業の管理者等については、水道管の破損等による二次被害を軽減させ

るための措置を講じる。 

 水道事業者等は、災害時における水道の安定供給を確保するため、配水地等

への非常用自家発電機等を整備する。 

 

２. 復旧用資機材の確保 

水道事業者等は、水道施設が被災した場合には、直ちに応急対策に着手できるよ

う復旧用資機材の計画的な備蓄、調達体制の整備に努めるものとする。 

３. 管路図等の整備 

水道事業者等は、災害時において適切な対応がとれるよう、日頃から管路図等の

整備を図り、施設の現況把握に努める。 

４. 危機管理体制の確立 

水道事業者等は、日常の維持管理業務を着実に行うことはもとより、災害時にお

ける水道施設の被災予測を踏まえた緊急時の指揮命令系統、初動体制、通信手段、

相互応援体制及び応急給水、応急復旧活動等に関する行動計画及びマニュアルを作

成するものとする。 

また、知事から水道用水の緊急応援の指示（水道法第 40条）があった場合等を想

定し、県の行動計画と整合性のある行動指針を作成するものとする。 
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《応急給水対策フローチャート》 

第３. 下水道施設 

町は、下水道施設の被災が住民生活へ多大な影響を与えることに鑑み、施設の被害

及び影響を最小限に食い止めるため、施設の耐震性の向上や液状化対策を図り災害予

防を推進するとともに、災害対策資材の確保、他機関との連絡協力体制の整備に努め

るものとする。 

１. 下水道施設計画 

下水道施設の新設、改良、更新にあたっては耐震性の向上や液状化対策の計画的

な推進に努める。特に、避難所や医療施設など災害時の拠点施設に力を入れていく。 

２. 下水道施設維持管理 

下水道台帳の整理、保管に万全を期するとともに、下水道施設を定期的に点検し、

《応急給水対策フローチャート》 
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常時、施設及び機能状態の把握に努めるものとする。 

３. 下水道防災体制 

下水道事業者等は、復旧活動を円滑に実施するため、被災予測を踏まえた災害対

応マニュアルの策定、災害対策資材の確保及び他機関との連絡協力体制の整備に努

めるものとする。 

第４. 工業用水道施設 

地震による施設の被災を最小限に食い止めるため、水道用水供給施設の耐震性の向

上や液状化対策に努めるとともに、被災した場合に当たっては、二次災害を防ぐ上で

も早急な応急復旧のできる体制を確立する。 

１. 工業用水道施設の耐震性の確保 

工業用水道施設の新設、改良については、「水道施設耐震工法設計指針」等に基づ

いて設計施工を行うとともに、既存の施設のうち特に重要性の高い施設については、

優先順位を勘案しながら計画的に耐震化や液状化対策を進める。 

２. 復旧用資機材の整備 

水道用水供給施設が被災した場合に、直ちに「企業局緊急時対策指針」に基づき

応急復旧に着手できるように復旧用資材を計画的に備蓄し、併せて応急復旧体制の

確立を図る。 

３. 情報収集システム・監視・制御システムの整備 

震災時においても十分機能を発揮できる施設となるように各システムの整備を図

る。 

第５. 電力施設 

災害時においても電力の供給は重要であり、東北電力㈱塩釜営業所に対しても、災

害対策の充実を要望するものとする。 

１. 発電設備 

電気事業者は、発電所設備の重要度、その地域の予想される地震動等を勘案し、

技術基準等に基づき、発電設備、機器の耐震化を図る。また、建物については、建

築基準法による耐震設計や液状化対策を行う。 

２. 送電設備 

架空電線路については、電気設備の技術基準に基づき、地中電線路における終端

接続箱、給油装置については耐震対策指針等に基づき、洞道については、標準示方

書等に基づき設計を行う。 

また、地盤条件に応じて、可とう性のある継手や管路を採用するなど耐震性を配
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慮した設計を行うものとする。 

３. 変電設備 

機器の耐震設計は、変電設備の重要度、その地域で予想される地震動等を勘案す

るほか、技術基準に基づいて行う。また、建物については、建築基準法による耐震

設計や液状化対策を行う。 

４. 配電設備 

架空電線路については、電気設備の技術基準に基づき、設計を行うものとする。

地中電線路については、地盤条件に応じて、可とう性のある継手や管路を採用する

など耐震性を配慮した設計を行うものとする。 

５. 危機管理体制の確立 

災害時の応急対策を迅速に行えるよう、組織体制、連絡体制、応急復旧工事など

の体制を確立する。また、役場や消防署などとの連絡体制を整備し、町総務課で各

地区や避難所などの停電状況等を把握できるような体制を整えておく。 

６. 電力供給体制及び広報の実施 

電気事業の管理者等については、電力供給や早期復旧のための体制確保等必要な

措置を講じるとともに、火災等の二次災害の防止に必要な利用者によるブレーカー

の開放等の措置に関する広報を実施する。 

７. 復旧迅速化のための連携強化 

電力施設管理者は、協力会社社員を含めた緊急通行の協議、現場へ到着するため

の道路情報の入手、車両燃料の確保、衛星写真の活用、工業用水等の早急な確保等

について、復旧迅速化のため関係機関との連携強化を図る。 

第６. ガス施設 

１. 液化石油ガス 

 液化石油ガス販売業者は、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関

する法律」(昭和 42 年法律第 149 号)及び毎年県が定める「液化石油ガス販

売事業者等保安対策指針」に基づき、地震災害によって被災した家屋等にお

いても、液化石油ガス施設による災害が発生しないように、常日頃から消費

者に対して次の対策を講じるとともに、緊急時連絡体制及び緊急資機材の整

備を図るものとする。 

 消費者全戸への安全器具（ガス漏れ警報器、ヒューズコック、Ｓ型メー

ター等）の設置とその期限管理及び集中監視システムの普及導入の推進 

 安全性の確認（チェーン止め等による転倒・転落・流出防止状況の把握）

と向上（ガス放出防止措置等の設置） 

 各施設の定期点検等（特に埋設管や地下ピット）の着実な実施と、基準
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不適合設備の解消 

 周知内容の充実化（災害時の対応等）と多様化（高齢者世帯や外国人世

帯に対する工夫等） 

 （社）宮城県エルピーガス協会は、日頃から保安啓蒙の一環として、有事の際

の対処方法の周知徹底に努める。その他、液化石油ガス販売事業者相互の支援

体制の充実強化をはじめとした必要な災害予防対策は、長期的に検討推進を図

っていく。また、災害時における保安業務を含めた様々な役割の担い手として、

自家発電設備、衛星通信設備、ＬＰガス自動車等を備えた各地域の災害対応の

拠点となる中核充てん所の整備に努める。 

 県は上記の各内容に関して適宜、指導助言(立入検査を含む)することにより、

その完遂を支援する。 

 関東東北産業保安監督部東北支部及び県は、液化石油ガス販売事業者に対し、

保安監督を強化するとともに、保安教育の徹底、自主保安体制の整備を図り、

災害の防止に努める。 

２. 都市ガス 

 ガス事業者は、「ガス事業法」(昭和 29 年法律第 51 号）並びに一般社団法人

日本ガス協会が定める各種指針に基づきガス施設の耐震化を推進する。また、

地震災害によって被災した家屋等においても、都市ガス施設による災害が発

生しないように、常日頃から使用者に対して次の対策を講じるとともに、緊

急時連絡体制及び緊急資機材の整備を図る。 

 使用者全戸への安全器具（ガス漏れ警報器、ﾏｲｺﾝﾒｰﾀｰ等）の設置 

 安全性の向上（ガス導管の地区分割、緊急操作設備の充実等） 

 各設備の定期点検等の着実な実施と、基準不適合設備の解消 

 周知内容の充実化（災害時の対応等）と多様化（高齢者世帯や外国人世

帯に対する工夫等） 

 関東東北産業保安監督部東北支部は、ガス事業者に対し、保安監督を強化す

るとともに、保安教育の徹底、自主保安体制の整備を図り、災害の防止に努

める。 

 ガス事業者は、ＰＥ管等耐震性の高い導管への取替えを促進し、耐震化率の

一層の向上を図るよう努める。 

 ガス事業者は、供給停止判断基準を見直し、供給継続・供給停止の可否判断

の充実を図るよう努める。その際、あらかじめ、液状化による著しい地盤変

位や盛土崩壊の可能性地区をリスト化し、これらを判断要素に盛り込む。ま

た、特定製造所に込む。また、特定製造所における感震自動ガス遮断装置の

全数設置を促進する。 

３. 広報の実施 

ガス事業の管理者等については、火災等の二次災害防止のための利用者によるガ

ス栓閉止、液化石油ガスボンベの転倒防止等必要な措置に関する広報を実施する。 
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第７. 電信・電話施設 

１. 設備の災害予防 

電気通信事業者等は、電気通信施設の公共性に鑑み、災害時においても重要通信

を確保できるように平常時から設備を強固にし、災害に強く、信頼性の高い通信設

備の設計、設置の推進に努め、県及び市町村の被害想定を考慮した基幹的設備の地

理的分散、応急復旧機材の配備等を図るとともに、直接的被害を受けなかった都市

相互の通信が途絶えたり、ふくそうしたりしないように通信網の整備をさらに促進

し、電気通信設備の安全・信頼性強化に向けた取組の推進に努める。 

（1） 電気通信施設の耐震・防火・水防対策 

主要な電気通信設備等について、大規模地震に耐えるように調査点検を実施

し、引き続き耐震対策、防火対策、水防対策を推進するものとする。 

（2） 通信網の整備・充実 

バックアップシステムの確立、主要伝送路のループ構成、多ルート構成また

は２ルート構成による通信網の整備・充実を図り、通信網システムの信頼性向

上に努めるものとする。 

（3） 災害対策用機器の配置 

可搬無線機、ポータブル衛星通信装置及び移動電源車等災害対策用機器の整

備・充実を図るものとする。 

２. 体制の整備 

日常における防災準備体制の整備を図るとともに、災害時における復旧要員の確

保及び広域応援体制の確立を図るものとする。 

３. 災害用復旧資機材の確保 

災害発生時の通信を確保し、電気通信設備を迅速に復旧するため、災害復旧用資

機材の配置・充実を図るとともに、資機材の調達体制の確立を図るものとする。 

４. 電源確保とふくそう対策 

通信事業の管理者は、電源の確保等や地震発生後に通信回線がふくそうした場合

の対策等の措置を講じる。 

５. 共同溝・電線共同溝の整備 

町及び県は、関係機関と密接な連携をとりつつ、ライフライン共同収容施設とし

ての共同溝・電線共同溝の整備等を図るよう努める。 



七ヶ浜町地域防災計画 

第２編 地震災害対策編 

 

24 

 

 

第８節  危険物施設等の予防対策 

 

主管部署 総務課 

関係部署 塩釜地区消防事務組合 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 危険物施設の予防対策 ○  ○ 

 高圧ガス取扱事業所の予防対策 ○  ○ 

 毒物・劇物貯蔵施設の予防対策 ○  ○ 

 

第１. 目的 

震災時において、危険物施設等の火災や危険物等の流失等が発生した場合には、周

辺地域に多大の被害を及ぼすおそれがある。 

このため、各施設の自主保安体制の充実・強化について指導を徹底する等、地震対

策と防災教育や防災訓練の積極的実施を推進する。また、各危険物施設や護岸等の耐

震性能の向上、緩衝地帯の整備を図る。 

第２. 各施設の予防対策 

各施設管理者は、緊急停止措置、貯蔵タンク等の緊急遮断弁の設置について検討す

るとともに、応急措置又は代替措置により、機能を速やかに回復することができるよ

うに計画を策定する。 

また、大容量泡放射システム運搬車両の確保や、運搬経路の複数化、地震発生時の

活動や防災組織との連携、周辺住民の避難対策等について検討を行う。 

第３. 危険物施設 

町内には、石油等の危険物製造所、貯蔵所などが多数あり、震災時においては破損、

火災等により、危険物の流出や爆発等の事態の発生が考えられる。これらの施設につ

いては、関係法令に基づく災害予防規程等の作成を義務付けられているところである

が、県及び消防機関は、発災した場合の被害を最小限に食い止めるため、自主保安体

制の充実・強化について次のような指導を行い、地震対策と防災教育の推進を図るこ

とから、町はこれに協力する。 

なお、石油コンビナート等特別防災区域の危険物施設等については、石油コンビナ

ート等災害防止法に基づく宮城県石油コンビナート等防災計画の定めるところにより、
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予防対策の推進を図る。 

１. 安全指導の強化 

危険物事業所の管理者、危険物取扱者及び危険物保安監督者等の安全管理の向上

を図るため、講習会等の保安教育を実施する。 

２. 施設基準維持の指導 

危険物施設の耐震設計基準については、年々強化され構造上の安全対策が講じら

れている。町、消防機関及び関係機関は、法令に定められている技術上の基準に適

合した状態を維持するよう指導する。 

３. 自衛消防組織等の育成 

町、消防機関及び関係機関は、事業所における自衛消防組織等の育成を推進する

とともに、効果的な自主防災体制の確立を図る。 

４. 広報・啓発の推進 

危険物安全週間を通じ、危険物事業所及び地域住民に対し、危険物等による災害

防止について広報、啓発に努める。 

５. 防災用資機材の整備 

町、消防機関及び関係機関は、複雑多様化する危険物への備えとして、化学消防

力の強化に努めるとともに、事業所に対しても資機材の整備、備蓄の促進について

指導する。 

第４. 高圧ガス取扱事業所 

高圧ガス取扱事業所は、法令の耐震基準を遵守し、日頃から高圧ガス施設の保守・

管理を行うとともに、緊急時連絡体制の整備を図り、併せて、事業者間の相互応援体

制の整備について一層の推進を図る。 

第５. 毒物・劇物貯蔵施設 

町、消防機関及び関係機関は、運搬する上で規則を受ける毒物・劇物（23種類）に

関し、毒物・劇物製造業者、毒物・劇物販売業者、法的に届出が必要な業務上取扱者、

それ以外の業務上取扱者の容量 1 立方メートル以上の貯蔵設備（タンク等）を有する

施設を把握しておく。 
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第９節  職員の配備体制 

 

主管部署 全課 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 町の配備体制の明確化 ○   

 職員参集手段等の検討 ○   

 防災関係機関等の配備体制の整備 ○   

 施設職員の緊急配備体制の整備 ○  ○ 

 

第１. 目的 

地震により災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、迅速に災害応急対

策を推進するため、また、優先度の高い通常業務の継続のため、災害の規模に応じて

必要な職員を配備・動員し、その活動体制に万全を期するものとする。このため、平

常時から各組織の配備・動員計画や、業務継続計画を定めておくものとする。 

なお、休日、夜間等の勤務時間外の参集体制についても、同様に定めるものとする。 

第２. 町の配備体制 

１. 配備体制の明確化 

災害が発生し、または発生するおそれがある場合には、速やかに警戒本部等所定

の配備体制が敷けるよう体制整備を図るものとする。この際、町長不在時の指示伝

達体制についても定めるものとする。 

災害が発生し、被害状況を迅速に把握するため、必要に応じて職員を配置するも

のとする。 

配備体制の基準・内容については、「第３章 第１節 防災活動体制」に定める。 

２. 職員参集手段等の検討 

休日、夜間等勤務時間外に災害等が発生した場合を想定し、特に町長等幹部職員

及び職員の参集手段について検討し、速やかな災害対策本部の立ち上げが可能な体

制を構築するものとする。 

そのため、町では、職員初動期マニュアルを策定したところであり、今後、訓練

の実施等を通じて参集方法等の改善を積み重ねていくものとする。 
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第３. 防災関係機関等の配備体制 

災害が発生し、または発生するおそれがある場合は、必要な職員を動員し、町及び

県、自衛隊等と相互に協力の上、総合的な防災対策の推進を図るため、法令、防災業

務計画、県地域防災計画等の定めるところにより、その所掌事務に係る災害応急対策

を速やかに実施できる体制を整備するものとする。 

病院、不特定多数の集客施設、老人ホーム等災害時要援護者収容施設、公営住宅、

教育施設等の管理者は、大規模災害に備えて職員の緊急配備体制を整備するものとす

る。 

第４. 町議会との相互協力 

町は町議会と連携し、災害発生時の住民からの情報提供や避難所等の運営を円滑に

実施するため、連絡窓口の設置や災害時の対応要領をはじめとした相互協力の方法を

今後検討する。 

第５. 防災担当職員の育成 

町及び防災関係機関等は、専門的知見を有する防災担当職員の確保及び育成につい

て検討する。 

第６. 人材確保対策 

町は、発災後の円滑な応急対応、復旧・復興のため、退職者(自衛隊等の国の機関の

退職者も含む)の活用や、民間の人材の任期付き雇用等の人材確保方策をあらかじめ整

えるように努める。 

第７. 応急活動のためのマニュアル作成 

町及び防災関係機関等は、災害発生時に講ずべき対策等を体系的に整理した応急活

動のためのマニュアルを作成し、職員に周知するとともに定期的に訓練を行い、活動

手順、使用する資機材や装備の使用方法等の習熟、他の職員、機関等との連携等につ

いて徹底を図る。 

第８. 業務継続計画(ＢＣＰ) 

１. 業務継続性の確保 

（1） 業務継続計画(ＢＣＰ)の策定 

町及び防災関係機関は、地震発生時の災害応急対策等の実施や優先度の高い

通常業務の継続のため、災害時に必要となる人員や資機材等を必要な場所に的

確に投入するための事前の準備体制と事後の対応力の強化を図る必要がある

ことから、業務継続計画(ＢＣＰ)の策定等により、業務継続性の確保を図る。 

（2） 業務継続体制の確保 
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町及び防災関係機関は、実効性ある業務継続体制を確保するため、食料等必

要な資源の継続的な確保、定期的な教育・訓練・点検等の実施、訓練等を通じ

た経験の蓄積や状況の変化等に応じた体制の見直し、代替施設等の検討などを

行う。 

（3） 業務継続体制の検証 

町は、定期的に防災訓練や業務継続体制の点検、評価及び検証を行い、必要

に応じて業務継続計画の見直しを行う。 

２. 電源及び非常用通信手段の確保対策 

（1） 電源及び非常用通信手段の確保 

町及び防災関係機関は、それぞれの機関の主要な施設・設備において、自家

発電設備等の整備を図り、十分な期間の発電を可能とするための燃料の備蓄や、

通信途絶時に備えた衛星携帯電話の整備等、非常用通信手段の確保に努める。 

（2） 再生可能エネルギーの導入推進 

町は、大規模停電や計画停電を想定し、応急活動の拠点となる施設などへの

太陽光発電その他の再生可能エネルギー等の導入を推進する。 

３. 移動手段の確保対策 

東日本大震災時に、燃料不足が深刻になったことを踏まえ、低燃費車の導入の他、

再生可能エネルギーを利用するなど、燃料に依存しない移動手段の確保を今後検討

する。 

４. データ管理の徹底 

東日本大震災時に、住民基本台帳ネットワークシステムの本人確認の情報が役立

ったことを踏まえ、町は、復興の円滑化のため、戸籍、住民基本台帳、不動産登記、

地籍、公共施設・地下埋設物等の情報及び測量図面等データの整備保存並びにバッ

クアップ体制の強化等による重要データの消失を防止するとともに、これらを扱う

情報システムを継続的に維持・稼働させることができるよう、整備保全を図る。 

５. 職員のメンタルヘルスケア 

町及び防災関係機関は、災害への対応が長期に渡ることを鑑み、職員のメンタル

チェックをきめ細かに行えるよう、予め体制を検討する。 
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第１０節  情報通信連絡網の整備 

 

主管部署 総務課、政策課 

関係部署 塩釜警察署、塩釜地区消防事務組合 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 町防災無線の整備拡充 ○   

 職員参集等防災システムの整備 ○   

 地域住民に対する通信手段の整備 ○   

 役場データのバックアップ体制 ○   

 消防機関における災害通信網の整備 ○   

 警察における災害通信網の整備 ○   

 

第１. 目的 

大規模震災時には、固定一般回線や携帯電話が不通あるいは発信規制やふくそうと

いった事態が予想されることから、町及び防災関係機関は、情報の収集・伝達手段の

複数化、ネットワークの多ルート化やシステムのＩＴ化を積極的に進めるとともに、

防災通信網の確保・整備充実及び施設の耐震化や非常電源の確保、サーバの負荷分散

を図り、地震発生時の応急対策を迅速に推進するため万全を期するものとする。 

このため、町及び防災関係機関は、平常時から訓練等を通じて通信機器の操作の習

熟に努めておくものとする。 

第２. 町における災害通信網の整備 

１. 情報伝達ルートの多重化 

東日本大震災では、固定電話が不通となり、災害時優先電話が使用できなくなる

など情報伝達ルートに深刻な支障が発生した。 

このため、町では、避難所間の通信を確保するためにＭＣＡ無線とトランシーバ

ーの導入を行うなど、情報伝達ルートの多重化に努めているところである。 

今後は、県や関係機関との通信を確保するために、衛星携帯電話の導入を検討す

るなど、外部との情報伝達ルートの多重化を推進する。 
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≪ＭＣＡ無線の現況≫ 

町所有（避難所・自主防災会用） 30台 

七ヶ浜町消防団所有 30台 

（資料：町総務課防災対策室 平成 25年 3月） 

 

２. 町防災行政無線の整備拡充 

町は、大規模震災時における住民等への情報提供や被害情報等の収集伝達手段と

して、町防災行政無線等の整備拡充に努めるほか、消防庁より伝達される土砂災害

警戒情報や竜巻注意情報等の防災情報を受信する全国瞬時警報システム(Ｊ－ＡＬ

ＥＲＴ)により、自動的にその内容をスピーカーで放送し住民へ周知するよう努める。 

また、停電時の電源を確保するため、非常用発電設備、再生可能エネルギー等の

非常用電源設備の整備を促進するとともに、停電時を想定した、実践的な訓練を実

施し防災体制の強化を図る。 

 

《防災行政無線の現況》 

防災無線通信施設等 

同報無線 移動無線 有
線
放
送
加
入
件
数 

免許区分 局数 免許区分 局数 

防
災
行
政
用 

地
方
行
政
用 

農
・
漁
協
用 

そ
の
他 

親
局 

中
継
局 

同報小

局 

防
災
行
政
用 

地
方
行
政
用 

農
・
漁
協
用 

そ
の
他 

基
地
局 

中
継
局 

移動局 

屋
外
方
式 

屋
内
方
式 

車
載
型 

可
搬
型 

携
帯
型 

1    1  46  1    1  16  3  

（資料：町総務課防災対策室 平成２５年３月） 

また、県は、地域衛星通信ネットワークを利用した衛星系地球局及び地上系防災

行政無線を町、消防本部等に設置し運用している。 
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《県地域衛星通信（防災行政情報通信）ネットワーク全体のイメージ》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《震度情報ネットワークシステム》 
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３. 職員参集等防災システムの整備 

震災時における迅速な災害情報収集体制を図るため、県で整備した震度情報ネッ

トワークシステム等を利用し、町職員が緊急的に自主参集できる体制の構築を図る

とともに、発災初動期における情報収集連絡体制の確立に努める。 

 

４. 地域住民等に対する通信手段の整備 

（1） 地域住民等からの情報収集体制の整備 

町は、県と連携し、災害発生時の被災状況や問題発生状況を幅広く迅速に把

握するため、衛星携帯電話、衛星通信、電子メール、防災行政無線等の通信手

段を活用し、民間企業、報道機関、住民等からの情報等の多様な災害関連情報

等の収集体制の整備に努める。 

また、各行政区長との連絡手段を検討するなど、震災時の迅速な情報収集体

制の確保に努める。 

（2） 情報伝達手段の確保 

震災時の情報伝達手段として、防災行政無線のみならず、ＮＨＫ、民放放送、

インターネット、ＣＡＴＶ、コミュニティＦＭ等のメディアへの情報配信や活

用への働きかけ、携帯電話(緊急速報メール機能を含む)、衛星携帯電話やワン

セグ、データ放送等のほか、各種ボランティア等の協力等について検討し、災

害時における多様な通信連絡手段の整備充実に努める。 

なお、防災行政無線に関しては、屋外スピーカーの聞こえにくさの解消や個

別受信機の配布等を推進する。 

（3） 災害時要援護者への配慮 

町は各種福祉関連団体と協同し、高齢者でも扱える携帯端末(ワンタッチボ

タン、ＧＰＳ機能付）、デジタルサイネージ(情報が常に流れているもの)の他、

聴覚障害者向けの文字情報によるラジオ放送、視覚障害者向けの受信メールを

読み上げる携帯電話、肢体不自由者向けのフリーハンド用機器を備えた携帯電

話等、災害時要援護者個々の特性に配慮した通信手段の普及に努める。 

５. 孤立想定地域の通信手段の確保 

町は、地震による道路寸断時に孤立が予想される地域において、災害時優先電話、

衛星携帯電話等の公衆通信網のみならず、町防災行政無線、簡易無線機等の多様な

通信手段の確保に努め、防災訓練等を通じ、通信機器や非常用電源の使用方法の習

熟に努める。 

６. 非常用電源の確保 

町は、非常災害時の通信の確保を図るため、非常用電源設備を整備するとともに、

燃料の確保が困難な場合を考慮し、非常用の燃料確保に努める。また、無線設備や

非常用電源設備の保守点検の実施と的確な操作の徹底、専門的な知見・技術を基に
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耐震性のある堅固な場所への設置等に努める。 

７. 大容量データ処理への対応 

役場がコンピュータで処理している行政情報については、日頃から日、週、月単

位でデータのバックアップに努めるほか、災害時における画像等の大容量データの

通信を可能とするため、通信ネットワークの体系的な整備に努めるとともに、大量

のデータ処理によるサーバ負荷の軽減のため、サーバの分散を図るよう努める。 

第３. 防災関係機関における災害通信網の整備 

防災関係機関は、大規模震災時における被害状況等の情報収集伝達手段として、各

機関が各々整備している専用又は無線等設備の充実を図るとともに、必要に応じ既設

以外の通信同線導入等について検討を加え、町及び県等と連携強化が図られるよう努

める。 

また、停電時の電源を確保するため、非常用電源設備の整備を促進する。 

１. 消防無線通信施設 

（1） 連絡体制の整備 

消防機関においては、災害時における情報伝達が確実に行えるように連絡体制を

整備する。 

消防機関の無線通信施設として固定局、基地局のほか、車載、携帯等の移動局を

整備し、常日頃から無線通信施設の保守点検等保守管理体制の充実を図り、災害時

の通信手段の確保に努める。 

（2） 消防無線通信施設の整備推進 

町、消防本部は、県からの消防無線通信施設整備の指導にそって、整備推進に努

める。 

なお、消防救急無線についても、ふくそうの緩和やデータ通信、秘匿性の向上に

よる利用高度化の観点から、デジタル化を推進するとともに、大規模災害時におけ

る適切な無線統制体制の構築や衛星通信、防災行政無線等の代替的手段の活用につ

いても検討する。 

２. 警察情報通信施設 

警察は、災害時の情報手段を確保するため、次の事項について推進を図るものと

する。 

 情報通信施設の耐震性の強化を図る。 

 定期的に非常電源の設備の保守点検を行い、機器の保全に努めるものとす

る。 

 災害時の応急復旧のための出動体制等の整備を図るものとする。 
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第４. 災害情報収集手段の確保 

１. 情報収集手段の拡充整備 

東日本大震災では、地震発生後すぐの停電により情報収集手段が限定されたこと

から、庁舎外の自家発電装置が整備されていない施設などでもいち早く情報を収集

できるようバッテリー式のテレビやラジオ等の配備を検討する。 

また、町内の被害状況を迅速に把握するため、防災カメラの拡充整備等を今後検

討する。 

２. 広報・記録体制の整備 

町は、災害が発生した際に、適切な広報・記録を円滑に実施するため、広報・記

録を実施する要員の確保や必要となる資機材の準備を行う。 
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第１１節  防災拠点等の整備 

 

主管部署 総務課 

関係部署 関連各課 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 救援活動拠点の確保 ○   

 防災活動拠点の整備充実 ○   

 防災ヘリポートの整備 ○   

 防災用資機材の整備充実 ○   

 水防用資機材の充実強化 ○   

 防災特殊車両等の整備拡充 ○   

 関係機関、団体等との連携体制の充実 ○  ○ 

 

第１. 目的 

震災時における防災対策を推進する上で重要となる避難地、避難路、防災拠点等の

災害時における防災に資する公共施設について、関係機関等と緊密な連携を図りつつ、

整備・拡充を図るものとする。 

また、災害時に必要となる防災物資、資機材等の整備については、防災活動拠点と

関連づけて整備・拡充を図るものとする。 

第２. 防災拠点の整備 

町は、県及び防災関係機関等、機関相互の応援が円滑に行えるよう、警察・消防・

自衛隊等の部隊展開、宿営の拠点、ヘリポート、物資搬送設備等の救援活動拠点の確

保に努めるものとする。 

町は、庁舎の大規模な震災時の災害対策本部機能の代替性の確保に努めるとともに、

災害現場での災害応急活動が迅速かつ円滑に実施されるように、学区単位でのコミュ

ニティ防災活動拠点の整備充実にも努める。 

第３. 防災拠点機能の確保・充実 

１. 防災中枢機能強化、保有施設運用のための備蓄、訓練 

町及び防災関係機関は、それぞれの機関の防災中枢機能を果たす施設・設備の充
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実及び災害に対する安全性の確保、総合的な防災機能を有する拠点・街区の整備、

推進に努めるとともに、保有する施設・設備について、代替エネルギーシステムの

活用を含め自家発電設備、ＬＰガス災害用バルク、燃料貯蔵設備等の整備や、十分

な期間の発電が可能となるような燃料の備蓄等を行い、平常時から点検、訓練等に

努める。 

２. 物資供給・通信途絶を想定した備蓄、非常用通信手段の確保 

町及び防災関係機関は、防災拠点施設において、物資の供給が相当困難な場合を

想定した食料、飲料水、燃料等の適切な備蓄・調達・輸送体制の整備、通信途絶時

に備えた衛星携帯電話等の非常用通信手段の確保を図る。 

３. 庁舎等防災拠点の代替場所の検討 

町及び防災関係機関は、庁舎等の防災拠点について、被災した場合の代替拠点等

バックアップ対策について検討する。 

また、これらの代替施設においても最低限必要な対応ができるよう、衛星携帯電

話等の通信設備の設置や非常用発電機の燃料確保の方法について検討する。 

４. 庁舎への避難者を想定した食料、物資、医薬品等の備蓄 

町及び防災関係機関は、災害時に地域住民が避難してくることも想定し、食料・

飲料水・物資・医薬品などの備蓄を行うとともに、避難してくる住民への支援策を

検討するよう努める。 

５. 自衛隊等の活動拠点の事前検討 

町及び県は、機関相互の応援が円滑に行えるよう、警察・消防・自衛隊等の部隊

の展開、宿営の拠点、ヘリポート、物資搬送設備等の救援活動拠点の確保に努める

とともに、候補地のリスト化を図る。 

第４. ヘリポートの整備 

県では、平成 4年 2月に防災ヘリコプター「みやぎ」を導入し、平成 13年４月から

は県、仙台市で共同し、ヘリポートを整備し、24時間体制で各種災害に対応している。 

町は、広域航空防災体制の充実強化を図るため、防災ヘリコプターの活動拠点とな

るヘリポートの整備に努め、各種災害への対応を図る。 

第５. 防災用資機材等の整備 

１. 防災用資機材 

応急活動用資機材の整備充実について、防災活動拠点の整備と関連付けて整備充

実を図るものとする。また、震災時の自主防災組織の円滑な活動に必要な防災用資

機材の整備充実にも努めるものとする。 



第１章 災害予防対策 

第１１節 防災拠点等の整備 

37 

 

第
１
章  
 
第
１１
節  

２. 水防用資機材 

震災時における水防用資機材の充実強化を図るとともに、二次災害等被害の拡大

防止に資する資機材の整備充実を図るものとする。 

３. 防災特殊車両等 

災害対策に必要な車両等の整備拡充を図るものとする。 

４. 化学消火薬剤等 

化学消火薬剤等の備蓄に努めるものとする。 

なお、関係機関、団体等が保持している防災用資機材についても、災害時に速や

かに調達・活用できるよう、施設の相互利用も含め、連携・応援体制の充実を図る

ものとする。 

第６. 防災用資機材の確保対策 

１. 地域内での確保対策 

町及び防災関係機関は、燃料、発電機、建設機械等の応急・復旧活動時に有用な

資機材が地域内で確保できるよう努めるとともに、地域内の備蓄量、供給事業者の

保有量を把握した上で、不足が懸念される場合には、関係機関や民間事業者との連

携に努める。 

２. 備蓄困難な資機材（仮設トイレ等）の確保対策 

町及び県は、支援物資を取り扱う業者一覧の作成や、仮設トイレ・ハウスなどの

備蓄困難な資機材に対するメーカー等との災害協定の締結を行い、備蓄困難な資機

材が確保できるように努める。 

３. 防災用備蓄拠点の整備 

町及び県は、スーパー、百貨店、コンビニエンスストア、生活協同組合等の小売

業に係る流通業者及び物流業者と連携し、緊急用物資の備蓄拠点の確保及び物流体

制の構築を図る。 

４. 救助用重機の確保対策 

町及び県は、都市部における地震災害において、倒壊建築物からの人命救助に建

設用大型重機が必要となるため、災害時におけるこれら大型重機の確保に努める。 
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第１２節  相互応援体制の整備 

 

主管部署 総務課、政策課 

関係部署 塩釜地区消防事務組合・塩釜医師会 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 災害時の相互応援体制の整備 ○   

 協定締結市町村間での平常時における訓練の

実施 
○   

 協定締結市町村間での災害時の部隊の応援等

に係る情報交換 ○ 
  

 

第１. 目的 

大規模な震災時には、その業務量と時間的制約等により、町だけでの災害応急対策

の実施が困難となる場合があることから、迅速かつ的確な防災対策を実施するにあた

って、地域の各種機関等の協力が必要となる。 

このため、町及び防災関係機関は、他の地方公共団体等との広域的相互応援体制の

整備・充実を図るものとする。 

なお、相互応援協定の締結に当たっては、近隣の地方公共団体に加えて、大規模な

地震災害等による同時被災を避ける観点から、遠方に所在する地方公共団体との間の

協定締結も考慮するとともに、多種・多様な団体との災害時の応援協定の締結を推進

する。 

第２. 相互応援体制の整備 

１. 受入れ体制の整備 

町及び防災関係機関は、災害の規模や披災地のニーズに応じて円滑に他の都道府

県、他市町村及び防災関係機関から応援を受けることができるよう、地域防災計画

や防災業務計画等に応援計画や受援計画をそれぞれ位置付けるよう努め、応援先・

受援先の指定、応援・受援に関する連絡・要請の手順、災害対策本部との役割分担・

連絡調整体制、応援機関の活動拠点、応援要員の集合・配置体制や資機材等の集積・

輸送体制等について必要な準備を整える。 

２. 協定の締結 

人の生命を守るための災害応急対策は、時間との競争であるため、町及び防災関
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係機関等は、平素から関係機関間で協定を締結するなど、計画具体化・連携の強化

を推進し、災害発生時に各実施主体が迅速かつ効果的に対応できるよう努める。 

３. 外部専門家による支援体制の構築 

町及び防災関係機関は、緊急時に外部の専門家等の意見・支援を活用できるよう

な仕組みを平常時から構築することに努める。 

第３. 町の相互応援協定 

１. 相互応援協定の締結等 

町の行政機能の喪失又は著しい低下への対策も含め、各市町村間相互の応援・協力

活動等が円滑に行われるように、町長は必要に応じて事前に災害時の相互応援に関す

る協定を締結するなど、その体制を整備するものとする。 

なお、相互応援協定を締結する場合、次の事項に留意し、実践的な内容にするもの

とする。 

連絡体制の確保 
・災害時における連絡担当部局の選定 

・夜間における連絡体制の確保 

円滑な応援要請 
・主な応援要請事項の選定 

・被害情報等の応援実施に必要となる情報の伝達 

 

《本町の相互応援協定締結状況》 

相互応援協定名 協定締結先 協定締結年月日 

広域消防相互応援協定 5事務組合 昭和 48 年１月 24

日 

消防相互応援協定書 6市 5町 1事務組合 昭和 48 年 3 月 1

日 

消防相互応援協定書 2消防事務組合 昭和 48 年 8 月 8

日 

宮城県広域消防相互応援協定書 3市 9事務組合（県内 12消防本部） 平成 4年 4月 1日 

宮城「館」防災に関する相互応援協定 2市 6町 1村 平成 7 年 11 月 14

日 

災害時の医療救護活動に関する協定書 社団法人宮城県塩釜医師会 平成 18 年 3 月 29

日 

全国石油備蓄基地市町村連絡協議会 

 

 

 

電力設備災害復旧に関する協定 

 

新潟県聖籠町、茨城県神栖市、  

愛知県今治市、長崎県新上五島町、

鹿児島県東串良町、宮城県七ヶ浜町 

 

東北電力㈱塩釜営業所 

平成 20年 10月 23

日 

 

 

平成 18 年 3 月 29

日 
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災害時応援対策業務に関する協定 七ヶ浜町建設安全協力会 平成 21 年 4 月 1

日 

災害時の情報交換に関する協定 国土交通省 東北地方整備局 平成 21 年 12月 1

日 

災害時における塩竃市、多賀城市及び

七ヶ浜町と塩釜市内郵便局、多賀城市

内郵便局及び七ヶ浜町内郵便局間の協

力に関する覚書 

塩竃市、多賀城市、塩釜郵便局（塩

竃市内郵便局代表）、多賀城郵便局

（多賀城市内郵便局代表）、吉田浜

郵便局（七ヶ浜町内郵便局） 

平成 10 年 2 月 19

日 

平成 19 年 10月 1

日から郵便事業

㈱塩釜支店に承

継 

七ヶ浜町、朝日町の災害時相互応援協

定 

山形県朝日町 平成 24 年 9 月 25

日 
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《物資等協定》 

市町村名 物資等協定名 協定締結先 協定締結年月日 

七ヶ浜町 

多賀城市 

松島町 

塩竈市 

利府町 

大和町 

大郷町 

富谷町 

大衡村 

災害時における応急生活物資

供給等の協力に関する協定 

 

災害時における応急燃料の供

給に関する覚書 

みやぎ生活協同組合 

 

 

宮城県石油商業協同組合 

平成 9年 1月 24 日 

 

 

平成 10年 11月 4日 

七ヶ浜町 
災害時における物資供給に関

する協定 

ＮＰＯ法人コメリ災害対

策センター 
平成 24年 6月 6 日 

七ヶ浜町 
災害時における飲料水等物資

の協力に関する協定 

仙台コカ・コーラボトリ

ング株式会社 

平成 25 年 5 月 28

日 

 

２. 県内全市町村間の相互応援協定 

県及び県内全市町村は、災害時における「宮城県市町村相互応援協定」に基づき、

平常時から連携強化を図り相互応援体制の確立に努める。 

３. 遠方の市町村間の相互応援協定 

町は、相互応援協定の締結に当たり、近隣の市町村に加え、大規模な災害等によ

る同時被災を避ける観点から、遠方に所在する市町村との間の協定締結も考慮する。 

４. 訓練及び情報交換の実施 

相互応援体制の強化充実に資するため、必要に応じ協定締結市町間での平常時に

おける訓練及び災害時の部隊の応援等に係る情報交換を行う。 

５. 後方支援体制の構築 

市町村は、必要に応じ、被災時に周辺市町村が後方支援を担える体制となるよう、

あらかじめ相互に協定を結び、それぞれにおいて、後方支援基地として位置付ける

など、必要な準備を整える。 

第４. 県による町への応援 

１. 町への応援体制の確立 

（1） 支援体制の構築 

県は、被災による市町村機能の低下などにより情報収集や救助活動に支障を
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きたす場合等を想定し、各地方振興事務所・地域事務所職員を中心とした被災

地への派遣など、独自の情報収集体制を構築する必要があることなどから、災

害対策本部地方支部や地域部、現地災害対策本部の円滑かつ効果的な運用方法

等について検討するとともに、防災資機材の備蓄、他の市町村、都道府県等か

らの人的、物的支援の受入れ等の支援体制を構築する。 

（2） 大規模災害発生時等の対応 

県は、市町村からの要請に応じ各種の支援を実施するほか、大規模な災害の

発生等により必要と認める場合には、市町村からの応援要請を待たずに必要な

支援を行う。 

２. 連携体制の構築 

町は、県への応援要求が迅速に行えるよう、あらかじめ県と要請の手順、連絡調

整窓口、連絡の方法を取り決めておくとともに、連絡先の共有を徹底しておくなど、

必要な準備を整えておく。 

３. 応援体制の強化 

県及び町は、大規模災害が発生した際の被災市町村への応援を迅速かつ的確に実

施できるよう、県・市町村合同での総合防災訓練などにおいて応援体制を検証し、

さらなる連携の強化を図る。 

第５. 非常時連絡体制の確保 

１. 非常時連絡手段の確保 

町及び県は、災害発生直後から、連携した応急対策活動が必要な災害時応援協定

の締結機関とは、確実に連絡がとれるように、非常時の通信手段を確保するよう努

める。 

２. 音信不通時の連絡ルールの策定 

町及び県は、通信不通時の連絡方法(担当者が集合する場所など)についても、事

前にルールを決めておくなど、連絡体制の確保に努める。 

第６. 資機材及び施設等の相互利用 

１. 相互応援体制の強化 

町及び県は、食料、飲料水、燃料、生活必需品、医薬品、血液製剤及び所要の資

機材の調達並びに広域的な避難に必要となる施設等の相互利用等に関する応援体制

の充実に努める。 

第７. 救援活動拠点の確保 

町及び県は、機関相互の応援が円滑に行えるよう、警察・消防・自衛隊等の部隊の
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展開、宿営の拠点、ヘリポート、物資搬送設備等の救援活動拠点の確保に努めるとと

もに、候補地のリスト化を図る。 

第８. 関係団体との連携強化 

町及び県は、他市町村等関係機関間や、平常時からその所管事務に関係する企業、

団体等との間で応援協定の締結を進めるとともに、あらかじめ応援部隊の活動拠点を

確保し、訓練を実施するなど、日頃から連携強化を進めることにより、災害発生時に

各主体が迅速かつ効果的な災害応急対策等が行える体制の整備に努める。 

また、民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務(被災情報の整理、支援物資の管

理・輸送等)については、あらかじめ民間事業者との間で協定を締結しておくなど、民

間事業者のノウハウや能力等の活用を図る。 
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第１３節  緊急輸送体制の整備 

 

主管部署 総務課・建設課 

関係部署 塩釜警察署 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 緊急輸送道路ネットワーク計画の策定、関係

施設の整備 ○ 
  

 緊急輸送道路の整備 ○ ○  

 交通規制等交通管理体制の整備 ○   

 緊急通行車両の緊急時における事務手続きの

簡略化 ○   

 輸送体制の整備 ○  ○ 

 

第１. 目的 

物資等の緊急輸送は、情報収集・伝達と併せて災害応急対策活動の中心をなすもの

であり、輸送路と輸送手段が確保されて初めて効率的な緊急輸送が可能となる。 

このため、関係機関はあらかじめ緊急輸送路、輸送体制について定めておくものと

する。 

第２. 緊急輸送道路の確保 

１. 緊急輸送道路ネットワーク計画の策定、関係施設の整備 

道路管理者は、関係機関と協議し災害発生後の避難、救助をはじめ物資の輸送、

諸施設の復旧など応急対策活動を実施するため、事前に特に重要となる道路（以下

「緊急輸送道路」という。）を選定し、これらを有機的に連結させた緊急輸送道路ネ

ットワーク計画を策定するとともに、当該道路の防災対策、震災対策の計画を定め、

安全性・信頼性の高い道路網の整備を図る。なお、これらの道路が被災し通行でき

なくなった場合を想定し、代替する道路についても検討する。 

また、港湾等管理者は、緊急輸送道路ネットワーク計画により防災拠点として位

置づけられている港湾施設について、緊急輸送活動を支援するために必要な施設の

確保に努めるものとする。 
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２. 緊急輸送道路の整備 

道路管理者は、緊急輸送道路の確保のため、障害物除去による道路啓開、応急復

旧等に必要な人員、資機材の確保について関係機関と協議の上、協定等の締結に努

める。 

道路管理者は、道路モニター制度の確立を図るとともに、自動車の運転者、地域

住民に対し、道路施設の被害を発見したとき、直ちに道路管理者に報告するよう、

常に啓発しておく。 

また、広域農道等の関係者は、緊急輸送道路として確保できるよう管理し、整備

に努めるものとする。 

３. 交通規制等交通管理体制の整備 

県警察本部は、災害時の交通規制を行うために定める緊急交通路を確保するため、

必要な安全施設の整備事業または交通管理対策に関して定める。 

（1） 交通規制計画 

交通規制計画の策定に当たっては、次に掲げる道路について、道路管理者と

連携の上、避難計画、緊急輸送計画、道路啓開計画及び隣接する県警察等との

交通規制計画と整合性のとれた計画を策定する。 

 

 警察庁が指定する広域交通規制対象道路 

 緊急交通路、避難路その他の防災上重要な幹線道路 

 高速自動車国道等（ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞについては個々のｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞごと） 

 広域的な避難場所等防災上重要な施設の周辺道路 

 津波の襲来、がけ崩れ等の発生が予想される施設の周辺道路 

 その他防災上交通規制計画を策定しておく必要のある道路 

 

（2） 交通管理体制及び交通管制施設等の整備 

① 緊急復旧体制の確立 

災害発生時における広域交通管理体制の整備を図るとともに、信号機、交

通情報板、交通管制センター等交通管制施設について耐久性の確保と倒壊、

破損等の被害を受けた場合の緊急復旧体制の確立を図る。 

② 交通規制資機材の整備 

災害発生時の交通規制を円滑に行うため交通規制資機材の整備を図るとと

もに、警備業者等による交通誘導の実施やレッカー業者等による放置車両等

の撤去の実施等応急対策業務に関して、協力方法、費用負担、災害補償、訓

練等の実施方法等について事前に協議を行い、協定等の締結に努める。 

（3） 災害発生時の運転者の義務の周知  

災害発生時において、災害応急対策等に必要な人員、物資等の緊急輸送等を

確保するために交通規制が実施された場合の、できる限り安全な方法により車
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両を左側に停止させる、避難のために車を利用しない、といった車両の運転者

の義務等について周知を図る。 

４. 道路啓開体制の整備 

道路管理者は、発災後の道路の障害物除去による道路啓開、応急復旧等に必要な

人員、資機材等の確保について建設業者との協定等の締結に努める。 

また、道路管理者は、道路啓開等を迅速に行うため、道路管理者相互の連携の下、

あらかじめ道路啓開等の計画を立案する。 

第３. 臨時ヘリポートの確保 

町は、大規模災害時における空路輸送の拠点とするヘリコプターの離着陸場の候補

地を、施設の管理者と連携を取りつつ関係機関と協議の上、これらの場所を災害時に

有効に利用し得るよう関係機関及び住民等に周知徹底を図る。 

災害時の利用についてあらかじめ協議しておくほか、通信機器等の必要な機材につ

いては、必要に応じ、当該地に備蓄するよう努める。 

第４. 緊急輸送体制 

１. 緊急通行車両の確認手続き 

町は、災害発生時に緊急通行車両として使用する町有車については、緊急時の事

務手続きを簡略化するため、緊急通行車両として塩釜警察署に事前届けを行う。 

２. 緊急輸送に関する協定 

（1） 配送に関する協定 

町は、緊急輸送に必要なトラックの調達について、県等各機関との連携体制

を整備するとともに、必要に応じて(社)宮城県トラック協会や輸送事業者等と

協定を締結するなど、連携強化を図る。 

なお、町所有車両並びに町所有以外の輸送力については、「第３章 第８節 

交通・輸送活動」に記載している。 

（2） 仕分けに関する協定 

町は、大規模災害時を想定した物資の仕分けについて、宮城県倉庫協会の活

用や協定の締結を事前から検討しておく。 

（3） 協定内容の拡充 

緊急輸送に関する協定の締結においては、必要に応じ、緊急輸送に係る調整

業務等への運送事業者等の参画、物流・ロジスティクスを熟知した人材の支援

物資集積所への派遣や、物資の輸送拠点としての運送事業者等の施設の活用、

被災時の場の提供による避難場所としての機能等を盛り込む等、協定内容をよ

り充実させるよう努める。 
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３. 緊急輸送の環境整備 

町は、物資の調達・輸送に必要となる情報項目・単位の整理による発注方法の標

準化、物資の輸送拠点となる民間施設への非常用電源や非常用通信設備の設置に係

る支援、緊急通行車両等への優先的な燃料供給等の環境整備の推進に努める。 

４. 燃料優先協定の締結 

町は、災害時における燃料供給について、ガソリンスタンド等から必要な給油を

確実に受けられるように、優先順位や費用措置などを含め、民間企業等と協定の締

結を検討する。 

また、災害応急対策に従事する車両に対し、支援物資輸送のための民間トラック

等も含めて優先給油を行う方策を検討しておく。 

５. 緊急通行車両標章の周知 

県は、輸送協定を締結した民間事業者等の車両については、緊急通行車両標章交

付のための事前届出制度が適用され、発災後、当該車両に対して緊急通行車両標章

を円滑に交付されることとなることから、民間事業者等に対して周知を行うととも

に、事前届出制度の普及を図ることから、町はこれに協力する。 

６. 復旧体制の整備 

道路管理者は、橋梁、一般道と高速道や鉄道の立体交差地点、トンネル等の重要

構造物が被災した場合を想定し、応急復旧のための資機材について事前の備蓄や整

備を行う。また、災害時における建設業者等との協力体制の充実・強化を図るとと

もに、道路管理者相互の連携強化に努める。 

第５. 港湾・漁港機能の確保 

港湾管理者及び漁港管理者は、発災後の緊急輸送及び地域産業の速やかな復旧・復

興を図るため、関係機関との連携の下、発災時における港湾機能の維持・継続のため

の対策を検討する。
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第１４節  医療救護体制の整備 

 

主管部署 総務課、健康増進課 

関係部署 塩釜医師会 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 医療救護活動体制の整備 ○   

 住民による医療活動 ○ ○  

 在宅要医療患者の医療救護体制 ○   

 搬送体制の確立 ○   

 心のケアへの対応 ○  ○ 

 広域医療体制の整備 ○   

 医薬品、医療資機材の整備 ○  ○ 

 

第１. 目的 

大規模な震災時には、同時に多数の負傷者の発生が予想され、また、医療機関の被

災、ライフラインの機能停止、交通・通信網の混乱等により十分な診療提供体制が確

保できない可能性があり、迅速な医療救護が要求される。 

このため、町は、医療関係機関と緊密な連携を図りながら、町民の生命と健康を守

るため、医療救護体制の整備に努める。 

第２. 医療救護活動体制の整備 

１. 町の役割 

町は、地震発生時における医療救護活動を円滑に行うため、医療機関及び塩釜医

師会等と調整を図り、医療救護活動体制の整備に努める。 

 

（1） 医療救護拠点の指定 

 町は、円滑な医療救護活動を実施するために、母子センターに医療救護拠点

を設置する。 

 医療救護拠点は救護所を巡回する医療救護班の集結地点となるほか、夜間の

急病人対応を実施する。 

 

（2） 救護所の指定 
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 町は、あらかじめ応急処置等を行うための救護所の指定及び整備を行うとと

もに、住民への周知徹底を図る。設置場所は、原則として避難所とする。 

 重篤患者など町内の医療機関で対応できない場合に備えて、県により整備さ

れている災害拠点病院との連携体制を整える。なお、災害拠点病院について

は、「第３章 第６節 医療救護活動」に記載している。 

 町は、障害者などの要援護者が避難する福祉避難所、あるいは福祉施設にお

いて、医療救護の支援が必要となるときは、県に医療救護班の派遣を要請す

ることとし、要請と受入れに係る計画を事前に策定しておく。 

（3） 地域医療関係機関との連携体制 

町は、塩釜医師会と医療救護に関する活動体制や内容について事前に協議し

ておくとともに、必要に応じ協定を締結しておく。 

（4） 医療救護班の編成 

 町は、地域の実情に合わせた医療救護班をあらかじめ編成しておく。編成に

あたっては塩釜医師会等医療機関の協力を得る。町独自で医療救護班編成が

困難な場合は、保健福祉事務所(保健所)の協力のもと、広域圏で編成する。 

 町で編成された医療救護班については、保健福祉事務所(保健所)へ報告す

る。変更した場合も同様とする。 

（5） 応急救護設備の整備と点検 

町は、震災が発生した場合、直ちに医療救護活動が円滑に開始できるよう応

急救護設備等の整備に努めるとともに、定期的に点検を行っておく。 

（6） 住民向けの知識の普及啓発 

県、塩釜地区消防事務組合消防本部及び医療機関と連携して、救急法、家庭

看護知識の普及に努める。 

２. 医療機関の役割 

 町内の医療機関は、災害時における救急患者への医療支援に備え、災害時に

おける情報の収集・発信方法、救急患者の受入れ方法、医療救護班・ＤＭＡ

Ｔ等の派遣及び受入れの方法、医薬品・食糧・水等の備蓄の充実等を記載し

た災害対策マニュアルを作成するとともに、業務継続計画(ＢＣＰ)の作成に

努める。 

 人工呼吸器等を使用している患者の入院が想定される医療機関は、災害時に

おけるこれらの患者の搬送先等について計画を策定しておく。 

 

３. 住民の役割 

住民は、災害時の緊急を要する医療活動が円滑に行われるよう、応急手当等の習

熟に努める。 

 

 軽度の傷病については、自分で応急手当が行える程度の医療品を備蓄する。 

 県、町、塩釜地区消防事務組合消防本部及び日本赤十字社宮城県支部並びに
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医療機関が実施する応急手当等の講習を受け、技術の習得に努める。 

 慢性疾患等のための常備薬については、その薬名を記録する。 

第３. 在宅要医療患者の医療救護体制 

 町は、人工透析、人工呼吸器使用、在宅酸素療法、インスリン治療、結核そ

の他在宅で薬剤治療、医療処置を必要とする在宅要医療患者の災害時医療に

ついて、必要な医療が確保できるように、医療体制を整備する。 

 医療機関は、自院で診療を行っている在宅要医療患者の台帳の整備に努める

とともに、災害時の対応について町及び患者に周知する。また、被災により

診療が困難となる場合に備え、他の医療機関との協力体制を確立しておく。 

 県は、透析医療機関の被災の状況、透析医療の可否について情報を一元的に

収集し、透析医療機関及び患者からの問い合わせに対し、情報を提供する体

制を整備することから、町はこれに協力する。 

第４. 搬送体制の確立 

１. 救急車による搬送 

震災時においては、多くの負傷者の発生が予想されるため、塩釜地区消防事務組

合消防本部と連携し、救急車による救出及び救助した負傷者の搬送体制の強化に努

める。 

２. ヘリコプターによる搬送 

地震の発生により、負傷者等の搬送で緊急を要する場合は、県にヘリコプターに

よる搬送を、県に要請が出来ない場合は、仙台市にヘリコプターによる搬送を要請

する。そのため、協定の整備、運用等の習熟に努める。 

第５. 心のケアへの対応 

地震により強い衝撃を受けた人に対し、適切なケアができるよう、精神科医などへ

震災時の協力を依頼しておく。 

第６. 医薬品、医療資機材の整備 

１. 医薬品、衛生材料、医療用品及び医療器具の整備 

町は、医薬品、医療資機材等を確保するため、町内の販売業者または塩釜薬剤師

会との協力体制を整備するものとする。 

また、災害時の医療救護実施のため必要な医薬品及び衛生材料等が不足する場合、

町は県の災害対策本部に対し、医薬品の供給要請を行い、医薬品卸会社から調達す

るものとする。 
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２. マンパワーの確保 

町は、医療救護所で医薬品の管理等を行う薬剤師の派遣について、塩釜医師会や

宮城県薬剤師会支部とあらかじめ協議しておく。 

 

《町内医療機関》 

医療機関名 所在地 電話番号 

遠藤内科小児科医院 七ヶ浜町吉田浜字寺山 12-1 357-3211 

新仙台湾鈴木診療所  〃  境山二丁目 7-14 364-5833 

関井内科小児科医院    〃  境山一丁目 2-26 366-2125 

汐見台クリニック  〃  汐見台南一丁目 1-5 357-5536 

麻酔科ペインクリニック七ヶ浜診療所  〃  吉田浜字野山 5-280 357-5827 

かしま田園クリニック 〃  松ヶ浜字謡 137-20 357-7531 

 

《町内販売業者》 

販売業者名 所在地 電話番号 

ドラックヤマザワ汐見台店 七ヶ浜町汐見台 1丁目 1-10 352－5015 

汐見調剤薬局 七ヶ浜町汐見台南 1丁目 2-2 357-5130 

プラス調剤薬局七ヶ浜 七ヶ浜町境山 1丁目 209-12 366-7941 

宮城調剤薬局七ヶ浜店 七ヶ浜町遠山 1丁目 2-30 367-4321 
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第１５節  火災予防対策 

 

主管部署 総務課 

関係部署 塩釜地区消防事務組合、消防団 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 情報の収集・伝達体制の整備 ○   

 出火防止、火災予防の徹底 ○ ○ ○ 

 消防力の強化 ○   

 消防水利の整備 ○   

 消防計画の充実強化 ○   

 海上における火災の防止 ○   

 消防協定の締結 ○   

 

第１. 目的 

地震に伴う火災は、同時多発的に発生することが予想され、大規模災害になる可能

性が高い。このため、町は、出火防止はもとより、初期消火、火災の延焼防止のため、

火災予防対策の徹底に努めるものとする。 

第２. 情報の収集・伝達体制の整備 

町及び防災関係機関は、情報収集、伝達手段として、無線、有線及びその他通信設

備等を利用した防災通信網の確保・整備充実を図り、火災発生時の応急対策を迅速に

推進するため万全を期するものとする。 

第３. 出火防止、火災予防の徹底 

地震災害時の出火要因には、発火源等としてのガス、石油、電気等の火気使用設備・

器具のほかに危険物、化学薬品等からの出火が考えられ、相当数の火災の発生が予想

される。 

このため、町は消防機関と連携協力し、出火防止、火災予防の施策を講じるととも

に、住民に対しては、防災意識の高揚と防災行動力の向上を図ることによって、地震

災害時における出火をできる限り防止する。 
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１. 火気使用設備・器具の安全化 

過去の地震の被害状況から見て、地震時に火気使用設備・器具等から出火する危

険性は極めて高いといえる。 

塩釜地区消防事務組合消防本部は、火災予防条例に基づき、対震安全装置付き石

油燃焼器具の普及徹底、火気使用設備の固定等各種の安全対策を推進するとともに、

住宅用防災機器の普及、火気使用設備・器具の点検、整備についての指導を行う。 

２. 住民指導の強化 

塩釜地区消防事務組合消防本部は、各家庭における出火防止措置の徹底を図るた

め、町民一人ひとりの出火防止に関する知識及び地震に対する備えなどの防災教育

を推進する。 

また、防火思想の啓発や災害の未然防止に着実な成果をあげている民間の防火組

織である婦人防火クラブ、幼少年消防クラブの育成指導を強化する。 

３. 出火防止のための査察指導 

町及び塩釜地区消防事務組合消防本部は、大地震による火災が発生した場合、人

命への影響が極めて高い、スーパーマーケット、飲食店、病院等の防火対象物及び

多量の火気を使用する工場等に対して重点的に立入検査を実施し、火気使用設備・

器具等への可燃物の転倒・落下防止装置、震災時における従業員の対応等について

指導する。 

４. 初期消火体制の強化 

地震発生時の延焼火災を防止するためには、出火の未然防止とともに、初期消火

対策が重要である。 

このため、家庭、事業所及び地域等にあっては自主防災体制を充実強化し、防災

教育、防災訓練により町民の防災行動力を高めて初期消火体制の確立を図る。 

また、防火対象物の防火管理体制については、防火管理者の資格付与講習会を行

うとともに、定期的な講習会（甲種防火管理新規講習・甲種防火管理再講習）を開

催して、資質の向上を図り、選任義務の防火対象物については、防火管理者の必置

と選任を励行させる。 

第４. 消防力の強化 

１. 消防資機材等の整備 

火災発生時には、早期消火、延焼拡大を阻止することが必要であることから、町

は消防本部における消防資機材等の整備や人員の確保、消防施設の整備充実を図る

よう指導するとともに、財政援助に努めるものとし、設備整備を積極的に進めるも

のとする。 
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《本町の消防力の現況》 

（平成 25年 4月 1 日現在）   

消防本部・署所 

消防本部設
置年月日 

消防署数 出張所数 
消防職員等 普通消防

ポンプ車
化学車等 

高規格
救急車 

計 消防職員 
その他
の職員 

S45.4.1 5 1 226 216 10 40 6 

 

消防団 

消防団数 分団数 
団員数（実数） 普通消防

ポンプ自
動車数 

小型動力
ポンプ車

数 
計 常勤 非常勤 

1 10 211 － 211 10 － 

 

２. 消防団の育成 

消防団は、常備消防と並び地域社会における消防防災の中核として救出救助、消

火等の防災活動において重要な役割を果たしている。しかしながら、近年の消防団

は、団員数の減少、高齢化、サラリーマン化等の問題を抱えており、その育成・強

化を図ることが必要となってきている。 

このため、町は、以下の観点から消防団の育成・強化を図り、地域社会の防災体

制の推進を図る。 

 

・消防団員の知識・技能等の地域社会への普及 

・地域住民の消防団活動に対する理解の促進 

・消防団への参加・協力の環境づくりの推進 

・女性消防団員の加入促進・事業所に対する協力要請 

・消防団員の資質向上を図るための教育・訓練の充実 

・施設・設備・装備の充実   ・安全対策の強化  

・情報伝達体制や無線通信機器の整備  ・長期化した場合の備え 

３. 連携強化 

町は、平常時から消防本部、消防団及び自主防災組織等との連携強化を図り、区

域内の被害想定の実施及びそれに伴う消防水利の確保、消防体制の整備に努める。 

４. 消防用機械・資機材の整備 

町は、消防ポンプ自動車等の消防用機械・資機材の整備促進に努める。 

５. 広域応援体制の整備 

町は、広域応援体制を構築するため、消防応援協定等の締結に努めるとともに、

応援する立場、応援を受け入れる立場のそれぞれの対応計画を具体的に立案する。
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その際、情報の共有化、通信手段、指揮系統、資機材の共同利用等について明確化

するよう努める。 

第５. 消防水利の整備 

大規模地震災害時には、消防施設等も被害を受け、消防水利を十分確保することが

できなくなる恐れがあることから、従来の消火栓、防火水槽に加え、耐震性貯水槽、

自然水利の活用、プール、ため池、用水路等を活用する消防水利の多様化を促進する

ものとする。 

 

《本町の消防水利の現況》 

（平成 20年 4月 1日現在）   

計 
(A)+(B) 

消火栓 小計+(B)  ((C)+(D)) 公設(C)  

小計 
(A) 

公設 私設 

防火水槽 井戸 防火水槽  
100㎥ 

 
以上 

40～ 
100 ㎥ 
未満 

20～ 
40㎥ 
未満 

40㎥ 
 

以上 

20～ 
40㎥ 
未満 

100㎥ 
以上 

40～ 
100 ㎥ 
未満 

20～ 
40㎥ 
未満 

 

488 375 375 － 4 109 6   4 109 6  
              

 私設(D) その他 
井戸 防火水槽 井戸 

小計 
河川・ 
溝等 

海・湖 
プー
ル 

濠・池 
等 

下水
道 

その
他 

40㎥ 
 

以上 

20～ 
40㎥ 
未満 

100 ㎥ 
 

以上 

40～ 
100㎥ 
未満 

20～ 
40 ㎥ 
未満 

40㎥ 
 

以上 

20～ 
40 ㎥ 
未満 

－ － － － － － － 70 40 15 5 10   

 

第６. 消防計画の充実強化 

消防組織法に基づき、震災時において、消防本部及び消防団が適切、かつ、効果的

な消防活動を行うための活動体制、活動要領の基準等の詳細については、塩釜地区消

防事務組合消防本部が別に定める「消防計画」によるものとする。 

第７. 海上における火災の防止 

１. 地震による火災の防止 

第二管区海上保安本部は、次に掲げる措置を講じる。 

（1） 危険物積載船 

特に危険物積載船が岸壁係留中又は荷役中における地震による船体の破損、

荷役装置、配管等の損害による危険物の流出及び火災発生は、大規模火災にな

ると予想されるので、地震発生時には荷役の即時中止、沖出し避難のための出

港準備等の指導を強化する。 

（2） 一般船舶 

地震発生時には、渓流施設の損壊・護岸の陥没・船体の破損等による火災発

生も予想されるので、船内の火気管理の指導を強化する。 
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２. 火災の予防 

 在港船の臨船指導により、備え付け義務を有する船舶の消防設防災関係機

関、関係民間団体等との相互連絡の強化、事故対策に関する計画の策定、必

要資機材の備蓄整備を図る。 

 危険物積載船舶乗務員及び関係者の防災思想の啓発・教育・訓練・講習会を

実施する。 

 

第８. 消防協定の締結 

町だけでは対応しきれない火災に備え、広域応援を要請するため、消防協定を締結

している。詳細は、本章「第１２節 相互応援体制の整備」に記載している。 
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第１６節  避難対策 

 

主管部署 総務課、地域福祉課、町民課、健康増進課、教育総務課 

関係部署 小中学校、社会福祉施設 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 徒歩避難の原則の周知 ○   

 避難場所の確保 ○ ○  

 避難路の確保 ○   

 避難計画の整備 ○  ○ 

 避難時に困難が生じると予想される者への対

応 ○ ○ ○ 

 防災マップの住民への作成・配付 ○   

 広報車、同報無線等の整備推進 ○   

 応急仮設住宅対策 ○   

 

第１. 目的 

大規模震災時には、地震、あるいは火災等二次災害により、避難者が多数発生する

おそれがある。 

このため、町は、人命を守ることを最優先に、救助の万全を期するため、必要な計

画の作成、強力な救助組織の確立並びに労務、施設、設備、物資及び資金の整備に努

め、緊急に避難する一時避難場所や避難場所、避難場所へ向かう避難路・避難階段等

の整備など、災害発生後に町民等が円滑に避難できるよう、避難対策を強化する。 

第２. 徒歩避難の原則の周知 

地震発生時には、家屋の倒壊、落下物、道路の損傷、渋滞・交通事故等が発生する

おそれがあることから、地震発生時の避難については、徒歩によることを原則とする。 

このため、町は、自動車免許所有者に対する継続的な啓発を行うなど、徒歩避難の

原則の周知に努める。 



七ヶ浜町地域防災計画 

第２編 地震災害対策編 

 

58 

 

第３. 避難場所の確保 

１. 一時避難場所の周知徹底 

自主防災組織や行政区の取り決めにより設定された安全な高台の広場や公園であ

る。町は箇所の把握に努めるとともに、避難誘導標識の設置等により町民や外来者

への周知に努める。 

また、自主防災組織や行政区は、一時避難場所の維持に努める。 

２. 避難場所の指定及び周知徹底 

町は、大規模地震による火災、津波等の災害に対する、管内の住民の避難場所と

して、公園、グラウンド、体育館、学校、公民館等の公共施設を中心に指定してい

るが、高齢者・障害者・災害時要援護者等の災害弱者が安易に避難できる近傍の避

難場所として、民有地においても、所有者の同意を求め、避難場所の確保に努める。 

なお、避難場所を周知するため、誘導標識の設置等により、町民や外来者への周

知徹底に努める。 

また、万一指定避難場所が被災するおそれがある場合は、より安全な緊急避難場

所を目指す必要が生じることについても、周知徹底に努める。 

３. 備蓄倉庫及び通信施設の確保 

町は避難所となる学校に備蓄倉庫、通信設備の整備等を進めるよう努める。 

４. 避難場所の条件 

避難場所として指定する場合、高齢者、障害者、幼児、妊産婦等でも歩いて避難

できる程度の近傍に確保するよう行政区別に指定し、次の条件に留意する 

 

《避難場所の選定基準》 

 建物は十分な耐震性を有すること。 

 火災による輻射熱による被害の危険性のない場所であること。 

 津波浸水深以上の高さを有し、浸水等の被害のおそれのない場所であること。 

 地割れ、崖崩れのおそれのない場所であること。 

 臨時ヘリポートあるいはヘリコプター着陸可能地点に至近であること。ただ 

 し、臨時ヘリポート等と重なる可能性があるため、事前に整合を確認するこ

と。 

 対象とする地区の住民、就業者、観光客、幹線道路通行者等を収容する広さ

を確保すること。 

 危険物施設等が近くにないこと。 

 夜間照明及び情報機器等を備えていること。 

 建物の場合は、避難生活の環境を良好に保つために、換気、照明等の設備が

整備されていることが望ましい。 
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 指定避難場所及びその近辺で、２日程度宿泊できるだけの毛布、食料が備蓄

されていることが望ましい。 

 被害情報入手に資する情報機器(戸別受信機、ラジオ等)が優先的に整備され

ていることが望ましい。 

第４. 避難路の確保 

町は、避難場所、避難路等を明確にし、指定する場合、次の事項に留意する。 

 十分な幅員があること。 

 万一に備えた複数路の経路の確保を考慮すること。 

 津波、崖崩れ等の危険箇所を通過しない経路であること。 

 

また、避難路を選定した場合、周辺道路の交通規制について道路管理者及び県公安

委員会と協議し、避難路の確保を図るとともに、特にスクールゾーンにおける危険施

設の調査を行い、避難経路の変更や危険要因等の排除に努める。また、津波等の避難

に対し、高背地への避難を容易にするため、避難路の新たな整備のほか、既存道路の

改良及び山林等の下刈りに努める。 

 

既存路線 改良延長（ｍ） 幅員（ｍ） 

野山上納線 487 6 

七ヶ浜縦断線 730 6 

待井線 260 5 

阿川沼線 320 6 

汐見台南二丁目９号線 50 4 

第５. 避難路等の整備 

１. 避難路・避難階段の整備・改善 

町は、住民が徒歩で確実に安全な場所に避難できるよう、地域の実情に応じ、適

宜、避難路・避難階段を整備し、その周知に努めるとともに、その安全性の点検及

び避難時間短縮のための工夫・改善に努める。 

なお、避難路の整備に当たっては、地震の揺れによる段差の発生、避難車両の増

加、停電時の信号滅灯などによる交通渋滞や事故の発生等を十分考慮する。 

２. 避難路等の安全性の向上 

町は、避難経路に面する建物の耐震化、ブロック塀の転倒防止等を進めるための

安全基準の普及・啓発を推進するとともに、避難経路における電線の地中化、落橋

防止、盛土部の沈下防止、液状化等の影響により避難路等が寸断されないよう耐震

化の対策を実施する。 
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３. 避難誘導標識等の設置 

（1） 避難誘導標識等の整備 

町は、指定した避難路について、誘導標識等を設置し、避難場所や避難路・

避難階段の位置などをまちの至る所に示すことや、蓄光石やライト、太陽光パ

ネルを活用した避難誘導灯を整備し、夜間でも分かりやすく誘導できるよう表

示するなど、住民が日常の生活の中で、常に地震災害の危険性を認知し、円滑

な避難ができるような取組を行う。 

（2） 多言語化の推進 

町は、避難場所や避難経路の標示等、災害に関する案内板等については、多

言語の併記標示を進め、外国人の避難に支障のないよう努める。 

４. 道路の交通容量の確認 

東日本大震災時の避難行動においては、自動車の利用が非常に多く、避難路の問

題点としても「渋滞」等の自動車に関する問題点が多く挙げられていたことから、

町は、原則徒歩の徹底を図りながら、自動車での避難が多く発生する恐れがある場

合は、交差点部や橋梁部など、ボトルネックとなる可能性のある場所において、十

分な容量が確保されているかの確認を行う。 

 

第６. 避難誘導体制の整備 

１. 行動ルールの策定 

 町は、消防職団員、水防団員、警察官、市町村職員など防災対応や避難誘導・支

援にあたる者の危険を回避するため、特定の避難支援者に過度な負担とならないよ

う役割分担等の明確化等、具体的な対応方策についての行動ルールを定め、住民等

に周知する。 

２. 避難誘導・支援の訓練の実施 

町は、避難誘導・支援の訓練を実施することにより、避難誘導等の活動における

問題点を検証し、行動ルール等を必要に応じて見直す。 

３. 災害時要援護者の避難誘導体制の整備 

町は、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等の災害時要援護者を適切に避難誘導し、

安否確認を行うため、地域住民、自主防災組織等の協力を得ながら、平常時より、

災害時要援護者に関する情報の把握及び関係者との共有に努めるとともに、上記の

行動ルールを踏まえつつ、これらの者に係る避難誘導体制の整備を図る。 
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第７. 災害時要援護者の支援方策 

１. 災害時要援護者の支援方策の検討 

町は、地震等災害発生時に災害時要援護者の避難誘導、救助を優先して行うとと

もに、災害時要援護者等が避難後に命の危険にさらされる事態を防ぐため、防災、

医療、保健、福祉等の各専門分野が連携した支援方策の検討に努める。 

２. 災害時要援護者の支援体制の整備 

町は、災害時要援護者を適切に避難誘導し、安否確認を行うため、地域住民、自

主防災組織、民生委員・児童委員、介護保険事業者、障害福祉サービス事業者、ボ

ランティア団体等の多様な主体の協力を得ながら、災害時要援護者の了解を得た上

で、平常時より災害時要援護者に関する情報を把握し、関係者との共有に努めると

ともに、災害時要援護者への対応を強化するため、情報伝達体制の整備、避難誘導

体制の整備、避難訓練の実施を一層図る。 

３. 社会福祉施設等における対応 

（1） 動員計画及び非常召集体制等の確立 

社会福祉施設等の管理者は、災害時の迅速かつ的確な対応を行うため、あら

かじめ自衛防災組織等を整備し、動員計画や非常招集体制等の確立に努める。 

（2） 緊急時情報伝達手段の確保 

町及び社会福祉施設等の管理者は、地震災害の発生に備え、停電や回線のふ

くそう等を考慮しつつ、消防機関等への緊急通報のための情報伝達手段の整備

を図る。 

（3） 非常時持ち出し品の確保対策 

社会福祉施設等の管理者は、入居者の名簿やカルテ等のデータのバックアッ

プ、就寝中の避難に備えた着替えや防寒具等の避難場所での備蓄など持ち出し

品の確保に時間を掛けない工夫を普段から行っておくよう努める。 

４. 在宅者対応 

（1） 情報共有及び避難支援計画の策定 

町は、あらかじめ自主防災組織や地域の福祉関係者等と連携し、災害時要援

護者の了解を得た上で、災害時要援護者に関する情報の把握及び共有を図ると

ともに、避難支援計画の策定等に努める。 

（2） 避難支援に配慮した方策の検討 

町は、避難支援計画を検討する中で、災害時要援護者を抱えている家庭にお

いて、避難したことを玄関に表示する等、避難支援に配慮した方策の検討も行

う。 

（3） 在宅人工呼吸器使用者への対応 

県は、災害時の停電が命に直結する在宅人工呼吸器使用者について、市町村

における情報の把握、及び災害時個別支援計画の策定を支援するなど、対策強
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化を図ることから、町は支援を要請する。 

５. 外国人等への対応 

町及び防災関係機関は、言語、生活習慣、防災知識や防災意識の異なる外国人や

旅行者等が、災害発生時に迅速かつ的確な行動がとれるよう、以下のような環境の

整備に努める。 

 地域全体での災害時要援護者の支援体制の整備に努める。 

 避難場所や避難路の標識等について、ピクトグラムの活用等によりわかりや

すく効果的なものとするとともに、多言語化を推進する。 

 多言語による防災教育や外国人も対象とした防災訓練の普及に努める。 

第８. 教育機関における対応 

１. 児童生徒等の安全対策 

（1） 引渡しに関するルールの策定 

町及び教育委員会は、学校等が保護者との間で、災害発生時における児童生

徒等の保護者への引渡しに関するルールを、あらかじめ定めるよう促す。 

（2） 安全確保対策の検討 

学校等の校長又は園長(以下「校長等」という。)は、地震が発生した場合又

は市町村等が避難の勧告若しくは指示を行った場合等における、児童生徒等の

安全の確保を図るための対策をあらかじめ検討する。 

（3） 引渡し対応の検討 

学校等の校長等は、児童生徒等の引渡しにおいては、平常時から家庭の状況

を把握し、保護者等の帰宅が困難になるような家庭の児童生徒等については、

学校等に留めるなどの事前の協議・確認を行うとともに、登下校園中に災害が

発生した場合の対応や、児童生徒等を引渡さず、保護者とともに学校等に留ま

ることや避難行動を促すなどの対応等も合わせて検討する。 

２. 連絡・連携体制の構築 

町は、小学校就学前の子どもたちの安全で確実な避難のため、災害発生時におけ

る幼稚園・保育所・認定こども園等の施設と市町村間、施設間の連絡・連携体制の

構築に努める。 

第９. 避難計画の整備 

１. 町の対応 

町は、次の事項に留意し、避難計画を整備する。 

 避難の勧告または指示を行う基準及び伝達方法 

 避難場所の名称、所在地、収容人員 
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 避難所の名称、所在地、収容人員 

 避難路及び誘導方法 

 

２. 公的施設等の管理者 

学校、病院等、不特定多数の人が集まる施設の管理者は、利用者や従業員の安全

確保のため、防災の責任者、連絡体制、避難誘導計画等を作成し、従業員等の防災

教育、訓練を行うよう努めるものとする。 

３. 病院や福祉施設等との連携 

一般の避難所等へ避難した人の中で、病気、けが、障害などにより特別な処置が

必要な人については、病院や福祉施設などとあらかじめ協議の上、避難所から施設

等への避難方法について検討しておく。 

第１０. 避難時に困難が生じると予想される者への対応 

１. 災害時要援護者対策 

町は、災害時要援護者の速やかな避難誘導を図るため、自主防災組織及び福祉関

係者（民生委員児童委員等）と連携を綿密に行っておくよう努める。 

（1） 社会福祉施設 

町は、災害時要援護者が利用する公的社会福祉施設について、施設利用者の

個々の様態に対応できる避難計画を策定するよう努めるとともに、民間の社会

福祉施設に対して避難体制を整備するよう指導を行う。 

（2） 観光客対策  

町は、海水浴・宿泊施設や名所・旧跡等の施設管理者に対して、避難所並び

に避難経路の周知を図るとともに、これらの施設管理者と連携し、避難体制に

ついて確立しておくように努める。  

２. 不特定かつ多数の利用者がいる施設等の対策 

町は、消防機関及び塩釜警察署と連携して、不特定かつ多数の人の集まる場所の

管理者に対し、非常の際の誘導要領、施設内の避難経路の明示、照明・予備電球の

確保等について指導を行う。また、避難訓練の実施に努めるよう指導を行い、安全

体制の確保に努める。 

第１１. 避難に関する広報 

町は、指定避難所等を明示した表示板の整備を積極的に実施し、住民への避難場所、

避難所、避難路等の周知を積極的に行う。 

また、実際に避難することになった場合の広報活動を考慮し、広報車、同報無線等

の整備を推進する。 
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第１２. 応急仮設住宅対策 

応急仮設住宅の建設に関し、事前に必要とする資機材及び町有地等建設可能な用地

の把握や要援護者の入居需要等について検討する。 
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《避難場所一覧表》 

番号 名 称 所 在 地 収容対象地区名 
収容可
能人員 

空地面
積（㎡） 

対象 
災害 

１ 七ヶ浜町役場 東宮浜字丑谷辺 5－1 代ヶ崎浜､東宮浜､要害､亦楽 300 1,000 全 

２ 町立亦楽小学校 代ヶ崎浜字細田 54-1 代ヶ崎浜、東宮浜、要害、亦楽 3,300 8,752 全 

３ 町立松ヶ浜小学校 松ヶ浜字神明裏 52 湊浜、松ヶ浜、菖蒲田浜 3,000 7,552 全 

４ 町立汐見小学校 汐見台３丁目１-3 遠山、境山、汐見台 3,000 12,545 全 

５ 町立七ヶ浜中学校 吉田浜字小浜７-1 吉田浜、花渕浜、亦楽 3,500 17,903 全 
６ 町立向洋中学校 遠山１丁目９-18 遠山、境山、汐見台、湊浜、松ヶ浜 3,500 16,362 全 

７ 生涯学習センター 吉田浜字野山５-９ 汐見台、亦楽、菖蒲田浜 5,000 20,000 全 

８ 東宮神社境内 東宮浜字鶴ヶ湊 鶴ヶ湊 500 1,500 津 

９ 東宮浜公民分館 東宮浜字笠岩 16 鶴ヶ湊、寺島、小友 400 1,024 地・火・が 

10 東宮浜児童遊園 東宮浜字笠岩 16 鶴ヶ湊 500 1,478 地・火・が 

11 鳳寿寺境内 東宮浜字寺島 27 鶴ヶ湊、寺島、小友 250 400 地・火 

12 要害児童遊園 東宮浜字笠岩 要害、小畑 600 1,890 地・火・が 

13 御林児童遊園 東宮浜字御林 御林、左道、小畑 400 1,390 全 

14 大木囲貝塚遺跡公園 東宮浜字東大木 御林、要害、境山、左道、小畑 3,000 15,000 全 

15 汐見保育所 東宮浜字東兼田 35 要害、汐見台 500 1,500 全 

16 汐見台四丁目児童遊園 汐見台４丁目 汐見台 100 476 全 

17 汐見台二丁目中央公園 汐見台２丁目 汐見台 800 2,516 全 
18 境山児童遊園 境山１丁目 境山 200 780 全 

19 遠山・境山児童公園 遠山１丁目 遠山、境山 1,500 5,466 全 

20 遠山境山地区コミュニ
ティセンター 

遠山１丁目１-25 遠山、境山 350 1,088 全 

21 舞鶴タウン児童公園 遠山１丁目 遠山 150 492 全 

22 北遠山児童遊園 遠山３丁目 遠山 300 1,122 全 

23 第１ネオポリス児童公園 遠山３丁目 遠山 150 559 地・火・が 

24 遠山保育所 遠山４丁目 遠山 450 1,422 全 

25 湊浜児童公園 湊浜２-３ 湊浜、謡 800 2,471 全 

26 謡児童遊園 松ヶ浜字謡 31 湊浜、謡 500 1,643 全 

27 ソニー㈱仙台テクノロ
ジーセンター七ヶ浜寮 

松ヶ浜字浜屋敷 松ヶ浜 600 2,000 全 

28 養松院境内 松ヶ浜字浜屋敷 松ヶ浜 500 1,500 全 

29 長養寺境内 菖蒲田浜字宅地 36 菖蒲田浜 500 1,600 全 

30 諏訪神社境内 菖蒲田浜字和田 菖蒲田浜、橋本、和田 150 500 全 

31 五社明神境内 菖蒲田浜字招又 48 菖蒲田浜、牛ノ鼻木、長砂 500 1,500 全 

32 菖蒲田浜児童遊園 菖蒲田浜字長砂 菖蒲田浜、西峠下、東峠下 400 1,455 地・火 

33 花渕浜笹山台地 花渕浜笹山 長須賀、菖蒲田海岸 600 2,000 全 

34 花渕浜児童遊園 花渕浜字後田 56 天神堂、後田 300 945 全 

35 同性寺境内 花渕浜字古館 12 舘下、谷地、古舘 400 1,200 全 

36 君ヶ岡公園 吉田浜字東君ヶ岡 吉田浜、花渕浜 3,000 78,919 全 

37 金剛寺境内 吉田浜字寺山 吉田浜 250 900 津 
38 吉田神社境内 吉田浜字宮前 吉田浜 300 1,000 全 

39 葦航寺境内 代ヶ崎浜字影田 向田、影田、前島 100 300 津 

40 代ヶ崎浜西児童遊園 代ヶ崎浜字西 21 代ヶ崎浜、西、影田、前島 500 992 地・火・が 

41 多聞山毘沙門神社 代ヶ崎浜字八ヶ森 代ヶ崎浜、西、影田、前島 300 2,000 地・火・が 

42 代ヶ崎浜八ヶ森清水台地 代ヶ崎浜字八ヶ森 代ヶ崎浜、清水 100 300 津 

43 代ヶ崎浜清水児童遊園 代ヶ崎浜字清水 代ヶ崎浜、清水 300 977 地・火・が 

44 向山農村公園 菖蒲田浜字堤渕５ 宅地、他 600 1,900 全 

45 七ヶ浜国際村 花渕浜字大山１-１ 菖蒲田浜、花渕浜 3,000 166,047 全 

46 汐見台地区避難所 汐見台１丁目 汐見台、汐見台南 1,000 2,170  

47 アクアリーナ 吉田浜字野山５-１ 吉田浜、花渕浜、菖蒲田浜、亦
楽、汐見台、汐見台南 

3,000 10,000 全 

48 サッカースタジアム 吉田浜字野山地内 吉田浜、花渕浜、菖蒲田浜、亦
楽、汐見台、汐見台南 

2,400 24,000 全 

49 汐見台南１号公園 汐見台南１丁目 汐見台、汐見台南 600 2,629 全 

 全：全ての災害  津：津波主体  地：地震時  火：火災時  が：がけ崩れ 

 

データ更新予定 
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第１７節  避難収容対策 

 

主管部署 総務課、地域福祉課、町民課、健康増進課、教育委員会教育総務課 

関係部署 小中学校、社会福祉施設 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 避難所の確保 ○   

 避難の長期化対策 ○   

 避難所における愛玩動物対策 ○   

 応急仮設住宅対策 ○   

 帰宅困難者対策 ○  ○ 

 被災者等への情報伝達体制等の整備 ○   

 

第１. 目的 

大規模地震災害時には、地震、あるいは火災等二次災害により、避難が長期化する

おそれがある。このため、町は事前に指定する避難所等について、発災の際速やかに

開設、運営ができるようにそれぞれ指定するとともに、平常時から、被災者支援の仕

組みを担当する部局を明確化し、被災者支援の仕組みの整備等に努める。 

第２. 避難所の確保 

１. 避難施設等の種別 

円滑に避難活動が行えるよう、2段階に避難所を次のとおり位置づける。 

指定避難所 木造の集会場、公民館等は指定避難所として、一時的な避難の

ための集合場所として位置づけ、建物の被災状況、周辺の火災

延焼状況等を判断した上で指定避難所に移動する。 

拠点避難所 堅牢の耐震・不燃化建築物である町公共施設、小・中学校を拠

点避難所として指定し、炊き出し、生活必需品等の配布など救

援･救護活動を長期的に実施する避難収容施設として位置づけ

る。 

 

２. 避難所の選定と周知 

町は、地震、津波等による家屋の倒壊、焼失等により住居を喪失した住民を収容
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するための、避難収容施設（学校等）をあらかじめ選定、確保し、整備を図る。 

この場合、避難収容施設は原則として公共建築物とし、停電、断水、ガスの供給

停止などの事態に耐えうる施設とする。なお、町は避難所を指定し、位置や避難に

あたっての方法を住民に周知する。 

３. 避難場所と避難所の違いの周知徹底 

町は、避難所の整備に当たり、専ら避難生活を送る場所として整備された避難所

を緊急に避難する避難場所と間違わないよう、両者の違いについて住民への周知徹

底を図る。 

４. 避難所の代替施設の指定 

町は、避難所が被災した場合の代替施設について、宿泊施設や他市町村施設との

連携も含め、あらかじめ指定する。 

また、県は、宿泊施設との連携に関し、旅行代理店や観光協会、旅館組合等と、

災害時のホテル、旅館の活用方法について、事前に協定を結ぶなどの対策に努める。 

５. 避難所の選定要件 

避難所の選定にあたっては、次の事項に留意する。 

 「避難場所の確保」で示した条件を満たすところに建っている施設である

こと。 

 救援、救護活動を実施することが可能であること。 

 給水、給食等の救助活動が可能であること。 

 その他の被災者が生活する上で適当と認める場所であること。 

 堅牢の耐震・不燃化建築物であること。 

 

町長は、日頃から住民の要望や地域の環境変化などを十分に把握し、必要に応じ

て新たな避難所を指定するとともに、既に指定されている避難所の改善などを行う。 

また、東日本大震災の津波や地震により被災した避難所について、土砂災害危険

箇所等の災害リスクの高い地域や避難対象地域外の安全な場所に移転して整備を行

う。 

 

６. 避難所の施設・設備の整備 

（1） 避難所の施設の整備 

町は、避難所において、貯水槽、井戸、仮設トイレ、マット、簡易ベッド、

非常用電源、省エネ型投光器、衛星携帯電話・無線機等の通信機器、公衆電話

の電話回線等のほか、石油ストーブや扇風機などの空調機器、洋式トイレや手

すりなど高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等の災害時要援護者にも配慮した施

設・設備の整備に努めるとともに、テレビ、ラジオ等被災者による災害情報の
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入手に資する機器の整備に努める。 

（2） 物資等の備蓄 

町は、指定された避難所又はその近傍での備蓄施設の確保や、避難所ごとに

避難者数を想定し、食料、飲料水、常備薬、炊きだし用具、毛布、燃料、感染

症予防のためのマスク、うがい薬・消毒薬等のほか、災害時要援護者に対応し

た物資（簡易トイレや介護用品、ベビー用品など）の備蓄に努めるとともに、

施設設置者へ備蓄の働きかけを行う。 

（3） 設備、物資の定期点検等 

非常用電源や投光器、無線機などの資機材については防災訓練時等に動作確

認を行い、使用可能であるか点検を行う。 

また、使用期限のある燃料や、食料など消費期限のある物資については定期

入れ替えを実施する。 

７. 避難所の運営・管理 

避難所の運営・管理にあたっては、次の事項に留意する。 

 町は、住民等に対し、住民参加による避難所開設訓練等を通じて、避難所

の自主的な運営管理のために必要な知識等の住民への普及に努めること。 

 避難所の管理責任者をあらかじめ定めておくこと。 

 避難所の運営に女性の参画を推進し、男女のニーズの違い等、男女双方の

視点に配慮できるよう、事前に運営体制を検討しておくこと。 

 避難所の運営に必要な資機材等をあらかじめ整備しておくこと。 

 運営に必要な事項についてあらかじめマニュアル等を作成し配置しておく

こと。 

 ボランティア活動が、円滑に行われるようあらかじめ準備しておくこと。 

 町は、避難者情報の収集に際し、個人情報を保護しつつ、より円滑に避難

者情報の収集が行われるよう、事前に避難所の管理責任者との間で実施ル

ールを定めるよう努める。 

 より早い段階での避難所の衛生状況の改善と、感染症対策のため、避難所

における感染症サーベイランスの実施時期と実施体制を事前に検討してお

くこと。 

 指定した避難所については、施設・設備や周辺地域の状況の変化を調査し

て、定期的に避難所としての適性について当該施設の管理者等と検討を行

い、避難機能の整備充実に努めること。 

８. 学校等教育施設を避難所とする場合の対応 

（1） 運営体制等についての協議 

町は、学校等教育施設を避難所として指定する場合、あらかじめ当該施設の

管理者及び施設を所管する教育委員会等と使用する施設の区分(校庭、体育館、

教室等の個別指定や使用順位等)や運営体制等について十分に協議し、災害時
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及び災害復旧後の教育活動が速やかに正常化へ移行できるよう努めること。 

（2） 運営取組の促進 

学校等での避難所運営が円滑に行われるよう、教育委員会は、学校等と町や

地域との連携体制に係る基本的な考え方や避難所運営との関連における学校

防災マニュアル作成のポイント等を示し、学校等、町、関係機関の取組を促進

する。 

（3） 防災機能の強化 

町は、学校等施設について、天井材や外装材等の非構造部材も含めた耐震化

を推進するとともに、貯水槽、備蓄倉庫、トイレ、自家発電装置、通信設備等

を整備することにより、害時の応急避難場所として、防災機能の強化に努める。 

９. 福祉避難所の確保 

（1） 福祉避難所の整備及び指定 

町は、県と連携を図りながら、社会福祉施設等の管理者との協議により、災

害時要援護者が介護・医療的ケアなどの相談等の必要な支援が受けられるなど、

安心して避難生活ができるよう配慮がなされた福祉避難所の整備や、民間の特

別養護老人ホーム等の施設を福祉避難所として指定するように努める。 

（2） 他市町村での受入れ拠点の確保 

町は、福祉避難所等での受入れが困難な在宅の災害時要援護者や被災した施

設の利用者等を市町村の域を越えて受け入れる拠点の整備に努める。 

１０. 広域避難の対策 

町は、大規模広域災害時に円滑な広域避難が可能となるよう、他県や他市町村と

の広域一時滞在に係る応援協定を締結するなど、発災時の具体的な避難・受入れ方

法を含めた手順等を定めるよう努める。 

第３. 避難の長期化対策 

１. 栄養状況調査の実施 

避難生活の長期化が見込まれる場合、早期の栄養状況調査の実施と、その結果に

基づく、栄養指導、食事の改善、栄養補助食の提供が必要である。 

避難所の栄養調査は被災者の健康維持においては重要であることから、県及び町

は、災害時の避難所調査の実施方法・体制や、栄養指導、食事の改善、栄養補助食

の提供を行う体制を整備する。 

２. 生活環境の確保 

町は、避難所の設備の整備について、プライバシーの確保等に配慮するとともに、

出入口の段差の解消や表示の外国語併記のほか、空調、洋式トイレや簡易ベッドな

ど高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦等の災害時要援護者への配慮や、女性

専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置、避難所での安全性の確保など、女性や子
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育て家庭への配慮を積極的に行う。 

第４. 避難所における愛護動物の対策 

町は、避難所におけるペットの扱いについて、鳴き声、臭い、アレルギー対策、衛

生面に関する問題などから、生活スペースから離れた場所でケージにおいて飼育する

などの注意事項を可能な限り避難所マニュアルに記載する。 

なお、被災地域が広域にわたる際の愛護動物の救護活動を見据え、県と宮城県獣医

師会との間で救護活動に関する協定を強化する。 

第５. 応急仮設住宅対策 

１. 応急仮設住宅(プレハブ仮設住宅)の確保 

（1） 応急仮設住宅(プレハブ仮設住宅)の整備 

県は、応急仮設住宅(プレハブ仮設住宅)の整備が可能な公用地等を把握し、

(社)プレハブ建築協会との「災害時における応急仮設住宅の建設に関する協

定」に基づく応急仮設住宅(プレハブ仮設住宅)の整備確保のため、(社)プレハ

ブ建築協会の建設能力の把握に努めるほか、災害の規模により、地元企業の活

用による応急仮設住宅(プレハブ仮設住宅)の整備確保を行うことから、町はこ

れに協力する。 

（2） 居住施設の供給体制の整備 

県及び町は、災害時における被災者用の住居として利用可能な公営住宅の空

き家等の把握を行うとともに、応急仮設住宅(プレハブ仮設住宅)用の用地を把

握し、(社)プレハブ建築協会と連携を図って応急仮設住宅(プレハブ仮設住宅)

の整備に要する供給体制の整備に努める。 

２. 民間賃貸住宅の借上げ対策 

県は、(社)宮城県宅地建物取引業協会及び(社)全日本不動産協会宮城県本部との

「災害時における民間賃貸住宅の媒介等に関する協定」に基づき、災害が発生し必

要と認める場合には、民間賃貸住宅を借上げ応急仮設住宅として供与することとし、

借上げの円滑化に向け、平常時からその借上げの方法、役割分担等について関係団

体と協議・調整を図った上で、その取扱いについてあらかじめ定める。 

第６. 帰宅困難者対策 

１. 基本原則の周知 

町は、大規模地震発生直後においては、救助・救急、消火及び緊急輸送などの応

急活動を迅速に行う必要があることから、帰宅困難者の発生を抑制するため「むや

みに移動を開始しない」という基本原則について、平常時から積極的に広報し、住

民、企業、学校等、関係団体などへの周知を図る。 
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２. 安否確認方法の周知 

町は、帰宅困難者とその家族間において安否確認が取り合えるように、携帯電話

災害用伝言板や災害用伝言ダイヤル「171」等の複数の安否確認手段や、家族間であ

らかじめ確認手段を決めておく必要性について周知を図る。 

３. 企業・学校等の取組の促進 

県及び町は、企業・学校等が従業員や顧客、児童・生徒などを一定期間施設内に

留めるために必要となる飲料水、食料、物資等の備蓄や建物の耐震化、大型の什器・

備品の固定の促進を図る。 

４. 事業継続計画(ＢＣＰ) 

県は、企業による従業員の安全な帰宅手段を確保し、帰宅困難者の多数発生を防

ぐため、企業に対し事業継続計画(ＢＣＰ)の作成支援を行う中で、帰宅困難者対策

の事例等を示すことにより、企業の取組を促進することから、町はこれに協力する。 

５. 避難対策 

（1） マニュアルの作成 

町は、海水浴場などにおける帰宅困難者用の一時滞在施設の確保に努めると

ともに、避難所マニュアルの作成や一時滞在施設における飲料水等の計画的な

備蓄を進める。 

（2） 情報伝達体制の整備 

町は、帰宅困難者用の一時滞在施設の場所の周知や発災時の施設への円滑な

誘導等の対応を図るため、平常時から施設管理者等との連携を強化する。また、

施設管理者との情報伝達体制を確保する。 

（3） 備蓄の確保 

町は、帰宅困難者が避難することが想定される避難所等について、食料・物

資・医薬品等の備蓄を行うとともに、避難してくる住民への支援策を検討する。 

６. 徒歩帰宅者対策 

町は、各種事業者・団体と協定を締結し、徒歩帰宅者に対して飲料水、トイレ、

交通情報等の提供を行う協定締結先の拡充に努める。 

７. 災害時帰宅支援ステーションの確保と周知 

県は、県内で店舗を経営する事業者が加盟する、一般社団法人日本フランチャイ

ズチェーン協会との協定締結を進め、徒歩帰宅者に対して飲料水、トイレ、交通情

報等の提供を行う災害時帰宅支援ステーションを確保する。 

また、県は、災害時帰宅支援ステーションの認知度向上のため、町や事業者と連

携して、ホームページや広報誌などを活用した広報を実施する。 
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８. 訓練の実施 

町は、関係機関の協力を得て、帰宅困難者用の一時滞在施設の迅速な開設、開設

状況の広報、運営管理のための訓練の実施を推進する。 

９. 帰宅支援対策 

町は、バス等の交通事業者と連携し、災害発生時に公共交通が不通となった場合

の帰宅困難者の移動支援対策をあらかじめ講じる。 

また、タクシー事業者や福祉事業者等と連携し、災害時要援護者の交通手段の確

保にも努める。 

第７. 被災者等への情報伝達体制等の整備 

１. 情報伝達手段の確保 

（1） 多様な伝達手段の確保 

町は、被災者等への情報伝達手段として、特に町防災行政無線等の無線系(戸

別受信機を含む。)の整備を図るとともに、CATV、コミュニティ FM 等のメデ

ィアの活用、携帯電話(緊急速報メール機能を含む)、ソーシャルメディア、衛

星携帯電話やワンセグなどのあらゆる媒体の活用による多様な伝達手段の整

備に努める。 

（2） 多様な主体への情報伝達体制の整備 

町は、災害時要援護者、災害により孤立化する危険のある地域の被災者、在

宅での避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者、所在が把

握できる広域避難者、都市部における帰宅困難者等情報が入手困難な被災者等

に対しても、確実に情報伝達できるよう必要な体制の整備を図る。 

２. 役割・責任の明確化 

町は、被災者等に対して、必要な情報が確実に伝達され、かつ共有されるように、

その際の役割・責任等の明確化に努める。 

３. 生活情報伝達体制・施設・設備の整備 

町及び放送事業者等は、地震に関する情報及び被災者に対する生活情報を常に伝

達できるよう、その体制及び施設・設備の整備を図る。 

４. 居住地以外の市町村への避難者への対応 

県は、居住地以外の市町村に避難する被災者に対して必要な情報や支援・サービ

スを容易かつ確実に受け渡すことのできるよう、被災者の所在地等の情報を避難元

と避難先の市町村が共有する仕組みの円滑な運用・強化を図ることから、町はこれ

に協力する。 
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《避難所一覧表（建物）》 

番号 名 称 所 在 地 収容地区名 
対象 

災害 

収容

可能

人員 

施設の構造 

面積 

給水、炊飯施

設の有無 

構造 
面積

（㎡） 
給水 

炊飯

(LDG) 

設備 

１ 七ヶ浜町役場 
東宮浜字丑谷辺 5－
1 

代ヶ崎浜､東宮浜､要
害､亦楽 

全 
50 木２Ｆ 

 

180 ○ ― 

２ 町立亦楽小学校 代ヶ崎浜字細田 54 代ヶ崎浜、東宮浜地区 全 1,200 耐３Ｆ 3,848 ○ ○ 

３  町立松ヶ浜小学校 松ヶ浜字神明裏 52 松ヶ浜、菖蒲田浜地区 全 1,200 耐３Ｆ 

木１Ｆ 

3,769 ○ ○ 

４ 町立汐見小学校 汐見台３丁目１－3 遠山、境山、汐見台地区 全 1,500 耐３Ｆ 7,301 ○ ○ 

５ 町立七ヶ浜中学校 吉田浜字小浜７-１ 吉田浜、花渕浜地区

（長須賀除く） 

全 2,200 耐３Ｆ 

木２Ｆ 

6,931 ○ ○ 

６ 町立向洋中学校 遠山１丁目９-18 遠山、境山、汐見台、

湊浜、松ヶ浜 

全 2,100 耐３Ｆ 7,040 ○ ○ 

７ 町民体育館 吉田浜字野山５-268 亦楽地区 全 500 耐２Ｆ 1,640 ○ ○ 

８ 生涯学習センター 吉田浜字野山５-９ 長砂、長須賀、韮ヶ森

東原等地区 

全 1,000 耐２Ｆ 

木１Ｆ 

4,005 ○ ○ 

９ 七ヶ浜国際村 花渕浜字大山１-１ 花渕浜、菖蒲田浜 全 1,000 耐２Ｆ 4,520 ○ ○ 

10 アクアリーナ 吉田浜字野山５-１ 吉田浜、花渕浜、菖蒲

田浜、亦楽、汐見台、

汐見台南 

全 1,500 耐２Ｆ 5,212 ○ ○ 

11 湊浜地区公民分館 湊浜１丁目４-３ 湊浜、松ヶ浜、謡地区 全 50 木防２Ｆ 216.69 ○ ○ 

12 松の川集会所 松ヶ浜後田 40 松ヶ浜地区 全 40 木防１Ｆ 172 ○ ○ 

13 菖蒲田浜地区公民分

館 

菖蒲田浜字宅地 93-

２ 

宅地、牛ノ鼻木、招又

地区 

全 60 耐２Ｆ 

木１Ｆ 

277 ○ ○ 

14 花渕浜地区公民分館 花渕浜字舘下 75-18 花渕浜地区（舘下、上

ノ山外） 

地下 

がけ 

50 木防１Ｆ 232.48 ○ ○ 

15 吉田浜地区公民分館 吉田浜字大豆沢２-

３ 

吉田浜地区（浜屋敷、

寺山、上ノ台外） 

全 60 耐１Ｆ 290 ○ ○ 

16 代ヶ崎浜地区公民分

館 

代ヶ崎浜字西 21-55 代ヶ崎浜地区（清水、

西外） 

火 40 木防１Ｆ 165 ○ ○ 

17 東宮浜地区公民分館 東宮浜字笠岩 16-15 東宮浜地区（鶴ヶ湊、

寺島外） 

地下 

がけ 

65 木防１Ｆ 271.68 ○ ○ 

18 要害地区公民分館 東宮浜字笠岩 16-７ 要害地区（小畑、左道

等） 

地下 

がけ 

50 木防１Ｆ 236 ○ ○ 

19 境山地区公民分館 境山２丁目５-８ 境山、小田一部 全 50 木防１Ｆ 255 ○ ○ 

20 遠山地区公民分館 遠山３丁目２-１ 遠山地区 全 50 木防１Ｆ 258.36 ○ ○ 

21  町立遠山保育所 遠山４丁目３-15 遠山地区 全 150 木防１Ｆ 621.63 ○ ○ 

22 遠山、境山地区コミ

ュニティセンター 

遠山１丁目１-25 遠山、境山地区 全 140 耐１Ｆ 438 ○ ○ 

23 汐見台第１分館 汐見台４丁目１-49 汐見台地区 全 40 木防１Ｆ 148.5 ○ ○ 

24 汐見台第２分館 汐見台１丁目 12-３ 汐見台、汐見台南地区 全 40 木防１Ｆ 158.16 ○ ○ 

25 汐見台南公民分館 汐見台南１丁目 2-40 汐見台、汐見台南地区 全 40 木防１Ｆ 165.82 ○ ○ 

26 汐見台南第２集会所 汐見台南２丁目 11-1 汐見台、汐見台南地区 全 40 木防１Ｆ 169.76 〇 〇 

27 町立汐見保育所 東 宮 浜 字 東 兼 田

35-10 

要害地区 全 130 木防１Ｆ 545.94 ○ ○ 

28 亦楽公民分館 代ヶ崎浜字細田 52 亦楽地区 全 50 木防１Ｆ 198.74 ○ ○ 

29 母子センター 東宮浜字丑谷辺 5-1 亦楽地区 全 50 耐２Ｆ 580 ○ ○ 

30 歴史資料館 境山２丁目 1-12 境山地区 全 100 耐１Ｆ 561 ○ ○ 

全：全ての災害  津：津波主体  地：地震時  火：火災時  が：がけ崩  土：土石流 

 

データ更新予定 
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第１８節  食料・飲料水及び生活物資の確保 

 

主管部署 総務課、水道事業所 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 町民の備蓄  ○  

 事業所の備蓄   ○ 

 備蓄の広報・啓発活動 ○   

 町の備蓄 ○   

 食料及び生活物資の確保 ○  ○ 

 飲料水の調達 ○   

 輸送用燃料の確保 ○   

 

第１. 目的 

住宅の被災等による食料、飲料水及び生活物資の喪失、流通機能の一時的な停止や

低下等が起こった場合は、被災者への生活救援物資の迅速な供給が必要である。 

このため、発災直後から、時間経過に応じ、被災者に対し円滑に食料、飲料水及び

生活物資の供給が行われるよう、町は物資の備蓄、調達及び輸送体制の整備を図って

いくものとする。 

第２. 町民等のとるべき措置 

１. 町民の対応 

町民は、防災の基本である「自らの身の安全は自らで守る」という原則に基づき、

最低 3 日分の食料（そのまま食べられるか、簡単な調理で食べられるレトルトのご

飯、缶詰など）及び飲料水（缶入りやペットボトルのミネラルウォーターなど）を

非常時に持ち出しができる状態で備蓄するよう努める。また、家族構成を考慮して、

避難するときに持ち出す最低限の生活用品についても併せて準備しておくよう努め

る。 

あわせて、町民は、地域における住民相互扶助の仕組みづくりをすすめ、最少限

度の被害に抑止するための防災体制の構築に努める。 

２. 事業所の対応 

事業所等は、地震発生に備えて、社員やその家族、さらには地域住民も考慮しな
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がら、3日分の食料、飲料水の備蓄に努める。 

３. 町の対応 

町は、町民等が食料、飲料水、生活用品の備蓄について、自発的に取組むよう啓

発に努める。そのためには、町は備蓄の必要性を高めるためのパンフレットの配布、

防災イベントにおける試食など広報・啓発活動を実施する。 

また、町は小口・混載の支援物資を送ることは被災市町村の負担になることなど、

被災地支援に関する知識の普及に努める。 

第３. 食料及び生活物資等の供給計画の策定 

町は、大規模な地震災害が発生した場合の被害及び外部支援の時期を想定し、孤立

が想定されるなど地域の地理的条件等も踏まえて、必要とされる食料、飲料水、生活

必需品、燃料その他の物資について、あらかじめ備蓄・調達・輸送体制を整備し、そ

れらの必要な物資の供給のための計画を定めておく。 

その際、物資の調達、在庫管理、物資ニーズ収集等における、分類方法の違いによ

る需要と供給のミスマッチを避けるため、救援物資の分類方法も統一しておく。 

第４. 食料及び生活物資等の備蓄 

１. 初期の対応に十分な備蓄量の確保 

町は、備蓄を行うに当たって、備蓄場所、品目、数量等の点検・洗い出しの調査

を行い、大規模な地震が発生した場合には、物資の調達や輸送が平常時のようには

実施できないという認識に立ち、各々で想定される最大避難者数の３日分等、初期

の対応に十分な量の物資を備蓄する。 

２. 集中備蓄・分散備蓄体制の整備 

町は、仮設トイレや投光器など物資の性格に応じ、大型で数量が少なく、緊急性

を要しないものは防災拠点等への集中備蓄、災害発生後の被災地において大量に必

要となり迅速に対応すべきものは、避難場所の位置を勘案した倉庫等への分散備蓄

を行い、それぞれの備蓄拠点を設けるなど、体制の整備に努める。 

３. 備蓄拠点の整備 

町は、備蓄拠点について、輸送拠点として指定するなど、物資の緊急輸送活動が

円滑に行われるようあらかじめ体制を整備する。 

４. 備蓄物資の選定時の配慮 

町は、備蓄物資の選定に当たっては、クラッカーなど調理不要の非常食の導入を

検討するほか、管理栄養士の活用も図りつつ、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等

の災害時要援護者、女性や子育て家庭の避難生活、アレルギー対策、避難生活の長

期化における栄養バランス等について配慮した品目の検討を行う。 
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５. データベースの構築とパッケージ化の検討 

町は、あらかじめ、予想される被災者の数、高齢者の数等のデータベースの構築

等に努め、発災時点でその数を予測することができるようにしておくとともに、発

災後３日間を目安に、飲料水・食料・生活用品(毛布・タオル・マスク・歯ブラシ・

食器・ティッシュ・ラップ等)をパッケージ化して備蓄しておくことも検討する。 

第５. 食料及び生活物資等の調達体制 

１. 食料の調達 

町は、被害想定などを参考にしながら最小限の非常食の備蓄に努めるほか、被災

地における迅速な対応を図るため、分散備蓄を行うほか、効率的に炊き出しができ

るよう七ヶ浜町給食センター内でも備蓄を行う。また、非常食の備蓄を補完するた

め、関係業界等とあらかじめ協定を締結するなど、災害時における調達先を確保し

ておく。 

 

《本町の食料備蓄状況》 

（平成 25年 4 月 1日現在） 

アルファ米 
山菜・海鮮 
おこわ（食） 

アルファ米 
五目ご飯 
（食） 

アルファ米 
わかめご飯 
（食） 

アルファ米 
きのこご飯 
（食） 

アルファ米 
白米 
（食） 

アルファ米 
赤飯 
（食） 

アルファ米 
おかゆ 
（食） 

2,200 2,400 2,350     

       

アルファ米 
梅おかゆ 
（食） 

ワンタッチ
ライス（食） 

フリーズド
ライ食品
（食） 

非常食セッ
ト（セット） 

その他 保管場所  

    ― 備蓄倉庫  

２. 生活物資の確保 

町は、災害救助法に適用される大規模地震が発生した場合の被害を想定し、必要

とされる生活必需品についてあらかじめ備蓄・調達体制を整備し、最小限の生活物

資の確保に努める。 
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《本町の生活必需品備蓄状況》 

（平成 25年 4月 1日現在） 

毛布（枚） 
肌着（上下） 
男女（組） 

タオル
（本） 

ローソク
（本） 

ウエット 
ティッシュ 

洗面器（個） なべ（個） 

2,637          

       

やかん（個） 茶わん（個） はし（膳） 
日用品セッ
ト（個） 

ゴザ等（枚） 
紙コップ
（個） 

トイレッレ
トペーパー
（個） 

 4,400 107,735   7,600 253 

       

救急セット 
（50 人用） 

洗剤（個） 
組立トイ

レ 
（個） 

水入れ袋 
運搬用（枚） 

プライベート 
ルーム 

（3枚入り） 

アルミロー
ルマット
（枚） 

保管場所 

  29  22  備蓄倉庫 

 

第６. 飲料水の調達 

１. 飲料水及び応急給水資機材の確保 

町は、被害想定などを参考にしながら最小限の飲料水の備蓄に努めるほか、被災

地における迅速な対応を図るため、分散備蓄を行う。また、災害発生時における応

急給水に必要な給水車、給水タンク等の給水資機材をあらかじめ整備する。 

あわせて、避難所施設への飲料水兼用耐震性貯水槽の設置など、断水時の飲料水

の確保策を検討する。 

町は、日本水道協会宮城県支部などの関係機関と連携を図り、必要に応じ、関係

機関に応援要請ができる体制を整えるなど応急体制の確立を図る。 

 

《本町の飲料水備蓄状況》 

（平成 25年 4月 1日現在）           

飲料水 ペットボトル（2ℓ） 保管場所 

1,800 本 備蓄倉庫 
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《本町の給水車等保有状況》 

（平成 25年 4月 1日現在 水道事業所分） 

給水車及び給水タンク 広報車

（台） 

その他の緊急給水用具 

種類 
容量
（㎥） 

台数 種類 
容量
（ℓ） 

数量 

給水タンク 
 

トラック（２ｔ積） 
加圧式給水車 

1.5 
0.5 

 
3.7 

1 
1 
1 
1 

１ ポリ容器 
 
 
 
 

非常用飲料水袋 
（ウォーターバック） 

 

 

10 
18 
20 
 
 
6 

6.5 
10 

7個 
42個 
6個 

 
 

1,800袋 
60袋 
92袋 

   

 

第７. 燃料の確保 

１. 燃料の調達、供給体制の整備 

（1） 燃料の確保に関する協定等 

町は、災害発生時において可能な限り早期に生活基盤の復旧を図るため、

石油商業協同組合等と必要な協定等を締結するなどして、燃料の確保に努め

る。 

（2） 情報連絡体制の確立 

町は、石油商業協同組合等と災害発生時における情報連絡体制を確立してお

く。 

２. 災害応急対策車両専用・優先給油所の指定 

町は、協定などに基づき、災害発生時において災害応急対策車両が専用又は優先

して給油が受けられる給油所をあらかじめ指定しておくとともに、災害対応力の強

化に努める。 

町から指定のあった災害応急対策車両専用・優先給油所は、町と協力して日頃か

らその旨を明示し、災害時に混乱が生じないよう周知を図る。 

３. 普及啓発 

（1） 燃料管理等の普及啓発 

町は、災害発生時の燃料の供給不足に伴う混乱を防止するため、日頃から町

民及び事業者等に対し、車両の燃料を日頃から半分以上としておくよう心掛け

るなど、災害発生時に備えた燃料管理などの普及啓発を行う。 

（2） 車両を要する住民等の自助努力の徹底 

日常生活や事業活動において、車両が必要不可欠な住民及び事業所は、車両

の燃料を日頃から半分以上としておくよう心掛けるなど、自助努力に努める。 
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第８. 炊き出し実施体制の整備 

地震災害時における食料の炊き出しは、七ヶ浜町学校給食センターが行い、必要に応

じて各避難所での炊き出しを想定する。なお、給食センターは回転釜やスチームオーブ

ンなどの業務用機器を使用するため、業務委託している民間会社との間で、大規模災害

時には調理師の協力が受けられるよう協定の締結に努める。 
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第１９節  ボランティアの受入 

 

主管部署 地域福祉課 

関係部署 町社会福祉協議会 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 ボランティアコーディネーターの養成 ○ ○  

 ボランティア受け入れ拠点の整備 ○ ○  

 災害ボランティア関係団体とのネットワーク

の整備 ○   

 行政の支援 ○   

 

第１. 目的 

東日本大震災及び近年の各種災害において、ボランティアの救援活動等が大きな役

割を果たした。このため、今後、地域団体やＮＰＯ等（以下、「ボランティア関係団体」

という。）は、社会のために自らの時間と技術を自発的かつ無報酬で提供するという崇

高なボランティア精神に基づきながら、民間レベルでの横断的な連携を図りつつ、組

織的な活動ができるよう努める。 

一方、行政機関等防災関係機関は、そのような民間側の活動に対して側面から積極

的に支援していくとともに、自らも専門的知識や技術を有したボランティアの育成等

に努める。 

さらに、災害時におけるボランティア活動の実効を確保するため、民間団体等と行

政機関との間で、ボランティアの受入や登録等に関する機能分担をあらかじめ十分調

整する。 

第２. ボランティアの役割 

ボランティアの役割の主なものは、次のとおりである。 

生活支援に関する 
業務 

① 避難所の運営補助 

② 炊き出し、食料等の配付 

③ 救援物資等の仕分け、輸送 

④ 高齢者、障害者等の介護補助 

⑤ 清掃活動 

⑥ その他被災地での軽作業 

専門的な知識を 
要する業務 

① 救護所等での医療、看護、保健予防 

② 被災宅地の危険度判定 
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③ 外国人のための通訳 

④ 被災者のメンタルヘルスケア 

⑤ 高齢者、障害者等への介護 

⑥ アマチュア無線等を利用した情報通信事務 

⑦ 公共土木施設の調査等 

⑧ その他専門的な技術・知識が必要な業務 

第３. 災害ボランティア活動の環境整備 

町は、日本赤十字社、社会福祉協議会等やボランティア関係団体との連携を図り、

災害時において災害ボランティア活動が円滑に行われるよう、その活動環境の整備を

図る。その際、平常時の登録、研修制度、災害時における災害ボランティア活動の受

入れや調整を行う体制、災害ボランティア活動の拠点の確保、活動上の安全確保、被

災者二ーズ等の情報提供方策等について、整備を推進する。 

第４. 本町の主なボランティア団体 

本町の主なボランティアは、次のとおりである。 

① 日本赤十字奉仕団（行政区など） 

② 婦人防火クラブ 

③ ボランティア友の会 

④ その他 

 

第５. 専門ボランティアの登録 

平成 20年 4月現在、県で確立されている主な専門ボランティアは次のとおりである。 

被災建築物応急危

険度判定及び被災

宅地危険度判定 

 県は、地震で被災した建築物や宅地について、余震などによる二

次災害の防止を目的として、その安全性を判定する作業にボランテ

ィアで従事する建築士等を判定士として養成し、登録する。 

 また、宮城県建築物等地震対策推進協議会の活動をとおして、市

町村要綱整備の指導及び判定コーディネーターの育成等に努める。 

砂防ボランティア 

 大規模な土砂災害等が発生した場合、県の砂防担当職員のみでは

二次災害の防止に対して迅速かつ十分な対応は不可能である。 

 このため、宮城県砂防ボランティア協会との連携を図り、二次災

害の防止に努める。 

防災エキスパート

制度 

 防災エキスパート制度は、公共土木施設の調査、計画、施工、行

政上の処理、施設の維持管理等に長年携わった人に、専門的な分野

でのボランティア活動へ従事してもらうべく、東北地方整備局が発

足させた制度である。 

 東北地方整備局は、災害が発生した際には、この制度により迅速、

確実、効果的に直轄管理施設の被災状況を把握する。 

災害時の通訳ボラ 大規模な災害が発生した場合、外国人の言葉の問題に対し町や県
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ンティア の職員だけでは十分対応できない。 

 このため、災害時において通訳ボランティアとして活動できる方

を一般から募集し、被災地に派遣する。 

 県は登録したボランティアに対し研修会等を実施し、ボランティ

アの養成もあわせて行う。 

 

第６. 一般ボランティアの受入体制 

１. 一般ボランティアの受入れ体制づくり 

一般ボランティアの受け入れは、災害の発生時には町社会福祉協議会が中心とな

って行う。そのため、発災時に速やかに災害ボランティアセンターが立ち上げられ

るよう、町は、県、関係団体等と協力し、次のような準備、取り組みを行う。 

（1） ボランティアコーディネーターの養成 

七ヶ浜町社会福祉協議会は、地震が発生した場合にボランティアが直ぐに活

動ができるように、被災者、地域住民、行政機関とボランティアを的確に結び

つける調整役として、平時から災害ボランティアコーディネーターを養成する。 

また、地域の災害ボランティア活動等に積極的に携わるための相談や情報提

供等、養成後のフォローアップに努めるとともに、町と協力し、災害ボランテ

ィアコーディネーターとしての経験や能力を持つ人材の確保、育成及び連携強

化に努める。 

（2） ボランティア受け入れ拠点の整備 

災害ボランティアセンターの設置場所の決定、責任者の決定や担当者の役割

分担、地域住民との連携、通信手段の確保や情報の受発信のルートの検討、資

機材のリストアップと調達方法の確認、ボランティアの受け入れ手順確認や書

式の作成、活動資金の確保など、具体的な準備を行うとともに必要な訓練を行

う｡ 

（3） 受入れ体制の整備 

七ヶ浜町社会福祉協議会は、ボランティアに対するニーズと活動とのマッチ

ングについて、あらかじめ災害時に想定されるボランティア業務の整理を行う

とともに、必要とされるボランティアの活動内容をホームページ等で情報発信

するための環境整備やボランティアの事前登録制度の活用などにより、ボラン

ティア受入のための体制を構築するよう努める。 

（4） 災害ボランティア関係団体とのネットワークの整備 

災害ボランティア活動支援体制に関する定期的な検討、情報交換等を行う場

として、行政機関、宮城県社会福祉協議会、日本赤十字社宮城県支部、ＮＰＯ・

ボランティア団体等とのネットワークを構築する。 
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２. 行政の支援 

町は、災害ボランティアの受け入れに必要な環境整備やリーダーの養成などの体

制づくりを、社会福祉協議会、ＮＰＯ支援組織等と連携して実施するとともに、必

要な活動支援を行う。また、災害時に活動が期待されるボランティア関係団体との

協働を視野に入れ、必要な調整、支援を行う。 
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第２０節  災害時要援護者・外国人対応 

 

主管部署 地域福祉課、健康増進課、国際村 

関係部署 塩釜地区消防事務組合、社会福祉施設 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 災害時要援護者避難支援プランの作成 ○ ○  

 社会福祉施設の予防対策 ○  ○ 

 在宅の要介護者等の予防対策 ○ ○  

 外国人支援対策 ○  ○ 

 旅行客対策 ○  ○ 

 

第１. 目的 

大規模震災時には、幼児、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等の災害時要援護者、

又は町内に在住する外国人、あるいは旅行客等も被災することが考えられ、その場合、

より危険・困難な状態に置かれる可能性があること、さらに避難後の生活においても

配慮を必要とすることが予想されるため、その対策について整備しておくものとする。 

第２. 災害時要援護者避難支援の基本的考え方 

町は、災害時要援護者の避難対策に関する検討会（内閣府・消防庁・厚生労働省・

国土交通省）作成の「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」を踏まえ、町災害時

要援護者避難支援プランを作成するものとし、災害時要援護者についての平常時から

の所在情報の把握・管理及び安否確認・避難誘導体制の整備に努める。 

１. 要援護者の情報共有方法の特徴 

災害時要援護者の情報を共有する方法には、主に３つの方法がある。 
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 関係機関共有方式 手上げ方式 同意方式 

方法の概要 ・個人情報保護条例に基づ

いて、行政の保有する要援

護者情報を関係機関の間で

共有する方法 

・要援護者登録制度を広

報・周知したうえで、名簿

等への登録を希望した方

の情報を収集する方法 

・行政及び自主防災組織

関係者が直接本人に働き

かけ、災害時の支援に必

要な情報を収集する方法 

特徴 ・被災リスクの高い方の網

羅的な把握が可能 

・民生委員児童委員や消防

団員には、地方公務員の守

秘義務が直接適用されない

ため守秘義務の確保が困難 

・要援護者への直接的な働

きかけをしていないため、

情報活用に誤解を生みや

すい 

・本人の自発的な意思にゆ

だねているため、必要な情

報の収集ができていない

傾向 

・必要な支援内容の細か

い把握が可能 

・対象者が多いため、効

率的な情報収集が図りに

くい 

・同意がない場合、情報

の共有が図れない 

課題 ・守秘義務の確保 ・情報活用時に混乱しない

工夫が必要 

・同意してもらうための

工夫が必要 

 

２. 災害時要援護者避難支援プランの構成と対象者 

災害時要援護者避難支援プランの構成は、要援護者の避難支援全般に関する、（１）

全体計画（全体的な考え方を反映）、（２）個別支援計画（避難行動支援者一人ひと

りに対する避難支援計画）で構成する。 

 

構 成 対象となる要援護者 

(１)全体計画 ・在宅の高齢者、障害者 

(２)個別支援計画 全体計画対象者のうち 

・自力での避難が不可能な方 

・家族等の避難支援者（※）がいない方 

※避難支援者：家族、地域住民、消防団員、民生委員児童委員、ボランティア等 
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３. 平常時の備え 

要援護者の種類 平常時に備えておくこと 

共通事項 ・地域における避難所の把握 

高齢者・障害者 ・日頃からの防災意識の啓発 

・車イスの整備 

病弱者・難病患者・傷病者 ・医薬品の持参啓発 

・かかりつけ医者連絡先の携帯 

・車イス等の整備 

妊産婦 ・産院カード持参啓発 

乳幼児等 ・乳幼児用品の持参啓発 

・車イス等の整備 

 

４. その他の留意点 

（1） 避難勧告等の伝達体制の整備 

町長が発令する避難準備（要援護者）情報、避難の勧告又は指示が災害時要

援護者に迅速・正確に伝達できる手段・方法を定めておく。 

（2） 避難誘導体制の整備 

災害時要援護者が避難するに当たっては、介助が必要であることから、避難

支援者をはじめ、自主防災組織等地域ぐるみの避難誘導の方法を具体的に定め

ておく。 

第３. 高齢者、障害者等への対策 

障害者、介護を必要とする高齢者、ひとりぐらし高齢者、保護を必要とする児童等

（以下「要援護者」という。）に関し、身体的機能などを考慮しながら平常時から各種

の防災対策を講じ、災害に備えることが必要である。 

このため、町は相談窓口等を設置し、防災関係機関、社会福祉施設、自主防災組織

と連携して、要援護者の災害予防に万全を期するものとする。 

１. 社会福祉施設の安全確保対策 

（1） 防災点検及び防災資材の配備 

社会福祉施設は、定期的に施設の耐久性・耐火性を点検し、建築年度や老朽

度合い等に応じて必要な修繕等を行い、災害に対する安全性の確保に努める。

特に、施設内部や周辺のバリアフリー化に努める。 

電気、水道等の供給停止に備え、入所者が最低限度の生活維持に必要な食料、

飲料水、医薬品類等の備蓄を行うとともに、施設機能の応急復旧や治療等に必

要な非常用自家発電機等の防災設備の整備に努める。 
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（2） 組織体制の整備 

社会福祉施設等は、あらかじめ防災組織を整え、施設職員の任務分担、動員

計画、施設関係者緊急連絡体制、県へのライフライン等の被害・復旧状況報告

体制等を盛り込んだ非常災害に関する具体的計画を作成する。 

市町村と連携し、施設相互間並びに他の施設、近隣住民、自主防災組織、ボ

ランティア組織等との日常の連携が密になるよう努め、入所者の実態等に応じ

た協力が得られるよう体制づくりを行う。 

 

（3） 防災教育及び避難誘導方法の確立 

社会福祉施設は、入所者及び従事者に対し、避難経路及び避難所、災害発生

時の適切な行動のとり方などを周知し、基本的な防災行動がとれるよう、災害

に関する基礎的な知識や災害時にとるべき行動等について理解や関心を高め

るための防災教育を行う。また、入所者及び従事者が、発災時において適切な

行動がとれるよう、施設の構造や入所者の判断能力、行動能力等の実態に応じ

た防災訓練を定期的に実施する。 

また、施設の構造や利用者の身体的特徴等を考慮した避難誘導方法を確立し

ておく。 

 

（4） 業務継続体制の構築 

社会福祉施設等は、施設や設備が大きく被災し入所者が施設での生活が継続

できない場合には、介護環境を確保できる他の同種又は類似の施設に利用者を

避難させるとともに、他施設からの介護職員等の応援派遣等により介護の継続

が可能な体制を整えることが速やかにできるよう、あらかじめ施設間において

業務継続に関する体制づくりを行う。 

 

２. 在宅の要介護者等の予防対策 

（1） 要介護者避難支援プランの策定 

町は、「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」(平成 18 年３月改訂、以

下「ガイドライン」という。)等を参考に、要援護者支援に係る全体的な考え

方と要援護者一人ひとりに対する個別計画で構成する避難支援プランを作成

するよう努める。 

個別計画では、要援護者の個々の把握により名簿を整備し、あらかじめ、一

人ひとりの要援護者に対し、複数の避難支援者を定め、車による避難も含む支

援方法、避難先を決めておくなど、要援護者を避難させるための具体的な計画

を策定するよう努める。 

なお、要援護者を含む住民の避難誘導中に消防団員や民生委員・児童委員等

避難支援者が亡くなった事例も報告されていることから、避難支援者の安全確
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保等にも十分留意する。 

 

（2） 要介護者の把握 

市町村は、災害による犠牲者となりやすい要援護者の把握に努め、災害発生

時に迅速な対応がとれるよう備える。 

なお、市町村は、ガイドラインに基づき、次の事項に留意し把握等を行う。 

 

①要援護者の所

在把握 

 町は、住民登録や福祉などの各担当部門が保有する情

報から、事前に要援護者をリストアップし、どのよう

な要援護者(電源を必要とする医療機器の使用の有無

を含む。)がどこに住んでいるのかの所在情報を取りま

とめるように努める。この場合、災害時には防災関係

機関等に開示されることなどについて事前に本人又は

その家族から同意を得ておく。 

また、平常時から要援護者と接している福祉部局、社

会福祉協議会、民生委員、ケアマネージャー、介護職

員等の福祉サービス提供者、障害者団体等の福祉関係

者との連携に努める。 

 町は、自主防災組織や行政区などの地域コミュニティ

を活用するなど、地域における共助による所在把握の

取組を推進する。 

②所在情報の管

理 

 常に最新の情報を把握し、内容を更新の上、関係者で

共有する体制を構築する。 

 災害時における関係機関の役割を踏まえ、要援護者情

報の開示時期、開示先の対象機関、開示範囲を定めて

おく。 

 個人情報保護の観点から、データベース化等を進める

と共に、データの漏洩防止等の適切な管理を行い、緊

急時に必要最低限の情報が取り出せるよう整備に努め

る。 

なお、災害による電源喪失やコンピュータの破損等を

考慮し、紙媒体での情報も保管しておく。 

 

（3） 支援体制の整備 

町は、ガイドラインや手引きを参考とし、自主防災組織の育成及び指導を通

じ、災害時における情報伝達や救助、避難誘導等について、自治会や町内会な

どと連携し地域社会全体で要援護者を支援するための体制整備に努める。 

なお、体制づくりに当たっては、地域における生活者の多様な視点を反映さ

せるため、女性の積極的な参加が得られるよう努める。 
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（4） 防災設備等の整備 

町は、在宅で介護を受けている要介護者等を的確に把握しておく。また、独

居老人や障害者を対象とした「緊急通報システム」を活用しながら、協力員（ボ

ランティア等）や民生委員児童委員、自主防災組織等による地域ネットワーク

づくりを進める。 

また、聴覚障害者等への災害情報の伝達を効果的に行うための文字放送受信

装置等の普及に努めるとともに、在宅者の安全性を高めるため、自動消火装置

及び火災報知器等の設置を推進する。 

 

（5） 相互協力体制の整備 

町は、社会福祉協議会、民生委員、ケアマネージャー、介護職員等の福祉サ

ービス提供者、障害者団体等の福祉関係者、要援護者の近隣住民(自主防災組

織等)、ボランティア組織などとの連携により、要援護者の安全確保に関する

相互協力体制を整備する。 

 

（6） 情報伝達手段の普及 

町及び県は各種福祉関連団体と協同し、高齢者でも扱える携帯端末(ワンタ

ッチボタン、ＧＰＳ機能付)、デジタルサイネージ(情報が常に流れているもの)

の他、聴覚障害者向けの文字情報によるラジオ放送、視覚障害者向けの受信メ

ールを読み上げる携帯電話、肢体不自由者向けのフリーハンド用機器を備えた

携帯電話等、災害時要援護者個々の特性に配慮した通信手段の普及に努める。 

 

３. 福祉避難所の確保 

（1） 福祉避難所の整備・指定 

町は、施設の津波や土砂災害等の被災リスクに対する安全性確保やバリアフ

リー化、避難スペースが確保されているなど、要援護者のために特別の配慮が

なされた福祉避難所の整備や、民間の特別養護老人ホーム等の施設を福祉避難

所として指定するように努める。 

 

（2） 市町村の域を超えた要援護者の受入れ体制の構築 

町は、県と連携を図りながら、町での受入れが困難な在宅の要援護者を想定

し、市町村の域を越えて受け入れる体制の構築に努める。 

 

（3） 福祉避難所の構造・設備 

町は、県と連携を図りながら、福祉避難所において、要援護者が避難生活を

送るために必要となる洋式トイレ、車椅子、簡易ベッド等の障害者・高齢者を

考慮した設備や、ミルク、ほ乳びん等の乳児用備品、及び授乳に配慮するため

の設備といった、女性や子育て家庭に十分配慮した構造・設備の配備に努める。 
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（4） 支援対策要員の確保 

町は、県と連携を図りながら、福祉避難所において、要援護者の介護・医療

的ケアなど相談や介助などの支援対策が円滑に実施できる要員の確保に努め

る。 

なお、県においては、広域避難時の要援護者の支援体制における、市町村や

保健福祉事務所等関係機関間の連携強化と情報の共有化を図るとともに、早期

に福祉避難所で介護士等が活動できるよう、町を支援する。 

 

４. 福祉サービスの継続と関係機関の連携 

町は、災害時における福祉サービスの運用方針等に関し、国や県と密接に連絡を

とるとともに、介護・医療的ケアなどの福祉サービスの継続に必要な体制を確保す

る。具体的には関係者間で密接な連携を図り、他の地方公共団体等からの広域的な

応援派遣や受入れも活用しながら福祉サービスの継続に必要な体制を整える。 

 

（1） 福祉施設等受入れ先の確保に関する協定 

県は、介護保険施設、障害者支援施設等に対し、あらかじめ、その所在する

都道府県や近隣都道府県における同種の施設や民間施設等と施設利用者の受

入れに関する災害協定を締結するよう指導に努め、併せて、その内容を都道府

県に登録するよう要請することから、町はこれに協力する。 

 

（2） 介護職員等の確保 

県は、あらかじめ介護保険施設、障害者支援施設等に対して、事業所内にお

ける災害時の職員派遣協力協定の締結等を促すことにより、介護職員等の派遣

体制の整備に努めることから、町はこれに協力する。 

 

５. 家族を含めた防災訓練の実施 

市町村は、近隣住民、自主防災組織、ボランティア組織などの協力により、要援

護者やその家族を含めた防災訓練の実施に努める。 

 

６. 要援護者自身の備え 

県及び市町村は、平常時に要援護者自身あるいは家族ができる範囲で準備を働き

かけるほか、以下のような「自助」の考え方についても、普及に努める。 

 

①避難する場合は、避難場所を書いた紙を玄関に貼っておく 

②防災用品をそろえる 
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③ 貴重物品をまとめておく 

④ 近所の人に災害時の支援について依頼しておく 

⑤ 防災訓練に参加する など 

 

《在宅の要介護者に対する支援活動（例）》 

災
害
発
生
直
後
の
対
応 

(１)安否確認 

(２)救出 

(３)避難誘導 

(４)避難所・救護所での措置 

・避難所のバリアフリー 

・避難所での災害時要援護者に配慮した空間の確保 

・手話や障害者を補助するボランティアなどの配置 

・メンタルケア専門員の配置又は派遣可能な体制確保 

・畳等が敷いてある場所の確保 

・避難所への物品供給 

(５)情報の提供 

・テレビ、ラジオ等による情報の提供 

・聴覚障害者のための紙による情報提供 

・視覚障害者のための声による情報提供 

災
害
発
生
後
の
対
応 

(１)避難所における要援護者への支援 

・医療（医師・保健師・看護師等）、相談（町職員、専門相談員・社会福祉協議

会等）、ケア等を行う専門の巡回支援チーム等の組織化 

・避難所生活が困難な災害時要援護者については、必要に応じて社会福祉施設

への一時入所等を実施 

(２)被災した災害時要援護者への支援 

・継続的な在宅保健福祉サービスの提供 

・在宅生活が困難な場合は必要に応じて社会福祉施設への一時入所等を実施 

(３)仮設住宅への入居支援 

・仮設住宅の入居手続きの優先実施 

・冷暖房器具、洋式トイレ、入口の段差解消等の配慮 

(４)生活物資の供給 

・情報機器としてラジオ、テレビ、生活物資として布団、毛布等の寝具類、鍋、

釜等の厨具類の供給 

・食料品供給等の配慮 

(５)仮設住宅入居者に対する地域での支援体制 

・災害時要援護者の巡回支援サービスを行う体制の整備、保健福祉サービス等

の提供 

・近隣住民（地域支援者）や関係支援団体との連携による生活支援の継続 
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第４. 外国人支援対策 

災害発生時において、言語の不自由さ、生活習慣の違い等から生じる孤立等を防止

するために、町は、外国人の防災意識の啓発及び支援体制の整備に努める。 

１. 外国人支援対策 

 在住する外国人の現状やニーズを的確に把握し、適切な配慮を行う。 

 外国語対応の防災マップ・行動マニュアルの作成を検討するほか、防災講

習会等を積極的に実施し、災害時にとるべき行動や避難所、さらには避難

経路の周知徹底を図る。 

 避難場所までの案内板等に外国語を併記する。 

 町が行う防災訓練の実施にあたって、地域に住む外国人を含める。 

 外国人を多く就業させている事業所等に対し、防災講習会の開催を働きか

ける等、行政と民間が連携した防災体制の整備を行う。 

 災害時の広報活動に備え、通訳等必要な人員の確保を行うとともに、情報

提供のためのマニュアルの作成を検討する。 

 防災に関する情報提供や避難誘導において、多言語、やさしい日本語表記、

ルビふり等により、外国人に配慮した支援に努める。 

 町は県や県国際化協会と協力し、外国人が日常生活の中で抱える防災面を

含む様々な問題について、身近なところで気軽に相談し適切なアドバイス

を受けられるよう、外国人相談窓口の充実を図る。 

第５. 旅行客対策 

本町は、年間を通して、海水浴やサーフィン、釣りといったレジャー客が多く訪れ

ており、特に海岸沿いの宿泊施設や観光施設とあらかじめ協議の上、災害が発生した

とき又はそのおそれのあるときの利用者の避難所、避難誘導方法、連絡方法などを確

認しておく。 
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第２１節  遺体等の捜索・処理・埋葬対策 

 

主管部署 総務課 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 遺体収容、確認のための業務対応マニュアル

の作成 ○ 
  

 遺体安置所備品の備蓄 ○   

 

第１. 目的 

東日本大震災では本町でも多くの方が亡くなり、遺体安置所では実際の確認作業、

ご遺族への対応のためのマニュアル作成の必要性があったことから、以下の項目につ

いて事前対応を検討することとする。 

第２. 遺体収容、確認のための業務対応マニュアルの作成 

ＰＡＨＯ／ＷＨＯが発行し、国立保健医療科学院が翻訳した「災害後の遺体管理 一

次対応者のための現場マニュアル」等を参考に、対応マニュアルの作成を検討する。 

第３. 遺体安置所備品の備蓄 

遺体安置所では、ブルーシート、毛布、消毒液、ビニール手袋、ラジオ、懐中電灯、

石油ストーブ・扇風機等の資材の他、仮安置所での祭壇で使用する物資（ローソク、

線香、花等）を準備する必要があることから、これらの資機材の備蓄に努めることと

する。 

なお、棺等葬祭用品については、県と宮城県葬祭業協同組合が「災害時における棺

等葬祭用品の供給に関する協定」を締結しており、これを利用することができる。
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第２２節  廃棄物対策 

 

主管部署 環境生活課 

関係部署 宮城東部衛生処理組合 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 災害時の相互協力体制の整備 ○   

 分別収集等の周知 ○   

 資機材の備蓄、収集運搬車両、清掃機器等の

整備 ○   

 広域的な処理・処分計画の作成 ○   

 協力・応援体制の整備 ○   

 避難所の生活環境の確保 ○   

 

第１. 目的 

大規模地震発生後、大量に発生する廃棄物（粗大ごみ、不燃性ごみ、生ごみ、し尿

など）や倒壊物・落下物等による障害物は、住民の生活に著しい混乱をもたらすこと

が予想される。 

このため、廃棄物処理活動が迅速に行われるよう処理体制の整備を推進するととも

に、混乱の中でも行えるリサイクルのための分別方法や排出方法を定め、啓発を行う

ものとする。 

第２. 処理体制 

１. 町の処理体制 

町は、迅速に災害応急対策を推進するため、廃棄物処理に係る災害時応急対策を

地域防災計画に定めるとともに、組合施設の処理能力を超える場合及び廃棄物処理

施設が被災し使用不能になった場合の対策として、広域的な市町村及び廃棄物関係

団体等と調整し、災害時の相互協力体制を整備する。 
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《本町のごみ・し尿処理運搬車両の整備状況》 

（平成 25年 4月 1日現在） 

ご  み 

直営分 委託業者分 許可業者分 

収集車 運搬車 
伝馬船
等船舶 

収集車 運搬車 
伝馬船
等船舶 

収集車 運搬車 
伝馬船
等船舶 

－台 －台 －台 16台 16台 －台 －台 －台 －台 

         

し   尿    

直営分 委託業者分 許可業者分    

収集車 運搬車 収集車 運搬車 収集車 運搬車    

－台 －台 －台 －台 2台 －台    

 

２. 分別収集等の周知 

震災時には地震発生直後から被災者の避難が始まり、また、避難期間が長くなる

ことから、廃棄物も多量に発生することが予想されるため、日頃より分別排出の徹

底を呼びかけるとともに、災害発生時に廃棄物の排出方法を定め、広報紙等を通じ

て住民に周知を図る。 

第３. 主な措置内容 

１. 緊急出動体制の整備 

町は、廃棄物の収集・処理に必要な人員・収集運搬車両等が不足する場合の対策

を宮城東部衛生処理組合と検討する。 

２. 震災時における応急体制の確保 

町は、生活ゴミや地震によって生じた廃棄物（がれき等）の一時保管場所である

仮置場の配置計画、し尿、生活ゴミ及びがれきの広域的な処理・処分計画を作成す

る。また、広域的な市町村等との協力・応援体制を整備する。 

３. 避難所の生活環境の確保 

町は、仮設トイレやその管理に必要な消毒剤、脱臭剤等の備蓄に努める。また、

災害時に仮設トイレ、消毒剤、脱臭剤等の調達を迅速かつ円滑に行えるよう、体制

の整備に努める。 
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第２３節   防災知識の普及 

 

主管部署 総務課、教育総務課、地域福祉課、健康増進課、産業課 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 町職員への防災知識の普及 ○   

 住民への防災知識の普及 ○ ○  

 要援護者への配慮 ○ ○  

 学校等教育機関における防災教育 ○ ○  

 講習会等の開催 ○ ○  

 防災リーダーの育成 ○ ○  

 

第１. 目的 

自らの身の安全は自らが守るのが防災の基本であり、町及び防災関係機関は、所属

職員に対し、マニュアル等の作成・配付、防災訓練等を通じて防災に関する制度、自

らが行うべき役割等について習熟する機会を積極的かつ継続的に与えるなど、防災知

識の普及に努めるものとする。 

また、住民が自らを災害から守る「自助」、地域社会がお互いを守る「共助」という

防災の基本を中心に、防災教育、講演会等の事業を積極的に実施しながらその普及・

啓発に努め、自主防災思想の普及、徹底を図る。 

第２. 防災知識の普及、徹底 

１. 町職員への防災知識の普及 

地震発生時には、町は災害対策の中枢を担い、その役割は多岐にわたっている。

また、それぞれの職員は所掌事務に関係する分野での災害予防、応急対策の実施に

際して相応の知識が要求される。 

町は、職員初動期マニュアルを作成したところであり、職員への周知、研修会、

防災訓練等を通じて防災に関する制度、自らが行うべき役割等について習熟する機

会を積極的かつ継続的に与え、所掌事務を熟知させるとともに、各々必要な施策を

講じ職員の防災関係意識の向上に努める。 

なお、防災教育は、各所属にて行い、その内容は少なくとも次の事項を含むもの

とする。 
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 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生すると予想される地震動及び

津波に関する知識 

 地震・津波に関する一般的な知識 

 地震が発生した場合に具体的にとるべき行動に関する知識 

 職員等が果たすべき役割 

 地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識 

 今後地震対策として取り組む必要のある課題 

 家庭及び地域における防災対策 

 

２. 住民への防災知識の普及 

（1） 防災関連行事の実施 

① 総合防災訓練、講習会等の実施 

町は、住民の防災意識の向上を図るため、防災関連機関と連携して総合防

災訓練、講演会等を実施し、その危険性及び早期避難の重要性を周知させる

とともに、最低 3 日分の食料、飲料水等の備蓄、非常持出品（救急箱、懐中

電灯、ラジオ、乾電池等）の準備等家庭での予防・安全対策、注意報・警報

実施時や避難勧告等発表時にとるべき行動、避難場所での行動等防災知識の

普及啓蒙を図るものとする。また、災害時の家庭内の連絡体制の確保を促す

ものとする。 

実施に際しては、広報紙等を活用し、広く周知するとともに、地元住民の

積極的な参加を呼びかける。この際、防災関係機関もこれらの行事に積極的

に参加し、各々の役割分担等を住民に周知させる。 

② 防災とボランティア関連行事の実施 

町は、毎年 1 月 15～21日の「防災とボランティア週間」、1月 17日の「防

災とボランティアの日」にも広く地元住民を対象とした、防災関連行事の実

施に努める。 

③ 東日本大震災発生日の位置づけ検討 

町は、東日本大震災の教訓を忘れず、津波への備えを普及・啓発するため、

その発生日(3月 11日)の位置づけについて検討する。 

（2） ハザードマップ等の活用 

県及び町は、住民等の防災意識の向上及び防災対策に係る地域の合意形成の

促進のため、防災に関する様々な動向や各種データをハザードマップ等の形で

分かりやすく発信する。 

 

（3）  

（3）  

（3） 普及・啓発の実施 

町は、県や教育機関、民間団体等との密接な連携の下、以下の事項について、

防災に関するテキストやマニュアルの配布、広報誌、パンフレット、新聞広告
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及びインターネット(ホームページ、メール、ソーシャル・ネットワーキング・

サービス(ＳＮＳ)等）、テレビ・ラジオ局、ＣＡＴＶ局の番組、ビデオ・フィ

ルムの製作・貸出、文字放送等の多種多様な広報媒体の活用や、有識者による

防災をテーマとした研修や講演会、講習会、シンポジウム、座談会、実地研修

等の開催等により、普及・啓発を図る。 

 

【住民等への普及・啓発を図る事項】 
 

 

 

 

 

 

➀地震発生時及び緊急地震速報を見聞きしたときにとるべき身を守る行動 

②日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生すると予想される地震動及び

津波に関する知識 

③地震・津波に関する一般的な知識 

④災害危険性に関する情報 

・各地域における避難対象地区 

・孤立する可能性のある地域内集落 

・急傾斜地崩壊危険箇所等に関する知識 など 

⑤避難行動に関する知識 

・避難に当たっては徒歩によることを原則とすること 

・自ら率先して避難行動を取ることが他の地域住民の避難を促すこと 

・各地域における避難地及び避難路に関する知識 など 

⑥家庭内での予防・安全対策 

・3 日分の食料、飲料水、携帯トイレ、トイレットペーパー等の備蓄 

・非常持出品(救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等)の準備 

・負傷の防止や避難路の確保の観点からの家具・ブロック塀等の転倒防止対策 

・出火防止等の対策の内容 

・災害時の家族内の連絡・行動ルールを事前に決めること など 

⑦災害時にとるべき行動 

・地震が発生した場合の出火防止 

・近隣の人々と協力して行う救助活動 

・自動車運行の自粛 

・その他避難勧告等の発令時にとるべき行動 

・避難場所での行動 など 

⑧その他 

・正確な情報入手の方法 

・防災関係機関が講じる災害応急対策等の内容 

・住居の耐震診断と必要な耐震改修の実施 
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・災害時の家族内の連絡体制の確保 

・帰宅困難者の発生を抑制するための「むやみに移動しないこと」 など 

（4） 災害時要援護者及び観光客等への配慮 

① 災害時要援護者への配慮 

町は、防災知識等の普及に当たり、外国語パンフレット等の作成・配布や

障害者、高齢者の常備品等の点検、介護者の役割の確認等、高齢者、障害者、

外国人等の災害時要援護者に配慮し、地域において災害時要援護者を支援す

る体制が整備されるよう努めるとともに、被災時の男女のニーズの違い等男

女双方の視点に十分配慮する。 

② 観光客等への対応 

町は、現地の地理に不案内な観光客等に対しては、避難等に必要なパンフ

レットやチラシの配布に努めるとともに、町及び施設管理者は、避難場所を

示す標識を設置する等、広報に努める。 

（5） 災害時の連絡方法の普及 

① 災害時通信手段の利用推進 

東日本電信電話株式会社宮城支店は、災害時の連絡方法として、公衆電話

等の活用、災害用伝言ダイヤル「171」や災害用伝言板「ｗｅｂ171」の利用

推進を図り、町は、その仕組みや利用方法等の周知に努める。 

② 災害時通信方法の普及促進 

携帯電話事業者各社は、災害用伝言板サービス、災害用音声お届けサービ

ス、無線 LANスポットにおけるＷi-Ｆi接続サービスなどの普及を促進する。 

（6） 相談窓口の設置 

町は、地震対策の実施上の相談を受けるため必要な窓口を設置するとともに、

その旨周知徹底を図る。 

３. 海岸等利用者及び船舶への防災知識の普及 

 関係事業者に対し、防災訓練への積極的な参加促進を図る。 

 海岸等の利用者に対しては、次により地震災害その他の災害への対応に関す

る指導を行い、防災知識の普及及び防災意識の高揚を図る。 

 防災に関する講演会を開催するほか、各種講習会を活用して防災に関す

る講習を行うとともに防災関係資料の配付等を行う。 

 各種行事を活用して防災関係資料の配付等を行う。 

 特に第二管区海上保安本部は、船舶への立入検査や訪船指導に併せて防

災関係資料の配付等を行う。 

４. 地域での防災知識の普及 

（1） ハザードマップの整備 
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① ハザードマップの作成・周知 

町は、急傾斜地崩壊危険箇所等を踏まえて避難場所、避難路等を示すハザ

ードマップ等の整備を行い、住民等に対し周知を図る。 

② ハザードマップの有効活用 

町は、ハザードマップが住民等の避難に有効に活用されるよう、その内容

を十分検討する。 

（2） 日常生活の中での情報掲示 

町は、避難場所や避難路・避難階段の位置等をまちの至る所に示すことや、

蓄光石やライトを活用して夜間でも分かりやすく誘導できるよう表示するな

ど、住民が日常の生活の中で、常に地震災害の危険性を認知し、円滑な避難が

できるような取組を行う。 

（3） 観光客、海水浴客等の一時滞在者への周知 

町は、観光客等の一時滞在者が多く見込まれる箇所や車両の多い道路の沿道

等において、避難場所や避難路・避難階段の位置や方向を示すなど、一時滞在

者や通行者も地震災害の危険性を認知し、円滑な避難ができるような整備を行

う。 

５. ドライバーへの啓発 

（1） 徒歩による避難の原則の徹底 

町は、警察と連携し、運転免許の取得時や運転免許証の更新時等において、

徒歩による避難の原則の徹底と地域の状況に応じた避難方法についての周知

に努める。 

（2） 運転中における発災時の対応の周知 

町は、通行中の車両も可能な限り道路外へ駐車し徒歩避難とすること、やむ

を得ず道路に駐車して避難する場合には緊急車両等の通行の妨げとならない

よう配慮し、ドアロックはせずにエンジンキーは付けたままとすること等も、

併せて周知に努める。 

６. 社会教育施設や防災拠点の活用 

町は、公民館等の社会教育施設を活用するなど、地域コミュニティにおける

多様な主体の関わりの中で防災に関する教育の普及推進を図る。 

また、防災拠点に防災教育の機能を有する設備を整備し、平常時から防災教育

を行うための拠点としての活用に努める。 

第３. 学校等教育機関における防災教育 

学校等教育機関は、町、県及び防災関係機関と連携し、住んでいる地域の特徴

や過去の地震の教訓等を踏まえた継続的な防災教育に努める。 

防災教育においては、「みやぎ学校安全基本指針」に基づき、自然災害等の危険

を回避する力と他者や社会の安全に貢献できる心の育成に努める。 
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１. 児童生徒及び指導者に対する防災教育 

（1） 児童生徒等に対する防災教育 

 (1) 学校等においては、地域の実情を踏まえた学校安全計画等を策定し、児童

生徒等の発達段階に応じた防災教育を行い、防災に関する知識の普及啓

発、防災意識の内面化を図る。 

 (2) 地理的要件など地域の実情に応じ、地震等様々な災害を想定した防災教育

を行う。 

 (3) 災害時に一人ひとりがどのように行動すべきかなどを自ら考え、学習させ

る「自主的に行動することができるための防災教育」や、学校と地域合同

の避難訓練や避難所開設訓練への参加等を通じた「地域と連携した実践的

な防災教育」を中心とした指導を行う。実施に当たっては、登下校園時な

ど校園外も含めたあらゆる場面を想定しつつ、授業等による指導や避難訓

練等の体験的学習の充実に努める。 

（2） 指導者に対する防災教育 

指導のための手引書等の作成・配布及び避難・救助等に関する研修会を通し

て、指導者への防災教育を行い、資質向上を図る。 

２. 生涯学習 

（1）教育委員会及び生涯学習関係機関は、町民向けの各種講座等に防災に関す

る内容を取り入れ地域住民に対する防災意識の啓発・普及を図る。また、

学級、講座など、婦人会、ＰＴＡ、青少年団体、その他一般の住民等を対

象にした研修会を行う。 

（2）町並びに教育委員会は、防災教育の充実のために必要な教材・資料等を整

備するとともに、指導者の指導力の向上のために必要な研修を充実させ

る。 

（3）（１）に記載した団体等を中心に、住民自ら行う防災活動の支援を行う。

例えば、住民の防災の学習の場として防災学校の開催、地区の危険箇所を

チェックするなど防災ウォッチングの実施など、住民が関心をもつことが

でき、また自らすすんで行動できるような方策を検討する。 

３. 防災教育の推進や防災機能の整備 

町、県及び教育委員会は、防災教育及び防災体制の充実のために町内全ての公立

学校に防災主任を配置するとともに、拠点となる学校に防災担当主幹教諭を配置し、

防災教育計画の立案・実践及び校内研修の企画・実施を行い、防災教育の推進や学

校の防災機能の整備を図る。 

また、学校防災計画や学校防災マニュアルの策定、定期的な見直しを行うよう働

きかける。 

４. 防災に関する教育の充実 

町、県及び教育委員会は、「みやぎ学校安全基本指針」を基にして、学校における
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体系的な防災教育に関する指導内容の整理、防災意識の向上に向けた学校教育の現

場における取組方針や指導の手引き等の整備、防災教育のための指導時間の確保な

ど、防災に関する教育の充実に努める。 

第４. 町民の取り組み 

町民は、過去の災害から得られた教訓の伝承に努め、また、自らも災害に備える手

段を講じるとともに、自発的な防災活動に参加し、防災意識の向上を図る。 

また、「自助」「共助」の意識を持ち、一人ひとりが平常時より災害に対する備えを 

心がけるとともに、発災時には自らの身の安全を守るよう行動し、災害時には初期

消火、近隣の負傷者を救助するなどの防災への寄与に努める。 

１. 食料・飲料水等の備蓄 

概ね 3 日分に相当する量の食料及び飲料水等の備蓄、非常持出や定期的な点検、

玄関や寝室への配置などに努める。 

２. 家具等の転倒対策 

家具・ブロック塀等の転倒防止対策や、寝室等における家具の配置の見直しなど

に努める。 

３. 家族内連絡体制の構築 

発災当初の安否確認等によるふくそうを回避するため、災害用伝言板や災害用伝

言ダイヤル、 ＳＮＳ 等の利用など、複数の手段による災害時の家族内の連絡体制

の確保に努める。 

４. 防災訓練への参加 

地域で実施する防災訓練への積極的参加による、初期消火など初歩的な技術の習

得や地域内での顔の見える関係の構築に努める。 

５. 防災関連設備等の準備 

非常用持出袋の準備、消火器等消火資機材や住宅用火災警報器の設置、その他防

災関連設備等の整備に努める。 

 

第５. 防災指導員の養成 

県は、地域防災力の向上を目指し、地域社会において、リーダーとして活躍する

者及び主に事業所における震災対策を推進する者を養成するための講習等を開設し、

修了者を宮城県防災指導員として位置づけ、その活動の推進を図ることから、町は

これに協力する。 

なお、地域の防災力向上のためには、女性の参画が重要であることから、講習等

への女性の積極的な参加を促す。 
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１. 目的 

自治会、町内会、自主防災組織のリーダーや事業所において積極的に震災対策を

推進する者など、地域の防災の担い手が、防災に関する体系的・実戦的な知識・技

術を習得する。 

２. 主な講座内容 

地震・津波災害に関する基礎知識、地震・津波に備えた防災手法、防災ボランテ

ィア、被災の形態と災害リスク、震災対策と地域連携、事業継続計画関連等。 

３. 開催場所 

市町村からの県へ受講者推薦を行い、地域別に開催する。 

第６. 災害教訓の伝承 

東日本大震災の教訓を活かし、今後の地震・津波対策を強化するため、歴史的資

料の活用に基づく災害教訓・防災文化の伝承を行い、時間の経過とともに東日本大

震災の経験や記憶が風化し、忘却されないようにしっかり後世に引き継ぐ。 

１. 資料の収集及び公開 

町は、県や国と連携し、過去に起こった大災害の教訓や災害文化を確実に後世に

伝えていくため、大災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料をアーカイ

ブとして広く収集・整理し、適切に保存するとともに、広く一般の人々が閲覧でき

るよう公開に努める。 

また、県は資料の収集体制の構築に努めることから、町はこれに協力する。 

２. 伝承機会の定期的な実施 

町は、学校等教育機関、企業、ＮＰＯ等と相互に連携し、過去の災害の脅威や体

験談等を語り継ぐ機会の定期的な実施等により、町民が自ら災害教訓の伝承に努め、

過去の災害を風化させず、防災意識を啓発するよう努める。 

３. 石碑やモニュメントの継承 

町は、災害に関する石碑やモニュメント等の持つ意味を正しく後世に伝えていく

よう努める。 

４. 伝承の取組 

町民は、自ら災害教訓の伝承に努める。町は、災害教訓の伝承の重要性について

も啓発を行うほか、大規模災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料の収

集・保存・公開等により、町民が災害教訓を伝承する取組を支援する。 
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第２４節  地震防災訓練の実施 

 

主管部署 総務課 

関係部署 塩釜地区消防事務組合、消防団 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 町の防災訓練の実施・参加 ○ ○  

 防災関係機関の防災訓練の実施 ○   

 自主防災組織等の防災訓練の実施  ○ ○ 

 通信関係機関の非常通信訓練の実施 ○   

 学校等の防災訓練の実施 ○   

 企業等の防災訓練の実施   ○ 

 

第１. 目的 

地震発生時に、県、関係機関及び地域住民等が連携を図りながら、初動、応急対策

が速やかに実施できるよう、また、防災意識の普及、高揚を図ることを目的として、

各防災関係機関は防災訓練を行うものとする。訓練後は評価を行い、課題を明らかに

し、必要に応じて改善を図るものとする。 

第２. 防災訓練の実施とフィードバック 

１. 定期的な実施 

町は定期的な防災訓練を、夜間等様々な条件に配慮し、居住地、職場、学校等に

おいてきめ細かく実施又は行うよう指導し、訓練のシナリオに緊急地震速報を取り

入れるなど、町民にとるべき身を守る行動や地震発生時の避難行動、基本的な防災

用資機材の操作方法等の習熟を図る。 

２. 地域の実情に応じた内容 

町は、防災訓練を少なくとも年 1 回以上実施し、地震発生から津波襲来までの円

滑な津波避難のための災害応急対策について盛り込むなど、地域の実情に応じた内

容とする。また、避難行動に支障をきたすと考えられる冬期における実施について

も配慮する。 
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３. 目的及び内容の明確な設定 

町は、防災訓練を行うに当たり、訓練の目的を具体的に設定し、訓練内容を明確

にした上で、地震及び被害の想定を明らかにするとともに、あらかじめ設定した訓

練効果が得られるよう、訓練参加者、使用する器材及び実施時間等の訓練環境など

について具体的な設定を行い、参加者自身の判断も求められる内容を盛り込むなど

実践的なものとなるよう工夫する。 

４. 課題の発見 

町は、災害対応業務に習熟するための訓練に加え、課題を発見するための訓練の

実施にも努める。 

５. フィードバック 

町は、訓練後には訓練成果を取りまとめ、課題等を明らかにし、必要に応じ体制

等の改善を行うとともに、次回の訓練に反映させるよう努める。 

第３. 町の防災訓練 

１. 訓練の実施・参加 

（1） 訓練の実施・参加 

 町長は、法令及び防災計画の定めるところにより、単独又は防災関係機関

と共同して防災訓練を実施する。 

 防災訓練は、町及びその他の防災関係機関の職員のほか、住民その他関係

ある公私の団体の参加、協力により実施する。 

（2） 訓練の実施にあたって 

それぞれの訓練実施にあたっては、次の点に留意して行う。 

 住民、防災機関、自主防災組織など各機関等の円滑な連携 

 これまでの災害の教訓を生かした実践的な訓練 

 夜間など様々な場面を想定した訓練の実施 

 情報の伝達や初動体制などの迅速な立ち上げ 

 高齢者や障害者、外国人等の災害時要援護者への情報伝達、避難等の訓練

と、避難訓練への積極的な参加の呼びかけ 

 訓練への参加者の拡大 

 各地域の特性に応じた訓練の実施 

 訓練後の評価、課題の改善策の検討 

 地域防災計画の実効性の検証 

２. 訓練の内容 

町は、毎年 6 月 12 日（みやぎ県民防災の日）、9 月 1 日（防災の日）及び 11 月 5

日（津波防災の日）等に、地域住民の参加する総合防災訓練を実施する。 
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この際の訓練内容は次のとおりとし、自衛隊、海上保安庁といった防災関係機関

等の参加も得ながら、自主防災組織、非常通信協議会、民間企業、ボランティア団

体及び多様な世代から多数の住民が参加し、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等災

害時要援護者に配慮し、地域において災害時要援護者を支援する体制が整備される

よう努めるとともに、被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点への配慮やボ

ランティア活動など、災害状況や被害想定、重点訓練項目を明確にし、より実践的

な訓練内容となるよう努める。訓練実施後は、訓練結果について事後検討を行う。

訓練の内容は次のとおりとする。 

 災害対策本部運用訓練 

 職員招集訓練 

 通信情報訓練 

（防災行政無線、MCA 無線機、衛星携

帯電話等等の取り扱い訓練） 

 広報訓練 

 火災防御訓練 

 緊急輸送訓練 

 公共施設復旧訓練 

 ガス漏洩事故処理訓練 

 避難訓練 

 救出救護訓練 

 警備、交通規制訓練 

 炊き出し、給水訓練 

 防潮堤の水門、陸門等の締切操作訓練 

 水害防止訓練 

 自衛隊災害派遣要請等訓練 

 避難所運営訓練 

 その他 

 

第４. 防災関係機関の防災訓練 

防災関係機関は、災害時における自らの役割を中心に、少なくとも年１回以上定期

的に防災訓練を行い、あるいは町の実施する訓練に積極的に参加することとし、訓練

実施に際しては次の事項に配慮する。 

１. 実践的かつ効果的な訓練の推進 

訓練実施において重要となる状況設定及び被害想定並びに応急対策として講じる

べき事項(シナリオ)については、過去の大震災の教訓を踏まえ、より実践的かつ起

こり得る最悪の事態を想定して作成し、訓練を行う。 

２. 防災関係機関の多数参加・連携する訓練の実施 

組織を超えた防災対策を推進していくためには、各主体単独による訓練だけでな

く、できる限り多くの機関と連携し、訓練の実施を通じて相互の補完性を高めてい

く。 

３. 災害被害を軽減する防災訓練の工夫・充実 

住民が積極的に防災訓練に参加することや、自らの災害に対する準備を充実させ
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ることができるような訓練内容の工夫・充実に努める。 

４. 男女共同参画及び災害時要援護者の視点に立った訓練の実施 

訓練の実施に当たっては、男女共同参画の視点を取り入れ、女性の積極的な参加

が得られるよう努めるとともに、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等の災害時要援

護者の視点に立ち、災害時要援護者本人の参加を得て避難所への避難誘導訓練等を

行うことなどに努める。 

５. 訓練の客観的な分析・評価の実施 

訓練終了後には、参加者の意見交換、訓練見学者等からの意見聴取等を通じ訓練

の客観的な分析・評価を行い、課題等を明らかにした上で、必要に応じ訓練のあり

方、防災マニュアル等の見直し等を行い、実効性のある防災組織体制等の維持、整

備を図る。 

第５. 自主防災組織等の防災訓練 

自主防災組織、婦人防火クラブなどは、それぞれの地域住民の参加を得て独自の訓

練を行うとともに、各団体合同の訓練を行う。 

町や消防署等は、必要な指導、助言を行う。 

第６. 通信関係機関の非常通信訓練 

町は、災害時における防災関係機関相互の通信連絡を迅速かつ確実に行うため、原

則として年 1回以上非常通信訓練を実施する。 

第７. 学校等の防災訓練 

 地震災害を想定し、地域、保護者と連携した防災訓練を実施する。 

 校園外活動(自然体験学習、校外学習を含む)等で海浜部を利用する場合は、

事前に津波防災学習を実施するとともに、避難訓練の実施に努める。 

 避難訓練を実施する際には、障害のある児童生徒等も円滑に避難することが

できるよう配慮する。 

 学校等が避難場所や避難所となることを想定し、町は学校等と連携して避難

所運営訓練を実施する。 
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第８. 企業の防災訓練 

 企業は、大規模な地震発生を想定し、避難行動や基本的な防災用資機材の操

作方法等の習熟のための防災訓練を実施する。 

 避難場所として指定されている場合は、地震発生の際、企業が一時的な避難

場所となることを想定し、避難場所の運営訓練を実施する。 

 災害発生時に備え、周辺自治体及び各自治会、地域住民の方々並びに各企業・

事務所等による防災、被害軽減のため、「地域で助け合う共助」の体制を構築

するための合同訓練の実施に努める。 

<<訓練内容>> 

・ 避難訓練 

・ 消火訓練 

・ 救急救命訓練 

・ 災害発生時の安否確認方法 

・ 災害発生時の対応(帰宅抑制事

態、帰宅方法、自宅待機等) 

・ 災害時の危険物、有害物の漏洩等

の対処訓練 

・ 災害救助訓練 

・ 市町村、自治会、他企業との合同

防災訓練 

・ 施設・設備使用不能の場合の対応

訓練 
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第２５節  自主防災組織の育成及び地域防災力の充実 

 

主管部署 総務課 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 自主防災組織の育成・指導 ○ ○  

 自主防災リーダー講習会の開催 ○ ○  

 自主防災組織への支援 ○ ○  

 

第１. 目的 

大規模地震が発生した場合の被害を最小限にくい止めるためには、地域住民、事

業所等が連携し迅速かつ的確な行動をとることが不可欠である。このため、町及び

防災関係機関は、地域住民及び事業所における自主防災組織等の育成・強化を図り、

消防団とこれらの組織との連携等を通じて地域コミュニティにおける防災体制の充

実を図る。 

また、研修の実施等による防災指導員の育成、多様な世代が参加できるような環

境の整備等により、これらの組織活動の日常化や防災訓練等の実施を促進する。 

第２. 地域における自主防災組織の果たすべき役割 

１. 自主防災組織の必要性 

大規模地震発生時には、消火、被災者の救出救護及び避難誘導等広範囲な対応が

必要となるが、これらすべての面において行政が対応することは極めて困難となる。 

地震による被害の防止または軽減を図るためには、住民の自主的な防災活動とし

て住民自ら出火防止、初期消火、被災者の救出救護、避難等を行うことが必要であ

り、特に高齢者、障害者等災害時要援護者の所在を把握し、救出救護体制を整備す

るなどの配慮が必要である。 

《本町の民間防火クラブの現況》 

（平成 25年 4月１日現在）    

 婦人防火団体 少年防火団体 幼年防火団体 

クラブ数 12 5 6 

クラブ員数 6,427 1,220 392 
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《本町の自主防災組織の現況》 

（平成 25年 4月 1日現在）    

自主防災組織 
隊員数 

規約制定組

織数 計 行政区等 小学校区 その他 

20 20 － － － 20 

２. 自主防災組織の活動に当たって 

大規模地震発生時における多様な活動を実施するには、住民自らが「自らの身・

地域は自らで守る」という意識の下に行動することが必要である。また、住民自身

の地震に対する知識や防災資機材の円滑な活用が自主防災組織の活動を支えること

となる。 

第３. 自主防災組織の育成・指導 

１. 町の役割 

町は、災害対策基本法第 5 条第 2 項の規定に基づき、自主防災組織育成の主体と

して位置付けられており、その組織化に積極的に取り組まなくてはならない。 

 行政区等に対する指導助言を積極的に行い、組織率の向上と実効ある自

主防災組織の育成に努める。 

 県と協力し、自主防災組織のリーダー等を育成するために、研修会、講

習会等を開催するとともに、多様な世代が参加できるような環境の整備

を行い、これらの組織の日常化、訓練の実施を促す。その際、女性の参

画の促進に努める。 

 自主防災組織の円滑な活動を期するため、平常時においては自主防災組

織の研修・訓練の場となり、災害時においては、避難、備蓄等の機能を

有する活動の拠点となる施設の整備を図るとともに、消火、救助、救護

のための防災資機材の配備について考慮する。 

 地域の自主防災組織と消防団との連携等を通じて地域コミュニティの防

災体制の充実を図るため、防災関係機関と協力し、町自主防災組織連絡

協議会の設置について検討する。 

２. 自主防災リーダー講習会の開催 

自主防災組織活動に関する参考資料等を活用し、自主防災リーダー講習会を開催

し、自主防災組織の育成を図る。 

第４. 自主防災組織の活動 

災害時には、自主防災組織と住民、防災機関などと連携が重要になる。そこで、各々

の役割分担を明確にするため、自主防災組織の活動内容は次のとおりとする。 
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１. 平常時の活動 

（1） 訓練の実施等 

自主防災組織は、自らの防災力のみならず、地域の防災力の向上を図るため、

防災訓練への参加や各種訓練の実施、防災知識の普及に努める。 

①防災訓練への参

加 

 自主防災組織は、地震が発生したときに適切な措置を

とることができるよう、町、関係機関と協力し、次の

防災訓練を実施するとともに、県、町等が実施する防

災訓練へ参加する。 

②防災知識の普及  被害の軽減を図るためには、住民一人ひとりの日頃の

備え及び災害時の的確な行動が大切であるので、集会

等を利用して防災に対する正しい知識の普及を図る。 

③消火訓練  火災の拡大、延焼を防ぐため、消防用機器を使用して

初期消火に必要な技能等の取得及び維持を目的に防

災訓練を行政区別に実施する。 

④避難訓練  避難の要領を熟知し、避難場所まで迅速かつ安全に避

難できるよう実施する。 

⑤救出・救護訓練  家屋の流失やがけ崩れ等により下敷きになった者の

救出活動及び負傷者に対する応急手当の方法等を習

得する。 

 

（2） 防災点検の実施 

災害が発生したときに被害の拡大の原因となるものが多く考えられるため、

地域の危険箇所等、家庭及び地域の火気使用設備・器具など、自主防災組織と

して定期的に地域における防災点検を実施するとともに、住民への周知に努め

る。 

（3） 防災用資機材の整備・点検 

自主防災組織の災害時に速やかな応急活動を実施するためには、活動に必要

な資機材を組織として整備することに努め、また、整備した資機材については

日頃から点検を実施し、非常時の早急な使用に耐えるよう保管する。 

（4） 組織内における役割分担 

情報収集、避難誘導、応急対策班などを設置し、災害時に効果的な応急活動

を行えるよう役割分担を図る。 

（5） 情報の収集・伝達体制の確立 

地域内に発生した被害の状況の把握及び町への報告が速やかに行えるよう、

情報の収集・伝達体制の確立を図る。 

（6） 災害時要援護者の情報把握・共有 

高齢者、障害者等の災害時要援護者を適切に避難誘導し、安否確認を行うた

め、地域住民や民生委員等の協力を得ながら、災害時要援護者の了解を得た上

で、平常時より、災害時要援護者に関する情報の把握及び関係者との共有に努
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める。 

２. 地震・津波発生時の活動 

（1） 情報の収集・伝達 

自主防災組織は、地域内に発生した被害の状況を迅速、かつ、正確に把握し

て町へ報告するとともに、防災関係機関の提供する情報を伝達して住民の不安

を解消し、的確な応急活動を実施するため、あらかじめ次の事項を決める。 

 地域内の被害情報の収集方法 

 防災関係機関連絡網 

 連絡機器の使用方法 

 防災関係機関との連絡方法 

 防災関係機関の情報を地域住民に伝達する責任者及びルート 

 災害時要援護者の安否確認方法 

 

（2） 出火防止及び初期消火 

家庭に対しては、火の元の始末など出火防止のための措置を講じるように呼

びかけるとともに、火災が発生した場合、消火器、水バケツ、小型動力ポンプ

等を活用し、隣近所が相互に協力して初期消火に努める。 

（3） 救出・救護活動の実施 

がけ崩れ等により建物の下敷きになった者等の負傷者が発生した時は、自ら

の安全を確保しつつ、救出用資機材を使用して速やかに救出活動を実施する。

また、自主防災組織をもってしても救出できない者については、防災関係機関

の活動に委ねることになるので、防災関係機関による救出活動の円滑な実施に

必要な情報の提供等を行う。さらに、負傷者に対しては応急手当を実施すると

ともに、医師の介護を必要とする者があるときは医療救護所等へ搬送する。こ

のため、地域ごとに災害時に利用できる病院等医療機関を確認する。 

（4） 避難の実施 

町長の避難勧告・避難指示又は、警察官等から避難指示が発令された場合に

は、住民に対して周知徹底を図り、迅速、かつ、円滑に避難場所に誘導する。 

避難の実施にあたっては、次の点に留意する。 

 避難誘導責任者は、火災、落下物、危険物、がけ崩れ、地すべり、津波

等の危険がないかを確認しながら実施する。 

 円滑な避難行動がとれるよう、荷物はあらかじめ用意しておいた必要最

小限のものとする。（タオル、着替え、薬、） 

 高齢者、幼児、障害者その他自力で避難することが困難な災害時要援護

者に対しては、地域住民の協力の下に避難させる。 
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（5） 給食・救援物資の配付及びその協力 

被害の状況によっては、避難が長期間にわたり、被災者に対する炊き出しや

救援物資の支給が必要になってくる。 

これらの活動を円滑に行うためには、組織的な活動が不可欠であるため、自

主防災組織としても炊き出しを行うほか、町が実施する給水、救援物資の配付

活動に協力する。 

３. 自主防災組織等への支援 

町は、地域防災力の強化の一貫として、新たな自主防災組織の設置と既存の防災

組織の活動強化を目的とした諸活動に使用する資機材の整備等に関し、補助金交付

要領に基づき支援する。 

警察は、地域住民による地域安全活動の中核となる自主防犯組織に対して、防犯

診断等訓練の実施、防犯パトロール等地域安全活動の諸活動に使用する資機材の整

備等に関し、助成・支援を行う。 
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第２６節  企業等の防災対策の推進 

 

主管部署 総務課 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 企業等の防災組織の編成 ○  ○ 

 事業継続計画策定の推進 ○  ○ 

第１. 目的 

企業等は自ら防災組織を結成するなどして、防災訓練に努めるほか、地域と連携し

た実践的な訓練を実施し、地域防災力の向上に寄与する。 

第２. 企業等の役割 

１. 企業等の活動 

（1） 企業等の防災上の位置づけ 

企業等は、直接の防災関係機関ではないが、地震発生の際には組織自らが被

害を受けるおそれがあることから、企業各々の防災知識等の普及は重要である。

また、災害時の企業の果たす役割(生命の安全確保、二次災害の防止、事業の

継続、地域貢献・地域との共生)を十分に認識し、防災活動を推進する必要が

ある。 

（2） 事業継続上の取組の実施 

企業等は、災害時に重要業務を継続するための事業継続計画(ＢＣＰ)を策

定・運用するよう努める。また、防災体制の整備、防災訓練の実施、事業所の

耐震化、予想被害からの事業復旧計画策定、各計画の点検・見直し、燃料・電

力等の重要なライフラインの供給不足への対応の手順化、取引先とのサプライ

チェーンの確保等を行うなど、事業継続上の取組の継続的な実施力の向上に努

める。 

（3） 事業継続計画(ＢＣＰ)の策定 

事業継続計画(ＢＣＰ)においては、災害発生後の緊急時対応(人命救助、安

否・安全確認等)と復旧対応(片付け、施設・設備復旧等)を峻別し、規定する

とともに、平常時から継続して対応すべき業務についても配慮したものとする。 

（4） 帰宅困難者対策の実施 

地震発生時に公共交通機関が運行を停止した場合、自力で帰宅することが困

難な帰宅困難者の発生が懸念されることから、企業等は、「むやみに移動を開
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始しない」という帰宅困難者対策の基本原則の下、従業員等を一定期間事業所

等内に留めておくことができるよう、必要な物資を備蓄するなどの、帰宅困難

者対策を講じるよう努める。 

２. 県、町及び防災関係機関の役割 

（1） 防災に関するアドバイスの実施 

県、町、防災関係機関は、企業を地域コミュニティの一員としてとらえ、地

域の防災訓練等への積極的参加を呼びかけ、防災に関するアドバイスを行う。 

（2） 企業防災の取組支援 

県及び町は、企業防災の取組に資する情報の提供等を進めるとともに、企業

防災分野の進展に伴って増大することになる事業継続計画(ＢＣＰ)策定等に

向けた企業からのニーズへの対応に取り組む。 

（3） 企業の防災力向上対策 

県及び町は、企業のトップから一般職員に至る職員の防災意識の高揚を図る

とともに、優良企業表彰、企業の防災に係る取組の積極的評価等により企業の

防災力向上の促進を図る。 

第３. 企業等の防災組織 

企業等は、従業員、利用者等の安全を守るとともに、地域における災害が拡大する

ことのないよう的確な防災活動を行う必要がある。特に、大規模地震が発生した場合

には、行政や町民のみならず、企業等における組織的な応急活動が災害の拡大を防ぐ

上で重要である。このため、企業等は自衛消防組織等を編成し、関係地域の自主防災

組織と連携を図りながら、地域の安全の確保に積極的に努める。 

企業等における防災対策及び防災活動は、おおむね次の事項について、それぞれの

実情に応じて行うものとする。 

 

 防災訓練の実施 

 従業員等の防災教育 

 情報の収集・伝達体制の確立 

 火災その他災害予防対策の確立 

 避難対策の確立 

 応急救護の確立 

 飲料水、食料、生活必需品など、災害時に必要な物資の確保 

 施設耐震化の推進 

 施設の地域避難所としての提供 

 管轄消防団との連携・協力 

 自主防災組織との連携・協力 
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第４. 事業継続計画策定の推進 

町内の企業は、災害時の企業の果たす役割（生命の安全確保、二次災害の防止、事

業の継続、地域貢献・地域との共生）を十分に認識し、各企業において災害時に重要

業務を継続するための事業継続計画（ＢＣＰ）を策定するよう努めるとともに、事業

継続計画に基づいて、防災体制の整備、防災訓練、事業所の耐震化、予想被害からの

復旧計画策定、各計画の点検・見直し等を実施するなどの事業防災活動の推進に努め

るものとする。 

このため、町は、企業のトップから一般職員に至る職員の防災意識の高揚を図ると

ともに、策定企業に対しては、広報紙を通じて防災対策内容の紹介や、地域貢献に対

する表彰など、優良企業表彰、企業の防災に係る取組みの積極的評価等により企業の

防災力向上の促進を図るものとする。 
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第２７節  地震調査研究等の推進 

 

主管部署 総務課 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 被災原因の分析及びフィードバック ○  ○ 

 防災対策研究の国際的な情報発信への協力 ○   

第１. 目的 

地震に関する調査研究については、国の地震調査研究推進本部や大学等の研究機関

などで行われてきているが、これらの機関と連携し、総合的に推進する。 

第２. 被災原因の分析及びフィードバック 

被災した施設の管理者は、既往の被災事例等を参考に、被災原因の分析、資料収集

等を行い、必要に応じ県又は町に報告するよう努める。県又は町は、この報告を受け、

又は自ら被災原因の分析等を行い、必要に応じ、基準の改訂、責任の明確化等適切な

措置を講じるよう努める。 

第３. 防災対策研究の国際的な情報発信への協力 

災害の経験を通じて得られる防災対策に関する知見や教訓は、諸外国の防災対策の

強化にも資することから、県及び町は、災害から得られた知見や教訓を国際会議等の

場を通じて諸外国に対して広く情報発信・共有するよう努める。 



七ヶ浜町地域防災計画 

第２編 地震災害対策編 

 

118 

 

 

第２８節  複合災害対策 

 

主管部署 総務課 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 複合災害の応急対策への備え ○   

 複合災対に関する防災活動 ○   

第１. 目的 

大規模災害から町民の命を守るためには、最新の科学的知見を総動員し、起こり得

る災害及びその災害によって引き起こされる被害を的確に想定し、それに対する可能

な限りの備えを行う必要がある。 

一つの災害が他の災害を誘発し、それぞれが原因となり、あるいは結果となって全

体としての災害を大きくする場合や別々の災害が偶発的に同時期に発生する場合など

を意識し、そういった複合災害について、より厳しい事態を想定した対策を講じる。 

第２. 複合災害の応急対策への備え 

町は、地震、津波、火災、大雨、原子力災害等の複合災害(同時又は連続して２以上

の災害が発生し、それらの影響が複雑化することにより、被害が深刻化し、災害応急

対応が困難になる事象)の発生可能性を認識し、備えを充実するよう努める。 

予防対策としては、地域防災計画の各編の定めるところによるが、特に以下の点に

留意し、複合災害の発生も考慮に入れた対策に努める。 

１. 活動体制 

複合災害発生時は、災害の全体像を俯瞰し対応の優先順位をつけるとともに、対

策実施に関する具体的なスケジュールの立案に努める。 

２. 情報の収集・伝達体制の整備 

町は、複合災害時に関係機関相互で確実に情報の収集及び連絡を行うため、必要

な情報収集・連絡体制及び防災行政無線、専用回線、衛星回線等、複数の通信手段

の整備に努める。 

第３. 複合災害に関する防災活動 

町は、発生の可能性が高い複合災害を想定した訓練等を実施し、要員の参集、災害

対策本部の立上げ等の実動訓練の実施に努める。
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第２章  災害応急対策 

第１節  防災活動体制 

 

主管部署 全部署 

関係部署 塩釜地区消防本部、消防団、塩釜警察署 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 災害応急対策の活動体制 ○   

 震災時の配備体制 ○   

 動員の伝達及び配備 ○   

 災害対策本部の整備 ○   

 災害警戒本部の整備 ○   

 初動体制職員による初期活動体制の確保 ○   

 動員状況の記録・報告 ○   

 動員計画の周知 ○   

 自衛隊の派遣要請 ○   

 警察の活動 ○   

 消防機関の活動 ○   

 防災関係機関の活動 ○   

 関係機関等との連携 ○   

 

第１. 目的 

大規模地震災害が発生した場合、町内の広い範囲で町民の生命、財産に被害を及ぼ

すおそれがある。このため、町、防災関係機関は、大規模地震を覚知したならば一刻

も早い初動体制を確立し、情報の収集、応急対策等を実施することが重要である。 

職員防災マニュアルで定めた配備計画等に基づく配備体制を敷き、防災活動を行う

ものとする。 

また、復旧の過程で、これら本災害の後に発生が予想されるアウターライズ地震や

余震に対しても、同様に基本的な対応を求めるものである。 
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※ 「アウターライズ地震」･･･陸から見て海溝の外側(アウター)の海底の隆起して

いる部分(ライズ)で発生する地震で、陸地での揺れは比較的小さいものの、併発する

津波は大規模なものになりやすい 

第２. 初動対応の基本的考え方 

発災当初の 72時間は、救命・救助活動において極めて重要な時間帯であることを踏

まえ、人命救助及びこのために必要な活動に人的・物的資源を優先的に配分する。 

第３. 町の活動 

町は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、第一義的な災害応

急対策を実施する機関として、法令、県地域防災計画の定めるところにより、県、他

市町村、防災関係機関及び住民の協力を得ながら、災害応急対策を実施する。また、

災害の規模に応じて災害対策本部等を速やかに設置し、応急対策に当たる。 

１. 活動体制 

町は、災害応急対策を遂行するため、あらかじめ町地域防災計画に定める配備基

準、配備内容等と整合を図り、災害に対処する組織、配備内容及び職員の動員等に

ついて定める。 

（1） 組織、配備体制 

（2） 災害救助法が適用された場合の体制 

町は、災害救助法が適用された場合、知事の指導を受けて、災害救助法に基

づく救助事務を行う。 

（3） 市町村間の応援協定 

市町村間で応援協定を締結するなどし、必要に応じ応援要請等を行う。 
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第４. 動員計画 

１. 配備基準 

《地震・津波・風水害時の配備体制》 

区分 
本部

体制 
配備基準 配備内容 配備課・係 

災
害
対
策
警
戒
配
備
要
領
に
よ
る
警
戒
配
備 

警 

戒 

配 

備 

０ 
 

号 

 

１ 大雨、洪水、高潮等の注意報

が発表され、災害の発生が予想

されるとき。 

２ その他特に町長が必要と認

めたとき。 

特に関係ある課の

所要人員で、災害に

関する情報収集及び

連絡活動が円滑に行

い得る態勢とする。 

総務課 

特 

別 

警 

戒 

配 
備 

１ 
 

号 

警
戒
本
部 

１ 大雨、洪水、高潮等の警報が

発表され、広範囲にわたる災害

の発生が予想されるとき。又は

被害が発生したとき。 

２ 宮城県に津波注意報が発表

されたとき。 

３ その他特に町長が必要と認

めたとき。 

関係各課の所要人

員で、災害に関する

情報の収集、連絡及

び応急対策を実施

し、状況により特別

警戒本部の設置に移

行できる態勢とす

る。 

総務課 

建設課 

産業課 

水道事業所 

教育総務課 

健康増進課 

地域福祉課 

２ 
 

号 
特
別
警
戒
本
部 

１ 宮城県に津波警報が発表さ

れたとき。 

２ 大雨、洪水、高潮等の警報が

発表され、広範囲かつ大規模な

災害の発生が予想されるとき。

又は被害が発生したとき。 

３ 町内で震度 5 弱以上の地震

が観測されたとき。 

４ その他特に町長が必要と認

めたとき。 

関係各課の所要人

員で、災害に関する

情報の収集、連絡及

び応急対策を実施

し、状況により災害

対策本部の設置に移

行できる態勢とす

る。 

全職員参集 

災
害
対
策
本
部
要
領
に
よ
る
非
常
配

備 

非 

常 

配 

備 

３ 
 

号 

災
害
対
策
本
部 

１ 宮城県に大津波警報が発表

されたとき。 

２ 町内で震度5強以上の地震が

観測されたとき。 

３ その他災害が発生し、または

災害が発生するおそれがある

場合で被害が甚大と予想され

るとき。 

４ その他特に町長が必要と認

めたとき。 

組織の全力をあげ

て応急対策を実施す

るため、災害応急対

策に従事することが

できる全職員。 

全職員参集 
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２. 職員の動員体制 

（1） 勤務時間内における動員 

 町長は、庁内放送により、職員に動員の伝達を行う。 

 各部長は、所管する出先機関に伝達する。 

 庁内放送が使用できないときは、直接、各部長へ動員の伝達を行う。 

 

（2） 勤務時間外、休日における動員 

各所属長は、あらかじめ勤務時間外における動員の連絡方法等を定める。 

なお、通信手段等の途絶も考慮し、職員は、配備基準に該当する災害情報を

感知したときは、自己の所属またはあらかじめ指定された場所に自主的に参集

する。 

ただし、災害状況等により自己の所属またはあらかじめ指定された場所に参

集できないときは、所属長の指定する機関等へ参集し、その業務を応援する。 

（3） 職員の応援 

災害応急対策の実施にあたり、職員が不足する場合、部内における応援は部

長に、他の部の応援を必要とするときは本部長に要請し、相互に応援を行う。 

（4） 職員のローテーション 

災害応急対策の実施に当たり、長時間の勤務となる場合も考えられることか

ら、対策本部は職員の健康管理に留意し災害対策要員のローテーションについ

て基本方針を定め、部長が事務分掌を考慮して決定する。 

（5） 動員の報告 

各課長は課内の動員状況を記録し、町長及び総務課長に報告するものとする。 

災害対策本部が設置された場合には、対策本部の総務部長は各部の動員状況

を取りまとめ、本部員会議に提出し、本部長に報告する。 

第５. 災害対策本部 

１. 災害対策本部の設置基準 

災害対策本部の設置は次のとおりとする。 

 宮城県に大津波警報が発表された場合。（自動設置） 

 町内に震度 5強以上の地震が発生した場合。（自動設置） 

 一定の町域に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合。 

 一定の町域に災害応急対策を必要とする場合。 

 災害救助法の適用を要する災害が発生したとき。 

 その他、町長が必要と認めたとき。 
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２. 災害対策本部の設置場所 

本部は、町役場庁舎内に置き、災害対策本部の設置を示すため、災害対策本部標

識板を掲示する。 

また、町役場が被災した場合は、七ヶ浜町水道事務所に災害対策本部を設置する。 

３. 非常配備に基づく措置 

 災害対策本部の本部長は町長を、副本部長には副町長及び教育長をもっ

て充て、本部長が事故等により指揮をとることが困難になった場合、副

本部長が指揮をとる。 

 本部に部を設け、部長及び副部長を置く。 

 部長は本部長の命を受け、部の事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。 

 副部長は、部長を補佐し、本部長、副本部長とともに本部員会議を構成

する。 

 部長、副部長については、あらかじめ職務代理者を定めておく。 

 災害対策本部が設置された場合における本部の各部長及び部員には、実

施する業務に関する要領を、あらかじめ周知徹底させておく。 

 災害対策本部が被災した場合の代替施設を定めておく。 

 災害対策本部の設置を示すため、町役場の正面玄関に災害対策本部標識

板を掲示する。 

 町役場駐車場に職員を配置し、緊急車両専用の駐車場とするため駐車場

への出入りを制限する。 

 

（1） 本部員会議の設置 

 本部長は、災害対策本部の事務を総合的、かつ、有機的に推進するため、

本部員会議を置く。 

 本部員会議は、本部長、副本部長及び本部員で構成し、本部長が議長を

務める。本部員会議は、災害予防及び災害応急対策上の重要な事項につ

いて協議検討し、その基本方針を決定する。 

 

《本部員会議の協議事項》 

本部員会議の議長は、町長が総括して進める。 

● 本部員会議の協議内容 

① 職員の初動体制に関すること。 

② 被害調査、情報収集に関すること。 

③ ライフライン（電気、ガス、上下水道、電話等）の被害状況に関す

ること。 

④ 医療機関の被害状況に関すること。 

⑤ バス等公共交通機関の被害状況に関すること。 
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⑥ 道路、橋りょうの損壊状況に関すること。 

⑦ 家屋等の被害状況に関すること。 

⑧ 避難勧告、指示及び避難誘導に関すること。 

⑨ 避難所の開設に関すること。 

⑩ 避難場所の利用状況に関すること。 

⑪ 緊急輸送路の確保に関すること。 

⑫ 行方不明者・負傷者の救助対策に関すること。 

⑬ 自衛隊、県及び他の市町村への派遣要請に関すること｡ 

⑭ 災害対策経費に関すること。 

⑮ 災害救助法の適用に関すること。 

⑯ その他災害対策の重要事項等に関すること。 

 

４. 現地災害対策本部の設置 

局地的な災害が発生した場合は、適切な場所に現地災害対策本部を設置し、迅速、

かつ、円滑な応急対策活動を展開する。現地災害対策本部は本部長の指命する職員

で構成する。 

５. 災害対策本部の廃止 

災害対策本部は、本部長が町の地域に災害が発生するおそれがなくなったと認め

るとき、または災害発生後において、災害応急対策措置が概ね完了したと認められ

る時に廃止する。 
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６. 災害対策本部の組織及び分掌事務 

災害対策本部の組織及び分掌事務は、次のとおりである。 

 

《災害対策本部の組織図》 

      
本部長（町長）   

       
副本部長（副町長、教育長）   

         

災害対策本部員会議 
  災 害 対 策 本 部 員 

  全課長職、消防団長、消防副団長 

         
    部  名 課  名 部長・副部長 

    

総務部 

総務課 部 長： 総務課長（防災対策室長） 

    政策課 副部長： 政策課長 

    震災復興推進課 
 

震災復興推進課長 

    議会事務局   議会事務局長 

    
財務部 

財政課 部 長： 財政課長 

    会計課 副部長： 会計課長 

    税務部 税務課 部長： 税務課長 
    

    

救助部 

地域福祉課 部 長： 地域福祉課長 

(子育て支援センター) 副部長： 町民課長 

    (遠山保育所) 
 

健康増進課長 

町民課 
 

環境生活課長 

健康増進課 
 

給食センター所長 

環境生活課 
 

  

  学校給食センター   

    
避難所部 

生涯学習課 部 長： 生涯学習課長 

    七ヶ浜国際村 副部長： 七ヶ浜国際村事務局長 

    
産業部 産業課 

部 長： 産業課長 

    副部長： 水産商工係長 

    
建設部 建設課 

部 長： 建設課長 

    副部長： 建設課管理係長 

    
水道部 水道事業所 

部 長： 水道事業所長 

    副部長： 水道事業所施設係長 

    教育部 教育総務課 部 長： 教育総務課長 
    

    
消防部 消防団 

部 長： 消防団長 

   副部長： 消防副団長 
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《災害対策本部各部の分掌事務》 

部 名 課 名 等  分 掌 事 務 

総 務 部 総 務 課 １ 災害対策本部の設置に関すること。 

議会事務局 ２ 防災機関との連絡調整に関すること。 

政 策 課 ３ 避難所開設に伴う指示に関すること。 

震災復興課 ４ 気象予警報の受理及び伝達に関すること。 

  ５ 各部の行う災害対策の総合調整に関すること。 

  ６ 本部の庶務に関すること。 

  ７ 危険物保安全般に関すること。 

  ８ 職員の動員と参集状況の把握及び配置調整に関すること。 

  ９ 関係機関、団体に対する協力及び応援要請、受入体制に関する

こと。 

  10 自衛隊の災害派遣要請に関すること。 

  11 報道機関との連絡調整に関すること。 

  12 渉外に関すること。 

  13 応急対策要員の確保に関すること。 

  14 対策物資の輸送に関すること。 

  15 自主防災組織との連絡調整に関すること。 

  16 優先通行標識、身分証明の交付に関すること。 

  17 情報の収集及び伝達に関すること。 

  18 被害状況の収集、集計及び報告に関すること。 

  19 災害の広報調整に関すること。 

  20 災害の記録に関すること。 

  21 災害救助法の適用に関すること。 

  21 その他、他部に該当しない分掌事務に関すること。 

財 務 部 財 政 課 １ 応急対策予算の調整に関すること。 

会 計 課 ２ 町有財産等の貸付、使用に関すること。 

  ３ 他部に属さない町有財産の被害調査に関すること。 

  ４ 町所有車両の配車に関すること。 

  ５ 災害救助法適用に伴う、事務に関すること。 

  ６ 災害救助法に基づく給与物資生業資金に関すること。 

  ７ 義援金の受付・出納保管に関すること。 

  ８ 会計に関すること。 

税 務 部 税 務 課 １ 人的、家屋の被害状況調査に関すること。 

  ２ 被害状況の取りまとめに関すること。 

  ３ り災証明に関すること。 

  ４ 災害による町税の猶予及び減免に関すること。 
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救 助 部 地域福祉課 １ 社会福祉施設等の被害調査に関すること。 

町 民 課 ２ 衛生施設の被害調査に関すること。 

健康増進課 ３ 炊出しの調整及び配食関すること。 

環境生活課 ４ 応急食料の確保及び配給に関すること。 

学校給食センター ５ 指定避難所における避難所の設置・運営に関すること。 

  ６ 帰宅困難者及び町外からの避難者の収容に関すること。 

  ７ 被災者の健康診断、予防接種に関すること。 

  ８ 医療施設等の被害調査に関すること。 

  ９ 医療救護所の設置に関すること。 

  10 医療品の確保に関すること。 

  11 医療による巡回救助、患者の輸送に関すること。 

  12 被災者に対する健康相談・調査・指導、メンタルケアに関する

こと。 

  13 避難所の被災者に対する健康教育に関すること。 

  14 被災者の保健サービスについての連絡調整に関すること。 

  16 病害虫の防除に関すること。 

  17 廃棄物及びし尿の処理、清掃及び防疫に関すること。 

  18 防疫対策に関すること。 

  19 仮設トイレの確保及び設置・維持管理に関すること。 

  20 遺体の処理及び埋火葬に関すること。 

 21 災害に起因する環境汚染の対応に関すること。 

  22 その他環境衛生に関すること。 

  23 ペット対策に関すること。 

  24 支援物資の受け付け及び配分に関すること。 

  25 ボランティア調整に関すること。 

  26 生活必需品の調達及び供給に関すること。 

  27 応急仮設住宅の管理に関すること 

  28 災害時要援護者に関すること。 

  29 災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付に関すること。 

避 難 所 部 生涯学習課 １ 防災拠点避難所の設置・運営に関すること 

国 際 村    （国際村・生涯学習センター・アクアリーナへの避難所設置） 

産 業 部 産 業 課 １ 家畜の保健衛生に関すること。 

  ２ 農漁業関係の被害調査に関すること。 

  ３ 農漁業施設の被害調査に関すること。 

  ４ 商工業関係の被害調査に関すること。 

  ５ 観光施設の被害調査に関すること。 

  ６ 商工業関係の応急復旧資材の確保に関すること。 
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  ７ 農漁業関係の復旧資材の確保及び応急対策に関すること。 

  ８ 被災商工業者の災害融資に関すること。 

  ９ 被災農漁業家の災害融資に関すること。 

建 設 部 建 設 課 １ 応急復旧用建設資材、仮設トイレの確保に関すること。 

  ２ 道路、河川及び橋りょうの応急修理並びに障害物の除去に関す

ること。 

  ３ 土木施設の被害調査及び応急復旧に関すること。 

  ４ 応急危険度判定に関すること。 

  ５ 町営住宅の被害調査に関すること。 

  ６ 応急仮設住宅の建設に関すること。 

  ７ 住宅その他建築物の応急修理に関すること。 

  ８ 漁港、港湾施設の被害調査に関すること。 

  ９ 災害建築物の復旧指導、相談に関すること。 

水 道 部 水道事業所 １ 上水道施設の被害調査に関すること。 

  ２ 上水道施設の応急復旧に関すること。 

  ３ 飲料水の確保及び給水対策に関すること。 

  ４ 下水道関係の被害調査等に関すること。 

  ５ 下水道施設の応急復旧に関すること。 

教 育 部 教育委員会 １ 学校施設における避難所の設置に関すること。 

 ２ 被災教育施設の応急復旧に関すること。 

  ３ 被災児童生徒の給食に関すること。 

  ４ 学校教育施設の被害調査に関すること。 

  ５ 被災児童生徒の被害調査に関すること。 

  ６ 災害時の応急教育に関すること。 

  ７ 学用品の調達及び確保に関すること。 

消 防 部 消 防 団 １ 消防活動（消火・救助活動・救援）に関すること。 

  ２ 避難の指示及び誘導に関すること。 

  ３ 行方不明者の捜索及び手配並びに遺体の捜索に関すること。 
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第６. 災害警戒本部 

１. 災害警戒本部の設置基準 

区分 基準 

警戒配備 0 号 ・その他特に町長が必要と認めたとき。 

特別警戒配備 1 号 ・宮城県に津波注意報が発表されたとき。 

・その他特に町長が必要と認めたとき。 

2 号 ・宮城県に津波警報が発表されたとき。 

・町内で震度 5 弱以上の地震が観測されたとき。 

・その他特に町長が必要と認めたとき。 

２. 警戒体制に基づく措置 

 0号及び 1号配備、2号配備については、本部長に町長をもってあてる。 

 部長は、随時状況を本部長に報告する。 

 本部の設置場所は、特別の指示がないかぎり総務課とする。 

 部及び運営については、災害対策本部に準ずる。 

３. 災害警戒本部の廃止 

 町域において、災害の発生のおそれがなくなったと本部長が認めたとき、災

害警戒本部を廃止する。 

 本部長は、災害が相当規模を超えると見込まれるときは、災害警戒本部を廃

止し、災害対策本部を設置する。 

第７. 初動体制職員 

１. 勤務時間外 

勤務時間外において、2号配備以上の配備基準に該当する事態が発生した場合は、

配備指令を待たずに、直ちに所属公所に参集し、初期活動体制を確保するものとす

る。 

 初動体制職員は、災害警戒本部もしくは、災害対策本部の活動体制が整うま

での初期組織として活動し、初期の目的を達成したと認める場合は、これを

解散し、所属先に身分を移管する。 

 自主参集が可能となるよう、初動要員、各対策本部員等に、携帯電話を配備

し、初動期の配備体制の確保を図る。 

２. 交通機関等の途絶、火災等により勤務場所に参集できない職員の場合 

災害時において、職員の居住にも被害が発生し、参集できない場合は、必要な措
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置を講じ、その状況を所属長に報告して指示を受ける。 

３. 緊急初動体制に基づく措置 

 総務課長が指揮をとるものとする。総務課長が不在または事故等により指揮

をとれない場合は、あらかじめ町長が指名した者が指揮をとる。 

 事態の推移に伴い、必要に応じて非常配備に切り替えるものとする。 

４. 参集場所 

原則として、役場総務課に参集するものとする。 

町役場が被災し、参集できない場合はあらかじめ定めた場所に参集するものとす

る。 

５. 初動体制職員の事務分掌 

初動体制職員の事務分掌は以下のとおりとする。 

 事務分掌 

庶務班 

１ 災害対策本部等の設置の準備及び運営 

２ 本部長の指令等の伝達及び本部員会議の開催 

３ 県、市町村及び防災関係機関との連絡調整 

対策班 

１ 災害応急対策の実施にかかる関係機関、及び町民に対する指示、協力要請

及び連絡 

２ 災害派遣要請及び受入れ、調整 

３ 町民からの要請処理 

情報班 
１ 被害状況、災害応急対策の実施状況等情報収集及び県に対する報告 

２ 気象状況、交通状況、道路状況、住民の動向等の収集伝達 

広報班 

１ 災害応急対策に関する広報 

２ 災害の記録に関すること 

３ 報道機関に対する災害情報の発表 

 

第８. 留意事項 

１. 記録・報告 

 各課長は課内の動員状況を記録し、町長に報告する。 

 災害対策本部が設置された場合には、総務部長は各部の動員状況を取りまと

め、本部員会議に提出し、本部長に報告する。 

 

２. 動員計画の周知 

災害対策本部各部の「配備・動員計画」は、職員に周知徹底するものとする。 
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第９. 自衛隊の派遣要請 

町長は、災害の状況等に応じて、知事へ自衛隊派遣要請を依頼する。詳細は、本章

「第１３節 自衛隊の災害派遣」に記載している。 

第１０. 警察の活動 

 警察は、重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、非常召集

の規定に基づき職員を招集し、災害警備本部等の設置、被害情報の収集、被

災者の救出・救助活動等所要の災害警備活動を行う。 

 災害対策本部に警察官を派遣し、被害情報、活動状況の情報交換、活動状況

等の検討を行う。 

 警察は、暴力団等の動向把握を徹底し、復旧・復興事業への参入・介入の実

態把握に努めるとともに、関係行政機関、被災町、業界団体等に必要な働き

かけを行うなど、復旧・復興事業からの暴力団排除活動の徹底に努める。 

第１１. 消防機関の活動 

塩釜地区消防事務組合消防本部は、非常招集の規定に基づき消防職員を招集し、防

災活動体制を確立する。その後、速やかに被害情報の収集活動、被災者等の救出・救

助活動等所要の活動を行う。 

１. 塩釜地区消防事務組合消防本部の活動 

消防本部は、災害に関する情報を迅速かつ正確に収集し、町災害対策本部及び警

察署等関係機関と相互に連携をとり、効果的な活動を行う。 

２. 消防団の活動 

消防団は、災害が発生した場合、配備体制により本部の指示に基づき、常備消防

と協力して出火警戒、消火、避難誘導、救急・救助等の活動を行う。 

３. 水防管理団体等の活動 

地震・津波が発生した場合は、水防管理団体等は次のような措置をとる。 

 所管区域内の監視、警戒及び水防施設の管理者への連絡通知 

 水門、閘門及び防潮扉の操作又は操作の準備並びに人員の配置 

 水防資機材の点検、整備、配備 

第１２. 防災関係機関の活動 

防災関係機関は、災害応急対策を実施するため、各々の配備、動員計画等に従い、

関係職員を呼集し、速やかに災害対処する。この際、必要に応じて各々の機関の本社

（本部）、関係各社等にも情報提供、応援要請を行うなど、迅速かつ広範な活動体制を

敷く。 
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第１３. 関係機関等との連携 

 災害が発生した際、又は発生するおそれのある場合、町長は県、関係機関等と

密接に連絡を取り合い、必要な対策を講じる。各機関から派遣される職員との

打合せ、調整等は、災害対策本部で行う。 

 災害対策本部を設置したときには、速やかに県へ連絡する。 

 町内に、県による現地災害対策本部が設置されたときには、連携を密にして円

滑な応急対策を推進する。 
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第２節  情報の収集・伝達 

 

主管部署 総務部 

関係部署 東日本電信電話株式会社宮城支店 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 地震・津波情報の伝達 ○ ○  

 災害情報の収集・伝達 ○   

 被害状況等の報告 ○   

 異常現象を発見した場合の通報 ○   

 通信手段の確保 ○   

 公衆電気通信施設の優先的利用 ○  ○ 

 非常時の通信の確保 ○  ○ 

 防災無線、地域防災無線等の確保 ○   

 防災行政無線施設の復旧 ○   

 放送要請の依頼 ○   

 郵便葉書等の交付 ○  ○ 

 

第１. 目的 

地震や津波による被害を最小限にとどめるためには、これらの情報を一刻も早く地

域住民等に伝達することが重要である。また、円滑な応急対策活動を実施するため各

防災関係機関は、緊密な連携のもと災害に関する情報を迅速かつ的確に把握する体制

を整えるものとする。 

第２. 緊急地震速報 

１. 緊急地震速報の発表等 

気象庁は、震度 5 弱以上の揺れが予想された場合に、震度 4 以上が予想される地

域に対し、緊急地震速報(警報)を発表する。日本放送協会(ＮＨＫ)は、テレビ、ラ

ジオを通じて提供する。 

仙台管区気象台は、緊急地震速報の利用の心得などの周知・広報に努める。 

※ 緊急地震速報(警報)は、地震発生直後に震源に近い観測点で観測された地震

波を解析することにより、地震による強い揺れが来る前に、これから強い揺れが来
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ることを知らせる警報である。このため、震源付近では強い揺れの到達に間に合わ

ない場合がある。 

２. 緊急地震速報の伝達 

気象庁は、緊急地震速報を直ちに日本放送協会(ＮＨＫ)に伝達するとともに、防

災関係機関等への提供に努める。また、放送事業者等の協力を得て、テレビ、ラジ

オ(コミュニティＦＭ放送を含む)、携帯電話(緊急速報メール機能含む)、ワンセグ

等を用いて広く住民等への提供に努める。 

総務省消防庁の全国瞬時警報システム(Ｊ-ＡＬＥＲＴ)を通じて受理した町は、伝

達を受けた緊急地震速報を防災行政無線等により、住民等への伝達に努める。 

３. 緊急地震速報を見聞きした場合に取るべき行動 

緊急地震速報が発表されてから強い揺れが来るまではわずかな時間しかないため、

緊急地震速報を見聞きした時は、まずは自分の身の安全を守る行動をとる必要があ

る。 

 

入手場所 とるべき行動の具体例 

自宅など屋内 頭を保護し、大きな家具からは離れ、丈夫な机の下などに隠れる。 

＜注意＞ 

・あわてて外へ飛び出さない。 

・その場で火を消せる場合は火の始末、火元から離れている場合は

無理して消火しない。 

・扉を開けて避難路を確保する。 

駅やデパートなどの 

集客施設 

館内放送や係員の指示がある場合は、落ち着いてその指示に従い

行動する。 

＜注意＞ 

・あわてて出口・階段などに殺到しない。 

・吊り下がっている照明などの下からは退避する。 

街など屋外 ブロック塀の倒壊や自動販売機の転倒に注意し、これらのそばか

ら離れる。 

ビルからの壁、看板、割れたガラスの落下に備え、ビルのそばか

ら離れる。 

丈夫なビルのそばであればビルの中に避難する。 

車の運転中 後続の車が情報を聞いていないおそれがあることを考慮し、あわ

ててスピードを落とすことはしない。 

ハザードランプを点灯するなどして、まわりの車に注意を促した

のち、急ブレーキは踏まずに、緩やかにスピードを落とす。 

大きな揺れを感じたら、急ハンドル、急ブレーキをさけるなど、

できるだけ安全な方法により道路の左側に停止させる。 
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第３. 地震・津波情報 

仙台管区気象台は、地震情報を伝達する。これら気象台からの情報は、防災関係機

関等へ伝達され、報道関係機関の協力を得て住民に周知するように努める。 

１. 情報の種類 

仙台管区気象台は、地震、津波に関する現象及び観測成果を内容とした地震情報

及を伝達する。 

（1） 地震情報の種類と内容 

地震情報の種類 発表基準 内容 

震度速報 ・震度 3 以上 地震発生約１分半後に、震度３以上を観測した地

域名(全国を約 190 地域に区分)と地震の揺れの

発現時刻を速報。 

震源に関する 

情報 

・震度 3 以上 

(津波警報または注意報

を発表した場合は発表

しない) 

地震の発生場所(震源)やその規模(マグニチュー

ド)を発表。 

「津波の心配がない」または「若干の海面変動が

あるかもしれないが被害の心配はない」旨を付

加。 

震源・震度に 

関する情報 

以下のいずれかを満た

した場合 

・震度 3 以上 

・津波警報または注意

報発表時 

・若干の海面変動が予

想される場合 

・緊急地震速報(警報)

を発表した場合 

地震の発生場所(震源)やその規模(マグニチュー

ド)、震度 3以上の地域名と市町村名を発表。 

震度 5弱以上と考えられる地域で、震度を入手し

ていない地点がある場合は、その市町村名を発

表。 

各地の震度に 

関する情報 

・震度 1 以上 震度 1以上を観測した地点のほか、地震の発生場

所(震源)やその規模(マグニチュード)を発表。 

震度 5弱以上と考えられる地域で、震度を入手し

ていない地点がある場合は、その地点名を発表。 

その他の情報 ・顕著な地震の震源要

素を更新した場合や地

震が多発した場合など 

顕著な地震の震源要素更新のお知らせや地震が

多発した場合の震度 1 以上を観測した地震回数

情報等を発表。 

推計震度分布図 ・震度 5弱以上 観測した各地の震度データをもとに、1km 四 

方ごとに推計した震度(震度4以上)を図情報とし

て発表。 

遠地地震に関す

る情報 

国外で発生した地震に

ついて以下のいずれか

を満たした場合等 

・ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ 7.0 以上 

・都市部など著しい被

害が発生する可能性が

ある地域で規模の大き

な地震を観測した場合 

地震の発生時刻、発生場所(震源)やその規模(マグ

ニチュード)を概ね 30 分以内に発表。 

日本や国外への津波の影響に関しても記述して

発表。 
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（2） 津波情報等 

※ 津波情報、津波警報等の詳細については、「津波災害対策編第３章第１節」

参照。 

２. 仙台管区気象台からの情報の伝達 

（1） 仙台管区気象台及び防災関係機関の対応 

仙台管区気象台は、津波予報・注意報、地震及び津波情報を発表した場合は

直ちに、防災関係機関や報道機関に伝達する。これを受理した防災関係機関は、

それぞれの伝達系統により市町村等関係機関へ伝達する。 

なお、緊急を要する津波警報・注意報については、地上系の補完として、直

接沿岸市町及び防災関係機関に周知するように、衛生を利用した全国瞬時警報

システム（Ｊ-ＡＬＥＲＴ）により、総務省消防庁から同報送信されている。 

（2） 報道機関の対応 

報道機関は、津波警報・注意報、地震及び津波情報を、住民に広く周知する

ことに努める。 

３. その他の情報等の発表 

仙台管区気象台は、地震発生後の余震発生状況や降雨状況を監視し、二次災害防

止のために地震情報のほか気象情報等も発表し、注意を喚起する。 

例えば、降水量が平常時の注意報・警報の基準に達しないことを予想される場合

であっても、降雨によって被災地に山崩れ、地すべり等の災害が起こるおそれがあ

るときには、地面現象注意報・警報事項の内容を含めた大雨注意報・警報を発表す

る。 

４. 放送事業者の対応 

放送事業の管理者は、次の措置を講じる。 

 放送事業者は、各計画主体と協力して、被害に関する情報、交通に関する情

報、ライフラインに関する情報、津波情報等、防災関係機関や居住者等及び

観光客等が必要な情報の提供に努めるよう留意する。 

 発災後も円滑に放送を継続し、地震情報報等を報道出来るようあらかじめ必

要な要員の配置、施設等の緊急点検その他の被災防止措置を講じ、その具体

的な内容を管理者ごとに定める。 

第４. 災害情報の収集・伝達 

１. 地震発生直後の被害の収集・伝達 

 町及び防災関係機関は、人的被害の状況（行方不明者の数を含む）、建築物

の被害状況及び火災、津波、土砂災害の発生状況等の情報を収集し、被害規

模に関する概括的情報を含め、把握できた範囲から直ちに県へ連絡するとと

もに、119番通報に係る状況についても併せて総務省消防庁及び県に連絡す
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る。 

なお、県に情報伝達できない場合は、直接総務省消防庁に対し、被害状況を

伝達し、事後速やかにその旨を県に報告する。 

 行方不明者の数については、捜索・救助体制の検討等に必要な情報であるこ

とから、町は、住民登録の有無にかかわらず、当該町の区域内で行方不明と

なった者について、県警察等関係機関の協力に基づき正確な情報の把握に努

める。 

また、行方不明として把握した者が、他の市町村に住民登録を行っているこ

とが判明した場合には、当該登録地の市町村(外国人のうち、旅行者など住

民登録の対象外の者は外務省)又は県に連絡する。 

 警察は、ヘリコプター、パトカー及び警備艇等により情報の収集、110番通

報、交番及び駐在所からの被害の収集など被害規模を早期に把握する。 

また、概括的な情報を警察庁に報告し、県及び防災関係機関に対しても通報

する。 

 町及び防災関係機関等は、勤務時間外に地震が発生した場合は、非常招集で

登庁してくる職員から登庁途中で確認した被災情報も併せて収集する。 

 

２. 情報の収集 

町は、防災行政無線及び消防無線により、人的被害の状況、建築物の被害状況及

び火災、津波、土砂災害の発生状況等の情報を収集するとともに、職員による巡回

や自主防災組織等の地域住民を通じて得た情報を活用するとともに県への報告を行

う。 

防災関係機関は、それぞれの防災業務計画等の定めるところにより被害状況等を

速やかに情報収集するとともに、随時、県、関係市町村及び他の防災関係機関に報

告または通報する。 

 

（1） 情報の収集要員 

要員 内容 

情報調査連絡

員 

・行政区長又は消防団員を各地区の情報調査連絡員とする。 

・災害対策本部の連絡員は、町職員をもって、被害調査体制に

おける一般地区調査担当区とする。 

・一般地区調査担当以外の調査員は、各々の所属業務に関する

情報を収集する。 

・一般地区及び各専門分野関係の調査員は各部長が決定する。 

役場職員  情報調査連絡員以外の役場職員は、執務時間外などで役場に

参集する際には、できるだけ参集途上の情報把握に努める。 
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（2） 災害情報の内容 

主に次のような情報の収集・伝達を行う。 

① 災害発生のおそれのある異常な現象 ②災害発生のおそれのある状況 

③ 住民の避難の状況         ④災害が発生している状況 

⑤ 応急対策の活動状況                ⑥必要な物資など 

⑦ その他の災害情報 

 

《被害調査担当責任者》 

被害調査区分 調査担当責任者 協力団体等 

被害状況総括 政策課長 各課（所、室）長、各行政区長 

死傷者関係 町民課長 各行政区長（自主防災会） 

農林水産・商工関係 産業課長 農協、漁協、商工会、各行政区長 

一般住宅等建物関係 
建設課長 各行政区長（自主防災組織） 

公共土木施設関係 

下水道施設関係 
水道事業所長 各行政区長（自主防災会） 

上水道施設関係 

学校施設関係 教育総務課長 各学校長、各施設の長 

社会教育施設関係 生涯学習課長 各施設の長 

社会福祉施設関係 地域福祉課長 各施設の長 

病院等医療施設 健康増進課長 各施設の長 

 

３. 情報の伝達 

県と町の間において情報伝達は、主として防災行政無線を用いる。防災行政無線

が使用できない場合は、非常通信ルート等を用いて対応する。町は、同報無線、消

防無線を活用し情報の伝達を行うものとする。 

４. 災害情報等の交換 

（1） 災害情報の種類 

町及び防災関係機関が、交換する災害情報は次のとおりである。 

 災害に関する気象、水象、地象の観測結果等の資料に関すること。 

 災害が発生するおそれがある場合または災害が発生した場合において、そ

の所掌する災害応急対策の実施方針または措置に関すること。 

 法令または防災計画に定めるところにより、その所掌する被害状況の収集

結果に関すること。 

 その他災害応急対策の総合的な推進のため必要と認められる事項。 
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（2） 災害情報等の相互交換体制 

町、県、及び防災関係機関等は、災害事態についての認識を一致させ、迅速

な意思決定を行うために、関係機関相互で連絡する手段や体制を確保し、緊密

に連絡をとること、関係機関で連絡調整のための職員を相互に派遺すること、

災害対策本部長の求めに応じて情報の提供、意見の表明を行うことなどにより、

情報共有を図るよう努める。 

 また、町及び防災関係機関は、災害情報等の交換を円滑に実施するため、情

報収集に関わる組織、連絡窓口及び連絡責任者を定めるものとする。 

（3） 被害情報等の報告 

町（町災害対策本部長）は、被害状況報告要領に基づき、速やかに被害情報

を収集して県に報告するものとする。 

また、応急措置が完了した場合、最終的な災害確定報告について、町は 10

日以内に県へ、それぞれ所定の様式に取りまとめの上、報告するものとする。 

 

《災害情報連絡系統図》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《災害情報連絡系統図》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県警察 

本部 

塩釜警察

署（町内

交番） 

消防本部 

消 防 署 

東北電力 

（株）宮

城支店 

 

東日本電

信電話㈱ 

宮城支店 

郵便事業（株）

東北支社 

郵便局（株）

東北支社 

仙台振興事

務所 

七ヶ浜町災害対策本部 

（総務課） 

宮城県災害対策本部 

仙台土木 

事務所 

汐見台郵便局 

菖蒲田郵便局 

吉田浜郵便局 

町内関係団体 一般住民 消 防 団 

東北電力 

（株）塩釜 

営業所 

有線電話･口頭 
凡例 

専用電話 有線電話 孤立防止用無線 

無線電話(FAX) 広報車 

第二管区 

海上保安本部 

宮城海上 

保安部 
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被害状況等の報告 

（4） 災害発生直後の被害の収集・伝達 

 町及び消防機関は、人的被害の状況、浸水等の被害状況及び火災、土砂災害

の発生状況等の情報を収集し、被害規模に関する概括的情報を含め、把握で

きた範囲から直ちに県へ連絡するとともに、119 番通報の殺到状況について

も併せて県に連絡する。 

 県への被害報告は、市町村被害状況報告要領に基づき、原則として防災行政

無線ファクシミリにより、仙台振興事務所を経由して行う（夜間、休日等で、

特に指示があった場合は、直接、危機対策課に報告する）。 

 県に情報伝達できない場合は、直接総務省消防庁に対し、被害状況を伝達し、

事後速やかにその旨を県に報告する。 

 

《国（消防庁）の連絡先》 

区分 
回線別 

平 日（9：30～17：45） 
※ 応 急 対 策 室 

左 記 以 外 
※ 宿 直 室 

Ｎ Ｔ Ｔ 
回 線 

電 話 03-5253-7527 03-5253-7777 
Ｆ Ａ Ｘ 03-5253-7537 03-5253-7553 

 

（5） 報告の種類 

① 災害概況即報 

災害の当初の段階で、被害状況が十分に把握できていない場合、又は災害

が発生するおそれのある場合に、その概況について町及び消防本部は、自主

的に即時報告する。 

なお、災害等により、消防機関等への通報が殺到した場合については、そ

の状況を町及び消防本部は直ちに消防庁及び県に報告する。この場合は、本

様式にかかわらず、無線電話、ファクシミリなど最も迅速な方法により報告

する。 

② 被害状況報告〔即報〕 

町は、被害状況が判明次第、その状況を県の指定する期日までに報告する

ものとし、被害額については省略できるものとする。（概ね 1 日１回程度）。

ただし、報告後に大幅な変更等があった場合には、そのつど報告するものと

する。なお町は、自らの対応力のみでは十分な災害対策を講じることができ

ないような災害が発生したときは、速やかにその規模を把握するための概括

的な情報の収集に特に配慮し、迅速な報告に努めるものとする。 

③ 被害情報報告〔確定〕 

町は、県の指定する期日までに確定報告する（概ね災害が発生してから 10

日以内）。 

※なお、被害状況報告〔即報・確定〕において、施設等の被害箇所数及び被害額につい

ては、国・県管理分を除く 
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第５. 異常現象を発見した場合の通報 

防災関係機関及び関係機関以外の者が、異常現象を発見した場合等の通報伝達に関

して定める。 

１. 異常現象 

（1） 地象に関する事項 

異常音響及び地変 

（2） 水象に関する事項 

異常潮 

（3） その他、災害が発生するおそれがある現象 

２. 通報要領 

 

第６. 通信・放送手段の確保 

１. 災害時の通信連絡 

（1） 通信連絡手段 

大規模地震災害時においては、通信の途絶やふくそうが想定されることから、

各防災関係機関では、それぞれの特性を考慮し、的確な通信手段の確保に努め

るものとする。 

なお、各種通信手段の状況や特徴は、次のとおりである。 

《通信手段の状況・特徴》 
通信手段 状況・特徴 

一般加入電話 災害時に途絶やふくそうがある。 

災害時優先電話 
防災関係機関と通信事業者が協議して、一般加入電話の中から指定する
回線で、発信規制がかけられても、一般加入電話に比べて優先して使用
できる。 

災害時優先携帯電話 
防災関係機関と通信事業者が協議して、一般加入電話の中から指定する
回線で、発信規制がかけられても、一般加入電話に比べて優先して使用
できる。 

携帯電話 
（スマートフォン） 

固定電話と別系統であり、無線回線を使用するので、移動して使用でき
るが、災害時に途絶やふくそうもある。 

ＰＨＳ 使用範囲は限定されるが、携帯電話と同様の特徴がある。 

衛星携帯電話 
静止衛星を利用して通信するため、通信可能地域が広く、災害時に通信
の途絶及びふくそうの可能性が低い。 

孤立防止用衛星電話 
東日本電信電話（株）宮城支店から市町村役場等に配備されている災害
用衛星電話。？ 

 

 

 

 

 

 

異常現象発見者 七ヶ浜町長 仙台管区気象台 

警察官 

海上保安官 

宮城県 
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通信手段 状況・特徴 
地域衛星通信ネット
ワーク 

全国の自治体、消防本部、防災関係機関を結ぶ衛星通信回線である。 

ＭＣＡ 無線システ
ム 

（一財）移動無線センター東北センターが運営するシステムで、業務用
無線と同様に使用できる車載型、携帯型無線システムで、中継所を経由
するので広範囲のサービスエリアが確保できる。災害時には同センター
やメーカー・総務省からの借用も考えられる。 

非常通信 
県、市町村及び防災関係機関は、災害時において、他に手段がない場合
などは、非常通信協議会の構成機関等の通信設備を利用して、非常通信
を行う。 

インターネット 
データ通信としてのインターネットにより、各種データ、安否情報等の
提供ができる。また、ふくそうを回避するための手段として、次の２つ
の情報提供が有効である。 

災害用伝言ダイヤル

「171」・災害用伝言

板「ｗｅｂ171」 

災害発生時、その規模により東日本電信電話（株）が運用するサービス。

「171」は、一般加入電話、公衆電話、携帯電話等から安否情報を確認す

るもの、「ｗｅｂ171」はパソコン、又は携帯電話からインターネットを

利用して安否情報を確認するもので、提供開始や提供条件について東日

本電信電話(株)で決定しテレビ・ラジオ・ＮＴＴ 東日本公式ホームペー

ジ等で知らせる。 

災害用伝言板 
大規模災害発生時、携帯電話・ＰＨＳ事業者各社が提供するサービスで、

安否情報の登録・確認ができる。 

 

（2） 公衆電気通信施設の優先的利用 

地震災害に関する緊急通信が必要な場合、一時的には加入電話により通信を

行うが、設備の被害その他により利用が制限される場合は、「非常（緊急）通

話」の取扱いを受け、通信の優先的利用を図る。 

災害時優先電話は、原則として、災害時の通話規制を受けずに利用できる電

話であり、地震発生時は外部発信専用として利用する。なお、災害時優先電話

には、その旨の表示をする。 

《災害時優先電話》 

通信依頼先 依頼方法 指定電話 担当責任者 手続 

東日本電信
電話㈱ 
宮城支店 

非常通話 
緊急通話 

 
 
 

災害時 
優先電話 

 
 

総務課長 

○申し込み受付番号は 102 番 
○申し込みの際の通告事項 
 通話の種類、発信機関名、発信通信
先電話番号、通信内容 

非常電報 
緊急電報 

○申し込み受付番号は 115 番 
 非常電報、緊急電報である旨を告げ
る 

○必要事項、事情を告げる 
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《本町の災害時優先電話一覧表》 

名称 電話番号 名称 電話番号 

七ヶ浜町役場 357-2117 七ヶ浜国際村 357-5931 
  〃 357-2118 七ヶ浜町生涯学習センター 357-2615 

（デジタル回線） 
学校給食センター 357-2607 町立松ヶ浜小学校 357-2211 
町立亦楽小学校 357-2521 町立汐見小学校 357-5151 
町立七ヶ浜中学校 357-2843 町立向洋中学校 357-8151 

 

（3） 非常時の通信の確保 

町は、災害情報連絡のための防災行政無線等通信手段に支障が生じた場合、

東北総合通信局に連絡するものとし、東北総合通信局は通信の確保に必要な措

置を講じる。 

また、東北総合通信局は、町からの要請に基づき、通信機器について、関係

業界団体の協力を得る等により、その供給の確保を図るものとする。 

 被災等より有線通信を利用できない状態になった場合において、人命救助

または、非常災害に関し緊急措置を要する事態が発生したときは、防災行

政無線施設を利用して連絡を図る。 

 平素から地域内のアマチュア無線局の状況を把握するよう努めるととも

に、次の無線局に対し災害時における非常通信の協力を要請する。 

 

《町内無線局》 
 吉田浜漁業無線局 釣船無線局 
設置場所 宮城県漁業協同組合七ヶ浜支所 えびすや釣具店 
呼出符号 しちがはまぎょぎょうかいがん局 しおがまヨット 
出力 1Ｗ 

使用範囲 30哩（金華山沖附近迄） 
1Ｗ 
使用範囲 30哩（金華山沖附近迄） 

周波数 常時Ａ3  27907ＭＣ 
緊急時   27524ＭＣ 

常時Ａ3  27564ＭＣ 
緊急時   27524ＭＣ 

加入者 塩竈市、利府町、松島町、 
鳴瀬町、七ヶ浜町、所属船舶 

塩竈市、仙台市、七ヶ浜町、 
利府町、松島町等 50人 

 

《非常通信（無線通信局、タクシー無線）の利用方法》 

① 通信の内容 

・人命の救助、財産の保全、避難者の救護に関するもの 

・道路、電力設備、電話回線の障害状況及びその復旧のための資材の手配、

運搬要員の確保などに関するもの 

・その他、気象観測資料、災害復旧や救援物資の調達、配分、輸送に関する

ことなど 

② 通信の依頼手続き 

・文書により依頼する。ただし、緊急を要する場合は口頭で行う。 

データ更新予定 
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・文書の余白の冒頭に「非常」と記入 

・余白の末尾に発信人の住所、氏名、電話番号を記入 

・通信内容は 200字以内で、簡潔に書く 

・宛先の住所、氏名、電話番号を忘れずに 

 

２. 防災行政無線 

（1） 防災無線、地域防災無線等の確保 

町は、災害時における救急・救助、医療及び消火に関る情報の収集・連絡等

の重要性にかんがみ、防災行政無線、移動系防災無線、同報防災無線等の通信

手段の確保に努めるものとする。 

（2） 施設の復旧 

災害発生後、直ちに情報通信手段の機能を確認し、支障が生じた施設の復旧

を行う。 

（3） 通信手段の確保 

避難所等となった学校等と町庁舎との通信手段として、有線電話のほかに防

災行政無線などの確保に努める。併せて、他機関及び他市町村との通信手段の

確保に努める。 

３. 消防無線通信施設 

消防機関では、災害が発生した場合には、救急・救助等消防活動に係る情報の収

集・連絡等が確実に行われるように、通信手段の確保に努めるものとする。 

通信施設の機能に支障が生じた場合には、早急に復旧を行うとともに、代替機能

を使用するなど必要な措置を講じるものとする。 

第７. 放送要請 

災害が発生した際に、関係機関や住民などに対し伝達すべき事柄がある場合、町長

は災害対策基本法第 57条に基づき、知事へ放送要請を依頼する。連絡担当は総務課と

する。 

《要件及び手続き》 

〔要件〕 

災害のため、電気通信事業用通信設備、有線電気通信設備、無線設備により

通信できない場合又は著しく困難な場合。 

〔手続き〕 

放送要請書に必要事項を記入して要請するが、緊急を要する場合は電話又は

口頭により行う。 
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第８. 郵便関係の措置 

１. 郵便葉書等の交付 

 日本郵便（株）東北支社（汐見台郵便局、菖蒲田郵便局、吉田浜郵便局）は、

災害救助法が適用され、現に救助を必要とする被災者で、収容施設（応急仮

設住宅に収容する場合を除く。）の供与又は被服、寝具その他生活必需品の給

与又は貸与を受けたときは、1 世帯に郵便はがき 5 枚及び郵便書簡（ミニレ

ター）1枚の範囲内で必要と認める数量を交付する。 

 被害の状況により、被災者（法人を除く）が差し出す第一種郵便物、通常葉

書又は盲人用点字郵便物については、料金を免除する。 

 取り扱う郵便局等については、決定次第周知する。 

 

《防災関係機関一覧表》 

名 称 電話番号 防災行政無線 衛星電話・備考 

宮城県庁 211-2111 204-2356 220-8-2356 

宮城県仙台地方振興事務所 275-9111 222-2306 222-2390 

宮城県塩釜県税事務所 365-4191 20872-21  

宮城県仙台保健福祉事務所 706-1213 224-2103  

塩釜総合支所（塩釜保健所） (363-5502)   

宮城県仙台農業改良普及センター 275-9829   

宮城県仙台土木事務所 297-4111   

宮城県仙台塩釜港湾事務所 254-3131   

（塩釜支所） (362-3391)   

宮城県仙台振興事務所水産漁港事務所 365-0191 20-541  

七ヶ浜町役場 357-2111 22-744 404-1-560 

塩竈市役所 364-1111 22-741 203-1-378 

多賀城市役所 368-1141 22-742 209-1-289 

塩釜地区消防事務組合消防本部 361-0119 22-747 63-1-888 

七ヶ浜消防署 357-4349  004-623-1 

七ヶ浜町消防団（本部：防災対策室） 357-7437   

宮城東部衛生処理組合 368-6017   

塩釜警察署 362-4141   

七ヶ浜交番 357-2216   

宮城海上保安部 363-0114  643-1 

東北森林管理局仙台森林管理署 273-1111   

塩釜郵便局 367-3145   

東日本電信電話㈱宮城支店 

（勤務時間内） 

 

269-2210 

  

 

データ更新予定 
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名 称 電話番号 防災行政無線 衛星電話・備考 

（勤務時間外） 721-7667 

東北電力㈱塩釜営業所 365-9984   

宮城交通㈱塩釜営業所 365-5161   

(社)宮城県トラック協会塩釜支部 363-0346   

(社)宮城県エルピーガス協会塩釜支部 357-3328   

宮城県漁業協同組合七ヶ浜支所 349-6222   

仙台農業協同組合七ヶ浜支店 357-4521   

七ヶ浜土地改良区 357-3388   

多賀城・七ヶ浜商工会（七ヶ浜事務所） 357-3912   

塩釜ガス㈱ 362-5191   

仙台ガス局港工場 387-6330   

仙台プロパンガスサービス㈱ 356-6111   

カメイ㈱塩釜支店 362-3111   

七ヶ浜ガス㈱ 357-5344   

新日本石油精製㈱仙台精油所 363-1122   

東北電力㈱仙台火力発電所 357-2121   

仙台管区気象台 総務課 297-8100   

陸上自衛隊 多賀城 

第 22普通科連隊 第３科 

022-365-2121  641-1 

海上自衛隊 横須賀地方隊 0468-22-3500   

航空自衛隊 松島基地 0225-82-2111   

日本赤十字社 宮城県支部 271-2251   

日本通運 東北営業所 262-5111   

日本通運仙台支店ペリカンセンター 

多賀城派出所 

362-6401   

宮城交通㈱ 365-5161   

(社)宮城県塩釜医師会 364-3301   

日本放送協会 仙台放送局 211-1001   

東北放送㈱ 本社 229-1111   

㈱仙台放送 267-1213   

㈱宮城テレビ放送 総務部 236-3411   

㈱東日本放送 総務部 276-8430   

㈱エフエム仙台 265-7711   

宮城県石油商業協同組合 塩釜支部 

西村商会㈱ 

364-4141   

みやぎ生活協同組合 総務部 374-1281   

 

データ更新予定 
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名 称 電話番号 防災行政無線 衛星電話・備考 

七ヶ浜町社会福祉協議会 349-7781   

宮城県社会福祉協議会 225-8476   

 

データ更新予定 
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第３節  災害広報活動 

 

主管部署 総務部 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 緊急広報の実施 ○   

 一般情報の総合的な広報活動の実施 ○   

 各部との情報の共有化 ○   

 報道機関への情報の発表 ○   

 防災関係機関の広報活動 ○   

 

第１. 目的 

町及び報道機関は、住民の生命、財産を保全するため、仙台管区気象台からの情報

をはじめとする地震情報、避難所等の状況、安否情報等のその時々に必要な情報を各

防災関係機関と連携を取りながら、迅速かつ的確に提供するものとする。 

町及び報道機関は、災害時要援護者、災害により孤立化する危険のある地域の被災

者、都市部における帰宅困難者情報の入手が困難な被災者に対しても、確実に情報伝

達できるよう必要な体制の整備を図るものとする。 

なお、情報の提供にあたっては、災害時要援護者に十分配慮するよう努めるものと

する。 

第２. 社会的混乱の防止 

１. 情報伝達・広報の実施 

県及び町は、流言飛語等による社会的混乱を防止し、民心の安定を図るとともに、

被災地の住民等の適切な判断と行動を助け、住民等の安全を確保するため、正確か

つ分かりやすい情報の速やかな公表と伝達、広報活動に努める。 

２. 住民等への対応 

県及び町は、住民等から、問合せ、要望、意見等が数多く寄せられることを考慮

し、適切な対応を行える体制を整備する。 
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第３. 町の広報活動 

１. 災害広報の体制 

 災害対策本部は、防災関係機関と連携して、浸水・土砂災害等による避難勧

告・指示等、町民の身体・財産にかかる「緊急広報」を実施する。 

 広報担当は、一般情報（緊急広報以外の災害情報、生活関連情報、救済措置

情報等）の総合的な広報活動を実施する。 

 各部等は、定期的に災害対策本部に対して災害情報、生活関連情報等を報告

する。本部事務局は、これらの情報の整理を行い、定期的に広報担当に対す

る広報用資料、関係機関への閲覧用資料を作成するとともに、各部への情報

提供を行い情報の共有化を図る。 

 

２. 広報の内容 

災害時の広報は、時間の経過とともに変化するニ－ズや被災者を取り巻く状況に

対応した情報を、その時点で活用できる広報手段を効果的に用い、被災者に役立つ

正確かつきめ細やかな情報を適切に提供する。 

災害広報の主な内容は次のとおりであるが、情報の提供にあたっては、災害要援

護者に十分配慮する。 

なお、緊急広報は町民の身体・財産にかかるものであるため、特に強い口調を用

いて広報する。 

 災害対策本部設置に関する情報 

 安否情報 

 被害区域及び被害状況に関する情報 

 避難（勧告、場所等）に関する情報 

 医療救護所の開設など救急・医療に関する情報 

 防疫に関する情報 

 余震、豪雨、危険物等による二次災害防止に関する情報 

 津波等に関する情報 

 ライフラインの被害状況に関する情報 

 生活支援（食料・水等の供給）に関する情報 

 民心安定のための情報 

 緊急交通路確保及び避難誘導、救助活動のための交通規制などに関する情報 

 道路における危険防止及び交通の円滑化に関する情報 

 道路の危険箇所、迂回路等の道路情報 

 被災地域及び避難場所等における犯罪予防等民心安定のための情報 

 自主防災組織に対する活動実施要請 
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 出火防止等地震発生時の注意の呼びかけ 

 保健衛生、ライフライン、交通施設の復旧に関する情報 

 相談窓口の設置に関する情報 

 被災者に対する援助、助成措置（特別融資・緊急融資・税の減免等）に関す

る情報 

 町ホームページへの掲載による広報 

 

３. 広報実施方法 

町は、あらゆる広報媒体を利用して有効、適切な広報を行う。 

また、障害者や高齢者、日本語の理解が十分でない外国人などへの広報は、文字

情報の点字化、多言語化など、多種ボランティア団体等との連携を図り、適切な方

法による広報に努める。 

なお、在宅の避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者、所在

を把握できる広域避難者に配慮した広報を行うほか、被災者に総合的な情報を提供

するポータルサイト等の情報提供窓口の設置に努める。 

① 防災行政無線 

②屋外拡声装置 

③ 広報車 

④ﾃﾚﾋﾞ・ﾗｼﾞｵ・新聞などの報道機関 

⑤ 広報紙 

⑥チラシ、パンフレットなど 

⑦ 避難所への広報広聴班の派遣 

⑧自主防災組織を通じての連絡 

⑨ホームページなど 

⑩携帯メールや緊急速報メール 

   ＊⑤⑥については、民間の印刷会社が被災したときには、役場内部の印刷機等を使い臨時に 

    作成する。 

４. 災害報道 

町は、災害情報及び町の災害応急対策状況について、報道機関に対し速やかに発

表する。 

報道機関関係者との記者会見等は、災害対策本部で行う。 

第４. 防災関係機関の広報活動 

１. 警察の広報 

塩釜警察署は、関係機関と相互に協力し、広報活動を実施するとともに、報道機

関の協力を得て災害広報を行う。 

２. その他の機関の広報 

防災関係機関は、各々関係する情報について住民が必要とする度合いに応じて積

極的に広報活動を行う。さらに、必要事項については、随時、町災害対策本部にも

連絡する。 
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第４節  災害救助法の適用 

 

主管部署 財務部、総務部 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 災害救助法の適用基準 ○   

 災害救助法適用時の救助の種類、程度、期間

等 ○   

 

第１. 目的 

災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社、その他の団体及び国民の協力の

下に、応急的に、食料品その他生活必需品の欠乏、住居の喪失、傷病等に悩む被災者

に対する一時的な救助を行い、災害にかかった者の保護と社会の秩序の保全を図る。 

第２. 災害救助法の適用 

１. 災害救助法の適用基準 

本町における災害救助法の適用基準は次のとおりである。 

 町の住家滅失世帯数が 50世帯以上の場合。 

 被害が広範囲にわたり、県内の滅失世帯の総数が 2,000世帯以上であって、町

の滅失世帯数が 25世帯以上に達した場合。 

 県の区域内の住家滅失世帯数が、9,000世帯以上であって、町の区域内の住家

滅失世帯数が、多数であるとき。（町の被害状況が特に救助を要する状態にあ

ること。） 

 災害が隔絶した地域に発生したものであるなど災害にかかった者の救護を著

しく困難とする特別の事情がある場合で、かつ、多数の世帯の住家が滅失した

場合。 

 多数の者が、生命または身体に危害を受けまたは受けるおそれが生じた場合。 

 多数の者が、避難して継続的に援助を必要とする場合。 

 食品の給与等に特殊の補給方法または救出に特殊の技術を必要とする場合。 

※滅失世帯は、全焼、全壊、流失等した世帯とし、住宅が半壊、半焼等著しく損傷した世帯に

ついては、滅失世帯の 2分の 1世帯、床上浸水、土砂の堆積等により一時的に居住不能にな

った世帯にあたっては、滅失世帯の 3分の 1世帯とみなして換算する。 
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２. 災害救助法の適用手続 

法による救助は、適用基準に該当し、知事が事実上被災者に対し、法第 23条に規

定する救助を実施するときに開始される。 

町は、被害状況を迅速、かつ、的確に報告するとともに、法適用の必要性を速や

かに検討し、適用する場合、県にその旨要請する。 

県は、被害状況等を確認検討し、適用決定した際には、速やかに町に連絡する。

また、速やかに法適用を公示するとともに、救助の実施を町長に委任する。 

災害救助法の実施は、知事に全面的に委任されているが、知事は救助を迅速に行

うため必要があるときは、救助の実施に関する職権の一部を町長に委任することが

できる。 

なお、知事の救助の実施に協力する機関としては、日本赤十字社が規定されてい

る。 

《災害発生日と公示日》 

原則 災害発生日＝救助の開始日＝公示日 

例外 

長雨等で被害が漸増し、一定日時を経

て一定の被害程度に達した場合 

災害発生日＝被害の程度が適用基準に達

し、救助が行われた日 

被害状況及び救助を要する者の把握が

困難なため遅延した場合 
公示日＝被害等が判明した日 

 

３. 救助の種類 

救助の種類は次のとおりである。 

 避難所の設置 

 応急仮設住宅の供与 

 炊き出しその他による食品の給与 

 飲料水の供給 

 被服、寝具その他生活必需品の給与または貸与 

 医療、助産 

 災害にかかった者の救出 

 災害にかかった住宅の応急修理 

 学用品の給与 

 埋葬、死体の捜索、死体の処理 

 障害物の除去 

 輸送費及び賃金職員等雇上費、実費弁償 
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第３. 救助の実施の委任 

知事は、災害救助法第 30条の規定に基づき、次の救助の実施を町長に委任すること

ができる。同法施行令第 23 条の規定に基づき委任を通知した場合において、町長は、

当該事務を行わなければならない。 

 収容施設(応急仮設住宅を含む。)の供与 

 炊出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

 被服・寝具その他生活必需品の給与または貸与 

 医療及び助産 

 災害にかかった者の救出 

 災害にかかった住宅の応急処理 

 学用品の給与 

 埋葬 

 遺体の捜索及び処理 

 障害物の除去 

 救急救助のための輸送 

 救急救助のための賃金職員雇い上げ費 

第４. 救助の実施報告 

１. 救助の実施状況の報告 

災害対策本部は、災害救助法が適用された日から救助が完了するまでの間、救助

の実施状況及び救助に要した費用について、財務部に報告する。 

財務部は、各部からの救助実施状況等をとりまとめ、知事に報告する。 

２. 報告の内容 

報告の内容及びその時期は次のとおりとする。 

 

《報告の内容及び時期》 

種類 内容 報告時期 

発生報告 ・被害状況 

・既にとった措置及び今後の措置 

・災害発生後直ちに 

中間報告 ・被害状況 

・応急救助の実施状況 

・随時若しくは求めに応じ 

決定報告 ・確定した被害状況 

・応急救助の実施状況 

・救助費概算額等 

・救助完了後直ちに 
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３. 救助費用の精算 

災害救助法に確定する各種救助に要する費用の精算事務は、知事に対して行うが、

各部は、初期活動から救助活動が完了するまでの間、救助の実施状況の記録及び実

施した救助の費用にかかる関係書類を整備保存しておく。 

第５. 災害救助法適用時の救助の種類、程度、期間等 

（宮城県災害救助法施行細則 平成 25 年 7 月 5 日現在） 

救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考 
避難所の設置 災害により現に

被害を受け、又
は受けるおそれ
のある者を収容
する 

（基本額） 
避難所設置費 
1人 1日当たり 
300円以内 
（加算額） 
冬季 別に定める額を加算 
高齢者の要援護者等を収容す
る「福祉避難所」を設置した
場合、当該地域における通常
の実費を支出でき、上記を超
える額を加算できる。 

災害発生の日
から 7 日以内
（但し、厚生労
働大臣の承認
により期間延
長あり） 

1.費用は避難所の設
置、維持及び管理の
ための賃金職員等
雇上費、消耗器材
費、建物等の使用謝
金、借上費又は購入
費、光熱水費並びに
仮設便所等の設置
費を含む。 

2.避難に当たっての
輸送費は別途計上。 

応急仮設住宅
の供与 

住家が全壊、全
焼、又は流出し、
居住する住家が
ない者であっ
て、自らの資力
では住宅を得る
ことができない
者。 

1．規格 1 戸当たり平均 29.7
㎡（9坪）を基準とする。 
2．限度額 1戸当たり 
  2, 401,000円以内 
3.同一敷地内に概ね50戸以上
設置した場合は、集会等に利
用するための施設を設置でき
る。（規模、費用は別に定める
ところによる） 

災害発生の日
から 20 日以内
着工（但し、厚
生労働大臣の
承認により期
間延長あり） 

1.平均 1 戸あたり
29.7㎡、2,401,000
円以内であればよ
い。また、実情に応
じて市町村相互間
によって設置戸数
の融通ができる。 

2.高齢者等の要援護
者を数人以上収容
する 「福祉仮設住
宅」を設置できる。 

3.供与期間 
 最高 2年以内 
4.民間賃貸住宅の借
り上げによる設置
も対象とする。 

炊出しその他
による食品 
の供給 

1.避難所に収容
された者。 

2.全半壊（焼）、
流失、床上浸
水で炊事でき
ない者 

1．1 日 1 人当たり 1,010円以
内 
2．被災地から縁故先（遠隔地）
等に一時避難する場合 3 日以
内分支給可（大人、小人の差
別なし） 

災害発生の日
から 7 日以内
（但し、厚生労
働大臣の承認
により期間延
長あり） 

食品給与のための総
経費を延急食日数で
除した金額が限度以
内であればよい。 
（1食は 1/3日） 

飲料水の供給 現に飲料水を得
ることができな
い者（飲料水及
び炊事のための
水であること） 

当該地域における通常の実費 災害発生の日
から 7 日以内
（但し、厚生労
働大臣の承認
により期間延
長あり） 

輸送費、人件費は別途
計上。 

被服、寝具その
他生活必需品
の給与又は貸
与 

全半壊（焼）、流
失、床上浸水等
により、生活上
必要な被服、寝
具、その他生活
必需品を喪失、

1.夏季（4月～9月）、冬季（10
月～3月）の季別は、災害発
生の日をもって決定する。 

2.別表金額の範囲内。 

災害発生の日
から 10 日以内
着工（但し、厚
生労働大臣の
承認により期
間延長あり） 

1.備蓄物資の価格は
年度当初の評価額。 

2.現物給付に限るこ
と。 
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救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考 
又は毀損し、直
ちに日常生活を
営むことが困難
な者。 

医療 医療の途を失っ
た者（応急的措
置） 

1.救護班算…使用した薬剤、
治療材料、医療器具破損等
の実費 

2.病院又は診療所…社会保険
診療報酬の額以内 

3.施術者…協定料金の額以内 

災害発生の日
から 14 日以内
着工 

患者等の移送費は別
途計上。 

助産 災害発生の日以
前、又は以後 7
日以内に分娩し
た者であって、
災害のため助産
の途を失った者
（出産のみなら
ず、死産及び流
産を含み現に助
産を要する状態
にある者） 

1.救護班等による場合は、使
用した衛生材料等の実費 

2.助産婦による場合は、慣行
料金の２割以内の額 

分娩の日から 7
日以内 

妊婦等の移送費は、別
途計上。 

災害にかかっ
た者の救出 

1.現に生命、身
体が危険な状
態にある者。 

2.生死不明な状
態にある者。 

当該地域における通常の実費 災害発生の日
から 3日以内 

1.期間内に生死が明
らかにならない場
合は、以後「死体の
検索」として取り扱
う。 

2.輸送費、人件費は別
途計上。 

災害にかかっ
た住宅の応急
修理 

住宅が半焼（焼）
し、自らの資力
により応急修理
をすることがで
きない者 

居室、炊事場及び便所等日常
生活に必要最小限の部分 
1世帯当たり 
     520,000円以内 

災害発生の日
から 
 
1ヶ月以内 

実情に応じ、市町村相
互間において対象者
数の融通ができる。 

生業に必要な
資金の貸与 

住家が全壊、全
焼又は流失し、
災害のため生業
の手段を失った
世帯 

1.生業を営むために必要な機
械、器具又は資材等を購入
するための費用 

2.生業の見込みが確実な具体
的事業計画があり、償還能
力のある者に対して貸与 

  
 生業費 1件当たり 
     30,000円以内 
 就職支度費 1件当たり 
     15,000円以内 

災害発生の日
から 
 
1ヶ月以内 

貸与期間は 2年以内 

学用品の給与 住家の全壊（焼）
流失半壊（焼）
又は床上浸水に
より学用品を喪
失又は毀損し、
就学上支障のあ
る小学校児童、
中学校生徒及び
高等学校等生徒 

1.教科書及び教科書以外の教
材で、教育委員会に届出又
はその承認を受けて使用し
ている教材実費 

2.文房具及び通学用品は、 
 次の金額以内 
 
 小学校児童 1人当たり 
       4,100円 
 中学校生徒 1人あたり 
       4,400円 
 高等学校等生徒１人当たり 

災害発生の日
から 
（教科書） 
1ヶ月以内 
（文房具及び
通学用品） 
15日以内 

1.備蓄物資は評価額。 
2.入進学時の場合は、 
 個々の実績に応じ
て支給する。 
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救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考 
        4,800円 

埋葬 1.災害の際死亡
した者を対象に
して実際に埋葬
を実施する者に
支給。 

1体当たり大人（12歳以上） 
     201,000円以内 
     小人（12歳未満） 
     160,800円以内 

災害発生の日
から 10日以内 

災害発生の日以前に
死亡した者であって
も対象となる。 

死体の捜索 行方不明の状態
にあり、かつ、
四囲の事情によ
りすでに死亡し
ていると推定さ
れる者。 

当該地域における通常の実費 災害の発生の
日から 10 日以
内 

1.輸送費、人件費は別
途計上。 

2．災害発生後 3 日を
経過した者は一応
死亡したものと推
定している。 

死体の処理 災害の際死亡し
た者について、
死体に関する処
理（埋葬を除く）
をする。 

（洗浄・消毒等） 
1体当たり 3,300円以内 
（一時保存） 
既存建物借上費 
…通常の実費 
既存建物以外 
1体当たり 5,000円以内 
（検案）救護班以外は慣行料
金 
 

災害発生の日
から 10日以内 

1．検案は原則として
救護班。 

2．輸送費、人件費は
別途計上。 

3．死体の一時保存に
ドライアイスの購
入費等が必要な場
合は当該地域にお
ける通常の加算が
できる 

障害物の除去 居室、炊事場、
玄関等に障害物
が運び込まれて
いるため生活に
支障をきたして
いる場合で、自
力では除去する
ことのできない
者。 

1世帯当たり 
     133,900円以内 

災害発生日の
日から 10 日以
内 

実情に応じ市町村相
互間において、対象数
の融通ができる。 

輸送費及び人
夫費 

1.被災者の避難 
2.医療及び助産 
3.被災者の救出 
4.飲料水の供給 
5.死体の捜索 
6.死体の処理 
7.救出用物資の
整理配分 

当該地域における通常の実費 救助の実施が
認められる期
間以内 

 

     
 範囲 費用の限度額 期間 備考 
実費弁済 災害救助法施行

令第 10 条第１
号から第４号ま
でに規定する
者。 

1人 1日当たり 
医師・歯科医師  
     17,400円以内 
薬剤師  11,900円以内 
保健師・助産婦・看護婦 
     11,400円以内 
土木技術・建築技術者 
     17,200円以内 
大工・左官・とび職 
     20,700円以内 

救助の実施が
認められる期
間以内 

時間外勤務手当及び
旅費は別途定める額。 
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（別表） 

区分 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 
6 人以上 1 人
増す毎に加
算 

全壊、全焼、 
流失 

夏 17,200 22,200 32,700 39,200 49,700 7,300 
冬 28,500 36,900 51,400 60,200 75,700 10,400 

半壊、半焼、 
床上浸水 

夏 5,600 7,600 11,400 13,800 17,400 2,400 
冬 9,100 12,000 16,800 19,900 25,300 3,300 
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第５節  救急・救助活動 

 

主管部署 救助部 

関係部署 塩釜地区消防事務組合、消防団 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 救出救護体制の整備 ○   

 救出活動の実施 ○   

 救出資機材の調達 ○   

 警察の活動 ○   

 消防機関の活動 ○   

 住民及び自主防災組織等の活動 ○ ○  

 惨事ストレス対策 ○   

 

第１. 目的 

大規模地震が発生した場合、家屋の倒壊、落下物、火災、土砂災害等によって多数

の負傷者が発生するおそれがある。これらの人々については一刻も早い救出・救助活

動が必要となることから、町、防災関係機関は連絡を密にしながら速やかな応急対策

を実施する。また、被害が多方面に広がることが予想されることから、自主防災組織、

事業所、一般住民についても防災の基本理念に基づき自ら救出・救助活動に協力する。 

第２. 町の活動 

町は、救急・救助を必要とする状況を把握し、要救助者が発生した場合、直ちに消

防、警察機関等の協力を得ながら速やかに捜索、救出活動を行うほか、これらの状況

については、速やかに県に対し報告する。 

また、一般住民等からの情報についても適宜関係機関あてに伝達するものとし、人

員、機材等の面で対応が不十分と思えるときは県等に速やかに連絡するものとする。 

１. 救出対象 

地震のための生命身体が危険な状態にある者又は生死不明も状態にある者。 

２. 救出期間 

地震発生の日から 3 日以内（4 日以後は死体の捜索として扱う）に完了する。た

だし、特に必要がある場合は延長できる。 
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３. 救出隊の編成 

町災害対策本部は、地震発生直後において、緊急に救出活動を行う必要がある場

合、町職員、警察官、消防職員、消防団員、自主防災組織等により救出隊を編成し、

救出救護体制を整え、これにあたるものとする。 

４. 救出活動 

町は、塩釜警察署及びその他関係機関との緊密な連携のもとに被災地を巡回し、

救出を要する者を発見した場合は、救助関係機関及び住民の協力を得て、人命の保

護と被災者の救出、救護を実施する。 

負傷者を救出した場合は、塩釜医師会の協力を得て編成する医療救護班と協力し

て直ちに応急医療を行い、医療機関に収容し、遺体を発見した場合は、本章「第２

１節 遺体等の捜索・処理・埋葬」に定めるところにより適切に措置する。 

５. 救出資機材の調達 

救出活動に必要な資機材は、町長が必要に応じ各関係機関に要請し、調達する。

また、資機材が不足する場合は、県等へ応援を要請する。 

６. 費用 

救出に要する費用の範囲、額等は、災害救助法が適用された場合に準じ、その額

を超えない範囲とする。 

７. ヘリコプターによる救助・救急搬送 

町及び消防機関、警察等の活動だけでは救助・救急活動が追いつかず緊急を要す

るとき、又は陸上交通が困難な時は、知事に対し県の防災ヘリコプターの派遣を要

請するとともに、ヘリポートなどの受入体制を整える。 

８. 町による救援活動が困難な場合 

町は、自ら要救助者の救援活動が困難な場合、県に対して救助活動の実施を要請

するほか、必要に応じ、非常本部、現地対策本部等国の各機関に応援を要請すると

ともに、警察・消防・自衛隊の部隊の展開、宿営等の拠点の確保を図る。 

９. 相互応援協定締結市町村で災害が発生した場合 

町は、相互応援協定締結市町村等で災害が発生した場合、被災地市町村からの要

請又は相互応援協定等に基づき、救助・救急活動等の応援を迅速かつ円滑に実施す

る。 

第３. 警察の活動 

塩釜警察署は、緊急・救助が必要なものを発見した場合及び同様の通報などがあっ

た場合は、救助関係機関と連携協力して、救出・救援活動を行う。 

被害状況により迅速に災害警備部隊を出動させる。 
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塩釜警察署及び応援部隊員により救出救助部隊を編成するとともに、消防等防災関

係機関と現場活動に関する調整を行いながら、救出救助活動を行う。 

第４. 消防機関の活動 

大規模な地震時においては、広域的に多数の負傷者が発生することが予想されるた

め、塩釜地区消防事務組合消防本部は、医療機関、宮城県医師会、日本赤十字宮城県

支部及び警察等関係機関と協力し、適切かつ迅速な救急・救助活動を行う。 

１. 塩釜地区消防事務組合消防本部の活動 

救急・救助活動を行うにあたって、被害状況、医療機関の被災状況等の情報をい

かに早く正確に掌握できるかが、救命率向上のキーポイントとなる。このため、関

係機関と情報交換を綿密に行いながら救急救助活動を行う。また、負傷者も軽傷者

から救命処置を必要とする者までさまざまであり、緊急度に応じ迅速、かつ、的確

な判断とさまざまな処置が要求されるので、救急救命士や高度救命処置用資機材の

活用等効率的な活動を行う。 

２. 消防団の活動 

消防本部による活動を補助し、救出救助と負傷者に対する応急処置を行い、安全

な場所への搬送を行う。 

第５. 住民及び自主防災組織等の活動 

１. 救急救助活動の実施 

住民及び自主防災組織等は、自在住地区及び担当地区において建物倒壊、火災等

による救急・救助の必要性を確認した場合、自らに危険が及ばない範囲で応急救急・

救助活動を実施するとともに、速やかに消防本部等関係機関に連絡する。 

２. 人材、機材等の確保 

住民及び自主防災組織等は、人員、機材等の面で対応が不十分と判断される場合、

町等に速やかに連絡し、必要な人員、機材の確保に努める。 

３. 救急・救助活動への協力 

住民及び自主防災組織等は、警察、消防職員の行う救急・救助活動に積極的に協

力し、その他とるべき行動についても現地の警察、消防職員の指示を仰ぐ。 

第６. 惨事ストレス対策 

 救急・救助活動を実施する各機関は、職員等の惨事ストレス対策の実施に努める。 

 また、消防機関は、必要に応じて消防庁等に精神科医等の専門家派遣を要請する。 
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第６節  医療救護活動 

 

主管部署 救助部 

関係部署 塩釜医師会 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 医療救護班の編成 ○   

 救護所の設置 ○   

 応援要請 ○   

 医療救護活動の実施 ○   

 他機関等との連携 ○   

 情報の収集及び提供 ○   

 医薬品、医療資機材の調達 ○   

 在宅要医療患者の医療救護体制 ○   

 

第１. 目的 

大規模地震災害の発生時には、同時に多数の負傷者等が発生し、迅速な医療救護が

要求されるため、緊急的な対応策や関係機関との連携を図りながら迅速かつ的確に医

療救護活動を実施するものとする。 

第２. 医療救護活動 

医療救護は、原則として医療救護班を編成し、現地で実施する。ただし、急迫した

事情があり、かつ、やむを得ない場合においては、病院または診療所においてもでき

るものとする。 

１. 医療救護班の編成 

町は、医療救護活動を実施する必要が生じた場合、災害時の医療救護活動に関す

る協定に基づく塩釜医師会の協力のもと、医師及び看護師等で構成する医療救護班

を編成し、救護所に派遣するものとする。 

医療救護班は、おおむね次により編成するものとする。 
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 医師  1人 

 看護師 2人 

 事務員 1人 

 

医療救護班は、次の点に留意して編成するものとする。 

 被災傷病者の発生及び避難状況 

 医療救護班の配備体制及び医療スタッフの派遣体制 

 被災地の医療機関の稼働状況 

 医療資機材、水、非常用電源等の確保の見通し 

 搬送体制、情報連絡体制の確保の見通し 

２. 救護所の設置 

町は、災害の状況により、多数の負傷者の発生が予想され、地域の医療機関だけ

では対応が困難な場合には応急的な救護を行うため、救護所を設置する。救護所を

設置した場合は、速やかに県へ報告するとともに、実情に応じた適切な方法で救護

所開設を住民に周知する。 

３. 応援要請 

地震の規模が大きく、この医療救護活動により救護の万全が期されない時は、町

は県を通じて日本赤十字社宮城県支部への応援要請を行うものとする。 

４. 医療救護の対象者 

 医療救護の対象者は、応急的な医療を必要とするのもかかわらず、災害の

ため医療の途を失った者とする。 

 助産の対象者は、災害発生の日の前後７日以内の分娩者で、災害のための

助産できない者とする。 

５. 医療救護活動 

（1） 医療救護の範囲 

医療救護は次の活動を行う。 

 診察 

 薬剤又は治療材料の支給 

 処置・手術・その他の治療及び施術 

 病院又は診療所への収容 

 看護 

 助産（分娩介助等） 
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（2） トリアージ（負傷者選別）の実施 

救護班は、災害により多くの負傷者が発生し、応急医療能力を上回ったとき、

又は上回ると予想されたときは、トリアージにより治療の優先順位を決定し、

効率的な治療に努める。 

 

（3） 負傷者の搬送 

救護所で対応できない負傷者が発生した場合、災害対策本部は、搬送先医療

機関の受入体制を確認した上搬送する。 

負傷者の医療機関への搬送は、塩釜消防事務組合の救急車が主体となり搬送

する。塩釜消防事務組合の救急車確保が困難な場合、災害対策本部は、医療機

関の車両、あるいは民間輸送業者に対して負傷者の搬送を要請するものとする。 

６. 他機関等との連携 

 救護班及び町内の医療機関で対応できない患者については、トリアージ（重症

度緊急度選別）により、県の災害拠点病院（基幹災害医療センター及び地域災

害医療センター）又は、救急隊により他の医療機関等へ搬送する。 

 大規模災害時など緊急を要する場合、町長は医療機関への、県や警察、あるい

は自衛隊等のヘリコプターの派遣を要請する。 

 

《災害拠点病院の機能》 

基幹災害医療センター ・地域災害医療センターをさらに強化した機能 

・要員の訓練・研修機能 

地域災害医療センター 

・被災地からのとりあえずの重症傷病者の受入 

・傷病者の広域搬送 

・自己完結型の医療救護チームの派遣 

・地域の医療機関への応急用資機材の貸し出し機能 

 

《災害拠点病院の指定状況（二次医療圏名：仙台医療圏）》 

平成 25年 4月 1日現在  

区分 医療機関名 所在地 電話番号 

基幹災害 

医療センター 

国立病院機構 

仙台医療センター 
仙台市宮城野区宮城野 2丁目 8-8 293－1111 

地域災害 

医療センター 

仙台市立病院 仙台市若林区清水小路 3-1 266－7111 

東北大学 

医学部付属病院 

仙台市青葉区星陵町 1-1 
717－7000 

仙台赤十字病院 仙台市太白区八木山本町 2 丁目 43-3 243－1111 

東北労災病院 仙台市青葉区台原 4丁目 3-21 275－1111 
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区分 医療機関名 所在地 電話番号 

東北薬科大学病院 

（旧称）東北厚生年金

病院 

仙台市宮城野区福室 1丁目 12-１ 259－1221 

７. 医療救護の期間 

医療救護は、原則として次の期間行う。 

 医療…災害発生の日から、原則として 14日以内とする 

 助産…分娩した日から 7日以内とする 

第３. 情報の収集及び提供 

１. 情報の収集 

町は、的確な医療活動を行うため、関係医療機関等と連絡を密にし、施設の災害

状況、被災地における人的被害状況、医療ニーズ等について情報を収集する。 

２. 住民への情報提供 

町は、収集した医療関係機関等の被害状況及び医療救護活動等を、地域住民に防

災行政無線、広報車等により情報を提供する。 

第４. 医薬品、医療資機材の調達 

１. 医薬品、医療資機材の調達 

 医療、救護のための必要な医薬品及び衛生材料等が不足する場合は、医療機

関並びに関係業者から調達する。 

 町内において医薬品及び衛生材料等の調達が不可能な場合は、県災害対策本

部に調達を要請する。 

２. 医薬品、医療資機材の保管及び配布 

町外から送られてくる医薬品等については、役場に保管し、状況に応じて救護所

及び医療機関等へ配布する。 

第５. 在宅要医療患者の医療救護体制 

 町は、在宅要医療患者の安否確認を行うほか、状況に応じ避難誘導等を行う。 

 町は、医療機関での治療継続が必要な場合は、町内の医療機関若しくは県災

害医療本部へ調整を依頼する。 

 医療機関は、発災後は、医療依存度の高い在宅要医療患者の情報を、必要に

応じて町災害対策本部に提供する。 

 町は、専門的な医療を必要とする患者等に係る応急対策に関し、必要な指

導・助言その他の支援を県に求める。 
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第７節  消火活動 

 

主管部署 総務部 

関係部署 塩釜地区消防事務組合、消防団 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 消防本部の活動 ○   

 消防団の活動 ○   

 事業所の活動   ○ 

 自主防災組織の活動  ○  

 町民の活動  ○  

 

第１. 目的 

大規模地震発生時には、同時多発火災の発生等により、極めて甚大な被害が予想さ

れる。被害を最小限にくいとめるため、消防機関は、他の消防機関、県、町、住民、

自主防災組織、事業所等との連携を図りつつ、全機能を挙げて消火活動を行う。 
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第２. 火災応急対策 

１. 組織及び事務機構 

（1） 平常時の組織及び事務機構 

① 消防団 

    名称 管轄区域 業務内容 

    第１分団 松ヶ浜  

１ 消防用機械器具の定期点検手入 

２ 分団管轄区域内の地水利調査 

３ 火災予防に関すること 

４ 火災、水防活動 

５ その他必要な消防活動に関すること 

    

町 長  第２分団 菖蒲田浜   
   第３分団 花渕浜     

団本部  第４分団 代ヶ崎浜   

団 長  第５分団 東宮浜   

副団長  第６分団 湊浜   
   第７分団 要害、御林     
女性団員  第８分団 吉田浜   

   第９分団 遠山、境山     
   

第 10分団 
亦楽、汐見台、 
汐見台南 

    

② 塩釜地区消防事務組合 

 

（2） 非常災害時の組織及び事務機構 

① 消防団 

② 業務内容 

団長 ① 団活動の方針決定、分団活動の指揮統制、本部、署隊との連携 

各分団長 ① 管轄区域又は隣接区域における災害防ぎょ活動 

② 消火、警戒、避難誘導、救出、広報等の実施 

③ その他災害防ぎょに必要な活動 

 

（3） 通常災害時における消防団指揮系統 

 

 

 

 

 

団 長 副団長 

分団長 

部 長 

班 長 団 員 

 

 

 

 

 

 

 

災害対策本部長 

町  長 

団本部 

団 長 

副団長 

分 団 

10分団 

七ヶ浜消防署 
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２. 消防団員の招集 

（1） 火災警報発令時 

火災警報が発令された場合、火災が発生すると延焼拡大のおそれが充分予想

されるので、出動の迅速を期するため、各分団長は、所属機械器具置場に待機

するものとする。 

（2） 通常火災 

分団長は、役場等より、分団管轄内の火災通報を受信したときは、電話又は

サイレン等により所属分団長に周知を図り、ポンプ車置場に参集させるものと

する。また、他分団は、火災状況により団長の指示によって参集するものとす

る。 

（3） 非常災害時 

非常災害時には全消防団員を招集するため、次の方法により順次災害現場に

招集するものとする。 

 電話 

 サイレン 

 警鐘 

この場合は、消防法施行規則（昭和 36 年 4 月、自治省令第 6 号）の別表第

１の３で定める次の非常招集信号によるものとする。 

 

 

 

 

 

３. 消火活動の基本 

火災による被害を防止または軽減するため、住民、事業者、自主防災組織等は、

地震発生直後の出火防止、初期消火及を行い、また、各防災関係機関は、地震発生

直後あらゆる方法により住民等に出火防止及び初期消火の徹底について呼びかける。 

（1） 震災消火活動の基本 

消火活動にあたっては、火災の状況が消防力を下回るときは先制防ぎょ活動

により一挙鎮圧を図り、また上回るときは、次の原則に基づき選択防ぎょによ

り行うものとする。 

 

原則 内容 

①重要防ぎょ地

区優先の原則 

 同時に複数の延焼火災を覚知した場合は、重要、かつ、

危険度の高い地域を優先して消火活動を行うものとす

る。 

②消火有効地域  警防区域設定等順位を設定している場合、同位区に複数

○打鐘信号          ●  ●  ●  ●  ●  （連  打） 

                 約３秒 

○余いん防止付サイレン信号  ●        ●  ●  （短声連点） 

                          約２秒 
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原則 内容 

優先の原則 の火災が発生した場合には、火災有効地域を優先して消

火活動を行うものとする。 

③市街地火災優

先の原則 

 大量危険物製造、貯蔵、取扱を行う施設及び工場等から

出火し、多数の消防隊を必要とする場合は、市街地に面

する部分及び市街地の延焼火災の消火活動を優先とし、

それらを鎮圧した後に部隊を集中して消火活動にあた

るものとする。ただし、高層建築物で不特定多数の者を

収容する対象物等から出火した場合は、特装車を活用

し、人命の救助を優先とした活動を行うものとする。 

④重要対象物優

先の原則 

 重要対象物周辺と他の一般市街地から同時に出火した

場合は、重要対象物の防ぎょ上必要な消火活動を優先す

るものとする。 

⑤火災現場活動

の原則 

 出動隊の指揮者は、災害の状況を把握し、人命の安全確

保を最優先とし、延焼拡大阻止及び救助、救急活動の成

算等を総合的に判断し、行動を決定する。 

 火災規模と対比して消防力が優勢と判断したときは、積

極的に攻撃的現場活動により火災を鎮圧する。 

 火災規模と対比して消防力が劣勢と判断したときは、住

民の安全確保を最優先とし、道路、河川、耐火建物、空

地等を活用し、守勢的現場活動により延焼を阻止する。 

 

４. 消防本部の活動 

消防長は、消防署及び消防団を指揮し、各関係機関と相互に連絡をとり、地震災

害に関する情報を迅速かつ正確に収集し、「（塩釜地区消防事務組合消防本部）消防

計画」に基づき、次により効果的な消防活動を行う。 

（1） 初期における情報収集体制 

地震発生時において、消防機関が消防力をいかに効率よく発揮するかは、初

動体制を確立する上で特に重要であることから、有線及び無線等の通信施設の

みならず、ヘリコプター、参集職員並びに消防団及び自主防災組織を活用した

緊急情報連絡網等あらゆる手段を利用し、迅速・的確な情報収集を行う。 

（2） 地震による火災の初期消火と延焼防止 

地震による火災が発生した場合は、消防団や自主防災組織を指揮し、初期消

火に努め、火災の延焼及び災害の拡大防止を図る。 

（3） 道路通行障害時の対応 

災害によって、建築物の倒壊、橋りょうの損壊及び交通渋滞等による道路障

害が発生し、消火活動が大きく阻害される場合は、道路障害が発生した場合に

おける直近の効果的な迂回路を利用し、消火活動を行う。 
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（4） 消防水利の確保 

災害によって消防水利の確保が困難になった場合は、あらかじめ計画された

河川・井戸・海水等の自然水利を活用するほか、長距離中継送水での消火活動

を行う。 

５. 消防団の活動 

消防団は、地震災害が発生した場合、町で定めている消防計画、行動計画等に基

づき、消防長及び消防署長の指揮下に入り、消防隊又は住民と協力して、幹線避難

路確保のための消火活動等人命の安全確保を最優先とした初期消火にあたる。 

（1） 出火警戒活動 

地震発生により火災等の災害発生が予測される場合は、地域住民に対し、出

火警戒を呼びかける。 

（2） 消火活動 

災害により出火した場合は、住民と協力して、幹線避難路確保のための消火

活動等人命の安全確保を最優先とした初期消火にあたる。 

（3） 災害情報の収集伝達活動 

関係機関と相互に連絡をとり、災害の情報を収集するとともに、地域住民へ

伝達する。 

（4） 避難誘導 

避難の指示・勧告が出された場合は、関係機関と連絡をとりながら、住民を

安全な場所に誘導する。 

６. 事業所の活動 

（1） 火災が発生した場合の措置 

自衛消防隊により消火器等を活用して初期消火に努めるとともに、速やかに

消防機関へ通報するものとする。必要に応じて従業員、顧客等の避難誘導を行

うものとする。 

（2） 災害拡大防止措置 

危険物等を取り扱う事業所において、火災が拡大するおそれのあるときは、

周辺地域住民に対し、避難誘導、立入禁止等必要な措置を講じるものとする。 

７. 自主防災組織の活動 

自主防災組織は、地域の安全を確保するために、地域住民が自主的に結成した防

災組織であり、災害発生時には安全な範囲内で以下の活動を行うものとする。 

（1） 火気遮断の呼びかけ、点検等 

各家庭及び事業所等のガス栓の閉止等の相互呼びかけを行うとともに、その

点検及び確認を行うものとする。 

（2） 初期消火活動 

火災が発生した場合には、消火器等を活用して初期消火に努めるとともに、
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消防機関に通報するものとする。 

８. 町民の活動 

（1） 火気の遮断 

ガス栓の閉止、石油ストーブ、電気機器類等火気の遮断を速やかに行うもの

とする。 

（2） 初期消火活動 

火災が発生した場合には、消火器、水道、風呂のくみ置きの水等で初期消火

に努めるとともに、消防機関に通報するものとする。 

（3） 通電火災の防止 

被災直後における通電ショート等による二次的火災の発生を防止するよう

努める。 

９. 町の措置 

地域防災計画に基づき、消防機関の活動が円滑かつ適正に実施できるようにする

ため、万全を期するように努める。 

１０. 通信 

火災通報通信系統は次のとおりである。 

１１. 相互応援協定締結市町村で災害が発生した場合 

町は、相互応援協定締結市町村等で災害が発生した場合、被災地市町村からの要

請又は相互応援協定等に基づき、消防機関による応援の迅速かつ円滑な実施に努め

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塩釜地区消防事

務組合消防本部 七ヶ浜町役場 

水道事業所 

団 長 

副団長 

第１分団 

第２分団 

 第３分団 

第４分団 

 第５分団 

第６分団 

 第７分団 

第８分団 

 第９分団 

第10分団 

 
住  民 

七ヶ浜消防署 

塩釜警察署 

東北電力㈱ 

塩釜営業所 

塩釜ガス㈱ 

仙台市ガス局 

仙台プロパン 

ガスサービス㈱ 

七ヶ浜ガス㈱ 

専用電話 

一般加入電話 

駆込み 

庁内電話 

無線放送設備 

同
報
無
線
放
送 

（119番） （110番） 
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第８節  交通・輸送活動 

 

主管部署 総務部 

関係部署 自衛隊、塩釜警察署 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 緊急輸送活動の実施 ○   

 緊急輸送道路の指定 ○   

 輸送拠点の整備 ○   

 陸上交通の確保 ○   

 海上交通の確保 ○   

 

第１. 目的 

大規模地震発生に際し、住民の生命の保全、住民生活の維持の上からも交通・輸送

活動の確保は重要な課題である。 

緊急輸送活動は、災害発生防止、被害の拡大防止、負傷者、病人の搬送や災害応急

対策を実施する際に必要な人員、物資等の輸送等、特に速やかに対応が望まれること

から、防災関係機関は密接な連携を保ちながら緊急輸送路を確保し、輸送を実施する。 

第２. 町の活動 

町は、緊急物資輸送の必要があると認めたときは、県に対し、緊急物資輸送トラッ

クの派遣を依頼する。また、独自に収集した情報を県等関係機関に提供するなどし、

迅速かつ効率的に緊急輸送が行われるよう配慮する。 

第３. 輸送要領 

１. 輸送方法 

災害応急対策計画に定める人員、緊急物資、資材等の輸送は、輸送対象の種類、

数量及び交通施設の状況等を勘案して、次の種別のうち、最も適切な方法によるも

のとする。 

・貨物自動車、乗合自動車等による輸送 

・船舶による輸送 

・ヘリコプターによる輸送 
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２. 緊急輸送の対象 

緊急車両により輸送する対象は、被災状況及び災害応急対策の進捗状況に応じて、

概ね次のとおりとする。 

第一段階 

・救助・医療活動の従事者及び医薬品等の物資 

・消防・水防活動等災害発生防止・拡大防止のための人員及び物資 

・政府災害対策要員、地方公共団体災害対策要員、情報通信、電力、ガス

水道施設保安要員など初動時の災害応急対策に必要な要員 

・医療機関へ搬送する負傷者等 

・緊急輸送に必要な輸送施設、輸送拠点の応急復旧、交通規制等に必要な

人員及び物資 

第二段階 

・第一段階の続行 

・食料、飲料水等生命の維持に必要な物資 

・傷病者及び被災者の被災地外への輸送 

・輸送施設の応急復旧等に必要な人員及び物資 

第三段階 

・第二段階の続行 

・災害復旧に必要な人員及び物資 

・生活必需品 

 

３. 緊急輸送路 

県が指定した緊急輸送路と接続する一級町道等の幹線道路を緊急輸送道路として

指定するなどして、防災拠点等を結ぶ多重ネットワークの構築に努める。 

《緊急輸送道路の指定状況》 

種 別 路線等 設定区間 延 長 

町 道 七ヶ浜縦断線 湊浜舛形～吉田浜沢尻 4,000.9ｍ 

町 道 七ヶ浜横断線 花渕浜長須賀～東宮浜東兼田 2,244.9ｍ 

 

４. その他関連措置 

避難路及び緊急通行路確保のための一般車両使用の抑制については、関係機関等

に対する協力要請を行う。 

運転者等への交通路確保の伝達を迅速かつ的確に実施するために、報道機関及び

日本道路交通情報センター等と密接な連携の確保を図る。 

総合的交通対策を実施するためバス等公共輸送機関の運行について、関係機関と

の連絡調整を図る。 

災害時等本部の車両については、一般車両と区別する表示を行う。 
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５. 緊急輸送活動手段 

（1） 自動車等による輸送力の確保 

自動車等による緊急輸送を行うため、次の車両を確保する。 

 応急対策実施機関所有の車両等 

 公共的団体所有の車両等 

 営業車両（運送業者との緊急輸送体制を整備しておく） 

 その他自家用車両 

 

（2） 自衛隊ヘリコプターの要請方法 

陸上、海上の一般交通が途絶し、緊急に航空機による輸送が必要となったと

きは、自衛隊航空機の確保要請を知事に依頼する。輸送要請を行うときには、

次の事項を明らかにして行う。 

 航空機使用の目的及びその状況 

 機種及び数量 

 期間及び活動内容 

 発着地点又は目標地点 

 

（3） 輸送の要請 

町内で輸送力を確保できない場合又は不足する場合は、知事又は隣接市町長

に次の事項を明示して輸送の要請を行う。 

 輸送を必要とする人員又は物資の品名、数量（重量を含む） 

 輸送を必要とする区間 

 輸送の予定日時 

 その他必要な事項 

 

６. 輸送力の配分 

（1） 配分担当 

輸送力の配分担当は総務課とする。 

（2） 配分方法 

 災害応急対策の実施担当責任者は、必要な輸送力の目的、種類、数量等

必要な事項を明らかにし、総務課長に輸送力供給の要請を行う。 

 総務課長はその要請に基づき、調達所要数を把握し、直ちに輸送力の確

保措置を講じ、配分計画を作成し、実施担当責任者に配分する。 
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７. 燃料の供給 

 自動車燃料を通常の方法で確保できない場合は、町内の協力業者へ

輸送車両の燃料を要請する。 

 燃料の要請手配は、政策課が行う。 

 

８. 輸送拠点の整備 

町は、県及び他市町村からの緊急物資等の受入、一時補完等のための輸送拠点を

定めるものとする。輸送拠点の整備にあたっては、本町の特性を考慮し、必要に応

じて備蓄倉庫等の整備を進め、また、災害の状況により、あらかじめ指定した輸送

拠点が確保できない場合は、速やかに代替地を確保するものとする。 

《輸送拠点》 

名 称 所在地 電話番号 

スパーク七ヶ浜 七ヶ浜町吉田浜字野山 357-7437 

 

第４. 陸上交通の確保 

１. 自動車運転者への周知 

災害対策基本法に基づく交通規制が行われたときには、通行禁止区域等（交通規

制が行われている区域又は道路の区間をいう。以下同じ。）における一般車両の通行

は禁止又は制限されることから、同区域内等にある運転者は次の措置をとる。 

 

《自動車運転手のとるべき措置》 

走行中 

 カーラジオ等により災害情報及び交通情報を聴取し、その

情報及び周囲の状況に応じて行動すること。 

 車両をおいて避難する場合はできるだけ道路外の場所に

移動すること。 

 やむを得ず道路上において避難するときは、道路の左側に

寄せて駐車し、エンジンを切り、かぎは付けたままとし、

窓を閉め、ドアロックをしないこと。 

 駐車するときは、避難する人の通行や災害応急対策の実施

の妨げにならないような場所に駐車すること。 

避難時  原則として車両を使用しないこと。 

災害対策基本

法に基づく交

通規制が行わ

れた場合 

 道路の区間を指定して交通規制が行われた場合は、規制が

行われている道路の区間以外の場所に、区域を指定して交

通規制が行われた場合は、道路外の場所に、速やかに車両

を移動させること。 

 速やかな移動が困難な場合、道路の左端に沿って駐車する
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など、緊急車両の通行の妨げとならない方法により駐車す

ること。 

 通行禁止区域において、警察官の指示を受けたときは、そ

の指示に従って車両を移動又は駐車すること。その際、警

察官の指示に従わなかったり、運転者が現場にいないため

に措置をとることができないときは、警察官が自らその措

置をとることがあり、この場合、やむを得ない限度におい

て、車両等を破損することがある。 

 

２. 交通規制 

警察は、災害が発生した場合は、交通の混乱、交通事故等の発生を防止するとと

もに、住民等の円滑な避難と緊急通行を確保するため、あらかじめ策定した交通規

制計画に基づき、交通規制を実施するものとする。 

また、道路管理者は、道路が災害を受けた場合、通行を禁止し、制限しながら、

迂回道路等を的確に指示し、関係機関との連絡をとりながら交通の安全確保に努め

るものとする。 

（1） 基本方針 

交通規制における基本方針は次のとおりとする。 

被災地域内への流入抑制と車両の走行抑制  一般車両走行を極力抑制 

 被災区域内への流入の禁止 

避難路への流入規制と緊急交通路への流入

禁止 

 避難区域に近接するインター

チェンジへの流入、流出制限 

被災地に通じる幹線道路に対する交通規制

の実施 

 緊急車両の通行路確保のため

の交通規制・う回誘導を行う。 

 一般車両の走行は原則禁止と

する。 

道路管理者及び警察との連携による交通規制の適切な運用 

緊急通行路に選定された道路及びその関連道路の通行が早急、かつ、円滑にで

きるための措置の要請 

 

（2） 緊急通行路確保のための措置 

町及び関係機関は次の緊急通行路確保のための措置を行う。 

交通管制施設 

の活用 

 効果的な交通規制を実施するため、信号機、交通情報

板、信号機等の交通管制施設の機能回復に努めるとと

もに、これらを活用する。 

放置車両の撤去 

 緊急交通路を確保するため必要な場合には、放置車両

の撤去、警察車両による緊急交通車両等の先導等を行

う。 
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運転者等に 

対する措置命令 

 緊急車両の円滑な通行を確保するため、必要に応じ

て、運転者に対し車両の移動等の措置命令を行う。 

自衛官、消防吏員、

交通指導隊の措置 

 警察官がいない場合、災害派遣を命じられた部隊等の

自衛官または消防吏員、交通指導隊は上記「放置車両

の撤去」、「運転者等に対する措置命令」の措置をとる

ことができる。 

関係機関等との 

連携 

 警察機関、道路管理者及び防災担当部局等は、交通規

制に当たって、相互に密接な連携を図る。また、交通

規制を円滑に行うため、必要に応じて、警備業者等と

の応援協定に基づき、交通誘導の実施等を要請する。 

 

（3） 危険箇所の把握 

道路の巡回調査  道路管理者は、災害が発生したときは、道路交通環境

の巡回調査を行い、被害状況の把握に努め、応急復旧

策を講じる。 

住民からの 

情報収集 

 住民等から、道路の被災状況など情報収集に努める。 

 住民等が道路被害を発見したときは、建設課へ速やか

に連絡する。 

 建設課は、入手した情報を各道路管理者へ連絡する。 

 

（4） 交通の安全確保のための交通規制 

道路管理者の

設置 

交通の 

確保 

 道路の危険箇所を発見したときは、規制標識（道

路標識、区画線及び道路標示に関する命令に定

める標識）を表示し、又は職員が現地で整理を

行い、迂回路等により交通を確保する。 

障害物の

除去 

 各道路管理者は、災害発生後の道路の障害物の

除去、応急復旧等に必要な人員、資機材の確保

を図るため、あらかじめ協定を締結した建設業

者、団体等に要請し、応急復旧を行い道路機能

の確保に努めるとともに、二次災害の防止にも

努める。また、必要に応じて県をはじめとする

関係機関に協力を要請する。 

道路復旧  復旧措置にあたっては、緊急輸送道路の復旧措

置を優先させる。 

塩釜警察署長

の措置 

 災害が発生したときは、直ちに所轄区域内の道路交通状況を

調査し、必要がある場合は警察官が現地で指導にあたり、又

は道路標識等（道路交通法施行規則に定める標識）を表示し、

交通規制を行う。 
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（5） 緊急通行路確保のための措置 

塩釜警察署長

の措置 

 交通情報板、信号機など交通管制施設の機能回復を行う。 

 放置車両の撤去及び警察車両による緊急通行車両の先導な

どを行う。 

 運転者に対して車両の移動など措置命令を行う。 

その他  警察官が現場にいない場合は、災害派遣を命じられた部隊等

の自衛官又は消防吏員は、放置車両の撤去及び運転者に対す

る措置命令を行う。 

 

（6） 緊急通行車両の確認 

塩釜警察署長は、県公安委員会が災害時における緊急輸送のための交通規制

を行ったときは、塩釜警察署において緊急車両の確認及び標章等の交付を実施

し、円滑な緊急輸送を図る。 
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《緊急通行車両等の事前届出・確認手続等》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■事前届出済証交付手続 

町公有車 
緊急通行車両 

保有防災機関等 

県公安委員会 

(塩釜警察署) 

災害発生 

■標章(○緊マーク)・緊急通行車両確認証明書交付手続 

事前届出済証 

所持町公有車 

事前届出済証 

所持防災関係 

機関等 

 

県公 安委員会 

(塩釜警察署 ) 

 

事前届出未了 

町公有車 

事前届出未了 

防災関係機関等 

 

届出済証 

交付 

届出済証 

 
交付 

 

申請 申 

請 

届出済証 届出済証 

 

○緊マーク 

 

 

提示 提示 証明書 
交付 

確認 
申請 

○緊マーク 

証明書 
交付 交付 

確認 

申請 

○緊マーク 
証明書 
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①緊急通行車両

の運転者は、

次の事項を申

し出て確認を

受ける。 

 車両番号票に表示されている番号 

 輸送人員又は品名 

 使用者の住所、氏名 

 輸送日時 

 輸送経路（出発地、経由地及び目的地名） 

 その他参考事項（事前届出を行っている場合は、緊急通

行車両等事前届出済証を提出する） 

②標章等の交付  知事または県公安委員会は、緊急通行車両の確認をした

ときは、当該車両の使用者に対し緊急通行車両である旨

の標章及び証明書を発行する。 

 

（7） 交通規制の方法 

交通規制については、原則的には標示等(災害対策基本法施行規則別記様式

第２)を設置して行い、緊急を要するため標示等を設置するいとまがないとき、

または標示等を設置して行うことが困難であるときは、現場警察官の指示によ

り必要に応じ、ロープ、棚等の物理的な補助的手段を活用して行うものとする。 

（8） 交通規制の見直し 

災害発生後における被災地の応急復旧を行うための人員及び資機材輸送等

の必要性に加え、作業の緊急度、重要度等を考慮した交通規制の見直しを行う

ものとする。 

（9） 交通安全施設の復旧 

緊急交通路等の信号機等を最優先とする交通安全施設の応急復旧措置を行

う。 

（10） 交通規制等の周知徹底・広報 

交通規制が実施されたときは、直ちに通行禁止等に係る区域または道路の区

間その他他交通規制の実施状況及び避難時の自動車利用の自粛、交通規制への

協力について、住民、運転者等にマスコミ広報、交通情報板及び現場広報等に

よる周知徹底及び広報を図るものとする。 

３. 交通整理班の編成 

災害時に特に必要と認める場合、町は、塩釜警察署等関係機関と協議し交通整理

班を編成し、交通整理等を実施する。交通整理班は、交通安全指導員、消防団員、

関係機関の職員その他民間協力者により構成する。所要人員等必要な事項について

は、その都度決定するものとする。 
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第５. 海上交通の確保 

１. 港湾管理者の役割 

港湾管理者は、防波堤、航路及び岸壁等の被災状況について海上保安部等の関係

機関に連絡するとともに、障害物の除去及び被災施設の応急修復等を行い、緊急物

資等の輸送に支障を生じさせないように努める。 

２. 漁港管理者の役割 

漁港管理者は、漁港区域内の航路等について、沈船、漂流物等により船舶の航行

が危険と認められる場合には、障害物除去等を行い、緊急輸送活動が迅速、かつ、

安全にできるよう輸送の確保に努めるものとする。 
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第９節  ヘリコプターの活動 

 

主管部署 総務部 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 県防災ヘリコプターの派遣要請 ○   

 仙台市消防ヘリコプターの派遣要請 ○   

 緊急消防援助隊ヘリコプターの派遣要請 ○   

 

第１. 目的 

大規模地震災害時においては、道路の損壊に加え、倒伏した電柱などの道路上の支

障物により道路網の確保が困難となることが予想されることから、機動性に優れたヘ

リコプターを活用し、初動時における被害情報収集・伝達や救出救助活動、負傷者の

搬送、救援物資の搬送等、広域的・機動的な活動を行う。 

第２. 派遣要請 

町長は、塩釜地区消防事務組合消防本部消防長に対し、宮城県広域航空消防応援協

定書及び、宮城県内航空消防応援協定書の定めるところにより、県防災ヘリコプター

及び仙台市消防ヘリコプターの派遣要請を行う。 

第３. 派遣要請の基準 

１. 基本要件 

（1） 公共性 

災害等から住民の生命、財産を保護し、被害の軽減を図る目的であること（災

害対策基本法または消防組織法に基づく活動）。 

（2） 緊急性 

差し迫った必要性があること（緊急に活動が行わなければ、住民の生命、財

産に重大な支障が生じるおそれがある場合）。 

（3） 非代替性 

防災ヘリコプター以外に適切な手段がないこと（既存の資機材、寺人員等で

は、十分な活動が期待できない又は活動できない場合）。 
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２. 緊急運航基準 

（1） 災害応急対策活動 

①被災状況等の偵察、情報

収集活動 

 災害が発生し広範囲にわたる偵察、情報収集活

動を行う必要があると認められる場合。 

②救助物資、人員等の搬送  災害が発生し緊急に救援物資、人員及び資機材

等を搬送する必要があると認められる場合。 

③その他  災害応急対策上、特にヘリコプターにより活動

が有効と認められるとき。 

 

（2） 救急活動 

① 交通遠隔地からの傷病者

搬送 

 交通遠隔地から緊急に傷病者の搬送を行う必

要がある場合で、救急車で搬送するよりも著し

く有効であると認められ、かつ原則として医師

が搭乗できる場合。 

② 高度医療機関等への転院

転送 

 遠隔地緊急に転院搬送を行う場合で、医師がそ

の必要性を認め、かつ医師が搭乗できる場合。 

③ 交通遠隔地への医師等の

搬送 

 交通遠隔地において緊急医療を行うため、医

師、機材等を搬送する必要があると認められる

場合。 

④ その他  救急活動上、特にヘリコプターによる活動が有

効と認められる場合。 

 

３. 救助活動 

水難事故等により、ヘリコプターによる救助が有効と認められる場合。その他、

救急活動上特に、ヘリコプターにより活動が有効と認められる場合。 

第４. 派遣要請の手続き 

（1） 要請の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七ヶ浜町長 

宮城県知事 

（宮城県防災ヘリコプター） 

仙台市長 

（仙台市消防ヘリコプター） 

塩釜地区消防事務組合 

消防本部消防長 

塩釜地区消防事務組合 

消防本部消防長 
宮城県知事 消防庁長官（航空部隊） 
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（2） 要請方法 

町長は、塩釜地区消防事務組合消防本部消防長に対し、口頭または電話等に

より要請する。塩釜地区消防事務組合消防本部消防長は、宮城県知事または仙

台市長に各協定書に定められた文書により要請する。ただし、緊急の場合は、

口頭または電話により要請し、事後速やかに文書を提出する。 

 

①ヘリコプター要請事項  ヘリコプター航空機使用の目的及びその状況 

 機種及び数量 

 機関及び活動内容 

 発着地点または目標地点 

 

第５. 経費の負担 

宮城県広域航空消防応援協定書第８条により、宮城県が負担する。なお、仙台市の

消防ヘリコプターが出動した場合には、宮城県内航空消防応援協定書第 10 条による。 

 

※条例を記載 
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主管部署 総務部、財務部 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 災害派遣の基準及び要請の手続き ○   

 県、町と自衛隊との連絡調整 ○   

 派遣部隊の受入体制の整備 ○   

 派遣部隊の撤収 ○   

 経費の負担 ○   

 

第１. 目的 

大規模地震災害に際して人命または財産の保護のため、特に必要があると認められ

る場合、自衛隊法の規定に基づき、自衛隊の災害派遣を要請するものとする。 

第２. 災害派遣の基準及び要請の手続き 

１. 町長の要請による派遣 

町長は、自衛隊の災害派遣を要請すべき事態が発生した場合、知事に対して災害

派遣要請を依頼するものとする。 

なお、通信の途絶等により知事への依頼ができない場合には、自衛隊宮城地方協

力本部長（第 1 優先連絡先）又は第 6 師団長（第 2 優先連絡先）に通知し、この場

合、町長等は、速やかに県知事等にその旨を連絡するものとする。 

２. 自衛隊の自主派遣 

大規模災害時において、その救援が特に急を要し、知事等の要請を待ついとまが

ない場合、自衛隊指定部隊等の長は要請を待つことなくその判断に基づいて部隊等

の派遣を行う。その場合の判断基準は次のとおりとする。 
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（1） 災害に際し、関係機関に対して情報を提供するため、自衛隊自ら情報収集を

行う必要があるとき。 

（2） 災害に際し、知事

等が災害派遣要

請を行うことが

できない場合 

 緊急事態により、町長から直接派遣要請を受け、直

ちに救援の必要があるとき。 

 通信の途絶などにより、知事及び町長と連絡がとれ

ず、直ちに救援の必要があるとき。 

 庁舎、営舎その他の防衛省の施設又はこれらの近傍

に災害が発生したとき。 

（3） 海難事故、航空機の異常事態を探知するなど、災害に際し、自衛隊が実施す

べき救援活動が明確で、人命救助に関するもの。 

（4） その他災害に際し、上記(1)～(3)に準じ、特に緊急を要し知事等からの要請

を待ついとまがないと認められること。 

（5） (1)～(4)の場合においても、自衛隊指定部隊等の長は、できる限り早急に知

事等に連絡し、密接な連絡調整のもとに適切かつ効率的な救援活動を実施するよ

うに努める。また、自主派遣の後に、知事又は町長から要請があった場合は、そ

の時点からその要請に基づく救援活動を実施する。 

 

３. 要請の手続 

（1） 派遣要請系統図 

自衛隊派遣要請の手続きは次のとおりである。 

《派遣要請系統図》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

派遣要請（文書） 

電話または防災行政無線 

通報・通知（自主派遣の判断資料） 

宮城県知事 

第二管区海上保安本部長 

東京航空局仙台空港事務所長 

通知した旨の連絡 

陸上自衛隊 

第 22普通科連隊第 3科 

(多賀城駐屯地)連隊長 

要請依頼 

七ヶ浜町災害対策本部長 

（町長） 地方連絡部 
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（2） 要請（連絡）先 

自衛隊派遣の要請先は次のとおりである。 

区分 要請（連絡）先 
指定部隊

等の長 

連絡方法等 

平日 08：00～17：00 

（各部隊 防災担当） 
時間外の担当 

宮城 

地区 

担当 

部隊 

陸 第 22 普通科連隊

第 3科 

（多賀城駐屯地） 

連隊長 多賀城市丸山 2-1-1 

防災無線：7-641-1 

TEL：022-365-2121 

  内 235～237 

FAX：022-363-0491 

駐屯地当直 

TEL：022-365-2121 

     内 301・302 

近傍 

派遣 

部隊 

陸 東北方面航空隊 

第 3科 

（霞目駐屯地） 

航空隊長 仙台市若林区霞目 1-1 

TEL：022-286-3101 

  内 203,207,217 

駐屯地当直 

TEL：022-286-3101 

     内 302 

空 第 4 航空団防衛部

（松島基地） 

団司令 東松島市矢本字坂取 85 

TEL：0225-82-2111 

  内 230～232 

基地当直 

TEL：0225-82-2111 

     内 224・225 

 

（3） 要請方法 

派遣要請は、災害派遣要請書により行う。ただし、緊急の場合は口頭又は電

信、電話により要請し、事後速やかに文書で提出する。  

文書には次の事項を明らかにする。 

 災害の状況及び派遣を要請する事由 

 派遣を希望する期間 

 派遣を希望する区域及び活動内容 

 その他参考となるべき事項（宿泊・給食の可能・道路橋梁の決壊に伴う迂

回路、救援のため必要とする資機材、活動拠点、駐車適地、ヘリポート適

地の有無等） 

 

第３. 県、町と自衛隊との連絡調整 

１. 自衛隊の連絡調整幹部等の派遣 

大規模災害発生時、自衛隊は、県及び町災害対策本部等に連絡調整幹部等を派遣

し、密接な連携を保持しつつ、協力体制を確保する。連絡調整幹部等は、県及び町

並びに関係機関（警察、消防等）との被害に関する情報交換、部隊の派遣及び救助

活動等に関する連絡・調整を実施するものとする。 
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２. 自衛隊の災害派遣に係る町の対応 

自衛隊の災害派遣に係る町の窓口は、総務課とする。 

災害対策本部を設置した場合、自衛隊連絡調整幹部等を災害対策本部に受入、災

害対処に必要となる情報交換等を行う。 

第４. 派遣部隊の活動内容 

１. 一般の任務 

自衛隊の災害派遣部隊は、緊急性、公共性、非代替性を基準として、関係機関と

密接な連携のもとに救援活動等を実施する。 

２. 災害派遣時に実施する救援活動等 

災害派遣時に実施する救援活動の具体的内容は、災害の状況、他の救援機関等の

活動状況のほか、知事等の要請内容、現地における部隊等の人員、装備等によって

異なるが、通常次のとおりとする。 

被害状況の把握 
車両、航空機等状況に適した手段による情報収集活動、被害状況

の把握 

避難の援助 避難者の誘導、輸送等 

遭難者等の救出・救助及

び捜索活動 
行方不明者、負傷者等の捜索、救助活動 

水防活動（消防団） 土嚢作成、運搬、積込み等の水防活動 

消防活動の支援 消防機関との協力による消火活動 

道路または水路の啓開 道路または水路等の交通路上の障害物の排除 

応急医療、救護及び防疫 被災者に対する応急医療、救護、防疫の活動 

人員及び物資の緊急輸送 
緊急患者または医師、その他の救援活動に必要な人員及び救援物

資の輸送 

炊飯及び給水 被災者に対する炊飯及び給食の実施 

援助物資の無償貸付また

は譲与 

「防衛庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令」

(昭和 33 年総理府令第 1号)に基づく措置の実施 

危険物の保安及び除去 
自衛隊の能力上可能なものについて火薬類、爆発物等危険物の保

安及び除去 

その他 その他自衛隊の能力上可能な範囲での所要の救援 

 

３. 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の権限 

災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、災害が発生し、または発生しようとし

ている場合において、町長、その他町長の職務を行うことができる者（委任を受け

た町の吏員、警察官及び海上保安官)がその場にいない場合に限り、次の権限を行使

することができる。この場合、当該措置をとったときは、直ちに、その旨を町長に



第２章 災害応急対策 

第１０節 自衛隊の災害派遣 

189 

 

第
２
章  
 
第
１０
節  

通知しなければならない。なお、当該措置に伴う補償等については、法令に定める

ところによる。 

 

 警戒区域を設定し、立入制限・禁止及び退去を命ずること。 

 他人の土地・建物その他の工作物を一時使用し、または土石、竹木その他

の物件を使用・収用すること。 

 現場の被災工作物・物件で応急措置の実施の支障となるものの除去、その

他必要な措置をとること。 

 住民または現場にある者を応急措置の業務に従事させること。 

 通行禁止区域等における緊急通行車両の円滑な通行確保のための措置。 

 

第５. 派遣部隊の受入れ体制 

災害派遣が決定・実行された場合、派遣を受ける町長等は、速やかに次の事項につ

いて処置し、派遣部隊の受入体制を整備するものとする。 

１. 連絡調整者の決定 

町長は、自衛隊の災害派遣の間、連絡調整のため適任の担当職員を指定し、業務

遂行に協力するものとする。 

２. 資機材の提供 

派遣部隊の救援活動（作業）に必要とする資機材を、速やかに調整して提供する

ものとする。 

３. 宿舎等のあっせん 

派遣部隊等の宿舎等のあっせんを行うものとする。この場合、学校、公民館等を

宿舎施設にあてる時は、あらかじめその管理者等の承諾を得るものとする。また、

公園等を宿営地に指定する場合についても、同様とする。 

４. 作業内容の調整 

知事、町長及び各防災関係機関の長は、自衛隊の活動が他の災害救助・復旧機関

と競合又は重複しないよう、重点的かつ効率的な作業分担となるよう配慮する。 

また、各防災関係機関の長は、状況に応じた的確な分野(救助、救急、応急医療、

緊急輸送等)での派遣要請を行うように努めるとともに、必要な資機材の準備、及び

施設の使用に際しての管理者との調整を行う。 

５. 臨時ヘリポートの指定 

町は、臨時ヘリポート設置基準に従い、臨時ヘリポートを指定する。この際、土

地の所有者または管理者との調整を確実に実施するとともに、被災者の避難場所と
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競合しないよう留意する。 

また、離陸地点及びその近傍において運航上の障害となるおそれのある範囲への

立ち入りの禁止、砂塵発生の防止のため、散水等の措置を講じる。 

６. 情報等の提供 

派遣部隊に対し、災害の状況や救援活動の内容、防災関係機関による応急措置の

実施状況等、速やかに情報の提供を行う。 

第６. 派遣部隊の撤収 

町長は、他の機関をもって対処できる状況になり、派遣部隊の救援を要しない状態

となったときは、派遣部隊の撤収について派遣部隊の長と協議し、撤収について知事

等に要請する。 

撤収要請は、とりあえず電話等をもって報告した後、速やかに文書（資料編）をも

って要請（提出）する。 

災害派遣部隊等の長は、知事等から撤収の要請があった場合又は派遣の必要がなく

なったと認めた場合は、知事等と調整の上、派遣部隊を撤収する。 

第７. 経費の負担 

災害派遣を要請し、災害派遣部隊が自衛隊以外の施設を利用した場合等、次の経費

を原則として派遣を受けた機関側が負担し、細部については、その都度町長と派遣部

隊の長等が協議して定める。 

 

 派遣部隊の連絡調整員等のための宿泊施設の借上料、電話設置費及び通話料 

 派遣部隊の宿泊に必要な土地、建物等の借上料 

 派遣部隊の宿営及び救援活動に伴う光熱、水道、汲取料、電話及び入浴料等 

 派遣部隊の救援活動に提供する資機材等の購入、借上または修理費 

 無作為による損害の補償 

 その他協議により決定したもの 
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別紙様式第３ 

 

第        号  

年  月  日  

宮城県知事 殿 

 

 

町 長  印  

 

自衛隊の災害派遣要請について（依頼） 

 

このことについて、下記のとおり、部隊の派遣方を依頼します。 

 

１ 災害の種類  

２ 災害の状況及び派遣を要請する事由  

３ 派遣を希望する期間  

４ 派遣を希望する区域及び活動内容  

５ 派遣先の責任者、連絡先  

６ 派遣先への最適経路  

７ 参考となるべき事項  
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第１１節  相互応援活動 

 

主管部署 総務部 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 他の市町村長に対する応援の要請 ○   

 県への情報伝達 ○   

 応援体制の確保 ○   

 消防機関の相互応援活動 ○   

 緊急消防援助隊の応援活動 ○   

 地域内の防災指定機関の応援協力 ○   

 

第１. 目的 

大規模地震災害等において、災害応急対策を実施するために必要があると認めると

きは、県外も含めた防災関係機関が相互に応援協力し、防災活動に万全を期すものと

する。 

第２. 市町村間の相互応援活動 

１. 他の市町村長に対する応援の要請 

町長が、応急対策を実施するために、必要と認めたときは、他の市町村長に対し

応援を求める。 

応援を求められた市町村は、災害応急対策のうち、消防、救助等人命に関わるよ

うな災害発生直後の緊急性の高い応急楷置については、正当な理由がない限り、応

援を行う。災害応急対策の実施については、応援に従事する者は、被災市町村の指

揮の下に行動する。 

県は、必要があると認めるときは、応急措置の実施について、必要な指示をし、

または、他の市町村を応援すべきことを指示する。 

（1） 個別相互応援協定 

災害時に係る相互の応援協定等を締結している市町村においては、当該協定

等に基づく応援要請及び応援活動を実施する。 

応援の要請にあたっては、次の事項を明確にした文書で行う。ただし、緊急

を要する場合は口頭又は電話等で要請し、その後速やかに文書を提出する。 
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 災害の状況及び応援を必要とする理由 

 応援を要請する区域 

 応援を必要とする期間、人員 

 応援又は応援措置事項その他参考となるべき事項 

近隣市町及び協定を締結している市町村で災害が発生した場合、被災市町村

が応援要請を行えない状況になっていることも勘案し、自ら災害情報の収集に

努め、必要がある場合には応援要請を待たずに応援部隊の自主派遣を行う。 

町長は、県知事又は指定地方行政機関の長、指定公共機関、指定地方公共機

関の長から応急措置の実施を要請され、又は労務、施設、物資の確保について

応援を求められたときは、特別の理由がない限り、直ちに必要な対策を講じる。 

（2） 県内全市町村間の相互応援協定 

一定広域圏に被害が集中し、県内市町村との個別の応援協定により応援を受

けることが困難である場合は、県内全市町村が参加する相互応援協定に基づく

県の市町村間調整のもと、応援を依頼する。 

応援を求められた場合は、必要に応じ県が行う市町村間調整に留意するとと

もに、応援体制を整え、必要な応援を行う。ただし、県と調整するいとまがな

いと町長が認める場合には、活動実施後に県に報告する。 

応援にかかる費用は、原則として受援者側とする。 

２. 県への情報伝達 

町が、応急対策を実施する際に、他の市町村からの応援を得ることになった場合

には、県に対しその旨を連絡する。 

３. 応援体制の確保 

県内で大規模地震災害が発生した場合、被災しない市町村においては、被災市町

村に対する応援が必要となる場合があるので、防災関係機関等からの情報に留意し、

円滑に応援ができるよう体制を整える。 

第３. 消防機関の相互応援活動 

大規模災害等が発生した場合の県内における広域消防応援については、「宮城県広域

消防相互応援協定」及び「宮城県広域消防応援基本計画」（平成 16年 4月 15日施行）

に基づき消防相互応援活動を行う。 

第４. 緊急消防援助隊の応援要請及び受入れ 

大規模災害が発生した場合、町の応急活動体制では十分な対応ができないと判断し

たときは、町長は塩釜地区消防事務組合管理者と協議のうえ、知事に緊急消防援助隊

の出動を要請するものとする。 

緊急消防援助隊の応援活動は、次のとおりとする。 
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（1） 情報の収集・伝達 

大規模災害が発生した場合、町及び消防機関は情報を収集し、県へ伝達する。 

（2） 出動の要請 

町長は県を通じて出動の要請を行う。 

（3） 大規模災害が発生した場合の対応 

大規模災害を覚知した塩釜地区消防事務組合消防本部の消防長及び町長は、

次の措置をとる。 

 災害状況の把握 

 情報等の提供 

 応援要請手続の実施 

 

《緊急消防援助隊情報連絡体系図》 

 

第５. 広域的な応援体制 

町は、必要な場合、関係指定地方行政機関又は関係指定公共機関に対し、職員の派

遣を要請する。また、県は、必要に応じて職員の派遣に係るあっせんを行う。 

第６. 受入れ体制の確保 

県、町等は、応援の内容、人員、到着日時、場所、活動日程等を確認し、防災拠点

等において、必要となる資機材、施設等を確保し、円滑かつ効果的な応援活動が実施

できる受入れ体制を整備する。 

 

報告 

応援の要請 

代表消防機関 

応援要請 

消防庁長官 

応援要請連絡 

連絡・調整 

指示 

応援活動 

要請報告 

災害情報連絡 

要請情報連絡 

応援の 

要請 

宮城県知事 

緊急消防 

援助隊も 

含む 

大規模災害が発生した 

市町村長 

大規模災害が発生 

した現地消防管理者 

 
 

 
 
県内各消防本部 

統一相互応援協定 
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また、町は必要に応じて応援部隊等の宿舎等のあっせんを行うものとする。この場

合、学校、公民館等を宿舎施設にあてる時は、あらかじめその管理者等の承諾を得る

ものとする。公園等を宿営地に指定する場合についても、同様とする。 

第７. 他県等への応援体制 

県及び町は、大規模な災害の発生を覚知した時は、あらかじめ関係地方公共団体に

より締結された広域応援協定等に基づき、速やかに応援体制を整える。 

また、災害の発生時には、その規模等に応じて、連携して広域的な応援体制を迅速

に構築するよう努める。 

第８. 地域内の防災指定機関の応援協力 

地域内における防災指定機関の相互応援協力が円滑に行われるようにするため、連

絡責任者を定めておくものとする。 
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第１２節  海外からの支援の受入 

 

主管部署 総務部 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 海外からの救援活動の受入れ ○   

 

第１. 目的 

大規模地震災害時において、海外から救援物資の提供や救援隊派遣などの支援の申

し出があった場合、県と十分連絡調整を図りながら対応する。 

第２. 海外からの救援活動の受入れ 

海外からの救援活動の受入れに際しては、県と連絡調整を行い、以下の事項を明確

にして受入体制を整える。 

 

 救援を必要とする場所及びその緊急性 

 現地までの交通手段及び経路の状況 

 現地の宿泊の適否等 

 必要な携帯品等 

 その他必要と思われる事項 
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第１３節  避難活動 

 

主管部署 総務部、救助部、教育部 

関係部署 小中学校、社会福祉施設 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 要避難状況の把握活動の早期実施 ○ ○  

 避難の勧告又は指示の実施 ○   

 避難の勧告又は指示の内容及び周知 ○   

 避難誘導 ○ ○  

 避難所の開設及び運営 ○ ○  

 学校・社会福祉施設等における避難対策 ○ ○ ○ 

 避難所以外への避難者の誘導 ○   

 

第１. 目的 

地区住民等を速やかに避難誘導させるため、町及び防災関係機関は、大規模地震災

害発生時に適切な避難の指示又は勧告を行うとともに、速やかに避難所を開設し、管

理運営にあたるものとする。 

第２. 要避難状況の早期把握・判断 

１. 要避難状況の把握活動の早期実施 

町長は、地震による被害の危険のある場合、必要と認められる地域の居住者、滞

在者その他の者に対し、避難のための立退きを勧告し又は指示する等の措置は、関

係法令に基づきそれぞれの実施責任者が適切な時機に必要な措置を取らなければな

らない。特に町長は、避難措置実施の第１次責任者として警察官、知事及び自衛官

等の協力を求め、常に適切な措置を講じるため、避難を要する地域の実態の早期把

握に努め、迅速・確実な避難対策に着手できるようにする。 

第３. 避難の勧告又は指示 

町長は、大規模地震に起因して住民等の生命身体に危険が及ぶと認められる場合、

危険区域の住民に対し、災害対策基本法第 60条に基づき速やかに避難の勧告又は指示

を行う。 
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「勧告」とは、災害を覚知し、被害の拡大が予想され、事前に避難を要すると判断

されるとき、その地域の住民がその「勧告」を尊重することを期待して、避難のため

の立ち退きを勧め又は促す行為をいう。 

「指示」とは、災害の危険が目前に切迫し、緊急に避難を要すると認められるとき、

「勧告」よりも拘束力が強く、住民を避難のために立ち退かせるためのものをいう。 

１. 避難勧告、指示を行う者 

避難の勧告または指示を行う権限のある者は、それぞれの法律によって次のよう

に定められているが、災害応急対策の第一義的な実施責任者である町長を中心とし

て、相互に連携を図りながら実施する。また、災害対策基本法第 63条に規定する「警

戒区域」への立入禁止、退去命令等についても適切に運用する。 

（1） 避難勧告、指示を行う者 

 町長（災害対策基本法第 60条） 

 警察官又は海上保安官（災害対策基本法第 61条、警察官職務執行法第 4条） 

 水防管理者（水防法第 22条） 

 知事又はその命を受けた県職員（水防法第 22 条、地すべり等防止法第 25条） 

 災害のため派遣を命じられた部隊等の自衛官（その場に警察官がいない場合

に限る。（自衛隊法第 94条）） 

 

（2） 警戒区域の設定権者 

 町長（災害対策基本法第 63条） 

 警察官又は海上保安官（災害対策基本法第 63条） 

 水防団長、水防団員又は消防関係機関に属する者（水防法第 14条） 

 消防吏員又は消防団員（消防法第 36条） 

 災害のため派遣を命じられた部隊等の自衛官（その場に警察官がいない場合

に限る。（自衛隊法第 94条、災害対策基本法第 63条）） 

 

２. 町長・県知事の役割 

町長は、大規模災害等に起因して住民等の生命身体に危険が及ぶと認められる場

合、危険区域の住民に対し、速やかに立ち退きの勧告又は指示を行う。 

知事は、災害の発生により町がその全部又は大部分の事務を行うことができなく

なった場合、町長に代わって立ち退きの勧告又は指示に関する措置の全部又は一部

を実施する。 

３. 高潮等に係る指示 

知事は、洪水若しくは高潮の氾濫による著しい危険が切迫している場合、速やか

に町長に状況を伝達する。町長は、区域内の居住者に対し避難のため立ち退くよう
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指示する。 

４. 警察の役割 

警察官は、生命・身体に危険を及ぼすおそれがある場合、又は町長から要請があ

った場合、住民、その他関係者に対し、避難指示、誘導その他必要な措置をとる。 

警察署長は、町長が行う避難の勧告又は指示について、関係機関と協議し、必要

な助言と協力を行う。 

警察は、指定された避難場所及び避難路を掌握し、避難の勧告、指示がなされた

場合、速やかに住民に伝達するとともに、住民を安全に避難させる。 

５. 第二管区海上保安本部の役割 

海上保安官は、海上において人命を保護するため必要があると認める場合、市町

村長から要求があった場合、町長が避難のための立ち退きを指示することができな

いと認める場合、船舶、乗組員、旅客、住民等に対し、避難のための立ち退きの指

示、その他の必要な措置をとる。 

６. 自衛隊の役割 

災害により危険な事態が生じた場合において、警察官等がその場にいない場合に

限り、災害派遣を命じられた部隊等の自衛官は、避難等について必要な措置をとる。 

 

第４. 避難の勧告又は指示の内容及び周知 

１. 避難の勧告又は指示等の基準 

避難の勧告又は指示等は次の区分により実施する。 

避難勧告

又は指示 

火災、洪水、高潮、津波又はがけ崩れ等による災害の危険が切迫し、緊急に安全な

場所へ避難させる必要があると認められる場合は、避難の勧告又は指示する。 

２. 周知内容 

町長が避難の勧告又は指示を行う場合は、次の各号に掲げる事項を明らかにする。 

 避難対象地域 

 避難先 

 避難経路 

 避難の勧告又は指示の理由 

 その他必要な事項 

３. 避難の措置と周知 

避難の勧告又は指示をした者は、当該地域の住民等に対してその内容を周知する

とともに、速やかに関係機関に対して連絡する。また、これらを解除したときも同

様とする。 
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（1） 住民等への周知 

避難の措置を実施したときは、当該実施者は概ね次の方法により、その内容

の周知徹底を図る。 

また、住民のみならず、観光客、工事関係者等にもれなく伝達されるよう、

あらゆる伝達手段の活用を図るほか、町民の身体・財産にかかる内容であるた

め、強い口調で周知することとする。 

なお、避難勧告等の周知に当たっては、高齢者、障害者、外国人等の災害時

要援護者に配慮した方法を併せて実施するよう努める。 

 

 防災行政無線 

 口頭又は拡声器 

 広報車による呼びかけ 

 電話、特使等（行政区長等へは携帯電話もある） 

 サイレン、鐘 

 屋外拡声器 

 ホームページ 

 携帯メールや緊急速報メール 

 「災害時における放送要請に関する協定」による報道機関への放送要請 

 

（2） 関係機関への連絡 

避難の勧告または指示をした者は、速やかに町、県、警察、自衛隊、海上保

安部、関係機関等に対して連絡する。また、これらを解除したときも同様とす

る。 

（3） 周知内容 

避難指示等の理由及び内容、避難先又は避難場所、避難経路その他の誘導措

置、出火・盗難の予防措置、携行品その他とする。 

（4） 警察の役割 

警察署長は、町長が行う避難の勧告又は指示等について、関係機関と協議し

必要な助言と協力を行う。警察は、避難の勧告又は指示がなされた場合は、関

係機関の協力を得て、避難場所、避難経路、その他必要事項を周知徹底する。 

第５. 避難誘導 

住民等の避難誘導は、町職員、警察官、消防職員等は、住民が安全かつ迅速に避難

できるよう避難先（避難場所・避難所）への円滑な誘導に努める。 

誘導に当たっては、避難路の安全を確認しつつできるだけ地区ごとなどの集団避難

を行うものとし、障害者、高齢者、乳幼児、妊産婦、外国人等の災害時要援護者の避

難を優先して行うものとする。 
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地震発生時には、家屋の倒壊、道路の損傷、渋滞・交通事故等が発生するおそれが

あることから、避難は徒歩を原則とするが、災害時要援護者やその避難支援を行う者

で徒歩による円滑な避難が困難な場合、市町村職員、警察官、消防職員等は、自動車

でも安全かつ確実な避難を行えるよう、地域や道路の事情に応じた対応に努める。 

 

１. 各地区の誘導 

（1）誘導責任者…当該地区の各消防分団長 

（2）各地区ごとの避難誘導…当該地区の消防団員 

（3）避難誘導の協力者…自主防災組織の会長、区長 

（4）危険区域及び避難所に警察官及び町職員、消防吏員等を配置し、適切な誘

導を行う。 

（5）必要に応じ、塩釜警察署長等に避難所等を連絡し、危険区域の警戒及び避

難誘導の応援を要請する。 

 

２. 避難所、避難路の安全確保 

（1）避難の誘導にあたっては、避難所の安全確認を行うとともに、避難所まで

の経路に障害物がある場合はこれを撤去するなど、避難路の安全にも十分

配慮する。 

（2）夜間に避難するときは、投光器等を利用し避難路の安全確認を行う。 

（3）災害の状況により、適切な避難所を判断する。 

 

３. 避難の順位等 

（1）高齢者や障害者、乳幼児、妊産婦などハンディを負った人の避難を優先さ

せる。特に介助を必要とする人が地域にいる場合には、自主防災組織等の

協力を得て、避難の援助を行う。また、病院等の入院患者、施設の高齢者

等、自力で避難できない場合は、町の緊急車両により事前に協定を結んだ

受入先の施設や避難所に移送する。 

（2）地区に住む外国人への避難誘導を適切に行う。 

（3）地区ごとの避難については、先に災害が発生すると予想される地区居住者

の避難を優先させる。 

（4）観光客などの帰宅困難者の避難について、地区の被災状況を把握し、適切

に行う。 
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４. 避難時の留意事項 

（1）避難誘導員は、避

難にあたり次の

事項を住民に周

知徹底する。 

①戸締り、火気の始末、電気ブレーカーの切断、電気コー

ドのコンセントからの抜き取りなどを行う。 

②携行品は必要最小限のものにする（食料、水筒、タオル、

ちり紙、着替え、懐中電灯、携帯ラジオ、毛布等）。 

③服装はなるべく軽装とし、帽子、雨具、防寒衣等を携行

する。 

（2）避難は原則として徒歩とするが、歩くのが困難な障害者や病人については、自

動車等を利用する。また、避難所までの距離が遠い場合も自動車等を利用する。 

（3）住民等が避難を終えたかどうか、消防団員等は避難場所と連絡を取り合い確認

する。 

 

５. 警戒区域及び避難を解除 

災害による危険がなくなったものと認められるときは、町長は警戒区域及び避難

を解除し、速やかに住民、関係機関等へ連絡する。 

第６. 避難所の開設及び運営 

避難場所に避難した被災者のうち、住居などを喪失するなど引き続き保護を要する

者に対して、できるだけ浸水の危険性が低く、かつ、避難後においても孤立しない箇

所に避難所を開設するとともに、住民等に対し周知を図るものとする。 

また、必要があれば、あらかじめ指定された施設以外の施設についても、管理者の

同意を得て避難所として開設する。 

１. 避難所の設置 

 町は、災害のため現に被害を受け、又は受けるおそれのある者で、避難しな

ければならない者を保護するために避難所を設置する必要があるときは、

小・中学校の体育館などの公共建物等を避難所として開設する。 

 これらの施設のみをもっては収容能力に不足が生じるときは、野外のテント

等を設置し対応する。 

 避難所の開設が予定される施設については、対象地域の被災住民を収容でき

る規模を確認し、適切に配置するよう努めるとともに、避難所のうち、ライ

フラインの回復に時間がかかる位置にあるものについては、当該地域に避難

所を設置・維持することの適否を検討する。 

 町は、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等災害時要援護者に配慮して、被災

地域以外の地域にあるものを含め、民間賃貸住宅、旅館・ホテル等を避難場

所として借り上げるなど、多様な避難場所の確保に努める。 
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２. 避難所開設の連絡 

避難所を開設したときは、速やかに避難者に周知し、収容すべき住民を誘導保護

するものとする。周知方法は、防災行政無線のほか、広報車、ホームページ、エリ

アメール、自主防災組織による伝達等を使用する。 

また、直ちに次の事項を知事に報告するものとする。 

 

 避難所開設の日時、及び場所 

 箇所数及び収容員数 

 開設期間の見込み 

 

３. 避難所の開設期間と費用 

避難所の開設期間は、災害発生の日から原則として７日以内とするが、避難が長

期化する場合は、状況に応じて開設期間を決定する。 

避難所開設に伴う費用の範囲、額等は、災害救助法が適用された場合に準じ、そ

の額を超えない範囲内とする。 

４. 避難所の運営 

 町は、避難所を設置した場合には、避難者数の確認、避難者名簿の作成等に

よりその実態を把握し、必要な設備、備品を確保する。 

 町は、避難所等の運営にあたっては、避難者に対する情報の提供、避難者の

プライバシーの保護、男女のニーズの把握などに努める。特に乳幼児、高齢

者、障害者、外国人、観光客等のニーズの把握、これらの者への情報提供等

に配慮する。 

 町は、避難所等の衛生状態を常に良好に保つように努めるとともに、避難者

の健康状態を十分把握し、必要に応じ救護所等を設ける。また、保健師、栄

養士等による巡回健康相談、栄養相談等を実施する。 

 町は、警察署と十分連携を図りながら避難所等の巡回を行う。 

 

（1） 避難所の管理 

① 適切な運営

管理の実施 

 町は、各避難所の適切な運営管理を行うものとする。 

 避難所における正確な情報の伝達、食料、飲料水等の配布、

清掃等については、避難者、住民、自主防災組織等の協力が

得られるよう努めるとともに、必要に応じ、他の市町村に対

して協力を求める。 

 避難者実態の正確な把握に努めるため、避難者名簿作成時に

一般避難者、在宅避難者、車中生活を送る避難者の区分けが

できるよう配慮する。 
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②避難所の責

任者及び連

絡員の指定 

 避難所を開設したときは、次のとおり避難所の管理責任者、

連絡員を指定し、避難所の円滑な運営に努める。 

 管理責任者等は、自主防災組織等と協力して、避難所の管理

と収容者の保護にあたるものとする。 

避難所責任者等の役割 

避難所 

責任者 

役場職員があたる。長期になる場合は、自主防災

組織や行政区など、地域の特色を考慮して選出す

る。 

責任者の過重労働回避のため、責任者は正副の 2

名以上を選定するよう努める。 

避難所 

従事者 

避難所従事者は、役場職員があたる。長期になる

場合は、自主防災組織又は行政区において担当す

る。 

【主担当業務】 

・避難人員の実態把握 

・特に、介護を要する人、病人等の把握と適切な

処置 

・災害対策本部との連絡調整 

・避難所開設の記録 

・避難所の防疫に関すること 

避難所 

施設管理者 

避難所施設管理者は、当該施設長等があたる。（集

会所は、行政区長とする。） 

その他 避難所責任者等は、消防団員、自主防災組織や避

難所施設の管理者等と協力して、避難所の管理と

避難者の保護にあたる。 

③相談窓口の

設置 

 町は、避難所等に生活・健康問題等に関する相談窓口を設置

し、避難者が必要とする情報を適宜提供する。 

 女性や子どもへの暴力や女性特有の生活・健康に関する相談

に対応するため、女性相談員による女性専用窓口の設置に配

慮する。 

④自主防災組

織やﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

との協力 

 町は、避難所内における住民の自主防災組織やボランティア

組織と協力して避難所の効率的な管理運営がなされるよう

努め、避難者はそれに協力する。 

⑤避難生活の

自主運営 

 避難所生活の管理運営は、学校の教職員や施設管理者の協力

を得て行うが、住民自身による自主的な活動も行われるよ

う、行政区長などを中心に各自の役割分担、自的な活動が行

われるよう支援する。 

⑥在宅避難者、

車中生活を

 町は、それぞれの避難所に収容されている避難者に係る情報

の早期把握及び避難所で生活せず食事のみ受取に来ている
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送る避難者

等への支援 

在宅避難者、やむを得ず車中生活を送る避難者等に係る情報

の早期把握に努め、県等への報告を行うとともに必要な支援

を行う。また、民生委員･児童委員、介護保険事業者、障害

福祉サービス事業者等は、災害時要援護者の居場所や安否の

確認に努め、把握した情報について町に提供する。 

⑦避難所との

連絡 

 災害対策本部との連絡は、電話のほか、その時の状況に応じ

て、ＭＣＡ無線機、携帯電話、インターネットなど、可能な

手段により行う。 

 避難所が学校などの場合、教材として使用しているパソコン

を情報連絡に使用する。また、その部屋を外部との連絡室と

して利用するなど、可能な手段を検討しておく。 

 

（2） 避難所の環境維持 

① 良好な生活

環境の維持 

 町は、避難所における生活環境が常に良好なものであるよう

努める。 

 食事供与の状況、トイレの設置状況等の把握に努め、必要な

対策を講じる。 

② 健康状態・衛

生状態の把

握と措置 

 町は、必要に応じ、プライバシーの確保状況、簡易ベッド等

の活用状況、入浴施設設置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻

度、医師、保健師、看護師、管理栄養士等による巡回の頻度、

暑さ・寒さ対策の必要性、食料の過不足、配食等の状況、ご

み処理の状況など、避難者の健康状態や避難所の衛生状態の

把握に努め、必要な措置を講じるよう努める。 

 インフルエンザ等の感染症の流行時期には、流行拡大を防ぐ

ため、うがい・手洗いを励行する。また、必要に応じてマス

クの配布、患者の隔離等を検討する。 

③避難所にお

ける動物の

適正な飼育 

 町は、県と協力して、飼い主とともに避難した動物の飼育に

ついて協議し、適正な飼育と動物の愛護及び環境衛生の維持

に努める。 

・飼育エリア等の設定 

・飼い主との飼育方法の協議 

・避難所での動物の飼育状況の把握、資材の提供、獣医師

の派遣等の要請 

・避難所から保護施設への動物の受入れ及び譲渡等の調整 

・他県市町への連絡調整及び要請 
 

④飲酒や喫煙

への対応 

 避難所は多くの人が集まることから、所定の場所以外での飲

酒・喫煙は禁止とする。なお、防火上の観点から、裸火の使

用は厳禁とする。 
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（3） 男女共同参画 

① 避難所運営

への女性の

参画促進 

 町は、避難所の運営において、女性も参加する打合せ会を持

つなど、女性の参画を推進し、男性に偏った運営体制となら

ないよう配慮する。 

② 男女のニー

ズの違いへ

の配慮 

 町は、避難所の運営において、男女のニーズの違い等男女

双方の視点等に配慮する。 

 特に、生理用品、サニタリーショーツ、紙おむつ、粉ミル

ク、哺乳ビン、離乳食等の物資提供、女性専用の物干し場、

仕切り、更衣室、授乳室、入浴設備の設置、男女別トイレ

の確保や、生理用品、女性用下着の女性による配布、避難

所における乳幼児のいる家庭用エリアの設定又は専用避難

所・救護所の確保、乳幼児が安全に遊べる空間の確保、安

全性の確保など、女性や子育て家庭のニーズに配慮した避

難場所の運営に努める。 

③ 運営参加者

への配慮 

 町は、避難者が運営に参加する場合は、固定的な性別役割分

担意識によることなく、避難者の自主性を尊重するととも

に、役割の固定化により、一部の避難者に負担が偏らないよ

う配慮する。 

 

（4） 学校等が避難所となった場合の措置 

学校等教育施設が避難所となった場合、当該施設の管理者は、避難所が円滑

に運営されるよう町に協力する。この場合、管理者は、学校業務に支障のない

範囲で、必要に応じた協力・応援を行うよう、教職員に指示する。 

教職員は、本来果たすべき児童生徒の安全確保、安否確認、教育活動の早期

正常化等に支障がない範囲で、避難所運営への支援に取り組む。 

また、避難所の開設が長期となった場合、当該施設の管理者は、教育活動の

早期再開に支障がないよう、期間、避難者の収容施設等について、町と協議す

る。 

（5） 外国人への配慮 

町は、外国人に対して、言語、生活習慣、文化等の違いに配慮した運営に努

める。 

（6） 災害時要援護者の情報提供 

民生委員・児童委員、介護保険事業者、障害福祉サービス事業者等は、災害

時要援護者の居場所や安否の確認に努め、把握した情報について町に提供する。 

（7） 避難所の閉鎖 

町は、避難者数が減少したり、災害による危険性が解消した場合、避難所の

縮小、統合、閉鎖に向けて必要な措置をとる。自主運営組織の活動が円滑に行

われている場合は、避難所担当職員数を順次削除する。 

避難所の縮小、統合、閉鎖に当たっては、避難者の今後の生活の見通し等を

把握した上で慎重に検討し、スケジュールを避難者へ事前に広報する。 
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第７. 避難長期化への対処 

（1）避難生活が長期化すると見込まれる場合は、７日を超えても継続して避難所

を開設できる。 

（2）ただし、避難所が学校の場合、学業に支障を来たすため、できる限り早期に

閉鎖できるよう、必要に応じて、旅館やホテル等への移動を促すなど避難者

の居住先の確保に努め、配慮する。 

（3）避難生活が長期化する場合、避難者の自立への意志を尊重にするため、避難

者自身による自主的な管理・運営が行われるよう促す。 

（4）避難者のプライバシーが極力守られるよう、部屋の割り当て等を行うととも

に、段ボールや板などたとえ簡単なものであっても仕切りとなるようなもの

を支給するよう努める。 

（5）高齢者、障害者など災害時要援護者の利用に配慮した設備の整備に努める。 

（6）町は、避難者の健全な住生活の早期確保のために、応急仮設住宅の迅速な提

供や既存住宅の斡旋及び活用等により、避難所の早期解消に努める。 

（7）災害の規模、被災者の避難・収容状況、避難の長期化等に鑑み、町外への広

域的な避難及び避難所、応急仮設住宅等への収容が必要であると判断した場

合は、県内市町村への受入れについては当該市町村と直接協議する。また、

他の都道府県の市町村への受入れについては県に対し当該他の都道府県との

協議を要請する。 

（8）町は、避難場所を指定する際に、併せて広域一時滞在の用にも供することに

ついても定めるなど、他の市町村からの被災者を受け入れることができる施

設等をあらかじめ決定しておくよう努める。 

 

第８. 帰宅困難者対策 

本町では、海水浴シーズン等において、地震による影響で貞山運河に架かる橋梁が

通行止めとなった場合、自力で帰宅することが困難な帰宅困難者が発生することから、

町は、以下の帰宅困難者対策を行う。 

１. 一斉帰宅抑制に関する対応 

（1） 一斉帰宅抑制の広報 

県及び町は、災害発生直後の一斉帰宅行動を抑制するため、住民、企業、学

校等など関係機関に対し、国と連携して、テレビやラジオ放送などを通じ、む

やみに移動を開始せず、職場や学校等などの施設内に留まるよう広報を行う。 

また、必要に応じ、携帯電話、緊急速報メール、ＳＮＳなどの媒体を活用し

た一斉帰宅抑制の広報についても検討・実施する。 
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（2） 企業及び学校等関係機関の対応 

企業及び学校等関係機関は、従業員、顧客、児童生徒等及び施設の被害状況

を確認するとともに、行政機関等から提供される災害関連情報等により、施設

及び周辺の安全を確認した上で、従業員、顧客、児童生徒等を施設内等の安全

な場所へ待機させるよう努める。 

 

（3） 大規模集客施設等の対応 

大規模集客施設等の管理者は、管理する施設の被害状況を確認するとともに、

行政機関や関係機関から提供される災害関連情報等により、周辺の安全を確認

した上で、利用者を施設内の安全な場所へ保護するとともに、町や警察等関係

機関と連携し、保護した利用者を一時的な滞在が可能な施設へ誘導するよう努

める。 

特に、災害時要援護者に対しては、十分な配慮を行い、対応するよう努める。 

２. 帰宅困難者への情報提供 

県及び町は、地震・津波に関する情報、交通機関の状況などについて、テレビ・

ラジオ放送や携帯電話、ホームページなどを活用し、情報提供を行う。 

また、町は、防災行政無線や広報車、ｴﾘｱﾒｰﾙ等を活用して避難場所と避難ルート

の周知に努める。 

３. 災害時要援護者への対応 

町は、障がい者、高齢者、乳幼児、妊産婦など自力での移動が困難な災害時要援

護者について、臨時バスやタクシーなどによる搬送が必要となるため、関係機関と

連携し搬送手段の確保に努める。 

第９. 広域避難者への支援 

１. 滞在施設の提供 

町は、被災市町村からの広域避難者に対し、公営住宅や民間賃貸住宅の借上げ等

による滞在施設の提供に努める。 

２. 広域避難者への支援体制の整備 

町は、広域避難者が発生した際に、広域避難者に対しても物資等の供給のほか必

要な情報や支援・サービスを受け取ることのできる体制の整備に努める。 

第１０. 在宅避難者への支援 

   １．生活支援の実施 

県及び町は、避難者と同様に支援の必要な在宅避難者及び応急仮設住宅として供

与される賃貸住宅への避難者等に対し、食料・物資の供給など生活支援を行う。 

それらの支援は町内会や社会福祉協議会など共助に基づくネットワークを主体と
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して進める。 

１. 避難者情報の提供 

町は、他市町村の避難者を受け入れた場合には、避難者に対して全国避難者情報

システムへの登録を呼びかけ、避難者が避難前に住んでいた市町村からの情報が途

切れず入手できるよう配慮する。 

 

２. 避難所等での物資の供給 

町は、在宅避難者及び応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者等の人

数、必要とする支援内容等の早期把握に努め、支所や出張所での物資の配布の他、

避難所、集落等で物資の供給を行う。 

３. 支援体制の整備 

町は、在宅避難者及び応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者等が、

食料・物資の配布の広報及び必要な情報や支援・サービスを容易かつ確実に受け取

ることのできるよう、支援体制の整備に努める。 

 

第１１. 学校・社会福祉施設等における避難対策 

学校及び社会福祉施設等の管理者は、次の事項を定めた避難に関する要領をまとめ、

児童生徒及び入園者等を安全に集団避難させる。 

 

避
難
さ
れ
て
い
る
皆
様 

避
難
先
の
市
町
村 

避
難
先
の
都
道
府
県 

避
難
前
に
お
住
ま
い
の
県
・
市
町
村 

① 提供していただく資料 
・氏名、生年月日、性別 
・避難前の住所 
・避難先（避難所、個人宅等）の情報 

② お知らせ 
・見舞金等の各種給付の連絡 
・国民健康保険証の再発行 
・税や保険料の減免・猶予・期限延長等の通知 など 

【全国避難者情報システム】 
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 避難実施責任者 

 避難順位及び編成等 

 避難責任者及び補助者 

 避難の要領、措置、注意事項等 

 

第１２. 避難所以外への避難者の誘導 

 災害時には、指定された避難所以外でも避難できそうな場所へ多くの住民

が避難することが予想される。このため、各地区の調査団や情報連絡員な

どを中心に、町内の被害状況、避難状況を把握し、避難所への避難誘導に

努める。 

 指定した避難所で収容できない場合は、他の公共施設や民間施設の協力を

得て避難者を収容し、応急対策を行う。 
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第１４節  応急仮設住宅等の確保 

 

主管部署 建設部、救助部 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 応急仮設住宅の建設 ○   

 応急仮設住宅の供与 ○   

 公営住宅の活用等 ○   

 住宅の応急修理 ○   

 建設資材及び建築技術者の確保 ○  ○ 

 

第１. 目的 

大規模地震災害により、住宅を失う被災者が多数生じる事態が考えられる。被災直

後は避難所等で生活をすることになるが、その生活が長時間にわたることは避けられ

ない。このため、応急仮設住宅（プレハブ仮設住宅）の整備をはじめ、空き家になっ

ている公営住宅の活用、さらには被災住宅の応急処置等を積極的に実施するものとす

る。 

第２. 応急仮設住宅（プレハブ仮設住宅）の整備と維持管理 

町は、応急仮設住宅（プレハブ仮設住宅）の整備にあたり、安全な用地を確保する

とともに、県が直接整備することが困難な場合においては、県からの委任を受け、町

自ら建設するものとする。 

１. 建設場所の確保 

建設場所の選定は、原則として町が行うものとする。建設場所については、保健

衛生、交通、教育等について考慮し、あらかじめ応急仮設住宅建設用の候補地とし

て、公園、公民館敷地等、公有地を優先して確保するものとする。ただし、やむを

得ない場合は、私有地を利用することもできることとし、利用しようとしている土

地の所有者との土地賃借契約を締結するものとする。 
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《応急仮設住宅建設予定地》 

名 称 所在地 面 積 

七ヶ浜町立七ヶ浜中学校第２グラウンド 七ヶ浜町吉田浜字小浜 7番地 20 10,322㎡ 

汐見台地区避難所 七ヶ浜町汐見台 1丁目 1番地 24,25  2,170㎡ 

第１スポーツ広場 七ヶ浜町吉田浜字野山 1-2 17,020㎡ 

 

２. 建設要領 

（1） 設置戸数 

設置戸数は、住宅が全壊、全焼又は流出した世帯数の 3割の範囲内とする。 

（2） 住宅規模 

一戸当たりの規模は、29.7㎡（9坪）を基準とする。 

（3） 費用 

費用は、災害救助法が適用された場合に準じ、その額を超えない範囲とする。 

（4） 建物の構造 

建築物の構造は、県の定める災害応急仮設住宅仕様による。 

（5） 建設着工及び供与期間 

① 着工…災害発生の日から 20 日以内に着工する。 

② 供与期間…原則として 2 年以内とする。 

※仮設住宅はあくまでもり災者が自立した生活ができるまでの応急措置であり、また、仮

設住宅建設地の本来の利用用途を損なうことができないよう（特に学校の場合、授業を

早期に再開する必要がある）、できるだけ早く閉鎖できるよう努める。 

しかし、人道上、2 年を過ぎてもり災者の仮設住宅の明け渡しが適当ではないと考えら

れる場合は、り災者の意志を踏まえ、施設管理者や県等と協議の上、最善策を講じる。 

第３. 応急仮設住宅の供与 

１. 対象者及び入居予定者の選定 

（1） 町長は、次に掲げる被災者のうちから入居予定者の選考を行うものとする。応

急仮設住宅入居者の選考にあたっては、入居者のり災前の居住地や就業場所等

に配慮するとともに、入居後の地域社会づくりを考慮し、入居者の年齢構成等

が偏らないようにするなど配慮する。 

・住宅が全壊、全焼又は流失したもので、現に居住する住宅がない世帯。 

・自らの資力では住宅を確保することができない世帯。 

・居住する住宅がなく、また借家等の借上げもできない世帯。 

 

（2） 入居者の決定は、その職務を県より委託された場合を除き、知事が行う。 
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２. 応急仮設住宅(プレハブ仮設住宅)の管理 

応急仮設住宅(プレハブ仮設住宅)の管理は、県が町に委託し、町長が行う。 

（1） 管理体制 

県は応急仮設住宅(プレハブ仮設住宅)の適切な管理運営を行うものとする

が、状況に応じて、応急仮設住宅(プレハブ仮設住宅)の所在地である市町村に

管理を委任する。町長に委任した場合は、知事と町長との間で、管理委託契約

を締結する。 

（2） 維持管理上の配慮事項 

県及び町は、応急仮設住宅(プレハブ仮設住宅)の維持管理に当たっては、安

心・安全を確保するため、消防、警察との連携を図り、孤独死や引きこもりな

どを防止するための心のケアや家庭動物の受入れのルール、必要に応じて NPO

やボランティアとの連携・協力を得ながら、応急仮設住宅(プレハブ仮設住宅)

入居者によるコミュニティーの形成と自治会の設立・運営に努めるとともに、

女性の参画を推進し、女性を始めとする生活者の意見を反映できるよう配慮す

る。 

（3） 運営上の配慮事項 

運営に当たっては、以下の対応に努める。 

①安心・安全の確保に配慮

した対応 

 防犯ブザーやホイッスルの携帯の呼びかけ 

 街灯や夜間照明等の工夫 

 夜間の見回り(巡回) 

②ストレス軽減、心のケア

等のための対応 

 交流の場 

 生きがい 

 悩みの電話相談や巡回相談、相談員の配置 

 保健師等による巡回相談 

③ 仮設住宅の利用、コミュ

ニティー運営体制等 

 集会所 

 仮設スーパー 

 相互情報交換 

 ・窓口の一元化 

④ 女性の参画の推進と生

活者の意見反映 

 運営における女性の参画推進 

 生活者の意見集約と反映 
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３. 供与期間 

応急仮設住宅の供与期間は、災害救助法の定める２年以内とする。 

４. 高齢者、障害者等への対策 

高齢者、障害者等の入居を考慮し、地域的な結びつきや近隣の状況を踏まえた入

居者の選定に努める。また、車イス等の使用を考え、段差の処理、手すり等の補助

具について考慮する。 

第４. 公営住宅の活用等 

町は、一時的な居住の場として、既設公営住宅地の空き家の活用を図るものとする。 

１. 公的住宅の活用 

（1） 公的住宅の確保 

町長は、町営住宅、県営住宅、雇用促進住宅等の確保に努める。また、近隣

市町に対しても、県を通じて、住宅の確保、提供を要請する。 

（2） 公的住宅の入居 

町は、高齢者、障害者等に配慮し、公営住宅に緊急入居させる者に対する入

居資格、入居手続等についてあらかじめ定める。 

入居条件は、原則として以下の事項を除いては、公営住宅法、同法施行令及

び宮城県営住宅条例を準用する。なお、被災者か否かは、原則として本町が発

行する当該災害に係るり災証明書等により行う。 

・入居期間は、原則として 1年以内とする。 

・収入基準等の入居者資格要件は、問わないものとする。 

・災害により暫定入居として公募除外対象とする。 

・入居期間中の家賃及び敷金は、免除する。 

 

２. 民間賃貸住宅の活用等 

災害救助法に基づく応急仮設住宅（プレハブ仮設住宅）の整備には一定期間が必

要となる。このため、被災者の避難所生活の長期化を回避するため、県は、協定を

締結している不動産関係団体の協力のもと、町と連携を図りながら、応急仮設住宅

としての民間賃貸住宅の借上げによる供与を積極的に行っていくこととしているこ

とから、町はこれに協力し、被災者のり災状況の把握や相談窓口としての対応を行

う。 

また、民間賃貸住宅の借上げによる応急仮設住宅の特性として、被災者が県内に

分散することになるため、情報過疎や様々な支援が行き渡らないといった状況に陥

らないように、全国避難者情報システムへの登録の呼びかけを徹底するなど、被災
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者の避難先の把握に努める。 

３. 公的宿泊施設の確保 

公的宿泊施設は施設整備が整っており、食事等についても確保されることから、

高齢者、障害者等の一時収容先として確保に努めるものとする。 

第５. 応急仮設住宅等の入居者への支援体制の整備 

町は、県等の支援により、被害の規模と地域の実情に応じて、被災者の健康維持

と生活を支えるための活動拠点（サポートセンター等）を設置し、孤立防止のため

の見守りや所要の保健福祉活動、生活再建に関する総合的な相談、地域コミュニテ

ィの再構築などの支援体制を整備する。支援に当たっては適切な対応が図られるよ

う、情報の共有化など、関係機関・団体と連携して取り組む。 

第６. 住宅の応急修理 

災害救助法が適用された災害により、住宅が半焼または半壊の被害を受け、そのま

までは住むことができないが、その破損箇所に手を加えれば何とか日常生活を営むこ

とができるような場合に、その応急処理を行う資力がない者に対し、その者に替わっ

て必要最小限の補修を行うものとする。 

１. 対象 

応急修理の対象は、半焼または半壊し、そのままでは当面の日常生活を営むこと

ができない住宅で、自らの資力をもってしては修理ができない者とする。（具体的に

は、生活保護法の被保護者並びに要保護者、特定の資産のない高齢者、障害者等） 

２. 修理の範囲 

居室、炊事場、便所等のように日常生活に欠くことのできない部分の応急修理に

限られる。 

３. 修理の期間 

災害発生の日から 1ヵ月以内に完了するものとする。 

第７. 建設資材及び建築技術者の確保 

応急仮設住宅の工事は、原則として競争入札による請負工事とする。また、建築資

材及び建築技術者の確保は、町内の関係業者とあらかじめ協議し、必要があると認め

られたときは供給を要請する。関係業者においても不足する場合は、知事に対し資材

等のあっせんを要請する。 

第８. 支援制度に関する情報提供 

県は、応急仮設住宅等への居住についての支援制度について、早い段階で全体像を
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被災者に示すとともに、被災者に分かりやすく伝えるための方策について検討するこ

とから、町はこれに協力する。 
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第１５節  食料、飲料水及び生活必需品の調達・供給活動 

 

主管部署 救助部、水道部 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 食料の供給 ○   

 炊き出しの実施 ○ ○  

 応急給水の実施 ○   

 生活必需品等の供給 ○   

 義援物資の受入れ、配分 ○   

 燃料の調達・供給 ○   

 

第１. 目的 

町は、大規模地震災害時における町民の基本的な生活を確保するため、被災者の食

料、飲料水及び生活必需品に対する要望や避難所で不足している物資等を的確に把握

し、関係団体等との連携を図りながら迅速、かつ、円滑な調達・供給活動を行う。 

なお、被災状況の程度や、避難の長期化に伴うニーズの変化等を踏まえ、時宜を得

た物資の調達に配慮するとともに、夏季・冬季の季節など被災地の実情を考慮して調

達・確保を行う。 

また、調達物資の選定に当たっては、災害時要援護者、女性や子育て家庭の避難生

活、アレルギー対策、避難生活の長期化における栄養バランス等について配慮する。 

第２. 食料 

被災者及び災害応急従事者等に対し、必要に応じて食料を提供し、または、炊き出

しを実施し食料を供給する。 

１. 食料の調達・供給 

町は、備蓄、調達した食料及び国、県等によって調達され引き渡された食料を被

災者に対して供給する。 

 

２. 米穀及び乾パン 

（1） 調達 

県は、災害が発生した場合またはそのおそれがある場合において、町の申請



七ヶ浜町地域防災計画 

第２編 地震災害対策編 

 

218 

 

等に基づき、炊き出し等給食を行う必要があると認めるときは、農林水産省の

支援を得て給食に必要な応急用米穀または乾パンを調達する。 

ただし、災害救助法が発動された場合においては、県または町は、「米穀の

買入れ・販売等に関する基本要領」(平成 21 年 5月 29日付け 21 総食第 113 号

総合食料局長通知)に基づき、政府所有の米穀（以下「災害救助用米穀」）を調

達する。 

①応急用米穀  県は、町の申請に基づき、必要な応急用米穀の数量等につ

いて、農林水産省に対し要請するとともに、農林水産省は、

県からの要請を踏まえて、米穀販売事業者に対して手持ち

精米を、県または県の指定する者（県または町が取扱者と

して指定した届出業者業者。以下「取扱者」という。）に売

却するよう要請する。 

 また、農林水産省は、必要に応じ、政府所有米穀を供給す

るものとする。 

②災害救助用

米穀 

 県は、町からの要請等を踏まえ、必要な災害救助用米穀の

引渡しに関する情報(希望数量、引渡場所及び引渡方法等)

について、農林水産省に要請する。 

 町は、直接農林水産省に要請した場合は、速やかに県に連

絡することとし、県は必要な災害救助用米穀の引渡しに関

する情報(希望数量、引渡場所及び引渡方法等)について、

農林水産省に要請する。 

（2） 供給 

① 応急用米穀  県は、農林水産省から直接購入した応急用米穀を町に供給

する。 

 町は、県から供給を受けた応急用米穀または届出事業者か

ら直接売却された応急用米穀を被災者及び災害救助活動従

事者に供給する。 

 町は、供給を受けた応急用米穀の全体の数量等について、

県に報告する。 

② 災害救助用

米穀 

 県は、農林水産省と売買契約書により契約を締結し、農林

水産省から、契約の締結を受けて受託事業者に対して、県

又は取扱者に引き渡すよう指示された災害救助用米穀を町

に供給する。 

 町は、県から供給を受けた災害救助用米穀を被災者及び災

害救助活動従事者に供給する。 

 町は、災害救助用米穀の引渡しを受けたときは、速やかに

県に対して当該引渡を受けた災害救助用米穀の日別、倉庫

別の種類、等級、数量等を報告する。 

③供給数量  応急用米穀及び災害救助用米穀についての供給数量は、1

人あたりの供給数量に、町の要請に基づき県及び東北農政
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局食糧部が必要と認める受給者の数と期間の日数を乗じて

得た数量とする。 

 

 

《緊急時における食料（精米）の供給体制略図》 

 

 

 

《１人当たりの供給数量》 

対象者 数量 

り災者に対し、炊出しによる給食を行う必

要がある場合 

1食当たり 200精米グラムの範囲内

で知事が定める数量 

災害地における救助作業、急迫した災害の

防止及び緊急復旧作業に従事するものに

対して、給食を行う必要がある場合 

１食当たり 300 精米グラムの範囲

内で知事が定める数量 

 

（3） 県への報告 

① 町は、供給を受けた米穀（応急用米穀）、乾パンの全体の数量等について、県

に報告する。 

② 災害救助用米穀の供給を受けた場合は、災害救助用米穀の日別、倉庫別の種

類、等級、数量等を報告する。 
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３. その他の食品 

（1） 調達 

① 町は、被害の状況等から判断して必要と認めたときは、以下の食料品等の中

から状況に応じ供給するする品目及び数量を決定して調達を行う。 

② 町において確保が困難な場合、必要な品目については、県が自ら調達を実施

し町に対し供給するよう要請する。 

 

 

（2） 品目 

調理が必要ないもの 

（緊急用） 

果実、乳製品、おにぎり、パン、食肉加工品、 

水産加工品、漬物、惣菜、菓子類その他副食品等 

調理が必要なもの 野菜、肉、魚、カップめん、乾麺 、鶏卵等 

調  味  料 砂糖、塩、酢、醤油、味噌 油類等 

 

（3） 調達時の留意事項 

① 被災者の年齢、季節等に配慮して調達する（高齢者に対して軟らかなもの、

乳児に対して粉ミルクなど、また寒い時期には温かなものなど）。 

② 梅雨時期など特に食品が傷みやすい季節には、保存可能な食品を調達する。 

 

４. 受給者の把握 

①避難所にいる人の人数の確認は、各避難所の管理責任者が行う。 

②避難所以外の場所に避難している人や、自宅にいるが食料が得られない人等

の把握については困難が予想されるため、各地区の調査員や情報連絡員は、

周辺にいる人等の協力を得ながら、的確な調査に努める。 

 

５. 食料の供給 

（1） 供給対象者 

① 避難所に収容された者。 

② 住家の被害が全壊（全焼）、流失、半壊（半焼）または、床上浸水等であっ

て炊事のできない者。 

③ 被災地から一時縁故先避難する者及び旅行者で、食料品の持ち合わせのない

者。 

④ 被災地において、救助、復旧作業等に従事する者。（注：災害救助法の対象

者にはならない。） 
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（2） 供給の手段・方法 

① 被災者に対する食料の供給は、町があらかじめ定めて開設する避難所におい

て、災害救助法に定める基準に従って行う。 

② 被災者に対する食料の配分に当たっては、次の事項に留意する。 

 各避難所等における食料の受入確認及び、需給の適正を図るための責任

者の配置 

 住民への事前周知等による公平な配分 

 災害時要援護者への優先配分 

 食料の衛生管理体制の確保 

③ 乳児に対する供給は、原則として粉ミルク及び調整粉乳とする。 

④ 炊き出しの体制が整うまでの間は、町及び県の調達する食料（調理の不要な

もの）を支給する。 

６. 炊き出しの実施 

（1） 炊き出しの実施方法 

① 炊き出しは、原則として学校給食センターを使用する。当該施設が利用でき

ない場合は避難所等に避難所またはその近くの適当な所を選び、既存の学校

給食施設を活用し、もしくは仮設の給食施設を設置し自らまたは委託して行

う。 

② 炊き出し現場に現場責任者を配置し、現場の指導及び関係事項の記録にあた

らせる。 

③ 炊き出しは、原則として米飯による炊き出しとする。 

④ 炊き出し要員が不足するときは、県または日本赤十字社宮城県支部に対し、

他市町村の応援、日本赤十字奉仕団の派遣、自衛隊の災害派遣要請等を依頼

するとともに、ボランティアの活用を図る。 

 米飯の炊き出しによる給食の実施に伴い、必要な副食品や調味料を調達し供

給する。 

⑥ 生鮮食料品については、必要に応じて県に要請し、各卸売り市場等からの調

達や他県等の応援により確保し供給する。 

⑦ 町が多大な被害を受けたことにより、町において炊き出し等の実施が困難と

認められるときには、県に対し炊き出し等についての協力を要請する。 

⑧ 炊き出し、食料の配分及びその他の食料の供給を実施したとき（県の協力を

得て実施した場合も含む。）は、実施状況を速やかに知事に報告する。 

 

（2） 費用 

炊き出しに要する費用の範囲、額等は、災害救助法が適用された場合に準じ、

その額を超えない範囲とする。 

（3） 期間 
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炊き出しその他による食品の給与を実施する期間は、原則として災害発生の

日から 7日以内とする。 

７. 給食基準 

（1） 配布基準 

被災者に対する炊き出しその他の食品給与の配布基準は、原則として宮城県

災害救助法施行細則に定めるところによる。 

（2） 町の対応 

町は、給食の順位、給食の範囲、献立、炊き出し方法等についてあらかじめ

定めておき、それらに基づき被災者に食品等の給与を実施する。なお、一人あ

たりの供給数量については、次の基準を参考にする。 

《一人あたりの供給数量》 

品  目 基準 

米穀等 

被災者（炊き出し）  1食あたり精米換算 200g以内 

応急供給       1人 1日あたり精米 400g以内 

災害従事者      1食あたり精米換算 300g以内 

乾パン 1食あたり      1包(100g入) 

食パン 1食あたり      185g以内 

調整粉乳 乳幼児 1日あたり   200g以内 

８. 主要食料政府指定倉庫 

倉庫名 所在地 電話番号 

仙台農業協同組合 

七ヶ浜支店 

東宮浜字東兼田 35-6 

（遠山 4丁目 1-5） 
022-357-4521 

第３. 飲料水 

災害時には、水道施設の破損による断水や水の汚染により飲料水が得られない場合

において、最小限必要な飲料水を供給し、被災者の飲料水及び生活用水の確保に努め

る。 

１. 給水要領 

（1） 給水の対象者 

被害を受け、現に飲料水を得ることができない被災者とする。また、医療機

関や防災関係機関等への給水確保にも配慮する。 

（2） 給水量 

1人 1 日 3ℓ 程度を目標とする。 
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《目標とする給水量》 

地震発生からの日数 目標数量 おもな給水方法 

地震発生～3日 3ℓ／人・日 給水車、給水タンク 

4日～10日まで 20ℓ／人・日 給水車、給水タンク 

11日～21日まで 100ℓ／人・日 給水車、給水タンク 

22日～28日まで 被災前給水量 仮配管からの各個給水、共用栓 

 

（3） 給水期間 

災害発生の日から迅速に行うものとし、長期にわたる場合でも、必要とされ

る期間は、給水活動を実施する。 

２. 応急給水 

（1） 給水方法 

① 給水車、給水タンク、ポリ容器

等での運搬給水 

 町及び支援関係機関が保有する給水

車、給水タンク、ポリ容器等で適宣給

水場所へ運搬給水を行う。 

② 仮配管、仮設給水栓等を設置し

ての応急給水 

 配水管の通水状況を調査し、使用可能

な消火栓等或いは、応急復旧により使

用可能となった消火栓に仮設給水栓を

接続して応急給水を行う。 

 復旧に長時間を要する断水地域に対し

ては、状況に応じて仮配管を行い仮設

給水栓を設置して応急給水を行う。 

③ ペットボトル等による応急給水  必要に応じて、製造業者等に提供を要

請依頼し配給する。 

 

（2） 給水資機材の調達等 

あらかじめ協議した町内の業者から調達する。なお、業者が被災のため調達

できない場合は、知事又は隣接市町へ調達の斡旋を依頼する。 

（3） 給水施設の応急措置 

給水施設が被害を受けたときは、被害状況を調査し応急的な復旧工事を実施

し、飲料水供給の早期回復を図る。  

①資機材の調達  応急措置に必要な資材等は、町水道事業

所が調達するが、必要に応じ、他の水道

事業者へ資材及び技術者のあっせんを

依頼する。 
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②応急措置の重点事項 応急措置にあたっては、特に次の事項に留

意する。 

 有害物質等の混入防止及び井戸等補給

用水源の広報 

 配水地施設等の保守点検 

 井戸水、その他飲料水最低量確保 

 

《主な町内水道関係事業者一覧表》 

（平成 25年 4月 1日現在）    

№ 名 称 住 所 電話番号 

１ ㈲坂本商店 七ヶ浜町花渕浜字高山 20-１ 357-2873 

2 ㈲星設備工業 七ヶ浜町菖蒲田浜字向山 65-1 357-2673 

3 ㈱アーク 七ヶ浜町松ヶ浜字謡 43-14 357-4605 

4 ㈱大進 七ヶ浜町花渕浜字谷地 33-12 357-5607 

5 内海設備店 七ヶ浜町花渕浜字上ノ山 28 357-4669 

6 ㈲藤原設備 七ヶ浜町汐見台一丁目 1-4 357-3889 

 

第４. 生活物資 

被災者に対し、衣料、生活必需品等を供給する必要があるとき、その確保と的確な

配給を行う。 

１. 配布・貸与の要領 

（1） 対象者 

住家の全半壊（焼）、流出又は床上浸水により、生活に必要な被服・寝具・

その他生活必需品を喪失し、またはき損し、日常生活に困難をきたしている者

とする。 

（2） 支給品目 

支給品目は次のとおりとする。 

 寝具 

 衣料類 

 炊事用具 

 食器 

 日用品 

 光熱材料 

 緊急用燃料 

 その他  

 

（3） 費用 

衣料、生活必需品等の給与又は貸与に要する費用の範囲、額等は、災害救助

法が適用された場合に準じ、その額を超えない範囲とする。 
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（4） 期間 

災害発生の日から、必要と認められる期間とする。 

２. 調達方法 

町は、民間団体との連携により、応急時に必要な物資の迅速かつ的確な調達・供

給を行う。町は、町が甚大な被害を受けたことにより、自ら生活必需品の調達・供

給が困難な場合は、広域応援協定を締結している近隣市町や、県、厚生労働省その

他の関係機関に協力を要請する。 

 

３. 配分 

（1） 配分方法 

衣類、生活必需品等を救急または貸与する必要があると認める被災者を調

査し、救助物資配分計画を作成する。救助配分計画は、次の事項を明確にす

る。 

 救助物資を必要とするり災者数（世帯人員ごと） 

 救助物資の品名、数量 

 救助物資の受払い数量 

 

（2） 物資の配分 

物資管理者は、救助物資配分計画により各地区協力員の協力を得て、被災者

に対する救助物資の配分を迅速かつ的確に行い、受領書を徴する。 

（3） 物資の集積拠点 

町長は、あらかじめ公共施設、公園等の中から、物資の地域輸送拠点及び集

積地を選定する。 

《物資の集積拠点》 

名 称 所在地 電話番号 

町立亦楽小学校 七ヶ浜町代々崎浜字細田 54 357-2521 

町立松ヶ浜小学校 七ヶ浜町松ヶ浜明神裏 64 357-2211 

町立汐見小学校 七ヶ浜町汐見台 3丁目 1 357-5151 

町立七ヶ浜中学校 七ヶ浜町吉田浜字小浜 7 357-2843 

町立向洋中学校 七ヶ浜町遠山 1丁目 9-18 365-8151 

  なお、上記以外に、役場、国際村、生涯学習センター、各地区公民分館も物資の集積拠点として 

いる。 

 

４. 日本赤十字社宮城県支部の活動 

日本赤十字社宮城県支部は、緊急に必要とされる救援物資として毛布、日用品セ
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ット、お見舞い品セットを、本社、並びに全国の支部、地区・分区で備蓄し、必要

に応じて、配分する。 

なお、配分にあたっては、県や市町村、災害ボランティア等の協力も得ながら行

う。 

第５. 義援物資の受入れ、配分 

１. 義援物資の受入 

（1） 義援物資の受入窓口の設置 

町は、義援物資の募集が必要と認められる災害が発生した場合、日本赤十字

社宮城県支部などの関係機関と相互に連携を図り、義援物資受入窓口を設置す

る。 

（2） 義援物資の受入 

義援物資を受け入れる際、受け入れた義援物資の品目、数量等を把握し、記

録する。また、過不足がないよう、できる限り義援物資の品目及び数量を事前

に限定し行う。 

町は、関係機関と調整の上、事前に義援物資の（一時）保管先を確保（指定）

し、配分作業が円滑にできるよう努める。 

（3） 義援物資の募集 

団体・企業等からの義援物資は、品目及び数量が明確であり配分作業が円滑

できるため、団体・企業等に優先的に働きかけを行う。 

町及び関係機関は、必要な物資を明確にし、報道機関等と連携し、義援物資

の募集を行う。 

２. 義援物資の配分 

義援物資の配分にあたっては、町及び関係機関との間で調整を行い、必要に応じ

ボランティア団体等の協力も得ながら、物資の仕分け、配分を行う。 

町は、必要配分数量を把握するため、避難者等の情報を的確に収集するとともに、

配布作業にあたるボランティア団体等に情報提供を行う。 

義援物資の配送・管理にあたっては、宮城県トラック協会等の組織的な流通ネッ

トワークを保持している団体・企業を中心として協力を要請し、資機材や人材、ノ

ウハウ等を活用することで、的確に行う。 

第６. 燃料の調達・供給 

１. 燃料の調達、供給体制の整備 

県は、災害発生時に応急対策の実施及び県民生活の維持や必要な施設及び車両へ

の燃料供給が滞らないよう、県石油商業協同組合と締結した「災害時における支援

協力に関する協定」及び石油連盟と締結した覚書の活用、必要に応じた国等への確

保要請などにより、燃料の供給を図る。また、被災状況の程度に応じて国等へ緊急
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用燃料の確保を要請し、県民生活の維持に努める。 

２. 重要施設への供給 

県は、災害発生時においても、その機能を維持する必要のある病院などの重要施

設については、必要量の情報収集とあらかじめ想定された必要量の供給に努める。 

３. 災害応急対策車両への供給 

県及び町は、災害発生時における災害応急対策車両への優先給油を行い、災害対

応力の強化に努める。 

また、県、町及び防災関係機関等は、事前に指定のできない県外からの応援車両

や応急復旧等に必要な工事・調査等を実施する車両に対しても、優先給油が行える

よう関係機関との調整に努める。 

４. 町民への広報 

町は、燃料類の供給見通し等について、町民に広報するとともに、節度ある給油

マナーと省エネ活動を呼びかける。 
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第１６節  相談活動 

 

主管部署 総務部、救助部、税務部、財務部 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 相談窓口の設置 ○   

 相談窓口設置の周知 ○   

 関係機関との連携 ○   

 

第１. 目的 

大規模地震災害時において、町は住民からの身近な相談や要望等に対応するため、

町の相談活動の体制を整備し、防災関係機関とも連携して対応するものとする。 

第２. 町の相談活動 

町は、被災者のための相談窓口を設置し、住民からの身近な相談や要望に対応する。

なお、専門性を要する相談等にあっては、各担当窓口への取り次ぎを行うとともに、

必要により県の相談窓口を紹介するなど住民の相談や要望の解決を図る。 

第３. 相談窓口の設置 

１. 相談窓口 

①町は、災害発生後速やかに、総合的な窓口を災害対策本部に設置し、相談の内

容に応じて、各担当へ振り分ける。 

②災害時における相談の内容は、借地・借家関係などの法律相談や、登記手続き

などの土地・建物等の登記相談など様々なものが予想されるため、弁護士会な

どへの協力依頼を行う。 

２. 相談窓口設置の周知 

①各課で相談窓口を設置したときは、総務課へ報告する。 

②総務課は、相談窓口の設置をホームペ－ジ、防災行政無線、広報車、報道機関

などを活用し、広く住民等へ周知する。 

３. 相談の内容 

相談の内容は次のとおりとする。 
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（1） 生活再建相談 

生活再建のための経済援助、手続等の相談は次の項目について実施する。 

① り災証明書の発行 

② 義援金の配分、災害弔慰金等の支

給、資金の貸付け等 

③ 被災家屋の処理 

④ 住宅の応急修理、応急仮設住宅の入

居、公営住宅のあっせん 

⑤ その他生活相談 

 

（2） 事業再建相談 

事業再建のため、町、県及び国による支援事業についての相談及びあっせん

を行うものとする。 

① 中小企業関係融資 

② 農業関係融資 

③ その他融資制度 

 

（3） 個別専門相談（法律、医療） 

① 法律相談  被災に伴って生じる借地、借家等の法律問題や住宅応急修

繕、再建等の相談は、弁護士会等法律関係団体及び建築関

係団体等の協力を得て、相談を行うものとする。 

② 医療相談  心身の健康に係わる医療問題など、医療関係団体等の協力

を得て、相談を実施するものとする。 

 

（4） ライフライン相談 

関係機関の協力を得て、ライフラインの被災、復旧状況についての相談を実

施するものとする。 

（5） 消費生活相談 

県、警察、弁護士会等の関係機関の協力を得て、契約、解約等に関するトラ

ブル等の消費生活相談を実施するものとする。 

（6） 安否情報 

安否情報は、同居の家族や住民の間だけでなく、町外に居住する家族、縁者、

知人、仕事関係者等も広く関心を寄せる事項であり、迅速で的確な情報の提供

を行うものとする。 

４. 関係機関との連携 

住民からの相談等で十分な情報がないものについては、県及び各相談窓口等関係

機関との連絡を取り、速やかに情報を収集し即時対応に努める。 
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第１７節  ボランティア活動 

 

主管部署 救助部 

関係部署 町社会福祉協議会 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 災害ボランティアセンターの設置 ○   

 ボランティア活動の円滑化 ○   

 ＮＰＯ／ＮＧＯとの連携 ○   

 

第１. 目的 

大規模震災時の災害応急対策及び復旧・復興期においては、多くの人員を必要とす

るため、町は、ボランティア活動の協力を申し入れる団体や個人の協力を得て、効果

的な応急対策、復旧・復興対策を実施する。 

その際、町社会福祉協議会等が中心となって、速やかに災害ボランティアセンター

を設置し、全国から駆けつける災害ボランティアの活動を支援、調整し、被災住民の

生活復旧を図るとともに、専門的なボランティアニーズに対しては、行政が災害ボラ

ンティアセンターとの連携を図りつつ対応する。 

なお、ボランティアの受け入れに際しては、活動中の安全が確保されるよう配慮す

るとともに、ボランティアに対し注意喚起を行う。 

第２. 一般ボランティア 

１. 災害ボランティアセンターの設置 

ボランティアの受け入れ調整組織としては、町社会福祉協議会が中心となって、

災害ボランティアセンターを設置するものとし、基礎的ボランティアセンターとし

て、地域ボランティアの協力を得ながら、被災住民のニーズの把握、ボランティア

の募集、受付、現場へのボランティアの派遣等を行う。また、町及びみやぎボラン

ティア総合センター、ＮＰＯ法人みやぎ災害ボランティアセンターと協働し、日本

赤十字社宮城県支部、災害ボランティア関係団体等とも連携を図り、活動を展開す

る。 

２. 行政の支援 

（1） 災害ボランティアセンター設置の支援 
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町は、ボランティアの受入れに際して、老人介護や外国人との会話力等のボ

ランティアの技能等が効果的に活かされるよう配慮するとともに、必要に応じ

てボランティアの活動拠点を提供するなど、ボランティアの活動の円滑な実施

が図られるよう支援に努める。 

また、町は、災害ボランティアセンターの場所と資機材の提供や貸与等、災

害ボランティアセンター設置の支援を行う。 

（2） 経費の助成 

災害ボランティアセンターの運営に係る経費の助成を行う。 

（3） 職員の派遣 

町は、災害ボランティアセンターに職員を派遣する。また、必要に応じて、

県に対して職員派遣の要請を行う。 

（4） ボランティア活動に必要な情報の提供 

ボランティアニーズや被災状況など、ボランティア活動に必要な情報を提供

する。 

（5） その他必要な事項 

 

３. 一般ボランティアの活動内容 

《主な活動内容》 

 情報の伝達・広報 

 情報収集 

 物資の仕分け 

 物資の搬送 

 炊き出し 

 避難所の運営補助 

 災害ボランティアの受入事務 

 

 

第３. 専門ボランティア 

関係する組織からの申し込みについては、町の各部局で対応し、主な受入項目は、

次のとおりである。 

《主な受入項目》 

 救護所等での医療、看護、保健予防 

 被災建築物の応急危険度判定 

 被災宅地の危険度判定 

 防災関係施設診断 

 外国人のための通訳 

 被災者へのメンタルヘルスケア 

 災害時要援護者等への介護 

 その他専門的知識が必要な業務 

 

第４. ボランティア活動の円滑化 

災害時に、円滑な応急対策が図られるよう、町はボランティア関係団体と密接に連
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絡をとり、支援に努める。 

町は、避難生活の長期化など、必要に応じてボランティア活動拠点を確保する。 

第５. ＮＰＯ/ＮＧＯとの連携 

県及び町は、一般ボランティアの受入体制づくりを、社会福祉協議会、ＮＰＯ等連

携組織と連携しながら行い、その他のＮＰＯやＮＧＯとの協働を視野に入れ、必要な

調整、支援を行う。 

 

 

 

《ボランティア活動支援計画のイメージ》 
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第１８節  災害時要援護者・外国人対策 

 

主管部署 総務部、救助部 

関係部署 消防団、町社会福祉協議会、社会福祉施設 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 災害時要援護者の安全確保 ○ ○ ○ 

 災害時要援護者の援護体制の確立と実施 ○ ○ ○ 

 外国人支援対策 ○   

 旅行客への対策 ○   

 事前申込手続き要援護者への対応 ○ ○  

 

第１. 目的 

大規模地震災害時には、特に高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、外国人等の災害時

要援護者、旅行客等に対するさまざまな応急対策が必要となる。このため、町及び関

係機関は必要な応急対策について、速やかに実施するものとする。 

第２. 高齢者・障害者等への対策 

災害時には、一般的に要援護者と考えられる障害者、介護を必要とする高齢者、ひ

とりぐらし高齢者、乳幼児、妊産婦等（以下「災害時要援護者」という。）に対し、救

助、避難誘導、福祉サービスの提供等を状況変化に応じて的確に行うことが必要であ

る。 

このため、町は、災害の発生に備え、個人情報保護に配慮しつつ、災害時要援護者

名簿を整備し、災害発生時に効果的に利用することで、要援護者に対する援護が適切

に行われるように努める。 

１. 安全確保 

（1） 社会福祉施設等在所者 

社会福祉施設の管理者は、避難誘導計画に基づき、速やかに入所者・利用者

の安全を確保する。 

町は、施設在所者（入所者、従事者等）の安否確認を迅速に行い、施設管理

者の要請に基づき、状況に応じ職員等を派遣し施設入所者等の救助及び避難誘

導を行うとともに、施設の危険箇所等の応急修理を行う。 
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（2） 社会福祉施設等以外の災害時要援護者 

町は、予め登録された災害時要援護者の在宅情報に基づき、各地区の行政区

長、消防団員、自主防災組織あるいは社会福祉協議会、民生委員・児童委員、

ボランティア等の協力を得て、在宅の要援護者の安否確認を迅速に行うほか、

必要に応じ避難誘導等を行うとともに、避難所等を中心に、被災による新たな

要援護者の把握に努める。 

また、未登録の災害時要援護者に対しても行政区等との連携により把握に努

める。 

災害避難誘導等にあたっては、特に障害者や高齢者などの身体的な障害等を

考慮して、適切な方法による広報、避難の勧告、指示を行い、行政区長や社会

福祉協議会などの協力を得て、人員を把握し、安全な避難に努める。 

２. 援護体制の確立と実施 

（1） 施設従事者及び必要な物資の確保 

町は、施設従事者の不足、日常生活及び福祉サービスに必要な物資の不足状

況を把握し、関係機関と連携し確保する。次の緊急援護を実施する場合にも、

必要となるマンパワー、日常生活及び福祉サービスに必要な物資を、同様に確

保するものとする。 

（2） 緊急援護 

 

①受け入れ可能施設

の把握 

 町は、関係機関と連携し、被災により災害時要援

護者の受入れ可能な各社会福祉施設を把握する。 

②福祉ニーズの把握

と援護の実施 

 町は、災害時要援護者の福祉ニーズを把握し、本

人の同意を得た場合は、関係機関と調整の上適切

な施設への入所を措置する。 

 また、本人が在宅での福祉サービスを望む場合は、

関係機関と調整しホームヘルパー等（ボランティ

アを含む。）を派遣、車椅子等の手配を社会福祉団

体、ボランティア団体等の協力を得て計画的に実

施する。 

③福祉避難所の開設  町は、福祉避難所の対象となる避難者がおり、福

祉避難所の開設が必要と判断する場合は、福祉避

難所を開設し、関係機関及び各避難所に対し、福

祉避難所の開設について周知するよう努める。 

④相互協力体制  町は、社会福祉協議会、民生委員・児童委員、ケ

アマネジャー、介護職員等の福祉サービス提供者、

障害者団体等の福祉関係者、要援護者の近隣住民

(自主防災組織等)、ボランティア組織などとの連

携により、要援護者の安全確保に関する相互協力

体制により援護を行う。 
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（3） 避難所での援護 

①援護体制と支援  町は、災害時要援護者が避難所に避難した場合、福

祉団体関係者や福祉ボランティア、ガイドヘルパー、

手話通訳者等による援護体制を確立する。特に、障

害者用の装具・医薬品、育児用品、介護用品などの

福祉用品は代替が難しく、被災直後の確保が難しい

面もあるので、近隣福祉施設への支援を要請するな

ど速やかに対処する。 

②健康状態への配慮  アレルギー症状や糖尿病・高血圧などの食事療法が

必要な要援護者に対しては、事前の聞き取り調査等

から得られる情報をもとに個別に対処する。 

 特に避難場所での健康状態を把握し、応急仮設住宅

や、高齢者、障害者向け応急仮設住宅等への優先的

入居に努める。また、要援護者に向けた情報の提供

についても、十分配慮する。 

③専門職による相談

対応 

 県及び町は、被災地及び避難所における要援護者等

に対し、災害によるショック及び避難生活の長期化

に対応するため、社会福祉士、介護福祉士、児童相

談員等の専門職による相談等の対応を行う。 

④福祉避難所への 

 移送 

 災市町村は、指定避難所に避難した要援護者につい

て、福祉避難所への移送が必要と判断する場合は、

開設した福祉避難所に移送を行う。 

 

（4） 応急仮設住宅の設置 

応急仮設住宅への入居に当たっては、要援護者に十分配慮し、特に高齢者・

障害者は避難所等での健康状態に応じて、応急仮設住宅への優先的入居や、高

齢者・障害者に配慮した応急仮設住宅の設置等に努める。 

第３. 外国人支援対策 

町は、災害時に迅速に外国人の安否確認を行うとともに、外国人が孤立しないよう

必要な情報を収集し、提供を行うものとする。 

①状況に応じ、広報車や防災行政無線などにより、外国語による広報を行い、外国

人の安全かつ迅速な避難誘導などに努める。 

②各地区の協力のもと、地区や避難所等における外国人の迅速な安否確認に努め

る。 

③災害に関する外国人のニーズを把握するため、役場内に設置する総合的な相談窓

口で対応する。 

④災害情報等を掲示する場合、災害時多言語表示シート等による外国語での掲示も

行い、外国人の不安の解消を図る。 
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⑤把握している在住外国人の現状やニーズを基に作成した防災計画に従い、必要な

対策を講じる。 

⑥県及び町は、宮城県国際化協会、地域の国際交流団体等と協力し、相談窓口を設

けるなど、外国人からの身近な相談に対応することにより、外国人の不安の解消

や問題の解決を図る。 

 

第４. 旅行客への対策 

旅館等宿泊施設の観光施設管理者は、災害時には的確に観光客の避難誘導を行い、

安全確保に努める。 

町は、災害時の団体旅行客について、町内の宿泊施設等から情報を収集し、情報把

握に努めるとともに、災害応急対策の実施に際して関係機関等から情報の提供の要請

があった際には、迅速に提供する。 

第５. 事前申込手続き要援護者への対応 

各自主防災組織は、事前申込手続き済みの要援護者について、本人の所在及び安否

確認を実施した上で、非常備品などの持ち出しを含む避難誘導を支援する。 
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第１９節  愛玩動物の収容対策 

 

主管部署 救助部 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 被災地域における動物の保護 ○   

 避難所における動物の適正な飼育 ○ ○  

 

第１. 目的 

大規模地震災害に伴い、所有者不明の動物、負傷動物が多数生じるとともに、避難

所における動物同伴者等の問題も生じることが予想される。 

町は、県、獣医師会等関係団体等と協力し、動物愛護の観点から、これら動物の保

護や適正な飼育に努める。 

第２. 被災地域における動物の保護 

１. 所有者の確認 

飼い主のわからない被災した動物については、迅速かつ広域的な対応が求められ

ることから、町は、県、獣医師会等関係団体、動物愛護ボランティア等と協力し、

動物の保護を行う。 

 

①飼養されている動物に対する餌の

配布 

②負傷した動物の収容・治療・保管 

③放浪動物の収容・一時保管 

④飼育困難な動物の一時保管 

⑤動物の所有者や、新たな所有者探しのため

の情報の収集、提供 

⑥動物に関する相談の実施 

 

２. 負傷動物への対応 

負傷動物を発見したときは、保護収容し、獣医師会と連携し、治療その他必要な

措置を講じる。 

なお、危険動物が飼養施設等から逸走した場合は、飼養者、警察官その他関係機

関と連携し、人への危害を防止するために必要な措置を講じる。 
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第３. 避難所における動物の適正な飼育 

町は、県、獣医師会等関係団体、動物愛護ボランティアと協力して、飼い主ととも

に避難した動物の飼育について適正な飼育の指導を行うなど、動物の愛護及び環境衛

生の維持に努める。 

また、被災地における愛護活動は保健所を中心に行い、被災地で活動する動物愛護

団体等との協力によって進める。 

 

①飼育エリア等の設定 

②飼い主との飼育方法の協議 

③避難所での動物の飼育状況の把

握、資材の提供、獣医師の派遣等

の要請 

④避難所から保護施設への動物の受入れ及

び譲渡等の調整 

⑤他県市への連絡調整及び要請 

第４. 仮設住宅における動物の適正な飼育 

県は飼い主とともに避難した動物の飼育・受入れに配慮するとともに、適正な飼育

の指導等を行うなど、動物の愛護及び環境衛生の維持に努めることから、町はこれに

協力する。 
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第２０節  防疫・保健衛生活動 

 

主管部署 総務部、救助部 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 災害防疫活動の実施 ○   

 保健衛生活動の実施 ○   

 食品衛生対策 ○   

 

第１. 目的 

被災地、特に避難所においては、大規模地震災害時の一時的な生活環境の悪化に伴

い、被災者が感染症の病原体に対する抵抗力の低下などの悪条件となるため、町及び

県は迅速、かつ、強力な防疫措置及び予防接種等を実施し、感染症流行の未然防止に

万全を期すとともに、被災者の健康状況等に十分配慮し、必要に応じ救護所等の設置

や心のケアを含めた保健衛生活動を実施するものとする。 

特に、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等の災害時要援護者の心身双方の健康状態

には特段の配慮を行い、必要に応じ福祉施設等での受け入れ、介護職員等の派遣、車

椅子等の手配等を福祉事業者、ボランティア団体等の協力を得つつ、計画的に実施す

る。 

第２. 防疫 

１. 感染症の予防 

町は、次の点に留意し、災害防疫活動を実施する。 

 感染症予防のため健康調査・指導を行い、感染症の発生状況の把握に努める。 

 避難所等におけるトイレ等の衛生管理、消毒及び手洗い等感染症発生予防の

ための指導を行う。 

 必要に応じ、家屋内外の消毒等防疫活動を行い、ねずみ族や昆虫等の駆除を

行う。 

 疾病のまん延防止上必要と認めるときは、臨時の予防接種を行う。 

 必要に応じ、自衛隊に対し防疫活動の協力を要請する。 
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２. 感染症発生時の対応 

感染症の発生又は病原体保有者が発生したときは、速やかに県に連絡し、県の指

示の下、必要な対策を行う。 

３. 防疫用資器材等の確保 

防疫薬剤等は、町内の関係業者から調達するが、調達できない場合は、県に供給

要請を行う。 

４. 支援要請 

町は、必要に応じて、県に対して防疫活動の支援を要請する。 

 

５. 避難所の防疫措置 

避難所を開設したときは、県の指導を得て防疫活動を実施し、避難者の健康管理

を図るものとする。 

（1） 防疫に関する協力組織 

各避難所の施設管理者は、衛生に関する自治組織の編成を指導して、その協

力を得て防疫の万全を図るものとする。 

（2） 防疫活動は、次の事項に重点をおいて行う。 

 検疫 

 防疫消毒の実施 

 集団給食の衛生管理 

 飲料水の管理 

 その他施設内の衛生管理 

 

 

６. 防疫の実施要領 

町は、防疫班を編成し、迅速に防疫活動を実施する。また、消毒は、基準に定め

られた薬剤、使用量により行う。 

第３. 保健対策 

１. 健康調査、健康相談 

（1） 保健指導及び健康診断の実施 

町は、県と協力し、看護師、保健師等による健康相談等について、戸別訪問

や定期的に避難所、応急仮設住宅等を巡回し、被災者の健康状態を調査すると

ともに、特に高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等の災害時要援護者の心身双方

の健康状態に特段の配慮をしながら必要に応じ保健指導及び健康相談を実施

するものとする。 

その際、女性相談員も配置するよう配慮するとともに、住まいや仕事の確保、

地域の人間関係づくりのための茶話会や季節行事等とあわせて、総合的な対応
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を図るよう努める。 

（2） 避難所や仮設住宅での配慮 

町及び県は、健康相談等の実施時に、十分な空調設備の無い避難所や仮設住

宅においては、室温の上昇に伴う熱中症の発生が危惧されることから、室温調

節やこまめな水分補給の体制など対策に努めるよう指導する。 

特に高齢者は、エコノミークラス症候群(深部静脈血栓塞栓症)や生活不活発

病になりやすいため、他者とのコミュニケーションが図れるよう配慮するとと

もに、適度に体を動かせる機会を提供する等、心身機能の低下を予防するよう、

指導を行う。 

（3） 避難所サーベイランスシステムの導入 

町及び県は、「避難所サーベイランスシステム」の導入により、感染症の拡

大を未然に防止するとともに、避難者の健康状態の把握に努める。 

（4） 医療体制の確保 

県及び市町村は、高血圧や糖尿病など慢性疾患患者や、ガンや心筋梗塞など

の患者の、医療体制や治療の継続を支援するとともに、必要に応じて食事など

栄養指導を実施する。 

２. メンタルヘルスケア（精神保健相談） 

災害の直接体験や、家族や住みなれた家等を失った悲しみなどにより、被災者及

び応急活動の従事者が精神的な不調をきたす場合がある。そこで、精神科医、保健

師等の協力を得て、避難所への相談所の開設や巡回相談などにより、メンタルヘル

スケアを実施する。 

生活再建への不安などにより精神的不調が長期化する場合もあるため、長期的な

視野で行う。また、必要に応じて医療機関で治療を行う。 

３. 栄養調査、栄養相談 

町は、県と協力のうえ、定期的に避難所、炊き出し現場、集団給食施設等を巡回

し、被災者の栄養状態を調査するとともに、必要に応じ栄養指導及び栄養相談を実

施するものとする。 

また避難生活の長期化が見込まれる場合、避難所で提供する食事の内容・量や衛

生管理の支援、栄養補助食品の提供など、栄養バランス改善のための対応を行う。 

４. 子どもたちへの健康支援活動 

町教育委員会及び学校長等は、被災児童生徒等、幼児の体と心の健康管理を図る

ため、災害の規模等に応じ、保健所、子ども総合センター等の専門機関との連携を

図りながら、臨時健康診断、教職員やスクールカウンセラーによるカウンセリング、

電話相談等の実施に努める。 

５. 保健活動班の編成 

町は、保健師（1 人以上）、栄養士（1 人）から保健活動班を編成し、保健活動を
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行う。 

６. 保健活動班の業務 

保健活動班は、おおむね次の業務を行うものとする。 

 感染症対策 

 慢性疾病対策 

 認知症高齢者対策 

 寝たきり高齢者対策 

 巡回リハビリ 

 検診体制の確保、その他の体制整備 

 被災者に対する健康相談、健康調査、保健指導、メンタルケア 

 避難所に収容されているものに対する健康教育 

 

第４. 食品衛生対策 

町は、仙台保健福祉事務所塩釜総合支所に対し、食品衛生監視員等の避難所等へ

の派遣を要請し、食品の衛生的な取扱い、加熱処理、食用不適な食品の廃棄、器具・

容器等の消毒等について必要に応じ指導を依頼する。 

また、食品衛生監視員の食品の集積場所等への派遣を要請し、食品配送等におけ

る衛生確保の状況について、必要に応じて指導を依頼する。 
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第２１節  遺体等の捜索・処理・埋葬 

 

主管部署 総務部、救助部 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 安否確認 ○   

 遺体等の捜索 ○   

 遺体の処理・収容 ○   

 遺体の火葬・埋葬 ○   

 

第１. 目的 

大規模地震による火災、建物倒壊、土砂災害などで死者、行方不明者が生じた場合、

町は、防災関係機関との連携により、これらの捜索、処理を速やかに行うものとする。 

第２. 遺体等の捜索 

町は、災害救助法が適用され、災害により現に行方不明の状態にあり、周囲の状態

から既に死亡していると推定される者の捜索を行う。 

警察官及び防災関係機関は、検視（死体見分）、死亡者の措置及び行方不明者の捜索

等に関し相互に協力する。 

なお、町は捜索実施者に対して、可能な限り遺体発見時の記録方法や収容先につい

て案内を実施する。 

１. 安否確認 

行方不明者の届出窓口は総務課とする。また、同じ窓口で安否確認もできるよう

情報の一元化（行方不明捜査願の申請者、誰が安否の確認をしたか等）を図る。 

２. 遺体等の捜索 

遺体等の捜索を行った場合は、次の事項を明らかにしておく。 

 実施責任者 

 遺体発見者 

 捜索年月日 

 捜索地域 

 捜索用資機材の使用状況 

（借上関係の内容も含む） 

 費用 

 従事人員 
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第３. 遺体の処理・収容 

１. 実施方法 

①遺体の洗浄、縫合、

消毒等 

 災害救助法が適用された災害により死亡した者につ

いて、その遺族等が混乱期のため遺体の処理ができな

い場合に、遺体の洗浄、縫合、消毒の処置・遺体の一

時保存・検案を行う。 

②身元確認  身元不明者については、人相、特徴、遺留品、発見場

所を記録し、広報等により遺族を探す。 

③遺体の一時保存  町は、遺体の適正な保存のため必要に応じ、災害時遺

体一時保存場所を設置する。ただし、死者多数により

収容できない場合、あるいは開設予定場所が災害によ

り使用できない場合は、近隣市町に応援協力を求め

る。 

 遺体の保管について必要な棺やドライアイス等の確

保に努める。 

④警察、宮城海上保

安部による検死 

 塩釜警察署、宮城海上保安部は、警察官、海上保安官

が発見した遺体及び警察官等に届出があった遺体又

は変死体等について検視（死体見分）を行う。身元不

明の遺体については、検死後、身元確認手続きに備え

て所持品、着衣、人相、特徴等を記録（写真記録）し、

町に所持品とともに引き渡す。 

 

２. 死傷者等の把握 

町は、警察官及び海上保安官と緊密な連絡をとり、検視（死体見分）又は検案を

経ないで死亡届出が出された遺体の数及び警察で検視（死体見分）を実施した遺体

の数を把握し、災害の死傷者を逐次把握する。 

第４. 遺体の火葬・埋葬 

町は、災害救助法が適用された災害により死亡した者について、その遺族等が混乱

期のため火葬、埋葬を行うことが困難な場合、または死亡した者の遺族がない場合に

火葬及び応急的な埋葬を行う。 

町は、被災による死体の火葬・埋葬に関する計画を事前に策定する。 

１. 実施方法 

①埋葬は、概ね次の場合に

実施する。 

 緊急に避難を要するため、時間的にも労力的に

も埋葬を行うのが困難なとき。 

 墓地又は火葬場が浸水又は流失し、個人の力で

は埋葬を行うことが困難なとき。 
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 埋葬を行うべき遺族がいないか、又はいても高

齢者、幼年者等で埋葬行うのが困難なとき。 

 被災により、遺族又は扶養義務者の資力の有無

にかかわらず、棺、骨つぼ、ドライアイス等の

入手ができないとき。 

②埋葬の程度は応急火葬であり、埋葬に必要な物資の支給及び納骨等の役務の

提供によって実施する。 

③火葬場及び埋葬予定場所は資料編による。ただし、死者多数により収容能力

を超えた場合、又はこれらの施設が被災により使用できない場合は、近隣市

町の他の施設へ応援協力を求める。 

④葬祭業者へは、次の事項

について協力を依頼す

る。また、必要に応じ

て県へ調整を依頼す

る。 

 棺等必要な物品の手配を依頼する。 

 緊急火葬体制の概要を説明し、協力を要請する。 

 遺体安置所から火葬場までの遺体搬送を依頼す

る。 

２. 事務処理 

遺体の埋葬を行う場合は、次の事項を明らかにする。 

 実施責任者 

 死亡年月日 

 死亡原因 

 遺体発見場所及び日時 

 死亡者数及び遺族の住所氏名 

 洗浄等の処理状況 

 一時収容場所及び収容期間 

 費用 

 

①遺体については、その衛生状態に配慮するとともに、取扱いについては、遺

族の心情を十分配慮する。 

②身元の判明しない遺骨は、公営墓地または寺院等に一時保管を依頼し、身元

が判明し次第遺族に引き渡す。 

③町は、遺体の埋葬に関する被災者からの照会、相談等に対応するため、必要

に応じ、遺体安置所等に相談窓口を設置する。 

第５. 実施期間 

災害発生の日から、原則として 10日以内に実施する。 

第６. 費用 

遺体の捜索、収容及び埋葬に関する費用の範囲、額等は、災害救助法が適用された

場合に準じ、その額を超えない範囲とする。 
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第７. 遺体等の捜索、収容等の流れ 

遺体等の捜索・処理・埋葬の概要は次のとおりである。 

 

《遺体等の捜索、収容等の流れ》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本赤十字社救護班

塩釜医師会 

災害の発生 

町災害対策本部の設置 

行方不明者の捜索 

遺体の収容 
葬
祭
業
者 

遺体の洗浄、整体、一時保存 

検 死 

身元の確認作業 

遺体の引継ぎ 

一時保存場所 

火葬・埋葬 必要に応じ火葬・仮埋葬 

協
力
要
請 

派
遣 

要
請 

協力 
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第２２節  社会秩序の維持活動 

 

主管部署 総務部、産業部 

関係部署 塩釜警察署、第２管区海上保安本部 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 生活必需品の物価監視流通調査 ○  ○ 

 警察の活動 ○   

 

第１. 目的 

被災地域においては社会的な混乱や心理的動揺も多分に存在すると考えられるので、

社会秩序の維持が重要な課題となる。大規模地震災害発生においては市場流通の停滞

等により、食料、生活必需品の物不足が生じ、この際に売り惜しみ、買占め等が起こ

るおそれがある。 

このため物価監視流通調査等を実施し、さらには流言飛語や犯罪による社会不安、

混乱等を防止するため所定の対策を講じるものとする。 

第２. 生活必需品の物価監視流通調査、注意喚起 

町は、県と協力して、生活必需品の価格や出回り状況を監視するとともに、必要に

応じ地域のスーパーマーケットやコンビニエンスストア、ガソリンスタンド等や関係

業界に対し物資の安定供給を要請する。行うよう働きかける。 

また、物資供給の状況を住民へ広報し、民心を安心させるよう努め、秩序ある行動

を呼びかける。町民に対して、必要以上の買い占めを行わないなどの広報活動を実施

する 

第３. 警察の活動 

①被災地及びその周辺(海上を含む。)において、警察は治安情報の積極的な発信及

び自主防犯組織等と連携したパトロールや生活の安全に関する情報の浸透を行

い、速やかな安全確保に努めるものとする。 

 また、被災地に限らず、災害に便乗した犯罪の取締りや被害防止に努めるととも

に、適切な情報提供を行うなど社会的混乱の抑制に努める。 

②県公安委員会は、発生した地震・津波の被害規模に応じて、速やかに警察災害派

遣隊の援助要請を行う。 

③警察は、暴力団等の動向把握を徹底し、復旧・復興事業への参入・介入の実態把
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握に努めるとともに、関係行政機関、被災地方公共団体、業界団体等に必要な働

きかけを行うなど、復旧・復興事業からの暴力団排除活動の徹底に努める。 

 

第４. 第二管区海上保安本部の活動 

海上における治安を維持するため、情報の収集に努め、必要に応じ、巡視船艇及び

航空機に次に掲げる措置を講ずる。 

１. 災害発生地域の周辺海域に配備し、犯罪の予防・取締まりを行う。 

２. 警戒区域又は重要施設の周辺海域において警戒を行う。
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第２３節  廃棄物処理活動及び障害物の除去 

 

主管部署 救助部 

関係部署 宮城東部衛生処理組合、塩釜地区環境組合 

（塩釜地区環境組合は、H26.4 に名称変更予定） 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 廃棄物の処理 ○   

 障害物の除去 ○  〇 

 

第１. 目的 

大規模地震災害時には、建物の倒壊、火災等によって多量の廃棄物が発生し、また、

避難所などにおけるし尿の処理需要が発生するほか、廃棄物処理施設や下水道施設の

損壊による処理機能の低下が予想される。このため、廃棄物の収集処理を適切に実施

し、地域環境の保全を図っていくものとする。 

第２. 災害廃棄物の処理 

①被災時においては、損壊家屋を始めとする大量の災害廃棄物が発生することから、

広域的な処分など迅速かつ環境負荷のできるだけ少ない処分方法の検討に努め

る。 

②県及び市町村又は事業者は、災害廃棄物処理に当たっては、適切な分別を行うこ

とにより、可能な限りリサイクルに努め、復旧・復興計画を考慮に入れつつ計画

的に行う。 

 また、環境汚染の未然防止及び住民、作業者の健康管理のため、適切な措置等を

講じる。 

③県及び市町村又は事業者は、有害物質の漏洩及び石綿の飛散を防止するため、施

設の点検、応急措置、関係機関への連絡、環境モニタリング等の対策を行う。 

第３. 廃棄物処理 

１. 処理体制 

（1） 情報の収集 

町は、一般廃棄物処理施設の被害状況、仮設トイレの必要数、生活ごみの発

生量見込み、建築被害とがれきの発生量の見込み等について情報収集を行う。 
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（2） 住民等への広報 

災害により、ごみ及びし尿の収集方法等が通常と変わった場合は、速やかに

住民等に知らせる。 

（3） 清掃資機材の調達 

清掃資機材は、町保有のもののほか、事前に協議した町内関係業者所有のも

のを借り上げる。 

（4） 廃棄物処理施設 

ごみ・し尿処理施設は以下のとおりである。 

 

《本町のごみ処理施設》 

事業主体名 規模 
施設の 

名称 

整備状況 
施設の所在地 電話番号 備考 

規模 方式 竣工 

宮城東部衛
生処理組合 

ｔ/日 
180 

じんかい 
焼却場 

 
ｔ/日 

180 
全連 H7.2 

利府町加瀬字 
新船岡 8 

022- 
368-6017 

七ヶ浜町、多賀城
市、利府町、松島
町 

（平成 25 年 4月現在） 

 

《本町の粗大ごみ処理施設》 

事業主体名 規模 
施設の 

名称 

整備状況 
施設の所在地 電話番号 備考 

規模 方式 竣工 

宮城東部衛
生処理組合 

ｔ/日 
 30 

粗大ごみ
処理施設 

ｔ/日 
30 

併用 57.4 
利府町加瀬字 
新船岡 8 

022- 
368-6017 

七ヶ浜町、多賀城
市、利府町、松島
町 

（平成 25 年 4月現在） 

 

《本町のし尿処理施設》 

事業主体

名 
規模 

施設の 

名称 

整備状況 
施設の所在地 電話番号 備考 

規模 方式 竣工 

塩釜地区 
環境組合 

kℓ/日 
95 

し尿 
処理場 

kℓ/日 
77 

水処理 
・脱臭 
処理 

11.3 塩竈市字 
伊保石 2番 98 

022- 
363-2777 

七ヶ浜町、多賀城
市、塩竈市、利府
町、松島町 

18 汚泥 11.3 浄化槽汚泥専用 

（平成 25 年 9月現在） 

 

（5） 支援の要請 

町は、廃棄物の収集・処理に必要な人員・車両等資材が不足する場合には、

県に対して支援を要請する。 



第２章 災害応急対策 

第２３節 廃棄物処理活動及び障害物の除去 

251 

 

第
２
章  
 
第
２３
節  

２. 処理方法 

町は、避難場所の生活環境を確保し、被災地の衛生状態を保持するため、以下の

措置を講じる。なお、住民は、廃棄物を分別して排出するなど、町の廃棄物処理活

動に協力する。 

 

（1） ごみ処理 

① 収集  町は、地震発生後の道路交通の状況などを勘案しつつ、遅くとも

災害発生数日後には収集を開始し、一時的に大量に発生した生活

ごみを早期に処理するよう努める。 

 災害により発生したごみは、原則として被災者自らが町の指定す

る場所に搬入することが望ましいが、被災者自らによる搬入が困

難な場合には、町が収集処理を行う。 

 町は、ごみの収集をごみ収集運搬車によるほか、必要に応じて運

搬車を調達して行う。 

 生ごみ等腐敗性の大きい廃棄物については、防疫上できる限り早

急に収集する。 

 町は、ごみの収集計画等を広報するとともに、曜日や排出区分の

ルールを守るよう協力を呼びかける。 

② 処分  原則として宮城県東部衛生処理組合で処理するが、必要に応じて

環境衛生上の危害防止措置を講じた上、埋立て、償却処理を行う。 

 

（2） 災害廃棄物 

① 収集  町は、危険なもの、通行上支障のあるもの等を優先的に収集・運

搬するものとする。 

 関係各部及び関係機関は、がれき処理に必要となる情報を把握す

る。総務課は、がれきの発生量を把握する。 

 がれきの選別・保管・焼却等のために、長期間の仮置きが可能な

場所を確保する。 

 がれきの除去・処理を実施するに当たっては、次の点について十

分留意する。 

 他の所有者の敷地内で作業が必要な場合は、可能な限り管理者、所有

者の同意を得て行う。 

 危険なもの、通行上支障のあるもの等を優先的に収集・運搬する。 

 がれきの適正な分別・処理・処分を行うとともに、可能な限り木材や

コンクリート等のリサイクルに努める。 

 アスベスト等有害ながれきについては、専門業者に処理を委託し、住

民の健康管理に十分配慮する。 

 がれきの搬出時は、荷台シートカバーなどによる飛散防止策を講じ
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る。 

② 処分  がれきの処分は、宮城県東部衛生処理組合にて処理する。宮城県

東部衛生処理組合にて処理できない廃棄物については、廃棄物処

理業者に処理を依頼する。 

 

（3） し尿処理 

① 収集  し尿の収集は、原則として汲み取り車、運搬車で行うが、それがで

きない地域については容器の配布等を行う。 

 避難所より排出されたし尿の収集は、防疫上、優先的に行う。 

 避難所その他必要な場所に、業者の協力を得て仮設トイレを設置す

る。仮設トイレの設置にあたっては、障害者や高齢者が利用しやす

いよう配慮する。 

  なお、水道や下水道の復旧に伴い水洗トイレが使用可能になった場

合には、仮設トイレの撤去を速やかに進め、避難所の衛生向上を図る。 

② 処分  し尿の処理は、原則として塩釜地区環境組合で処理するが、必要

に応じて広域的な支援を要請する。 

 

（4） 医療廃棄物 

医療施設、救護所から発生する医療廃棄物の処理は、医療廃棄物処理業者に

依頼し周囲へ影響を及ぼすことのないよう厳重に行う。 

（5） 避難所のごみ・し尿の収集・処理 

避難所を開設したときは、臨時の収集体制を組み収集・処理にあたる。避難

所には多数の人がいるため、衛生の確保を考慮し、優先的に収集・処理を行う。 

（6） 死亡獣畜の処理方法 

災害時に死亡獣畜の処理を必要とする場合は、死亡獣畜処理場に搬送し処理

する。なお、搬送が困難な場合、又は処理場で処理しきれない場合は、保健所

長の許可又は支持を受けて、焼却等必要な処理を行う。 

第４. 障害物の除去 

１. 障害物の除去 

（1） 住居等日常生活に欠くことのできない場所に堆積された障害物 

① 対象  住家の半壊又は床上浸水の被害を受け、居室、炊事場

等生活に欠くことのできない部分又は玄関等に障害

物が運びこまれているため、一時的に居住できない状

態にあり、かつ、自力では除去することのできない者

に対して行う。 

② 実施期間  災害の発生の日から 10日以内とする。 

③費用  災害救助法が適用された場合に準じ、その額を超えな
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い範囲とする。 

④障害物除去班の編成  障害物の除去は、建設課が行う。 

 

（2） 道路に堆積された障害物 

道路の障害物の除去は、緊急輸送道路や危険箇所などの障害物の除去を優先

する。なお、必要に応じて、警察、消防署、自衛隊等の応援協力を得て行う。 

（3） 河川に堆積された障害物 

河川管理者及び建設課は、警察等と協力して、河川に堆積された障害物を除

去する。 

２. 除去した障害物の処理 

町長は、除去した障害物を次のとおり処理する。 

（1） 除去した障害物の集積場所 

除去した障害物は一時町の所有する敷地に集積し、廃棄物処理施設にて処理

する。 

（2） 工作物の保管 

除去した工作物の中で、所有者等に返還する必要があるものについては、必

要な手続きをとり保管する。 

３. 機械、器具等の確保 

（1） 機械、器具等の確保 

町は、機械、器具等の確保にあたって、町所有のもののほか、町内の業者等

と事前に協議の上、借上げる。このため平常時に、これら業者等との間に応援

協定の締結を検討する。 

また、不足する場合は、知事又は隣接市町長の応援を求める。 

（2） 機械操作員 

障害物の除去を行うための機械操作員についても、機械、器具にあわせて確

保する。作業員の確保については、本章「第２５節 防災資機材及び労働力の

確保」による。 



七ヶ浜町地域防災計画 

第２編 地震災害対策編 

 

254 

 

 

第２４節  教育活動 

 

主管部署 教育部 

関係部署 小中学校 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 学校教育施設の応急復旧対策 ○ ○  

 社会教育施設の応急復旧対策 ○   

 文化財の応急措置 ○   

 

第１. 目的 

教育委員会は、大規模地震災害により教育施設等が被災し、児童生徒等または幼児

の被災により通常の教育を行うことができない場合は、教育の確保を図るため、関係

機関の協力を得ながら教育施設の応急復旧、児童生徒等または幼児の教育対策等必要

な措置を講じる。 

第２. 学校教育施設 

１. 実施責任者 

（1） 教育委員会及び校長、園長は、相互に協力して施設の応急復旧、応急教育を行

う。 

（2） 町長は、教育委員会が行う措置について、その権限に属する範囲内で万全の措

置を講ずる。 

（3） 各施設においては、平常時に災害時の応急対策マニュアルの作成に努める。 

２. 避難措置 

学校長又は園長等は、地震災害が発生した場合、又は町長が避難の勧告若しくは

指示を行った場合、児童・生徒・園児の安全を確保するため、次の措置を講ずる。 

（1） 在校時の措置 

①地震発生直後の対

応 

 地震発生後、速やかに安全な一時避難場所に児童

生徒等の避難指示及び誘導を行うとともに、負傷

者の有無及び被害状況の把握に努める。また、必

要に応じて、応急手当及び医療機関への搬送を行

う 

②安全の確認  災害情報の収集に努め、周辺の安全状況を把握し、
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一時避難場所では安全が確保できないと判断され

る場合、その地域で最も安全な避難場所に移動す

る。 

 最終的に安全を確認した後、速やかに保護者と連

絡をとり、引渡し等の適切な措置を講じる。 

③校園外活動時の対

応 

 遠足等校外活動時に地震が発生した場合は、引率

の担当教職員が適切な指示及び誘導を行い、速や

かに学校長へ状況を報告する。 

 町教育委員会、災害対策本部への連絡及び応援要

請を行う。 

 

（2） 登下校時及び休日等の状況把握 

登下校時及び夜間・休日等に災害が発生した場合は、学校長は直ちに出校し、

状況によっては教職員を非常招集し、災害状況等の調査を行う。また、保護者

等と連絡をとり、児童・生徒・園児の安否確認及び状況把握に努める。 

 

（3） 保護者への引渡し 

 

①校園内の児童生徒

等への対応 

 警報発令中など、屋外での危険が想定される場合、

児童生徒等を校園内保護する。 

 その際、迎えに来た保護者も同様に校園内保護す

る。 

②帰宅路の安全確認  被災状況が不明で帰宅路の安全が確認できない場

合についても、校内保護を行い、安全が確実なも

のと判断でき、かつ保護者と連絡がついた場合の

み、引渡し等の措置を行う。 

③保護者と連絡がつ

かない場合の対応 

 保護者と連絡がつかない場合や保護者がおらず引

渡しが不可能な場合についても同様に校園内保護

を行う。 

 

３. 学校施設等の応急措置 

・校長、園長は、所管する施設が被災したときは、速やかに被害状況を調査し、

被害の拡大防止のための応急措置を講じるとともに、施設を所管する教育委

員会に被害の状況を報告する。 

・当該施設を所管する教育委員会及び町は、速やかに被害の状況を調査し、応

急復旧を行う。 
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４. 教育の実施 

校長は、被災の状況により授業が実施できないと判断したときは、速やかに、臨

時休校の措置をとるものとする。 

また、正規の授業が困難な場合は、応急授業等が開始できるよう速やかに次の措

置を講じるものとする。 

（1） 教育の実施場所の確保 

 教育委員会は、校内での授業が困難な場合は、場所及び収容人員等を考

慮して、集会所、公民館、その他の公共施設または、隣接学校の校舎等

を利用できる措置を講じる。 

 教育委員会は、応急教育の実施場所の確保が困難な場合又は状況に応じ

て仮設校舎を建築する。 

 

（2） 教職員の確保 

校長及び教育委員会は、教育の被災状況を把握し、学校に来られない職員の

代替編成を講じるとともに、教育の応急的な実施に必要な教職員の確保に努め

る。 

（3） 教育の方法 

災害の状況に応じて、短縮授業、二部授業、分散授業等を行い、授業時間数

の確保に努める。 

（4） 通学路の安全確保 

 教員は通学路の安全確保を行う。 

 保護者と相談のうえ、臨時の通学路を決める。 

 他の施設で授業を行う場合は、登下校手段の確保に努める。 

 

（5） 試験、進路指導、受験対策 

災害が学内試験や進路指導期等に発生した場合は、次のような措置を講じる。 

 学習の遅れを取り戻すための授業 

 授業料、入学金、授業料等の減免 

 奨学金の拡充 

 願書受付期間、試験実施期間の変更要請 

 授業場へのバスなど輸送機関の確保 

 試験日の弁当の供給 

 試験会場の追加 

 被災した学生への特例措置（再試験等） 

 卒業認定、単位等への配慮 

 企業への内定取り消し防止要請 
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 学生の住宅の確保、あっせん 

 

５. 学用品等の調達 

町は、災害により学用品等を喪失し、又はき損し、就学上支障のある学校の児童・

生徒に対し、災害救助法に基づき学用品等の給与に努める。 

（1） 支給対象者 

支給対象者は、災害により住宅に被害（全壊、全焼、流失、半壊、半焼及び

床上浸水）を受け、必要な教材等を喪失、き損し、就学に支障を生じている児

童、生徒とする。 

（2） 支給範囲 

①品目   支給範囲者は、教科書及び教材（教育委員会に届け出又は承

認を受けて使用しているもの）、文房具（ノート、鉛筆、消

しゴム、クレヨン、絵具、画筆、画用紙、下敷、定期等）、

通学用品（運動靴、かさ、かばん、長靴等）とする。 

②費用  教科書（教科書の発行に関する臨時措置法（昭和 23 年法律

第 132号）又は教科書以外の教材は実費とする。 

 文房具及び通学用品費は、災害救助法が適用された場合に準

じ、その額を超えない範囲で必要としたもの。 

（3） 支給の期間 

教科書及び教材の支給は、災害発生の日から 1か月以内、文房具及び通学用

品については災害発生の日から 15日以内とする。 

ただし、やむを得ない場合又は特別な事情がある場合は、厚生労働大臣の承

認を得て期間を延長する。 

（4） 給与の方法 

①教科書  町教育委員会は速やかに給与対象児童・生徒を調査把握し、

必要数量を県教育委員会に報告する。町教育委員会は県教育

委員会よりその指示を受け、教科書供給所から供給を受け、

学校長を通じ対象者に配布する。 

②文房具及

び 通 学

用品等 

 町教育委員会が協力を要請できる町内の業者等から調達す

る。特別な事情があり調達できない場合、又は必要がある場

合は県教育委員会にあっせんを依頼する。 

 文房具及び通学用品の費用は次のとおりとする。 

 小学校児童…1人当たり 4,100円 

 中学校生徒…1人当たり 4,400円 

 高等学校等生徒･･･1人当たり 4,800円 

③受領確認  学校長は、配布計画を作成し、配布後、親権者から受領書を

徴する。 
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６. 給食 

①学校長及び教育委員会は、学校給食の正常な運営を図るため、応急復旧を

要する施設、設備等について町長と協議し、速やかな復旧措置を講ずる。 

②学校給食用物資は、関係業者の協力を得て確保する。それが不可能な場合

は、県教育委員会に対しあっせんを依頼するとともに必要な措置を依頼す

る。 

③感染症の発生予防など、衛生管理の徹底を図る。 

④応急給食を必要とする場合は、一般の炊出しなどで対応するなど、災害時

においても学校給食の供給に努める。 

 

７. 学校等教育施設が地域の避難場所、避難所になった場合の措置 

避難所となった施設の管理者、教育委員会及び町長は、避難所の運営が円滑に行

われるよう努めるとともに、教育活動が速やかに正常化できるよう次の措置を講じ

る。 

①町長は、施設の管理者、教育委員会と協議の上、施設・設備を点検の上、

避難所として使用する部分を決定する。 

②町は、避難所等に管理責任者を置き、当該施設の管理者及び施設を所管す

る教育委員会並びに自主防災組織等と十分協議しながらその運営にあた

る。 

③当該施設の管理者及び施設を所管する教育委員会は、避難所等の運営につ

いて積極的に協力するとともに、教育活動の早期正常化を図るため、避難

所として利用している施設の範囲等について、県教育委員会等との間で適

宜必要な協議を行う。 

 

８. 児童生徒の心のケア 

災害による精神的な痛みを緩和できるよう、児童、生徒個々に応じたケアに努め

る。 

９. 災害応急対策への生徒の協力 

校長及び町教育委員会は、学校施設、設備等の応急復旧作業や、地域と連携した

救済活動、応急復旧作業などに参加を希望する生徒に対して、教職員の指導のもと

参加できるよう、安全に十分配慮して検討する。 
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第３. 社会教育施設 

１. 実施責任者 

①教育委員会、施設の管理者、町長が協議の上、速やかに応急対策を講ずる。 

②各施設においては、平常時に災害時の応急対策マニュアルの作成に努める。 

２. 応急対策 

（1） 開館中 

施設が開館中の場合は、次の措置を講じる。 

 在館の施設利用者の避難誘導 

 負傷者の救護、医療機関への搬送 

 施設の安全点検、応急措置 

 教育委員会、町長、消防機関への連絡、応援要請 

 災害発生のおそれがある場合、施設が利用できない場合は臨時休館措置 

 資料の保存 

（2） 閉館中 

施設が閉館中の場合は、次の措置を講じる。 

 施設長及び職員は直ちに出勤し、被害状況の調査 

 教育委員会への連絡 

 施設の安全点検、応急措置 

 資料の保存 

３. 施設が避難所となった場合 

施設管理者は、教育委員会及び町長に協力し、円滑な避難所運営に努める。避難

所の管理運営は各施設管理者とする。 

第４. 文化財の応急措置 

①被災した文化財の所有者又は管理者は、その文化財の文化的価値を最大限に

保存するよう努めるとともに、速やかに被害状況を県教育委員会（国・県指

定文化財）に連絡し、その指示に従って対処する。 

②町教育委員会は、町指定文化財について、被害の状況の速やかな把握に努め、

文化財の管理者に対し応急措置者について指導・助言を行う。 

③町教育委員会は、必要に応じ、関係機関を被災箇所に派遣し、文化財の文化

的価値の保存のための応急措置を実施させるなど、被害の拡大防止に努め

る。 
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《指定文化財》 

国指定  大木囲貝塚（史跡） 

 特別名勝「松島」 

町指定  国府厨印（歴史資料） 

 湊浜薬師堂磨崖仏（史跡） 

 鼻節神社（史跡） 

 建治三年古碑（古碑） 

 吉田浜獅子舞（無形民俗） 

 下り松（天然記念物） 

 鰐鮫収納箱及び鰐鮫頭遺骨（民俗資料） 
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第２５節  防災資機材及び労働力の確保 

 

主管部署 総務部、産業部 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 防災資機材等の調達 ○ ○  

 労働者の確保 ○ ○  

 

第１. 目的 

大規模地震災害時において、速やかな応急対策を実施するため、防災資機材、応急

対策のために必要な労働者及び技術者等の調達・確保及び緊急使用等が必要になるこ

とが考えられる。 

このため、町及び防災関係機関は、発災時に円滑な緊急調達等の措置が図られるよ

う万全を期する。 

第２. 緊急使用のための調達 

町長は、あらかじめ協力を依頼している業者、団体等から、応急対策活動に必要な

防災用資機材を確保し、効率的な応急復旧を行う。 

各防災関係機関は、防災活動、救助活動に必要な防災資機材等の調達について、相

互に連携を図るとともに、必要に応じて民間等への協力を要請する。 

自主防災組織等は、自主防災活動などに必要な防災資機材の調達について、町へ要

請する。町はその内容に応じて、関係課等へ依頼し、確保した上、自主防災組織等へ

配分する。 

第３. 労働者の確保 

災害対策を実施するための必要な労働者の確保は、原則としてそれぞれの災害対策

実施機関において行い、その手段として次の措置を講じる。 

１. 奉仕団 

（1） 奉仕団の構成 

奉仕団は、日本赤十字奉仕団、行政区、民間団体等の協力を得て編成する。 

（2） 活動内容 

奉仕団の活動内容は次のとおりとし、作業内容により適宜協力を求める。 

 避難誘導の補助及び避難所の奉仕 
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 り災者の救出・救護 

 炊出し及び給水の奉仕 

 救援物資の支給の奉仕 

 清掃及び防疫の奉仕 

 その他災害応急措置の応援 

 

２. 労働者の雇用 

（1） 労働者の雇用内容 

 被災者の避難 

 医療及び助産における移送 

 被災者の救出（救出する機械等の操作も含む） 

 飲料水の供給（供給する機械等の操作及び浄水用薬品等の配布も含む） 

 救援用物資の整理、輸送及び配分 

 遺体の捜索及び処理 

（2） 雇用の方法 

① 原則として、公共職業安定所を通じて行う。 

② 地域内で労働力が確保できないときは、知事又は隣接市町長に対し奉仕団の

派遣あっせんを依頼する。 

③ 雇用を依頼する場合は、次の事項を明らかにする。 

 雇用を要する目的 

 作業内容 

 所要人員 

 雇用期間 

 従事する地域 

 輸送、宿泊等の方法 

（3） 宿泊予定場所 

労働者の宿泊場所は、災害状況により必要に応じ町内旅館等を定める。 

（4） 労働者の資金 

労働者の賃金は、町の定める基準賃金とする。 
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３. 応援要請による技術者等の動員 

町及び防災関係機関は、自ら技術者等の確保が困難な場合、次により他機関に必

要技術者等の応援派遣を要請し、技術者等の確保を図る。 

（1） 職員派遣要請手続 

町長が、指定行政機関または指定地方行政機関に対し職員の派遣を要請する

場合は、次の事項を記載した文書をもって要請する。 

 派遣を要請する理由 

 派遣を要請する職員の職種別人員数 

 派遣を必要とする機関 

 派遣される職員の給与その他の勤務条件 

 その他職員の派遣について必要な事項 

 

（2） 職員のあっせん要求手続き 

町長が、知事に対して指定行政機関、指定地方行政機関、他の都道府県また

は他の市町村の職員派遣のあっせんを要求する場合は、次の事項を記載した文

書をもって要求する。 

 派遣のあっせんを求める理由 

 派遣のあっせんを求める職員の職種別人員数 

 職員を必要とする期間 

 派遣される職員の給与その他の勤務条件 

 その他職員の派遣あっせんについて必要な事項 

 

４. 従事命令等による応急措置の業務 

災害応急対策を緊急に行う必要がある場合、各関係機関は、各法律に基づく従事

命令等による応急業務を行うものとする。 

（1） 知事の従事命令 

応急措置を実施するため従事命令を出すことができる関係者の範囲は次の

とおりである。 

 医師、歯科医師または薬剤師 

 保健師、助産師または看護師 

 土木技術者または建築技術者 

 大工、左官またはとび職 

 土木業者または建築業者及びこれらの者の従事者 

 自動車運送業者及びその従事者 
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 鉄道事業者又はその従事者 

 船舶運送業者及びその従事者 

 港湾運送事業者及びその従事者 

 

（2） 協力命令 

応急措置を実施すべき場所の近隣の者をその業務に協力させることができ

る。 

（3） 保管命令等 

救助のため管理、使用、収用できるもの、また、保管させることができるも

のは次のとおりである。 

 応急措置を実施するため特に必要と認める施設、土地、家屋若しくは物資

で知事が管理し、使用し、または収用することが適当と認めるもの。 

 応急措置を実施するため特に必要と認める物資で、知事がその所有者に保

管させることが適当と認められるもの。 

（4） 保管命令対象者 

病院、診療所、旅館その他政令で定める施設を管理し、土地、家屋若しくは

物資を使用し、物資の生産、集荷、販売、保管若しくは輸送を業とする者。 

５. 他機関からの応援依頼 

町長は、法令の定めるところにより、指定公共機関及び指定地方公共機関から応

援を求められた場合、これに協力する。 

６. 労働の配分 

（1） 労働の配分方法 

 各応急対策計画の実施担当責任者は、労働力の必要がある場合は労働の目

的、所要人員、期間、集合場所及びその他必要な事項を明らかにし、町災害

対策本部に労働供給の要請を行う。 

 町災害対策本部は、労働供給の円滑な運営を図るため各担当責任者からの要

請をとりまとめ必要人員を把握し、直ちに確保措置を図るとともに、配分計

画を作成し、迅速かつ的確な配分に努める。 
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第２６節  公共土木施設等の応急対策 

 

主管部署 建設部、産業部、救助部 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 公共土木施設等の緊急点検・応急措置 ○   

 応急仮設住宅の建設 ○   

 応急仮設住宅の供与 ○   

 公営住宅の活用等 ○   

 住宅の応急修理 ○   

 建設資材及び建築技術者の確保 ○  ○ 

 被災建築物に関する応急危険度判定の実施 ○   

 

第１. 目的 

道路の交通基盤、用水路、漁港、海岸及びその他の公共土木施設は、町民の日常生

活及び社会・経済活動はもとより、大規模地震災害発生時の応急対策活動において重

要な役割を果たすものである。このため、これらの施設については、それぞれ応急対

策を整備し、相互に連携を図りつつ迅速な対応を図るものとする。 

また、沿岸部では震災による地盤沈下が生じ、海水の流入による床上浸水の発生な

ど生活環境が脅かされることもあり、早急な対応に努める。 

第２. 道路施設 

１. 緊急点検 

道路管理者は、災害または地震等の発生直後（津波の危険がある場合は、津波の

危険がなくなった後）にパトロール等により緊急点検を実施する。 

避難所へのアクセス道路等について、道路啓開等の必要な措置を講じる。 

地震により道路が被害を受けていることを発見した者は、速やかに道路管理者に

連絡する。その道路がどこの管轄かわからない場合には、建設課に連絡する。建設

課がその情報を得た場合は、直ちに該当する道路管理者へ連絡する。 

２. 被害状況の把握・整理、緊急輸送体制の確保 

道路管理者は、それぞれ管理している道路の被害状況を把握し、緊急輸送道路な

どを中心に、応急措置の優先順位を決定する。 
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町内すべての道路の被害状況を整理・把握するため、それぞれの道路管理者はそ

の被害状況を随時町長へ連絡する。町長はそれらの情報をもとに、特に早急に復旧

が必要な道路の応急復旧工事を要請するとともに、適切な避難、物資の輸送などの

計画を立てる。 

３. 道路の応急措置及び二次災害の防止対策 

道路が被害を受けた場合は、道路管理者は相互に連絡をとり、優先順位に基づき、

障害物の除去及び応急復旧工事を実施し、交通の確保に努める。 

道路施設等の被害が拡大することが予想される場合は、所要の応急措置を講じる

とともに、交通規制や施設使用の制限を行い、二次災害の防止に努める。 

応急復旧にあたっては、応援要請できる民間の建設業者の応援を得て行う。 

４. 道路法によらない道路の措置 

（1） 農道 

道路管理者は、農道を緊急通行車両等の通行に使用する場合、関係機関と協

議して交通の確保に努める。 

第３. 用水路管理施設 

１. 緊急点検 

用水路管理者は、地震発生直後（津波の危険がある場合は、津波の危険がなくな

った後）にパトロール等により緊急点検を実施する。 

２. 被災状況の把握 

用水路管理者は、地震発生直後から十分な施設の点検・現地調査を行い、被災状

況等を把握する。 

３. 用水路管理施設の応急措置及び二次災害の防止対策 

応急工事が必要な場合には、被害の状況や防災拠点となる場所などを総合的に判

断し、浸水被害の発生や拡大を防止する措置を講じるほか、速やかに復旧工事を行

う。 

施設等の使用規制については、関係機関と連絡を図る。 

第４. ため池、堤等関係施設 

地震発生後（津波の危険がある場合は、津波の危険がなくなった後）にため池、堤

等施設の点検を実施し、破壊・損傷等の被災箇所の発見に努め、被害があった場合は

早急に必要な対策を実施し、被害の拡大防止を図るとともに、二次災害の防止に努め

るものとする。 
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第５. 公園施設 

公園施設管理者は、地震発生直後にパトロール等により緊急点検を実施し、避難地、

避難路となる公園においては、救援、避難活動が円滑に実施できるよう応急復旧を速

やかに行うものとする。 

総務課は、それぞれの公園等の被害状況を総括し、臨時の避難場所、避難路や緊急

物資の輸送経路等の計画を立てる。 

第６. 港湾施設 

１. 県の対応 

港湾管理者は、地震発生後(津波の危険がある場合は、津波の危険が無くなった後)

早急に港湾施設の被災状況を把握し、二次災害による危険の有無及び施設使用の可

否を判断し、関係機関の協力を得て必要な措置を講じる。 

港湾施設は、震災後の緊急輸送拠点として重要な施設であることから、重要度の

高い港湾から早急に復旧作業を行い、緊急物資輸送をはじめ物流機能の確保に最大

限努める。 

２. 東北地方整備局の対応 

港湾施設等の被災状況、被災施設の重要度等を勘案して、災害復旧事業の促進、

再度災害の防止等の措置を講じることにより、迅速かつ適切な災害復旧に努める。 

３. 第二管区海上保安本部の対応 

（1） 緊急輸送路の確保 

国土交通省と連携し港湾内の啓開作業を行い、次いで水路測量により航路を

確保する。 

（2） 航路障害物の除去 

港外の浮遊漂流物の除去・回収と漂流船舶の対応を行う。 

（3） 安全情報の提供ほか 

無線放送による航行警報やホームページによる水路通報による安全情報の

提供及び航路標識の復旧に努める。 

第７. 漁港施設 

漁港管理者は、地震発生直後（津波の危険がある場合は、津波の危険がなくなった

後）に漁港施設の被災状況を把握し、大きな二次災害につながる可能性のある箇所を

発見するため緊急点検を実施する。 

緊急点検で、二次災害のおそれのある被災箇所については危険な区域への立入禁止

のためのバリケードや警告板の設置等を行う。また、被災施設の重要度等を勘案して

必要に応じて応急対策工事を速やかに実施し、漁港機能の早期回復を図る。 
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第８. 農地、農業施設 

産業課は、農地、農業施設に係る二次災害を未然に防止するため、次の安全性の点

検、応急復旧、管理施設・機器等の緊急整備を行う。 

 災害発生または災害発生直後における施設の点検・現地調査 

 被災状況の把握 

 被害の拡大を防止するための措置と緊急災害復旧工事 

 災害応急対策上の拠点施設等、重要な施設の速やかな応急復旧 

 関係機関と密接な連絡による施設等の使用制限の実施 

 

第９. 廃棄物処理施設 

①宮城東部衛生処理組合は、一般廃棄物処理施設に被害が生じた場合は、速や

かに応急復旧を行うとともに、二次災害の防止に努めるものとする。 

③県及び宮城東部衛生処理組合は、災害廃棄物の広域処理を含めた処理処分方

法を確立するとともに、仮置場、最終処分地を確保し、計画的な収集、運搬

及び処分を図ることにより、災害廃棄物の円滑かつ適正な処理を行う。 

④災害廃棄物処理に当たっては、適切な分別を行うことにより、可能な限りリ

サイクルに努める。 

⑤災害廃棄物処理に当たっては、復旧・復興計画を考慮に入れつつ計画的に行

う。また、環境汚染の未然防止又は住民、作業者の健康管理のため、適切な

措置等を講じる 

 

第１０. 被災建築物、被災宅地に関する応急危険度判定などの実施 

①被災建築物の応急危険度判定業務は、基本的に町が実施し、県は必要な各種

の支援を行う。 

②町は、実施本部を設置し、判定実施要否の判断、判定実施区域、判定実施順

位等の検討・決定、判定実施計画の策定、地元判定士等の参集、受付及び名

簿の作成並びに判定コーディネーターの配置等を行い、県は支援実施計画を

作成する。 

 なお、判定の実施にあたっては、避難所に指定されている公共建築物等につ

いて優先的に実施し、次いで被災地の住宅について判定を行い、自宅の使用

が可能な者については自宅への帰宅を促す。 

③被災宅地の危険度判定業務は、市町村の災害対策本部が実施し、県は必要な

支援を行う。 

④県は町の要請を受け、被災建築物応急危険度判定士及び被災宅地危険度判定

士の派遣を行う。また、関係団体とそれらの派遣について協議を行う。 
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《応急危険度判定活動体系図》 
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第２７節  ライフライン施設等の応急復旧 

 

主管部署 水道部、総務部 

関係部署 
東日本電信電話宮城支店、東北電力塩釜営業所店、宮城県仙南・仙塩広

域水道事務所、仙台市水道事業管理者、塩釜ガス㈱ 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 水道施設の応急復旧対策 ○   

 下水道施設の応急復旧対策 ○   

 電力施設の応急復旧対策 ○ ○ ○ 

 ガス施設の応急復旧対策 ○  ○ 

 電信・電話施設の応急復旧対策 ○ ○ ○ 

 

第１. 目的 

大規模地震災害により、上下水道・電気・ガス・電話等のライフライン施設が被害

を受けた場合、日常生活や経済活動の場である都市機能が著しく低下し、県民の生命、

身体財産が危険にさらされることとなることから、ライフライン被害の影響は最小限

に食い止めることが重要である。 

このため、地震発生時においては、発災後直ちに、専門技術をもつ人材等を活用し

て、それぞれの所管する施設、設備の緊急点検を実施するとともに、被害状況を迅速、

かつ、的確に把握し、二次災害の防止、被災者の生活確保を最優先に、必要な要員及

び資機材を確保するとともに、防災関係機関及びライフライン事業者は相互に緊密な

連携を図りながら機動力を発揮して迅速な応急復旧活動に努めるものとする。 

なお、必要に応じ、広域的な応援体制をとるよう努めるものとする。 

第２. 水道施設 

１. 応急体制及び応急措置 

（1） 被害の拡大防止 

水道事業者は、地震発生後、速やかに施設等の被害状況を調査し漏水等の被

害があれば、直ちに給水停止等の措置を講じ、被害の拡大防止を図る。 

また、広域水道及び仙台市水道が被災し、浄水の供給再開の目処が立たない

場合には、君ヶ岡配水池のタンクを非常用飲料水として確保するため、直ちに

給水停止の準備を開始し、防災行政無線、広報車で周知を図った後に給水停止
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の措置を講じる。 

（2） 応急復旧 

水道事業者は、復旧にあたって計画を策定し、あらかじめ備蓄しておいた資

機材等を使い、応急復旧活動を迅速に行う。 

なお、復旧にあたっては、応急復旧計画に基づき、基幹施設及び医療機関等

の重要施設に配水する管路について優先的に復旧を行う。 

（3） 応援の要請 

町は、応急復旧活動に必要な資機材、技術者等に不足が生じた場合は、知事

に対し、応援のあっせんを要請する。 

（4） 応急給水 

町は、復旧工事に時間がかかる場合は、応急給水を実施する（詳細は本章「第

１５節 食料、飲料水及び生活必需品の調達・供給活動」に記載している。） 

（5） 応援活動 

水道事業者は、日本水道協会宮城県支部「災害時相互応援計画」に基づいて

応援要請を行い、円滑な応急活動を行う。 

２. 広報活動 

町は、水道の被災状況、復旧予定、応急給水の方法などについて、水道事業者か

ら情報を入手し、住民などへの広報を実施する。 

３. 広域水道用水供給施設（宮城県仙南・仙塩広域水道事務所） 

広域水道管理者は、広域水道用水供給施設が被災したときは、被災箇所及び被災

状況について早期把握に努め、取水・導水・浄水・送水施設等広域水道用水供給機

能を確保するため迅速、かつ、的確な応急復旧に努めるものとする。 

（1） 送水管等 

広域水道管理者は、送水管・水管橋等施設の構造、機能的被害を調査のうえ、

水道用水供給機能の確保に努めるものとする。 

（2） 取水・導水・浄水施設等 

広域水道管理者は、取水・導水・浄水施設等の構造、機能的被害を調査のう

え、広域水道用水供給機能の確保に努めるものとする。 

４. 仙台水道用水供給施設（仙台水道局） 

仙台水道管理者は、広域水道用水供給施設が被災したときは、被災箇所及び被災

状況について早期把握に努め、取水・導水・浄水・送水施設等広域水道用水供給機

能を確保するため迅速、かつ、的確な応急復旧に努めるものとする。 
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第３. 下水道施設 

１. 応急体制及び応急措置 

町は、災害対策本部の配備体制に基づき職員を配備し、直ちに下水道施設の被災

箇所及び被災状況について早期把握に努め、下水の排除及び処理機能を確保するた

め、迅速、かつ、的確な応急復旧に努める。 

なお、下水道施設の応急措置は、避難所や医療施設など緊急性の高い施設から順

次行う。 

 

（1） 管渠 

町は、管渠施設の構造、機能的被害を調査の上、仮設ポンプによる下水の排

除、管内の土砂撤去、仮設管きょの布設等により下水排除機能の確保に努める。 

（2） ポンプ施設 

町は、ポンプ施設の構造、機能的被害を調査の上、下水道機能の確保に努め

る。 

２. 広報活動 

町は、下水道の被災状況、復旧予定、トイレ等の使用可否などについて情報を入

手し、住民などへの広報を実施する。 

第４. 電力施設（東北電力（株）塩釜営業所） 

１. 東北電力（株）の応急対策 

電力施設による電力供給を確保するため、必要な応急措置について次の対策を講

じる。 

（1） 要員の確保 

供給区域内において、災害が発生した場合、復旧要員を非常呼集する。 

 

（2） 店所間応援の要請及び派遣 

被害が甚大で当該店所のみでは早期復旧が困難である場合は、「一般災害復

旧応援要請書」により、他店所に応援を要請する。 

応援を求める場合、当該支店管内の動員については、当該対策組織の長が行

い、当該支店管外からの動員については、上位機関対策組織に要請する。 

（3） 広報活動 

地震災害が発生した場合は、停電による社会不安の除去のため、電力施設被

害状況及び復旧状況について広報活動を行う。また、公衆感電事故、電気火災

を防止するための広報活動を行う。 

広報については、テレビ、ラジオ、新聞等の報道機関を通じて行うほか、広

報車等により直接当該地域へ周知する。 
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（4） 復旧資材の確保 

① 調達 

対策組織の長は、予備品、貯蔵品等の在庫量を確認し、調達を必要とする

資材は、次のいずれかの方法により可及的速やかに確保する。 

 現地調達 

 対策組織相互の流用 

 他電力からの融通 

② 輸送 

災害対策用資機材の輸送は、あらかじめ要請した請負会社の車両、船艇、

ヘリコプター等をはじめ、その他実施可能な運搬手段により行うものとする。 

③ 復旧資材置場の確保 

災害時において、復旧資材置場及び仮設用用地が緊急に必要になり、この

確保が困難と思われる場合は、当該地方自治体の災害対策本部に依頼して、

この迅速な確保を図るものとする。 

（5） 危険予防措置 

電力需要の実態に鑑み、災害時においても原則として供給を継続するが、警

察、消防機関等から要請があった場合等には、対策組織の長は送電停止等、適

切な危険予防措置を講じるものとする。 

（6） 応急工事 

① 応急工事の基本方針 

災害に伴う応急工事については、恒久的復旧工事との関連並びに情勢の緊

急度を勘案し、二次災害の防止に配慮しつつ、迅速、かつ、適切に実施する。 

② 応急工事基準 

災害時における具体的応急工事については、次の基準により実施する。 

発電設備 共通機器、流用可能備品、貯蔵品を活用した応急復旧措置を行う。 

送電設備 
ヘリコプター、車両等の機動力や事故復旧資材等の活用により、仮

復旧の標準工作に基づき、迅速に行う。 

変電設備 
機器損壊事故に対し、系統の一部変更または移動用変圧器等の活用

により応急措置で対処する。 

配電設備 非常災害仮復旧標準工法による迅速、かつ、確実な復旧を行う。 

通信設備 
可搬型電源、衛星通信設備（可搬型）、移動無線機等の活用により

通信連絡を確保する。 

 

③ 災害時における安全衛生 

作業は、通常作業に比し悪条件のもとで行われるので、安全衛生について

は十分配慮して実施する。 
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２. 町の対策 

町は、東北電力（株）塩釜営業所と連絡を取り合い、各地区及び避難所などへの

送電状況及び被災状況などについての情報を収集し、より適切な避難所への誘導な

ど適切な処置をとる。 

３. 住民等の活動 

停電又は電力施設の被害を発見した者は、町または東北電力（株）塩釜営業所に

直ちに下記まで連絡する。 

第５. ガス施設 

１. 液化石油ガス（ＬＰガス）施設 

（1） 液化石油ガス販売事業者 

液化石油ガス販売事業者は、大規模地震災害発生時には、被災した家屋等に

おいて、液化石油ガス施設による災害が発生しないように、次の対策を講じる。 

① 応急措置と応援要請 

直ちに緊急資機材の完備を確認し、次いで情報の収集（電話等）を開始す

る。被害状況を把握後、被災した供給先に急行して必要な措置をとることに

よって、二次災害を食い止めるとともに、緊急時連絡体制に基づき、（社）宮

城県エルピーガス協会の各支部（支部長または事務局）及び宮城県エルピー

ガス保安センター協同組合各支所に連絡する。 

② 緊急点検 

供給全戸を訪問し、作動した各安全器の復帰を含めた、各設備（特に埋設

管や地下ピット）の緊急点検等を実施する。その際、被害の状況（配管の破

損、ガス漏れ、容器の転倒、接続部のはずれの有無等）の把握に努める。結

果は（社）宮城県エルピーガス協会の各支部（支部長または事務局）及び宮

城県エスピーガス保安センター協同組合各支所に連絡する。 

③ 応援体制 

直接被災しなかった場合は、供給先の多くが被災した他の液化石油ガス販

売事業者について情報を（社）宮城県エルピーガス協会の各支部（支部長ま

たは事務局）及び宮城県エルピーガス保安センター協同組合各支所から入手

し、応援に急行する。 

④ 情報提供 

被災の概況、復旧の現況と見通し等について、（社）宮城県エルピーガス協

会の各支部（支部長または事務局）及び宮城県エルピーガス保安センター協

同組合各支所に適宜、情報の提供を行う。 

（2） ガス施設所有者 

災害時にガス施設に被害が発生、又は発生するおそれのある場合には作業班

を編成し、応急対策を実施する（作業班の構成、業務分担等は液化石油ガス販
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売事業者と協議し作成する）。 

（3） 町の活動 

液化石油ガス販売事業者、所有者、（社）宮城県エルピーガス協会及び宮城

県エルピーガス保安センター協同組合、県等との連絡調整は、総務課が行う。 

町は、災害のため炊事用等の燃料が欠乏したときには、カセットコンロなど

燃料供給のあっせんを行う。 

（4） （社）宮城県エルピーガス協会 

（社）宮城県エルピーガス協会は、各支所間との必要な連絡調整を行うとと

もに、機能が有効に稼働するよう体制の充実強化に努める。 

（5） 県 

県は、上記販売事業者及び（社）宮城県エルピーガス協会が実施する対策に

関して適宜情報を収集し、関係機関の調整を図ることによって、二次災害の防

止と被災状態の復旧について支援する。 

（6） 関東東北産業保安監督部東北支部 

関東東北産業保安監督部東北支部及び県は、災害発生の防止または公共の安

全の維持のため必要があると認めるときは、液化石油ガス販売事業者及びガス

事業者に対し必要な命令、禁止、その他の措置をとる。 

《連絡先》 

社団法人 

宮城県エルピーガス協会 

仙台市青葉区本町三丁目 5番 22号 宮城県管工事会館５階 

TEL 022-262-0321   FAX 022-215-4158 

ＬＰガス消費者相談所 TEL 022-225-0929  （（社）宮城県エルピーガス協会内） 

 

《プロパンガス販売貯蔵施設等一覧表（販売貯蔵所）》 

（平成 21 年 4月 1日現在（単位：㎏）） 

№ 事業所名 場 所 区分 品名 最大数量 備 考 電話番号 

１ ㈱カネイチ 吉田浜字浜屋敷 61-3 貯蔵所 ＬＰＧ 1,500  357-2640 

２ 前田商店 吉田浜字浜屋敷 3-1 〃 〃 500  357-3737 

３ ㈱佐藤米穀店 花渕浜字上ノ山 106-3 〃 〃 1,000  357-2531 

４ ㈲坂本商店 花渕浜字高山 20-1 〃 〃 3,000  357-2837 

５ ㈲斎藤商店 菖蒲田浜字長砂 9-1 〃 〃 400  357-3328 

６ (善)渡辺商店 菖蒲田浜字宅地 51-1 〃 〃 400  357-2243 

７ 大宰商店 松ヶ浜字笹山 86 〃 〃 1,000  357-3439 

８ ㈲鈴市商店 松ヶ浜字謡 22-21 〃 〃 1,000  357-3320 

９ ㈲マルエイ商店 境山二丁目 9-33 〃 〃 1,000  362-9443 

10 中野商店 代々崎浜字細田 49-6 〃 〃 1,000  357-2624 

11 我妻商店 東宮浜字寺島 4-4 〃 〃 3,000  362-7574 

12 七ヶ浜ガス㈱ 汐見台 4丁目 2-67 〃 〃 2,500  357-5344 

 

 

データ更新予定 
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《プロパンガス販売貯蔵施設等一覧表（特定製造所等）》 

（平成 21年 4月 1日現在（単位：㎏）） 

№ 事業所名 設 置 場 所 区分 品名 最大数量 供 給 先 電話番号 

１ カメイ㈱宮城支店 遠山三丁目 6 貯蔵所 ＬＰＧ 1,500 第１ネオポリス 782-2281 

２ 仙台市ガス局 遠山三丁目 4 〃 〃 950 県営住宅 256-2111 

３ 仙台プロパン㈱ 遠山二丁目 6 〃 〃 950 第２ネオポリス、 

岸柳アパート 

366-6111 

４ 七ヶ浜ガス㈱ 汐見台四丁目 2-67 〃 〃 2,500 汐見台四丁目 357-5344 

５ 仙台プロパン㈱ 東宮浜御林 〃 〃 3,450 東宮浜御林アパー

ト（日通） 

366-6111 

６ カメイ㈱宮城支店 吉田浜字細田 〃 〃 2,000 東北電力㈱仙台火

力社宅 

366-6111 

７ 〃 代々崎浜字蓮沼 〃 〃 300 〃 〃 

８ 住商液化ガス㈱ 東宮浜字穴切 〃 〃 300 汐見保育所 365-8059 

９ 仙台プロパン㈱ 遠山一丁目 5 〃 〃 800 舞鶴タウン 366-6111 

10 七ヶ浜ガス㈱ 吉田浜字小浜 7 〃 〃 300 学校給食センター 357-5344 

11 鈴市商店 遠山二丁目 8-12 〃 〃 400 コーポ星 357-3320 

12 カメイ㈱宮城支店 境山 1-8-184 〃 〃 600 シーサイドパレス

七ヶ浜 

362-3111 

13 仙台プロパン㈱ 花渕浜字高山 25-3 〃 〃 900 第２清楽苑 366-6111 

14 七ヶ浜ガス㈱ 花渕浜字大山 1-1 〃 〃 500 七ヶ浜国際村 357-5344 

15 カメイ㈱宮城支店 花渕浜字長須賀

43-4 

〃 〃 400 ペンション「みら

い」 

782-2281 

 

２. 都市ガス施設 

（1） ガス事業者（仙台ガス局、塩釜ガス株式会社） 

ガス事業者は、大規模地震災害発生時には、被災した家屋等において、都市

ガス施設による災害が発生しないように、次の対策を講じる。 

① 製造所の緊急点検と復旧対策 

地震の規模に応じて、製造所の設備を緊急停止させ、緊急点検及び被災部

分の応急措置を行い、二次災害の防止を図る。被災部分の復旧が済み次第、

安全性を確認の上、ガスの製造を再開する。 

② 各施設の緊急点検と復旧対策 

直ちに資機材の完備を確認し、次いで情報の収集（電話等）を開始する。

被害状況を掌握後、被災した地区に急行して必要な措置をとることによって、

二次災害を食い止める。 

施設や住居、道路等の被害状況や、施設の点検結果によっては、ガスの供
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給を地域的に遮断し、安全を確保した地区から、速やかにガスの供給を開始

する。 

 供給停止地域の閉栓 

 供給停止地域の復旧ブロック化(公共施設が存在するブロックを優先させ

る。) 

 復旧ブロック内の漏洩検査 

 本支管、供給管漏洩箇所修理 

 内管検査及び修理（家屋の倒壊等により供給再開が困難な場合、供給管を

切断し遮断する。） 

 開栓 

③ 応援体制 

地震の規模に応じて、「地震・洪水等非常事態における救護措置要綱」(日

本ガス協会)に基づき、日本ガス協会への応援要請の措置をとる。 

④ 広報の実施 

被災の概況、復旧の現状と見通し等について、関係機関に適宜、情報の提

供を行う。利用者に対しては、広報車等により、ガス栓の閉止とガスの安全

使用の周知徹底を行う。 

（2） 県 

上記（１）の各内容に関して適宜情報を収集し、国の指示のもと、関係機関

（特に（社）宮城県エルピーガス協会）との調整を図ることによって、二次災

害の阻止と被災状況の復旧(カセットコンロの確保、液化石油ガスの提供等)

について支援する。 

（3） 関東東北産業保安監督部東北支部 

災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため必要があると認めるときは、

ガス事業者に対し必要な命令、禁止その他措置をとる。 

第６. 電信・電話施設 

１. 通信事業者 

（1） 東日本電信電話(株)宮城支店 

① 復旧対策 

通信設備が被災した場合は、速やかに復旧対策を実施する。 

・応急復旧対策として、可搬型無線機の出動、臨時回線の作成、臨時公衆電

話の設置等を行う。 

・重要通信の疎通と被災地における情報拠点の確保においては、災害に極め

て強い衛星通信の利点を活かし、衛星通信を活用する。 

・広域災害においては、停電時における公衆電話の無料化を行う。 
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② 輻輳した場合の措置 

通信が異常に輻輳した場合は、次の措置を講じる。 

・設備の状況を監視しつつトラヒックコントロールを行い、状況に応じて必

要な範囲及び時間において回線規制を行うが、設備被害その他により、そ

の利用が制限される場合は、「非常（緊急）扱い通話」又は「非常（緊急）

扱い電報」の取扱を受け、通話の優先利用を図る。 

・被害者の安否等関心の高い情報の伝言蓄積・取り出し可能な災害用伝言ダ

イヤル「171」番、災害用伝言板「ｗｅｂ171」を提供し、輻輳の緩和を図

る。 

・被災地に指定する地域及び期間において、り災者が発信するり災状況の通

報又は救護を求める内容を「115」番により「非常扱い電報」、「緊急扱い電

報」として他の電報に先立って伝送及び配達を行う。 

 

《通信依頼先》 
通信依頼先 依頼方法 指定電話 担当責任者 手続 

東日本 
電信電話
株式会社 
宮城支店 

非常通話 
(緊急)扱
い通話 

災害時 
優先電話 

総務課長 

・申込み受付番号は 102番。 
・「非常（緊急）扱い通話」である旨告
げる。 
・必要理由、事情を告げる。 

非常電報 
(緊急)扱
い電報 

災害時 
優先電話 

総務課長 

・申込み受付番号は 115番。 
・「非常（緊急）扱い電報」である旨告
げる。 
・必要理由、事情を告げる。 

 

③ 被災地情報 

東日本電信電話㈱宮城支店の有する通信回線等を活用して、臨時の情報ネ

ットワークを提供し、被災地での生活等に必要な情報の流通を支援する。 

（2） 移動通信事業者 

①移動通信事業者（㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンクモバイル㈱、

㈱ウィルコム）は、緊急に必要な災害対策機関、災害救助活動等直接関係す

る重要通信の確保、通信の途絶解消に留意し、速やかに応急復旧を行う。 

②被害者の安否等関心の高い情報の伝言蓄積・取り出し可能な災害用伝言サー

ビスを提供し、輻輳の緩和を図る。 

 

（3） 広報 

通信施設の被災状況、応急措置、復旧の見込みなどについて、住民等へ広報

活動を行う。 

２. 町の活動 

町は東日本電信電話(株)宮城支店をはじめとする通信事業者と密接に連絡をとり、

各地区及び避難所など重要施設の被災状況を把握する。 
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３. 住民等 

公衆電気通信施設に被害があることを知った者は、「113」番に連絡する。 
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第２８節  危険物施設等の安全確保 

 

主管部署 総務部 

関係部署 塩釜地区消防事務組合、消防団 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 危険物施設の応急措置 ○  ○ 

 高圧ガス取扱事業所の応急措置 ○  ○ 

 

第１. 目的 

大規模地震により危険物施設等が被害を受け、危険物の流失、その他の事故が発生

した場合は、施設等の被害程度を速やかに把握し、二次災害を防止するための迅速か

つ適切な応急措置を講じるとともに、事業所の関係者及び周辺住民等に対する危害防

止を図るために、町は、施設責任者、防災関係機関と相互に協力し、総合的な被害軽

減対策を実施するものとする。 

なお、石油コンビナート等特別防災区域の危険物施設については、石油コンビナー

ト等災害防止法に基づく宮城県石油コンビナート等防災計画の定めるところにより応

急対策を講じる。 

第２. 住民への広報 

町、県及び危険物施設等の管理者は、地震の被災による事故の情報の速やかな公表

と、環境汚染に対処するため、流出危険物の組成を明らかにしその対応策を的確に伝

える。 

また、処理に対する作業の進捗情報を整理し広報するとともに、住民等から数多く

寄せられる、問い合わせ、要望、意見などに適切な対応を行える体制を整備する。 

第３. 危険物施設 

１. 陸上における消防機関の応急対策 

石油等危険物取扱施設の応急措置については、関係事業所の管理者、危険物保安監

督者及び危険物取扱者に対して、次に掲げる措置を当該危険物施設の実態に応じて講

じるよう指導するものとする。 

 

 危険物の流出または爆発等のおそれのある作業及び移送の停止 
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 施設の応急点検と出火等の防止措置 

 混触発火等による火災の防止措置 

 初期消火活動 

 タンク破損等に係わる流出等のによる広域拡散の防止措置と応急対策 

 災害状況の把握及び状況に応じた従業員、周辺地域住民に対する人命安全措置 

 防災関係機関との連携活動 

 

２. 海上における第二管区海上保安本部の応急対策 

危険物の保安については、次に掲げる措置を講じる。 

 危険物積載船舶について、必要に応じて移動を命じ、又は航行制限若しくは禁

止を行う。 

 危険物荷役中の船舶について、荷役の中止等事故防止のために必要な指導を行

う。 

 危険物施設について、危険物流出等の事故を防止するために必要な指導を行

う。 

 

３. 事故発生事業所等における応急対策 

（1） 大規模な危険物等災害が発生した場合又は発生するおそれのある場合 

事業所等は、速やかに第二管区海上保安本部、所轄消防署、町及び関係機関

に通報するとともに、現場付近の者又は船舶に対し注意喚起を行う。 

また、必要に応じ、町と協力し、付近住民に避難するよう警告する。 

（2） 消火活動、流出油防除活動の実施 

事業所等は、自衛消防隊、その他の要員により次の消火活動、流出油防除活

動を実施するとともに、必要に応じ、他の関係企業等の応援協力を求める。 

 

①大量油の排出

があった場合 

 オイルフェンスの展張、その他排出された油の拡がりを防

止するための措置をとる。 

 損傷箇所の修理、その他引き続き油が排出されないよう防

止するための措置をとる。 

 損壊タンク内の残油を他の損壊していないタンクへの移

送を行う。 

 排出された油の回収を行う。 

 油処理剤の散布により、排出油の処理を行う。 

 

なお、油処理剤の使用については十分留意すること。 

②危険物の排出  損傷箇所の修理を行う。 
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があった場合 

 

 損傷タンク内の危険物を他の損壊していないタンクへ移

送する。 

 薬剤等により、排出された危険物の処理を行う。 

 火気の使用制限を行い、ガス検知を実施する。 

 船舶にあっては、洩航索の垂下を行う。 

 船舶にあっては、安全な海域へ移動し、投錨する。 

 消火準備を行う。 

 

また、第二管区海上保安本部、消防機関に対し、爆発性、引火性物品の所在

施設、船舶の配置及び災害の様態を報告し、その指揮に従い、積極的に消火活

動及び排出油防除活動を実施する。 

 

第４. 高圧ガス取扱事業所 

①高圧ガス取扱事業所は、地震発生後速やかに、緊急点検等を行い、被害が生じ

ている場合は、応急措置を行い、被害拡大の防止に努める。 

②県は、地震の規模・態様、付近の地形、ガスの種類、気象条件等を考慮し、消

防機関、指定事業所及び高圧ガス保安協会等関係団体と密接な連絡をし、迅速、

かつ、適切な措置が講じられるよう調整指導・助言する。 

③関東東北産業保安監督部東北支部及び県は、災害の発生の防止又は公共の安全

の維持のため必要があると認めるときは、高圧ガスの製造業者、販売業者その

他の取扱者に対し、必要な命令、禁止その他の措置をとる 

 

第５. 毒物・劇物貯蔵施設 

①県は、毒劇物協会に対し安全対策を指示伝達する。 

②県は、毒物・劇物貯蔵施設から毒劇物が漏洩した場合、又は火災を処理してい

る消防機関から必要な中和剤、防毒マスク等の要請があった場合、毒劇物協会

に対し必要な資機材の供給を要請する。 

③県は、毒物等による事件及び爆発等の二次災害防止のため、所掌する販売業者、

製造業者等に対して、関係機関・団体の協力のもと、必要な指導助言を行う。 

④毒劇物協会は、被災地の会員に連絡の上必要物を手配し、被災地に運搬する。 
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《七ヶ浜町危険物貯蔵取扱い施設一覧表》 

（平成 20年 4月 1日現在） 

整理

番号 
事業所名 場 所 区 分 

施

設

数 

品 名 最大数量 

１ 東北電力㈱仙台火力発電所 代々崎浜字前島 1 改修中   （改修中 未定）  

２ 
宮城県漁業協同組合 

七ヶ浜支所 
代々崎浜字西 21 給油取扱所 1 第１石油類 ガソリン 9.6kℓ 

３ 

日本アルコール販売㈱ 

仙台支店 

東宮浜字笠岩 16-25 

屋外タンク貯蔵所 5 アルコール類 2,258.0kℓ 

屋内タンク貯蔵

所 
2 

第１、２ アルコール ガソリン 
239.0kℓ 

一般取扱所 3 アルコール類 191.0kℓ 

移送取扱所 1 アルコール類 850.0kℓ 

４ 日本アルコール物流㈱ 

仙台営業所 
東宮浜字笠岩 6-25 移動タンク貯蔵

所 

9 アルコール類 112.6kℓ 

５ マルエイ商店 境山二丁目 9-33 

一般取扱所 2 第２石油類 灯油 29.5kℓ 

屋内貯蔵所 1 第 1、2、3 ガソリン 灯 軽 重 4.0kℓ 

移動タンク貯蔵所 １ 第２石油類 灯油 1.35kℓ 

６ ㈲塩釜トラック 遠山三丁目 10-47 
自家用給油取扱所 1 第２石油類 軽油 9.6kℓ 

移動タンク貯蔵所 3 第２.３ 灯油 軽油 重油 硫黄 12.4kℓ 

７ ㈲平蔵屋石油店 

湊浜字砂山 25-1 給油取扱所 1 第１、２ ガソリン 灯油 19.2kℓ 

松ヶ浜字西原 7-1 
地下タンク貯蔵所 1 第２石油類 軽油 20.0kℓ 

一般取扱所 2 第２石油類 軽油 29.6kℓ 

湊浜字砂山 25-1 移動タンク貯蔵所 5 第２.３石油類 灯油 軽油 重油 10.86kℓ 

８ ㈲鈴市商店 
松ヶ浜字謡 22-12 

給油取扱所（自家用） 1 第１石油類 ガソリン 0.574kℓ 

移動タンク貯蔵所 １ 第２石油類 灯油 1.9kℓ 

松ヶ浜字西沢田 45-2 一般取扱所 １ 第２石油類 灯油 9.5kℓ 

９ 大宰商店 松ヶ浜字笹山 86 

簡易タンク貯蔵所 1 第１石油類 ガソリン 0.597kℓ 

一般取扱所 1 第２石油類 灯油 9.6kℓ 

屋内貯蔵庫 1 第 1、2、3 ガソリン 軽油 重油 16.4kℓ 

移動タンク貯蔵所 2 第２石油類 灯油 3.35kℓ 

10 渡辺商店 菖蒲田浜字宅地 51-1 
給油取扱所 1 第１、2 ガソリン 軽油 19.2kℓ 

移動タンク貯蔵所 3 第２.３石油類 灯油 軽油 重油 5.92kℓ 

11 ㈲斎藤商店 
菖蒲田浜字西峠下 1-1 給油取扱所 1 第 1、2、3 ガソリン 灯油 重油 40.2kℓ 

菖蒲田浜字西峠下 6-1 移動タンク貯蔵所 9 第２.３石油類 灯油 軽油 重油 23.9kℓ 

12 サンフレッシュ七ヶ浜 菖蒲田浜字新小塚 91 屋外タンク貯蔵所 １ 第３石油類 重油 19.5kℓ 

13 我妻商店 東宮浜字寺島 4-4 屋内貯蔵所 1 第 1、2、3 ガソリン 灯油 重油 3.4kℓ 

 

データ更新予定 
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番号 
事業所名 場 所 区 分 

施

設

数 

品 名 最大数量 

14 七ヶ浜町生涯学習センター 吉田浜字野山 5-9 地下タンク貯蔵所 1 第３石油類 重油 10kℓ 

15 ㈲坂本商店 花渕浜字高山 20-1 

屋内貯蔵庫 1 第１、２、３、４(ガ･灯･重･ギヤ) 2.52kℓ 

屋外貯蔵庫 1 第２、３ 灯油 重油 11.8kℓ 

移動タンク貯蔵所 １ 第２石油類 灯油 1.4kℓ 

16 大成商事花渕給油所 
花渕浜字館下 75-21 給油取扱所 1 第１、２ ガソリン 軽油 20kℓ 

花渕浜字清水 28-2 移動タンク貯蔵所 8 第１．２．３  ガ 灯 軽 重 23kℓ 

17 ㈱カネイチ 

吉田浜字浜屋敷 61-3 給油取扱所 1 第１、２ ガソリン 軽油 灯油 40kℓ 

吉田浜字二月田 115-2 一般取扱所 1 第３石油類 重油 19.0kℓ 

吉田浜字浜屋敷 61-3 移動タンク貯蔵所 2 第２石油類 灯油 軽油 3.8kℓ 

18 株式会社 佐藤米穀店 花渕浜字上ノ山106－3 移動タンク貯蔵所 １ 第２石油類 灯油 2.0kℓ 

19 七ヶ浜町立向洋中学校 遠山一丁目 9-18 一般取扱所 1 第２石油類 灯油 4.0kℓ 

20 

新日本石油精製㈱ 

仙台製油所 

湊浜字砂場 1-1 

製造所 1 第１石油類 非水溶性 6,243.6kℓ 

製造所 1 第２石油類 非水溶性 2.4kℓ 

製造所 1 第３石油類 非水溶性 7.392kℓ 

製造所 1 第３石油類 水溶性 625.4kℓ 

製造所 1 第４石油類 非水溶性 12.799kℓ 

屋外タンク貯蔵所 7 第１石油類 原油（T-11～17） 459,900kℓ 

屋外タンク貯蔵所 １ 第１石油類 ガソリン（T-122） 2,950kℓ 

屋外タンク貯蔵所 １ 第１石油類 ナフサ（T-128） 11,200kℓ 

屋外貯蔵所 １ 第２石油類 水溶性・非水溶性 1.1kℓ 

一般取扱所 １ 第４石油類 潤滑油 30.0kℓ 

21 丸運液体輸送東北 東宮浜字笠岩 16-40 
自家用給油取扱所 1 第２石油類 軽油 19.2kℓ 

移動タンク貯蔵所 34 第 1,2,3,4､ガ 灯 軽 重 潤 J１ 598.4kℓ 

22 七ヶ浜健康スポーツセンター 吉田浜字野山 5-1 地下タンク貯蔵所 １ 第３石油類 重油 18.0kℓ 

23 特別養護老人ホーム第二清楽苑 花渕浜字高山 25-3 地下タンク貯蔵所 1 第３石油類 重油 4kℓ 

24 プラタナス汐見台給油所 汐見台南一丁目 10-2 給油取扱所 1 第 1、2 ガソリン 灯油 軽油  60.0kℓ 

25 よっちゃん食品工業㈱仙台営業所 東宮浜字笠岩 16-59 屋外タンク貯蔵所 1 第３石油類 重油 4.0kℓ 

 

 

データ更新を行います。 
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《毒物・劇物関連取扱施設一覧表》 

                          平成 20年 4月 1日現在） 

番号 事業所名 場 所 電 話 品 名 

１ 

ソーダニッカ㈱仙台・七ヶ浜 

ケミカルセンター 

東宮浜字笠岩 16-24 364-9234 

シアン 

塩酸 

硝酸 

水酸化ナトリウム 

硫酸 

２ 日本アルコール販売㈱仙台支店 東宮浜字笠岩 16-25 366－6861 

酢酸エチル 

トルエン 

メタノ－ル 

 

データ更新予定 



七ヶ浜町地域防災計画 

第２編 地震災害対策編 

 

286 

 

 

第２９節  農林水産業の応急対策 

 

主管部署 産業部 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 農業用施設の応急対策 ○   

 ため池、堤等施設の応急対策 ○   

 漁港施設の応急対策 ○   

 農作物に関する応急対策 ○  ○ 

 水産物に関する応急対策 ○  ○ 

 

第１. 目的 

大規模災害により、農業生産基盤、ため池、堤等施設等施設被害のほか、飼料の不

入荷による家畜等の被害、燃料、電気の途絶による施設園芸等のハウスや作物被害と

いった間接的な被害が予想される。このため、県、町、及び各関係機関は、相互に連

携を保ちながら、被害を最小限にとどめるため、的確な対応を行う。 

第２. 農業用施設 

町は、農地、農業用施設に係る二次災害を未然に防止するため、安全性の点検、応

急復旧を実施するとともに、必要に応じ管理施設・機器等の緊急整備を行う。 

二次災害による被害の拡大を防ぐため、地震発生直後における十分な施設の点検・

現地調査を行い、被害状況を把握する。農地・農業施設が被災した場合、被害の拡大

を防止するための措置と緊急災害復旧工事を実施する。特に、災害応急対策上の拠点

施設等重要な施設については、速やかな応急復旧を行う。二次災害の防止のための施

設等の使用規制については、関係機関と密接な連絡をとり実施する。 

第３. ため池、堤等施設 

町は、ため池、堤等施設に係る二次災害を未然に防止するため、安全性の点検、応

急復旧を実施する。二次災害による被害の拡大を防ぐため、災害発生直後における十

分な施設等の点検・現地調査を行い、被害状況を把握する。 

ため池、堤等施設が被災した場合、被災施設等の重要度を勘案し、早急に応急復旧

等の工事を実施する。 
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第４. 漁港施設 

１. 緊急点検 

漁港管理者は、波浪・高潮等による災害が発生されると思われるとき、又は災害

発生直後、パトロール等により施設の機能及び安全性等について緊急点検を実施す

る。 

２. 漁港施設等の応急復旧 

漁港管理者は海岸保全施設が被災した場合、点検及び現地調査を行い、被災状況

を把握し、必要に応じて危険な区域への立入禁止のためのバリケードや警告板の設

置等を行うとともに、被災施設の重要度を勘案し、早急に応急復旧等の工事を実施

する。 

第５. 農産物 

１. 活動体制 

町長は災害対策本部活動要領に定めるもののほか、農業委員会及び農業関係機関、

団体と協議し、必要に応じて農業災害対策本部を設置し、災害の予防及び拡大防止

に努める。 

２. 湛水対策 

地盤沈下等により湛水状態となった農地については、移動ポンプ車の配備等によ

り速やかに排水に努める。 

３. 営農用資機材の確保 

（1） 営農機材 

町は、必要に応じて、農業関係団体等が保有する農業機械の確保について相

互調整を行うとともに、不足が生じた場合は県に営農機材の購入あっせんを要

請する。 

（2） 営農用資材 

町は県に対して、稲・麦・大豆種子について、播種可能な期間中に直ちに対

応できるよう備蓄種子の確保のための対策を要請する。 

町は県に対して、肥料、農薬、野菜種子、飼料等について、必要に応じ確保、

あっせんのための対策を要請する。 

４. 農作物に関する応急対策 

（1） 水稲 

用排水路、けい畔等が破損し、水不足が発生した場合、損壊個所の修復を行

い用水の確保を図る。また、苗の埋没、浮き上がり、横倒し、泥水の冠水など

の被害が発生した場合、応急対策として、補植、植え直し、土砂の撤去等を行
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う。 

（2） 畑作物（野菜類） 

圃場の復元に努めるとともに、被害を受けた作物の草勢の維持回復に努め、

回復不能な場合は、代替作物等の手当を行う。 

（3） 果樹 

被害を受けた樹園地では、樹勢の維持回復に努めるとともに、樹が傾いたり、

倒れたりした場合は、根が乾かないうちに早めに起こし、土寄せして支柱で支

える。 

（4） 施設園芸 

・保温期間中の温室、ビニールハウス等の損壊が発生した場合は、被覆資材の

張り替えやトンネル等を設置して保温に努める。 

・被害を受けた作物の草勢の維持回復に努める。 

・暖房機を稼動させるための電源の確保に努める。 

・給水源等の確保に努める。 

・地震発生直後に重油等の漏れがないか確認し、流出がある場合は直ちに汚染

が広がらないように対策を講じる。 

 

５. 町の役割 

農業関係団体等は、農業災害の係わる応急対策を行う。 

町は、病害防除、応急技術対策、家畜伝染病の防止、営農用資機材の確保等の農

業災害に係わる応急対策を実施する。 

第６. 水産物 

町は、県の指導・助言を得て、関係団体等と協力しながら地域における応急対策を

実施する。また、水産物の生産者・団体等は、その生産施設に生じた被害について応

急対策を行う。 
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第３０節  応急公用負担等の実施 

 

主管部署 総務部 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 応急公用負担等の実施 ○   

 

第１. 目的 

大規模地震災害が発生し、または発生するおそれがある場合において、応急措置を

実施するため、特に必要があると認めるときは、施設、土地、家屋若しくは物資を管

理し、使用し、収用し、若しくは応急措置の業務に従事させるなどにより、必要な措

置を図るものとする。 

第２. 応急公用負担等の権限 

１. 町長 

町長は、応急措置を実施するため緊急の必要があると認める場合、次の措置を取

ることができる。また、知事が行う従事命令等の権限を委任された場合は、その委

任された応急公用負担等の処分を行うことができる。 

 町の区域内の私有の土地、建物その他の工作物を一時使用し、または土石、竹

木その他の物件を使用し、若しくは収用すること。 

 災害を受けた工作物または物件で、当該応急措置の実施の支障となるものの除

去その他必要な措置。 

 町の区域内の住民または当該応急措置を実施すべき現場にある者を当該応急

措置の業務に従事させること。 

２. 警察官、海上保安官 

警察官、海上保安官または災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、町長若しく

はその職権の委任を受けた町の吏員が現場にいないときまたはこれらの者から要求

があったときは、町長の職権を行うことができる。この場合においては、直ちにそ

の旨を町長に通知しなければならない。 

３. 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官 

災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、町長若しくはその職権の委任を受けた

町の吏員が現場にいないときに限り、町長の職権を行うことができる。この場合に
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おいては、直ちにその旨を町長に通知しなければならない。 

４. 消防職員、消防団員 

消防のため緊急の必要があるときの応急公用負担の権限行使は、消防職員、消防

団員が行う。 

第３. 手続き 

１. 公用負担命令権限の委任 

災害応急対策のため緊急の必要があるときは、町長の委任を受けた者（以下「受

任者」という。）は、災害対策基本法第 64条又は水防方第 28条の規定による権限を

行使できる。 

２. 公用負担命令の行使 

①受任者は、公用負担命令の権限を行使する場合は、公用負担命令権限書を携行

し、必要な場合にはこれを提示する（様式は資料参照）。 

②受任者は、公用負担命令の権限を行使した場合は、その旨を町長に報告する。 

３. 工作物等の使用、収容 

①使用又は収容を行うときは、対象となる土地、建物等の占有者、所有者その他

の土地建物等について権限を有する者に対し、その土地、建物等の名称又は種

類、形状、数量、所在した場所、その処分の期間または期日その他必要な事項

を通知する。 

②災害の状況から公用負担通知書を交付するいとまがない場合は、当該通知書を

交付することなく公用負担の権限を行使することができる。 

③通知すべき占有者等の氏名及び住所が不明のときは、対象となる土地、建物等

の名称、種類など通知すべき事項を町又は土地建物等の所在した場所を所轄す

る警察署に提示し、通知に代える。 

４. 工作物等の障害物の撤去 

①町長又は警察官が障害物（災害を受けた工作物等）を除去したときは、適切な

方法で保管する（町長及び警察官が現場におらず、自衛隊が派遣されている場

合は自衛官が行う。） 

②保管した場合、当該工作物等の占有者、所有者その他権限を有するものに対し

て、返還するため必要な事項を公示する。 

③保管した工作物等が滅失又は破損、若しくは保管に不相当な費用や手数料がか

かる場合は、売却し、その代金を保管する。 

④工作物等の保管、売却、公示などに要した費用は、当該工作物等の返還を受け

るべき占有者、所有者等が負担する。 

⑤工作物等の保管に関する公示の日から起算して 6か月を経過しても、当該工作

物又は売却した代金を返還する相手方が不明などの場合は、町長が保管した工
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作物等を町に、警察署長が保管した工作物等は県に帰属する。 

第４. 事前措置 

１. 事前措置の権限 

①町長は、災害が発生するおそれがあるときには、災害を拡大するおそれがある

設備又は物件の占有者等に対し、災害の拡大を防止するため必要な限度におい

て、当該設備の又は物件の除去、保安等の措置を指示することができる。 

②警察署長は、町長から要求があったときは事前措置の指示を行うことができ

る。この場合において、指示を行った場合は、直ちにその旨を町長に通知しな

ければならない。 

２. 指示の方法 

①事前調査し、把握した結果に基づき、あらかじめ予告又は警告を行うなど注意

を喚起し、自主的な措置の指導を行う。 

②必要が生じた場合、あるいは自主的に措置ができない場合は、必要な措置を指

示する。 

③予告、警告、又は指示を行う場合は、原則として文書をもって通知する。 

３. 公有物件又は設備の事前措置 

所有者又は管理者が、国あるいは県であっても、町域内にあれば事前措置の対象

となる。ただし、他の市町村の被害を拡大させるような指示を行ってはならない。 

４. 事前措置の期間 

事前措置の指示を行う期間は、概ね予警報発表の期間内で、具体的に災害の発生

が予想される、又は被害が拡大しつつある場合に限られる。 

第５. 損失補償及び損害補償等 

①町長は、応急公用負担等の処分を行ったときは、その処分により通常生ずべき

損失を補償する。 

②町長は、区域内において、住民又は応急措置を実施すべき現場にある者を応急

措置の業務に従事させた場合において、当該業務に従事した者がそのため死亡

し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、その者

又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によって受ける損害を補

償しなければならない。 

 

 

 



七ヶ浜町地域防災計画 

第２編 地震災害対策編 

 

292 

 

 

 

第３１節  二次災害･複合災害防止対策 

 

主管部署 建設部、産業部、水道部、救助部、総務部 

関係部署 東日本電信電話宮城支店、東北電力塩釜営業所店、宮城県仙南・仙塩広

域水道事務所、仙台市水道事業管理者、塩釜ガス㈱、塩釜警察署、塩釜

地区消防事務組合、自衛隊 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 二次災害の防止活動 ○  ○ 

 風評被害等の軽減対策 ○   

 

第１. 目的 

二次災害とは、地震等による自然災害が生じた後、災害調査・人命救助などに伴う

災害、土石流の災害地に入った救援隊が受けるおそれのある災害など二次的に生ずる

災害を指す。 

特に、東日本大震災のように広範囲にわたり発生した災害については、それに関連

する様々な事象について対応策を講じる。 

第２. 二次災害の防止活動 

１. 県及び町又は事業者の対応 

①県及び町又は事業者は、発災後直ちに、専門技術をもつ人材等を活用して、そ

れぞれの所管する施設、設備の緊急点検を実施するとともに、これらの被害状

況等を把握し、二次災害の防止、被災者の生活確保を最優先に、ライフライン

(電気、上下水道、ガス、通信施設)及び公共施設(道路、鉄道、水路の啓開)の

応急復旧を速やかに行う。 

②県は、土砂災害の防止や倒壊物の飛散による被害の防止について市町村に助言

等を行うとともに、ライフライン復旧時における火災警戒等については、市町

村等事業者を指導する。 

③消防職団員、水防団員、警察官、自衛隊員や町職員など、救難・救助・パトロ

ールや支援活動に当る関係機関職員についても、作業中の安全確保、二次災害

被災防止に向けて努める。 

④電気事業者は、垂れ下がった電線等への接触による感電事故、漏電による火災

の発生防止等に向けて、電気機器及び電気施設の使用上の注意を広報し、あわ
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せ被害状況、復旧の見込みなど報道機関等の協力を得て周知する。 

⑤水道事業者は、漏水による道路陥没等の発生、汚水の混入による衛生障害発生

防止等に向けて、応急復旧に努めるとともに、復旧の見込みなど報道機関等の

協力を得て周知する。 

⑥下水道事業者は、漏水による汚染水の拡散防止、終末処理場被災による未処理

水の排出に伴う環境汚染防止等に向けて応急復旧に努めるとともに、下水道施

設の使用の抑制などを広報し、あわせて被害状況、復旧の見込みなど報道機関

等の協力を得て周知する。 

⑦ガス事業者は、ガス漏洩による火災、爆発等の発生防止に向けて、応急復旧に

努めるとともに、復旧の見込みや復旧時の使用上の注意など報道機関等の協力

を得て周知する。 

⑧電気通信事業者は、重要通信の確保、通信のそ通困難防止やふくそうの緩和等

に向けて、応急復旧に努めるとともに、被害状況、復旧の見込みなど報道機関

等の協力を得て周知する。 

⑨道路管理者等は、避難者の移動、災害時緊急車両や物資輸送車の安全確保に向

けて、障害箇所の応急復旧により道路交通機能の確保に努める。 

 

２. 水害・土砂災害 

（1） 二次災害防止施策の実施 

降雨等による浸水個所の拡大等水害等に備え、二次災害防止施策を講じる。 

特に地震による地盤沈下や海岸保全施設等に被害があった地域では、破堤箇

所からの海水の浸水等の二次災害の防止に十分留意する。 

（2） 点検の実施 

県及び町は、降雨等による二次的な水害・土砂災害等の危険箇所の点検を必

要に応じて実施する。 

その結果、危険性が高いと判断された箇所については、関係機関や住民に周

知を図り、伸縮計などの観測機器の設置や雨水侵入防止対策等の応急工事、適

切な警戒体制の整備などの応急対策を行う。 

また、町は災害の発生のおそれのある場合は速やかに適切な避難対策を実施

する。 

また、県は、地滑りによる重大な土砂災害の急迫した危険が認められる状況

において、町が適切に避難勧告等の判断が行えるよう土砂災害に関する情報を

提供する。 

３. 土砂災害警戒情報 

仙台管区気象台及び県は共同で、必要に応じて土砂災害警戒情報の発表基準の引

き下げを実施する。 
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４. 高潮・高浪・波浪 

県及び町は、高潮、波浪、潮位の変化による浸水を防止するため、海岸保全施設

等の点検を行うとともに、地盤沈下による浸水等に備え、必要に応じ応急工事を実

施する。 

５. 爆発危険物等 

石油コンビナート等の危険物施設等及び火災原因となるおそれのある薬品を管理

する施設等の管理者は，爆発等の二次災害防止のため、施設の点検、応急措置を行

う。 

また、爆発等のおそれが生じた場合は、速やかに関係機関に連絡する。 

６. 有害物質等 

県及び町又は事業者は、有害物質の漏えい及び石綿の飛散を防止するため、施設

の点検、応急措置、関係機関への連絡、環境モニタリング等の対策を行う。 

７. 余震・誘発地震 

県及び町又は事業者は、余震による建築物、構造物の倒壊等に備え、二次災害防

止施策を講じる。特に復旧作業中などの場合は、作業の停止、避難等の作業員の安

全確保対策をとる。 

第３. 風評被害等の軽減対策 

①県及び町は、地震、津波、原子力災害等による被災地に関する不正確な情報や

流言が原因となり、復興の妨げとならないよう、風評被害等の未然防止又は影

響の軽減を図るため、被災地域の被害状況、復旧・復興状況等の正確な情報の

発信に努める。 

②放射能・放射線の影響に対する安全性確認結果の広報や各種観光情報の発信等

を積極的に実施し、観光業、農林水産業及び地場産業の商品等の適正な流通の

促進を図る。 
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第３章  災害復旧・復興対策 

第１節  災害復旧・復興計画 

 

主管部署 全課 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 災害復旧・復興の基本方向の決定 ○   

 事業計画の策定、実施 ○   

 復興計画の策定、実施 ○   

 

第１. 目的 

この計画は、地震発生後の一刻も早い被災者の生活安定及び社会基盤の再構築を図

るとともに、長期的な視点から地震に強い町土を構築していくことを目的とする。 

第２. 災害復旧・復興の基本方向の決定 

１. 基本方向の決定 

町は、被災地の再建を行うため、被害状況及び地域特性並びに応急復旧後の状況

等を考慮し、必要に応じ国、県等との連携のもと、現状復旧を目指すのか、あるい

は災害に強いまちづくりなど中長期的な課題の解決を図る計画的復興を目指すのか、

住民の意向を十分に取り入れながら早急に検討し基本的事項を定める。 

２. 住民意向の尊重 

被災地の復旧・復興については、県及び町が主体となり、住民の意向を尊重しつ

つ協同して計画的に行う。 

３. 女性及び災害時要援護者の参画促進 

県及び町は、復旧・復興のあらゆる場・組織において、男女共同参画の観点から

女性の参画を促進するとともに、障害者、高齢者等の災害時要援護者についても、

参画を促進するよう努める。 

４. 職員派遣等の要請 

県及び町は、災害復旧・復興対策の推進のため、必要に応じ国、他の地方公共団
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体等に対し職員の派遣、その他の協力を求める。 

第３. 災害復旧計画 

１. 基本方針 

町は、被災施設等の復旧においては、現状復旧にとどまらず、災害に強い町土づ

くりを基本とした改良復旧を行うものとする。 

これらの災害復旧を効率的かつ効果的に実施するため、必要に応じ災害復旧計画

を速やかに策定し推進する。 

２. 事業計画の策定 

町は、災害応急対策を講じた後に、被害の程度を十分に調査し、それぞれの所管

する公共施設に関する復旧計画を速やかに策定する。その計画は概ね次の計画とす

る。 

なお、計画の策定に当たっては、関係機関と連携を図りながら被災原因、被災状

況等を的確に把握するものとする。 

 公共土木施設災害復旧事業計画（公共土木施設災害復旧事業費国庫負担

法） 

 ＜海岸設備、急傾斜地崩壊防止施設、道路、港湾、漁港、下水道、公園＞ 

 農林水産業施設災害復旧事業計画（農林水産業施設災害復旧事業費国庫補

助の暫定措置に関する法律） 

 都市災害復旧事業計画（都市災害復旧事業国庫補助に関する基本方針及び

都市災害復旧事業費事務取扱方針） 

 水道施設並びに清掃施設等災害復旧事業計画（水道法、清掃法） 

 社会福祉施設災害復旧事業計画（生活保護法、児童福祉法、身体障害者福

祉法、知的障害者福祉法、老人福祉法、売春防止法） 

 公立学校施設災害復旧事業計画（公立学校施設災害復旧費国庫負担法） 

 公営住宅災害復旧事業計画（公営住宅法） 

 その他災害復旧事業計画 

 

３. 事業の実施 

①町、県、指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関等は、復旧を

迅速に進めるための配備体制が不十分となる場合は応援要請等の措置を講じ

るものとする。 

②町、県、指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関等は、あらか

じめ定めた物資、資材の調達計画及び人材の広域応援等に関する計画を活用

しつつ、迅速かつ円滑に被災施設の復旧事業を行い、又は支援する。 

③県は、地震に伴う地盤の緩みにより土砂災害の危険性が高まっている箇所につ
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いて、二次的な土砂災害防止の観点から、可能な限り土砂災害防止対策を行

う。 

④ライフライン、交通輸送等の関係機関は、復旧に当たり、可能な限り地区別の

復旧予定時期を明示する。 

⑤警察は、暴力団等の動向把握を徹底し、復旧・復興事業への参入・介入の実態

把握に努めるとともに、関係行政機関、被災市町村、業界団体等に必要な働

きかけを行うなど、復旧・復興事業からの暴力団排除活動の徹底に努める。 

 

４. 災害復旧事業に伴う財政援助 

法律に基づき、一部負担または補助するもの 

 公共土木施設災害復旧事業国庫負担法 

 公立学校施設災害復旧費国庫負担法 

 公営住宅法 

 土地区画整理法 

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

 予防接種法 

 都市災害復旧は、都市災害復旧事業国庫補助に関する基本方針に基づき、

予算の範囲内で事業費の２分の１を国庫補助する。 

 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 

 水道法・災害復旧費補助金交付要綱による上水道施設災害復旧費及び簡易

水道施設災害復旧費補助金交付要綱 

 その他 

 

第４. 災害復興計画 

町は、災害復興事業を効率的かつ効果的に実施するため、必要に応じ速やかに災害

復興に関する基本方針及び復興計画を作成し、関係機関の諸事業を調整しつつ計画的

な復興事業を推進する。 

１. 復興計画の基本方針 

町は、復興の必要性が認められた場合、復興方針を策定する。 

災害復興事業を効果的に実施するため、町は、被災後、速やかに災害復興に関す

る基本方針を策定する。 

２. 復興計画の策定 

町は、震災復興の基本方針に基づき、具体的な災害復興計画を策定する。 
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策定にあたっては、被災状況を的確に把握するとともに、住民に対し、できるだ

け早い時期に建築制限の適用等、復興に向けた計画を示す。 

住民に対して、復興計画を策定していく過程において地域全体の合意形成を図る

とともに、事業に係る説明責任を果たすよう努める。 

県は、復興計画の迅速・的確な作成と遂行のための体制整備(地方公共団体間の連

携、国との連携、広域調整)を行う。 

３. 復興事業の実施 

町、指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関等は、復興事業を早

期に実施するため配備体制等が不十分となる場合は応援要請等の措置を講じるもの

とする。 

第５. 災害復興基金の設立等 

県及び町は、被災者の救済及び自立支援や、被災地域の総合的な復旧・復興対策等

をきめ細かに、かつ、機動的、弾力的に進めるために、特に必要があるときは、災害

復興基金の設立等、機動的、弾力的推進の手法について検討する。
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第２節  生活再建支援 

 

主管部署 総務課、財政課、税務課、町民課、地域福祉課、産業課、教育委員会教

育総務課 

 

第１. 目的 

町及び防災関係機関は、被災者の自立的生活再建を支援するため、相互に連携し積

極的な措置を講じる。 

第２. 被災者生活再建支援制度 

自然災害により生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して、都道府県が相互扶助

の観点から拠出した基金に国の資金を上乗せして、被災者生活再建支援金を支給する

ことにより、自立した生活の開始を支援するものである。 

町は、災害が発生した場合は、積極的に活用を図るものとする。その主な内容は次

のとおりである。 

１. 適用災害 

適用となる災害は、暴風、豪雨、豪雪、洪水その他異常な自然現象により、次の

いずれかに該当する被害が発生した災害とする。なお、適用災害とする場合は、県

からその旨公示する。 

 

① 災害救助法施行令第 1条第 1項第 1号又は第 2号のいずれか該当する被害が

発生した市区町村における自然災害 

② 10世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市区町村における自然災害 

③ 100世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した都道府県における自然災害 

④ ①又は②の市町村を含む都道府県区域内で、5 世帯以上の住宅が全壊する被

害が発生した市区町村（人口 10万人未満に限る）における自然災害 

⑤ 世帯以上の住宅が全壊する被害が発生し、①～③の区域に隣接する市区町村

(人口 10 万人未満に限る)における自然災害 

⑥ ①若しくは②の市区町村を含む都道府県又は③の都道府県が 2以上ある場合

に、5世帯以上の住宅全壊被害が発生した市区町村(人口10万人未満に限る)、

2世帯以上の住宅全壊被害が発生した市区町村(人口 5万人未満に限る)。 
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２. 対象世帯 

上記 1の自然災害により対象となる世帯は次のとおりである。 

①住宅が「全壊」した世帯 

②住宅が半壊し、又は敷地に被害が生じ、やむなく解体した世帯 

③災害が継続し、長期にわたり居住不可能な状態が継続することが見込まれる

世帯 

④住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなけ

れば当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯（大規模半壊世

帯） 

 

３. 支援金の支給額 

支給額は、以下の 2つの支援金の合計額となる。 

《住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金）》 

住宅の被害程度 全壊 解体 

(半壊・敷地被害) 

長期避難 大規模半壊 

支給額 100 万円 100万円 100万円 50万円 

※世帯人数が 1人の場合は、各該当欄の金額の 3/4の額 

 

《住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金）》 

住宅の再建方法 建設・購入 補修 賃借（公営住宅以外） 

支給額 200万円 100万円 50 万円 

※一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入（又は補修）する場合は、合計

で 200（又は 100）万円 

 

４. 支給対象となる経費及び支給要件 

支援金の使途に限定はなく、年齢・年収等の支給要件の制限も設けられていない。 

５. 被災者生活再建支援法人の指定 

被災者生活再建支援法人(以下「支援法人」という。)として、(財)都道府県会館

が指定されており、県は、支援金の支給に関する事務の全部をこの支援法人に委託

している。 

６. 支援金支給手続き 

被災者世帯主は、町に支給申請書を提出する。町は申請書等を確認、取りまとめ

の上、県へ送付する。 

県は、各市区町村から送付された申請書等を確認、取りまとめの上、委託先であ

る（財）都道府県会館へ送付する。送付を受けた(財)都道府県会館は申請書類を審

査の上、支給を決定し、被災者に支援金が支給される。 
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７. 受付体制の整備 

町は、被災者生活再建支援金の支給に係る被災者からの申請を迅速かつ的確に処

理するため、体制の整備等を図るよう努める。 

また、り災証明交付のための調査や発行事務の効率化を図るため、マニュアルの

作成に努めるとともに、先導的な事例や被災者支援システム等の活用について検討

を行い、所要の体制の整備を図るよう努める。 

８. 独自支援措置の検討 

県及び町は、被災者生活再建支援法の適用条件に満たない規模の自然災害が発生

した際に、同法の趣旨を踏まえ、独自の支援措置を講じることができるよう、必要

な措置を講じるよう努める。 

第３. 地震保険の活用 

地震保険は、地震等による被災者の生活安定に寄与することを目的とした公的保

険制度であり、被災者の住宅再建にとって有効な手段の一つであることから、県、

町等は、その制度の普及促進にも努める。 

第４. 資金の貸付け 

１. 災害援護資金 

町は、災害救助法が適用された災害により家屋の全壊や半壊等の被害を受けた世

帯に対し、その生活の立て直しに資するため災害援護資金の貸付けを行う。町は、

貸付制度について広く周知するとともに、これらの事務を適切かつ速やかに実施す

る。県は、町による貸し付けに関する事務が、適切かつ速やかに実施されるよう、

町に対し指導助言を行う。 

２. 母子及び寡婦福祉資金 

県は、町との緊密な連携のもとに、母子及び寡婦福祉資金の貸付制度について広

く周知し、貸し付けを行う。 

３. 生活福祉資金 

町は、町社会福祉協議会と協力の上、県社会福祉協議会が行う生活福祉資金の福

祉費による貸付制度の利用を促進する。貸付対象世帯は、災害弔意金の支給等に関

する法律が適用されない小規模な災害(同法の適用がされた地域であっても被害の

程度により災害援護資金の貸付対象とならない場合を含む)や火災等自然災害以外

の災害により住宅や家財道具に被害があったときや、主たる生計の手段である田畑、

工場、作業所、倉庫等に被害を受けた世帯で、次のいずれにも該当する世帯とする。 

 

・低所得世帯であること。 
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・資金の貸し付けにあわせて必要な支援を受けることにより自立、再建できる

と認められる世帯であること。 

・必要な資金の融通を他から受けることが困難である世帯、又は他から資金を

借入れすることができない世帯であること。 

 

《生活福祉資金の福祉費により、災害を受けたことにより臨時に必要となる経費の貸付限度》 

資金の目的 貸付上限額 措置期間 償還期限 

災害を受けたこと

により臨時に必要

となる経費 

150万円以内 6月以内 7年以内 

 

４. 一般住宅復興資金の確保 

町は、独立行政法人住宅金融支援機構及び地元の金融機関等によるり災者に対す

る融資制度の内容の周知を図る。 

町は、り災者に対し、融資が円滑に行われるよう借入手続きの指導、融資希望者

の被害状況調査、被害率の認定を早期に実施し、災害復興資金の借入促進を図る。 

また、必要に応じ県と協調して融資に対する利子補給等の処置を講じる。 

第５. 生活保護 

町は、生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）による被生活保護世帯が災害に遭い、

災害救助法の適用を受けない場合は、生活保護法に基づく基準の範囲内で、被服費・

家具什器費・教育費・住宅維持費等を支給する。 

第６. その他救済制度 

町は、自然災害により死亡した者の遺族に対し、災害弔慰金を支給するとともに、

精神または身体に重度の障害を受けた者に対し、災害障害見舞金を支給する(弔慰金、

見舞金とも労災等他の制度による給付金が支給されない場合に限る)。 
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《災害弔慰金・災害障害見舞金の支給》 

種類 対象災害 対象者 支給額 

災害弔慰

金 

①1 市町村において住居が 5 世

帯以上滅失した災害 

②都道府県内において 5 世帯以

上滅失した市町村が 3 以上あ

る場合の災害 

③都道府県内において災害救助

法が適用された市町村が 1 以

上ある場合の災害 

④災害救助法が適用された市町

村をその区域内に含む都道府

県が 2以上ある場合の災害 

死亡した者の遺族 

（配偶者・子・父

母・孫・祖父母） 

①主たる生計維持者の死亡 

500 万円 

②その他 

250 万円 

災害障害

見舞金 

災害弔慰金の支給

等に関する法律の

掲げる程度の障害

を受けた者 

①主たる生計維持者 

250 万円 

②その他 

125 万円 

 

第７. り災証明の発行 

町は、災害の状況を迅速かつ的確に把握するとともに、各種の支援措置を早期に実

施するため、災害による住宅等の被害程度の認定やり災証明交付の体制を確立し、速

やかに被災者にり災証明を交付する。 

県は、町で実施する被害認定やり災証明の発行業務に必要となる職員の派遣や技術

的な支援を行う。 

 

第８. 税負担等の軽減 

町は、必要に応じ、町条例の定めるところにより、町税及び町国民健康保険税の期

限延長、徴収猶予及び減免等を行い、被災者の負担軽減を図る。また、県の行う県立

学校の授業料の減免の措置等についても、周知及び手続きの支援に努める。 

１. 国民健康保険税の減免 

町は、国民健康保険の被保険者について、災害により受けた被害の程度により、

国民健康保険税の未納分及び納期未到来分の一部または全部を免除する。 

県は、町による減免の事務が適切かつ速やかに実施されるよう、町に対し指導助

言を行う。 

２. 国民健康保険税の減免の基準 

住宅または家財が損害を被ったとき 

被災した被保険者世帯が所有する住宅または家財について、災害により受けた損

害の金額が、その住宅または家財の価格の 30％以上であるもので、前年中の合計所

得が 1,000万円以下のものに対し、次の表に定める区分により減免を行う。 
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《国民健康保険税（料）の減免割合》 

合計所得額 
住宅または家財の損害 

3/10 以上 5/10未満 5/10以上 

①500万円以下 1/2 10/10 

②500万円超 1/4 1/2 

③750万円超 1/8 1/4 

 

３. 国民健康保険税（料）の一部負担金の減免 

町は、国民健康保険の被保険者について、国民健康保険税の減免と同様に災害に

より受けた被害の程度により、一部負担金を減免する。 

一部負担金の減免基準は、各市町村保険者が基準を定め減免を行う。 

県は町による一部負担金の減免の事務が適切かつ速やかに実施されるよう、町に

対し指導・助言を行う。 

第９. 応急金融対策 

１. 日本銀行仙台支店の措置 

（1） 銀行券の発行ならびに通貨および金融の調節 

 

①通貨の円滑な

供給の確保 

 被災地における金融機関の現金保有状況の把握に努め、

必要に応じ被災地所在の金融機関に臨時に発行元銀行券

を寄託し、あるいは既存の寄託発行元銀行券の活用を図

るほか、金融機関の所要現金の確保について必要な措置

を講ずること等により、通貨の円滑な供給の確保に万全

の措置を講ずる。 

 なお、被災地における損傷日本銀行券および損傷貨幣の

引換えについては、状況に応じ職員を派遣する等必要な

措置を講ずる。 

②現金供給のた

めの輸送、通信

手段の確保 

 被災地における現金供給のため緊急に現金を輸送しまた

は通信を行う必要があるときは、関係行政機関等と密接

に連絡のうえ、各種輸送、通信手段の活用図る。 

③通貨および金

融の調節 

 災害発生時等において、必要に応じ適切な通貨および金

融の調節を行う。 
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（2） 資金決済の円滑の確保を通じ信用秩序の維持に資するための措置 

 

①決済システム

の安定的な運

行に係る措置 

 災害発生時等において、金融機関の間で行われる資金決

済の円滑の確保を図るため、必要に応じ、日本銀行金融

ネットワークシステムその他の決済システムの安定的

な運行に係る措置を実施する。また、必要に応じ、関連

する決済システムの運営者等に対し、参加者等の業務に

支障が出ないよう考慮し適切な措置を講ずることを要

請する。 

②資金の貸付け  災害発生時等において、金融機関の間で行われる資金決

済の円滑の確保を図るため、必要に応じ、資金の貸付け

を行う。 

 

（3） 金融機関の業務運営の確保に係る措置 

関係行政機関と協議のうえ被災金融機関が早急に営業開始を行いうるよう

必要な措置を講ずるほか、必要に応じ金融機関に対し、営業時間の延長または

休日臨時営業の実施に配慮するよう要請する。また、災害の状況に応じ必要の

範囲で適宜業務時間の延長または休日臨時営業を行う。 

 

（4） 金融機関による金融上の措置の実施に係る要請 

必要に応じ関係行政機関と協議のうえ、金融機関または金融機関団体に対し、

次に掲げる措置その他の金融上の措置を適切に講ずるよう要請する。 

 

①預金通帳等を滅紛失した預貯金者に対し、預貯金の便宜払戻しの取扱いを行

うこと。 

②被災者に対して定期預金、定期積金等の期限前払戻しまたは預貯金を担保と

する貸出等の特別取扱いを行うこと。 

③被災地の手形交換所において被災関係手形につき、呈示期間経過後の交換持

出を認めるほか、不渡処分の猶予等の特別措置をとること。 

④損傷日本銀行券および貨幣の引換えについて、実情に応じ必要な措置をとる

こと。 

⑤必要と認められる災害復旧資金の融通について、迅速かつ適切な措置をとる

こと。 

 

（5） 国庫金の取扱に係る措置 

災害発生時等における国庫金の受払業務について、金融機関や関係官庁と協

力して実情に応じ必要な措置をとること。 
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（6） 各種措置に関する広報 

災害応急対策に関する情報について、新聞、放送、インターネットその他の

適切な方法により、迅速に県民に提供するよう努める。特に(３)および(４)

で定める要請を行ったときは、関係行政機関と協議のうえ、金融機関および放

送事業者と協力してすみやかにその周知徹底を図る。 

２. 生命保険会社、損害保険会社、少額短期保険会社及び火災共済組合に係る措置 

（1） 非常金融措置の実施 

東北財務局は、被災地の便宜を図るため、保険会社等に対し、以下に掲げる

措置をとるよう要請する。 

 

①保険金等の支払いに

係る便宜措置 

 保険証券(共済証書)、届出印鑑等を喪失した契約

者等については、可能な限り便宜措置を講ずるこ

と。 

②保険金(共済金)の支

払及び保険料(共済

掛金)の払込猶予に

関する措置 

 保険金(共済金)の支払いについては、できる限り

迅速に行うよう配慮し、保険料(共済掛金)の払込

については、契約者のり災の状況に応じて猶予期

間の延長を行う等適宜の措置を講ずること。 

③営業停止等における

対応に関する措置 

 窓口営業停止等の措置を講じた場合、営業停止等

を行う営業店舗名等を、店頭掲示等での告示、新

聞やインターネットのホームページに掲載し、取

引者に周知徹底すること。 

 

（2） 各種金融措置に関する広報 

関係機関は、上記災害応急対策について、速やかにその周知徹底を図る。 

３. 第一種金融商品取引業者(証券会社等)に係る措置 

（1） 非常金融措置の実施 

東北財務局は、被災地の便宜を図るため、証券会社等に対し、以下に掲げる

措置をとるよう要請する。 

 

①届出印鑑喪失の場合

の措置 

 届出印鑑喪失の場合における可能な限りの便宜

措置を講ずること。 

②有価証券喪失の場合

の措置 

 有価証券喪失の場合の再発行手続きについて協

力すること。 

③預かり有価証券の売

却・解約代金の即日

払いの申し出があっ

た場合の措置 

 被災者顧客から、預かり有価証券の売却・解約代

金の即日払いの申し出があった場合、可能な限り

便宜措置を講ずること。 

④営業停止等における  窓口業務停止等の措置を講じた場合、業務停止等
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対応に関する措置 を行う営業店舗名等を、店頭掲示等の告示、新聞

やインターネットのホームページに掲載し、取引

者に周知徹底すること。 

⑤その他の措置  顧客への対応について十分配意すること。 

 

（2） 各種金融措置に関する広報 

関係機関は、上記災害応急対策について、速やかにその周知徹底を図る。 

第１０. 雇用対策 

１. 公共職業安定所の措置 

公共職業安定所の長は被災者の雇用の維持を図るとともに、被災求職者の雇用を

促進するため、以下の措置を講じる。 

 

①離職者の発生状況、求人・求職の動向等の情報収集 

②被災者のための特別相談窓口等の設置 

③雇用保険失業給付の特例支給 

④雇用調整助成金の特例適用の要請 

⑤被災事業主に対する労働保険料の特例措置 

 

２. 県及び町の措置 

県及び町は、被災者の働く場の確保のため、即効性のある臨時的な雇用創出策と、

被災地の特性を踏まえた産業振興の方向性に沿った職業訓練を通じた労働者の技能

向上等による中長期の安定的な雇用創出策を組み合わせて実施するよう努める。 

第１１. 相談窓口の設置 

県及び町は、被災者の自立に対する援助、助成措置について、広く被災者に広報す

るとともに、できる限り総合的な相談窓口等を設置するよう努める。居住地以外の市

町村に避難した被災者に対しても、従前の居住地であった地方公共団体と避難先の地

方公共団体が協力することにより、必要な情報や支援・サービスを提供するよう努め

る。 
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第３節  住宅復旧支援 

 

主管部署 建設部課 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 一般住宅復興資金の確保 ○   

 住宅の建設等 ○   

 

第１. 目的 

県、町及び関係機関は、被災者の生活再建を支援するため、生活基盤である住宅に

ついて、被災者による自力再建を基本とした住宅再建支援を行うとともに、必要に応

じて公的住宅の供給を行う。 

 

第２. 一般住宅復興資金の確保 

県は、独立行政法人住宅金融支援機構及び地元の金融機関等の協力を求め、生活の

本拠である住宅の被害を復旧するための資金の確保を支援するための相談窓口等を設

置することから、町はこれに協力する。 

第３. 住宅の建設等 

町は、県と連携協力し、必要に応じ、災害により住宅を滅失した被災者の居住の安

定を図るため、災害公営住宅の建設等又は公営住宅の空き家の活用を図る。 

１. 災害公営住宅の建設等 

（1） 災害公営住宅の確保 

県及び町は、自己の資力では住宅の再建が困難な者に対する居住の安定を図

るため、住宅被害の状況、被災者の要望等に応じ、公営住宅法に基づく災害公

営住宅を建設若しくは買取又は被災者へ転貸するために借上げる。 

（2） 災害公営住宅の建設等における指導・支援 

知事は、災害公営住宅の建設等を行う町に対し、適切に指導・支援を実施す

るとともに、当該町において対応が困難な場合には、知事が建設等を行うもの

とする。 

（3） 安全な地域への移転の推奨 
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県は、災害危険区域等における被災者等の住宅再建に当たっては、防災集団

移転促進事業等を活用しつつ、極力安全な地域への移転を推奨する。 

（4） 生活維持の支援 

県は、復興過程の被災者については、応急仮設住宅等の提供により、その間

の生活の維持を支援する。 

２. 公営住宅の空き家の活用 

公営住宅の入居者資格を有する被災者（災害が大規模な場合等において、被災市

街地復興特別措置法(平成 7年法律第 14号)第 21条の規定に該当する者については、

同条に規定する公営住宅の入居者資格の特例を適用する。）に対しては、既存公営住

宅等の空き家を活用し、優先的に入居できる措置等を講じる。 

第４. 防災集団移転促進事業の活用 

町は、被災地域又は災害危険区域のうち、住民の居住に適当でないと認められる区

域内にある住居の防災のための集団的移転を促進する。 

１. 事業主体 

町(例外として、町の申し出により当該事業の一部を県が実施することができる。) 

２. 移転促進区域 

①被災地域 集団移転促進事業を実施しようとする年度又はその前年度に

おいて発生した災害(地震、豪雨、洪水、高潮その他の異常な

自然現象)にかかるもの 

②災害危険区域 建築基準法第 39 条第１項の規定に基づく条例で指定された

区域 

 

３. 補助制度等 

（1） 国の補助 

以下の経費について、事業主体に対して補助を行う。(補助率：3/4) 

① 住宅団地の用地取得造成 

② 移転者の住宅建設・土地購入に対する補助(借入金の利子相当額) 

③ 住宅団地の公共施設の整備 

④ 移転促進区域内の宅地等の買い取り 

⑤ 住宅団地内の共同作業所等 

⑥ 移転者の住居の移転に対する補助 

⑦ 事業計画等の策定 
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（2） 地方債の特別措置 

地方財政法第 5 条第 1 項各号に規定する経費に該当しないものについても、地方

債をもってその財源とすることができる。 
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第４節  産業復興の支援 

 

主管部署 産業課 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 中小企業金融対策 ○  ○ 

 農林漁業金融対策 ○  ○ 

第１. 目的 

被災した中小企業者及び農林漁業者の施設等の災害復旧と経営の維持安定を図るた

め、各種資金の融資が円滑に行われるように、必要な措置を講じるものとする。 

第２. 中小企業金融対策 

①町は、被災した中小企業者等に対して、経営の維持安定等のために必要な措置を

講ずる。 

②町は、県の経営安定資金等の利用について周知を図る。 

③被害が甚大な場合には、県信用保証協会、金融機関等に対する県の働きかけによ

る緊急災害融資制度の創設を支援し、災害復興資金のより円滑な融通を図る。 

④商工会及び関係機関の協力を得て、被災した中小企業者に対し、所要の指導及び

広報を行う。 

第３. 農林漁業金融対策 

①町は、被災した農林漁業者に対して、経営の維持安定等のために必要な措置を講

ずる。 

②町は、県と連携協力し、県農業協同組合中央会をはじめとする関係機関に協力を

求め、必要に応じ、既借入制度資金の条件緩和措置等の支援措置を講じる。 

③被害が甚大な場合には、県は、貸付条件の緩和や天災融資法の発動、日本政策金

融公庫資金(農林水産分野)による資金融通を要請し、資金需要への対応を図るた

め、町は、農林漁業者に対して、これらの制度等の周知に努め、円滑な融資を図

る。 

第４. 相談窓口の設置 

県は、被災中小企業等に対する援助、助成措置について、広く被災者に広報すると

ともに、相談窓口等を設置することから、町はこれに協力する。 
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第５節  都市基盤の復興対策 

 

主管部署 関係課全課 

 

第１. 目的 

住民生活や都市機能等の復興を図るため、被災した道路、港湾等の主要交通施設及

びライフライン等の施設を早期に復旧し、災害に強い町土構築の都市基盤復興計画を

必要に応じて策定するものする。 

被災地の復興計画の作成に際しては、地域のコミュニティーが被災者の心の健康の

維持を含め、被災地の物心両面にわたる復興に大きな役割を果たすことに鑑み、その

維持・回復や再構築に十分に配慮する。 

第２. 防災まちづくり 

①町は、再度災害防止とより快適な都市環境を目指し、住民の安全と環境保全等に

も配慮した防災まちづくりを実施する。その際、まちづくりは現在の住民のみな

らず将来の住民のためのものという理念のもとに、計画作成段階で都市のあるべ

き姿を明確にし、将来に悔いのないまちづくりを目指すこととし、住民の理解を

求めるよう努める。併せて、障害者、高齢者、女性等の意見が反映されるよう、

環境整備に努めるものとする。 

②復興のため市街地の整備改善が必要な場合には、被災市街地復興特別措置法等を

活用するとともに、住民の早急な生活再建の観点から、防災まちづくりの方向に

ついて、できるだけ速やかに住民のコンセンサスを得るように努め、土地区画整

理事業、市街地再開発事業等の実施により、合理的かつ健全な市街地の形成と都

市機能の更新を図る。 

③防災まちづくりに当たっては、必要に応じ、避難路、避難地、延焼遮断帯、防災

活動拠点ともなる幹線道路、都市公園、河川、港湾、空港等の骨格的な都市基盤

施設及び防災安全街区の整備、ライフラインの共同収容施設としての共同溝、電

線共同溝の整備等、ライフラインの耐震化等、建築物や公共施設の耐震・不燃化、

耐震性貯水槽の設置等を基本的な目標とする。この際、都市公園、河川等のオー

プンスペースの確保等については、単に避難場所としての活用、臨時ヘリポート

としての活用など防災の観点だけでなく、地域の環境保全、レクリエーション空

間の確保、景観構成に資するものであり、その点を十分住民に対し説明し、理解

と協力を得るように努める。 

④県は、ライフラインの共同収容施設としての共同溝、電線共同溝の整備等につい

ては、各種ライフラインの特性等を勘案し、各事業者と調整を図りつつ進める。 

⑤既存不適格建築物については、防災とアメニティの観点から、その問題の重要性
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を住民に説明しつつ、市街地再開発事業等の適切な推進によりその解消に努め

る。 

⑥新たなまちづくりの展望、計画決定までの手続き、スケジュール、被災者サイド

での種々の選択肢等の施策情報等を、住民に対し提供する。 

⑦県及び町は、被災した学校施設の復興に当たり、学校の復興とまちづくりの連携

を推進し、安全・安心な立地の確保、学校施設の防災対策の強化及び地域コミュ

ニティーの拠点形成に努める。 

 

第３. 想定される計画内容例 

都市基盤の復興においては、以下の項目が想定される。 

主要交通施設の整備 
道路、港湾等の主要交通施設の早期復旧と耐震化・ネ

ットワーク化による機能強化等 

被災市街地の整備 
面的整備事業等による被災市街地の復興と災害に強い

まちづくりの早期実現 

ライフラインの整備 
各施設等の早期復旧と耐震性強化や緊急情報通信シス

テムのネットワーク化の信頼性・安全性の向上 

防災基盤の整備 
海岸施設等県土保全施設の早期復旧と耐震性の強化、

及び防災拠点・防災帯の整備による防災空間確保等 
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第６節  義援金の受入れ、配分 

 

主管部署 総務課、財政課、町民課、地域福祉課、会計課 

 

第１. 目的 

大規模地震災害時には、国内、国外から多くの義援金が送られてくることが予想さ

れるため、町及び県はこれらの受入れ体制を確立し、迅速かつ適切に被災者へ配分す

るものとする。 

第２. 受入れ 

１. 窓口の決定 

町、県及び日本赤十字社宮城県支部等は、義援金の受入窓口を決定し、報道機関

等を通じて広く周知を図る。 

各方面から直接町に寄せられた義援金品に対しては、庁舎内に受付窓口を決定し、

報道機関等を通じ広く周知を図るものとする。 

２. 受入れ及び管理 

町、県及び日本赤十字社宮城県支部等は、贈られた義援金を受納し、配分が決定

するまで保管するものとする。 

第３. 配分 

１. 県の配分 

県及び日本赤十字社宮城県支部等が受入れた義援金については「宮城県災害義援

金配分委員会」が配分を決定する。同委員会は被害状況に応じて、被害市町村に配

分する。 

２. 町の配分 

町は、受付けした義援金と県の配分委員会から配分された義援金を合わせて、被

災者に対し、適切かつ速やかな配分を行う。義援金の被災者に対する交付は、原則

として町の職員が行う。 

なお、その際、あらかじめ、基本的な配分方法を決定しておくなどして、迅速な

配分に努める。 

義援金の使途については、義援金募集・配分の事務や災害ボランティア活動に要

する経費などの使途分野についても勘案の上、関係機関等と十分協議し、国民的同
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意が得られるよう努める。 
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第７節  激甚災害の指定 

 

主管部署 総務課、政策課、財政課 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 激甚災害の調査 ○   

 激甚災害指定の手続き ○   

 

第１. 目的 

町内において、災害により甚大な被害が生じた場合、町及び県は「激甚災害に対処

するための特別の財政援助等に関する法律」（昭和 37年法律第 150号。以下「激甚法」

という。）に基づく激甚災害の指定を受けるため、災害の状況を速やかに調査し、早期

に激甚災害の指定を受けられるように努力するとともに、公共施設等の災害復旧事業

が迅速かつ円滑に行われるよう措置を講じる。 

第２. 激甚災害の調査 

１. 県 

県は、町の被害状況を検討の上、激甚災害及び局地激甚災害の指定を受ける必要

があると思われる場合、激甚法に定める調査の必要な事項について速やかに調査し、

早期に指定を受けられるよう措置する。 

２. 町 

町は、激甚災害指定基準及び局地激甚災害指定基準を考慮して、災害状況等を調

査して県に報告する。また、県が行う激甚災害または局地激甚災害に関する調査に

ついて協力する。 

第３. 激甚災害指定の手続き 

地震による被害が甚大で、激甚災害の指定に該当する場合には、県は国の機関と連

絡をとり、速やかに指定の手続きをとる。 
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《激甚災害の指定手順》 

※ 局地激甚災害の指定については、1月から 12 月までに発生した災害を一括して翌年の 1

～2月頃に手続きを行う。 

 

第４. 特別財政援助の交付（申請）手続き 

激甚災害の指定を受けたときは、町は速やかに関係調書を作成し、県に提出しなけ

ればならない。 

第５. 激甚災害指定基準 

１. 激甚災害指定基準（本激甚災害） 

激甚災害によって生じた災害の種類により下記の措置を適用する。 

① 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助（法第 2章：第 3条、

第 4条） 

・公共土木施設、公立学校施設、公営住宅、社会福祉施設等の災害復旧事業、

堆積排除土砂事業等 

② 農林水産業に関する特別の助成 

・農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別事業（法第 5条） 

・農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例（法第 6条） 

・天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置の特例（法

第 8条） 

・土地改良区の湛水配水事業に対する補助（法第 10条） 

・共同利用小型漁船の建造費の補助（法第 11条） 

 

町 長 

発生（復旧事業費等） 

内 閣 総 理 大 臣 中 央 防 災 会 議 

閣 議 決 定 

政 令 交 付 

(地域､適用条項､災害名) 

激 甚 災 害 

指 定 基 準 

局地激甚災害 

指 定 基 準 

地方公共機関の代表者 

(報告) 

(通報) (報告) (諮問) 

(答申) 

指 定 行 政 機 関 の 長 県 知 事 
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・森林災害復旧事業に対する事業（法第 11 条の 2） 

③ 中小企業に関する特別の助成 

・中小企業信用保険法による災害関係保証の特例（法第 12条） 

・小規模企業者等設備導入資金助成法による貸付金の償還期間の特例（法第 13

条） 

④ その他の特別の財政援助及び助成 

・公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助（法第 16条） 

・り災者公営住宅建設事業に対する補助の特例（法第 22条） 

・小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等（法第 24条） 

 

２. 激甚災害指定基準（局地激甚災害） 

激甚災害によって生じた災害の種類により下記の措置を適用する。 

・公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助（法第 2 章：第 3 条、

第 4条） 

・農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置（法第 5条） 

・農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例（法第 6条） 

・森林災害復旧事業に対する補助（法第 11 条の 2） 

・中小企業に関する特別の助成（法第 12条、第 13条） 

・小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等（法第 24条） 
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第８節  災害対応の検証 

 

主管部署 総務課 

 

 重点項目 行政 住民・地域 民間事業所 

 検証の実施 ○   

 検証結果の防災対策への反映 ○   

 災害教訓の伝承 ○ ○  

 

第１. 目的 

将来にわたり災害による被害を最小化していくためには、過去の災害から教訓を導

きだし、それに対していかに継続的な対策を実施していくかが重要である。大規模災

害発生時の応急対策による取組みが、町民の生命や生活を守るために十分に機能した

のかを振り返り、その結果を地域防災計画等に反映するなど、防災・減災対策に生か

すことにより、町の防災体制の向上や、町民一人ひとりの防災意識の向上など、防災

に関する取組みの推進及び今後の災害発生時における被害の軽減に資する。 

そのため、過去の大災害等については、時間の経過に伴う風化や将来的な災害経験

者の高齢化等に伴い、災害に備えるための知恵や教訓が後世に語り継がれないことが

懸念されるため、災害対応の検証を実施した際は、災害教訓の伝承資料として、記録

集等の作成に努める。 

第２. 検証の実施 

町、県及び防災関係機関は、大規模災害が発生した後、初動期から応急・復旧期の

災害対応について、個別の災害ごとに、特に問題及び課題等が生じたと思われる項目

を抽出し、「できたこと」、「できなかったこと」、「問題点」、「課題」、「改善の方向」等

を整理し、検証する。 

なお、検証に当たっては、関係防災機関への協力を仰ぐとともに、必要に応じ、中

立かつ専門的な視点での検証が求められるため、第三者機関による実施についても検

討する。 
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《主な検証項目例》 

項目 検証内容 

①情報処理  情報収集、災害対策本部内での情報共有・分析等 

②資源管理  業務を実施するために必要な、資源(人員、予算、機材

など)の調達等 

③指揮・調整 

（災害対策本部内） 

 指揮・統制 

 決断 

 本部事務局・各部署間の業務調整 

④組織間連携  県、警察、消防、自主防災組織等関係機関、組織との

調整 

⑤個別のオペレーシ

ョン 

 救出・救助活動、広域医療搬送、物資の調達・輸送調

整等 

⑥広報・相談  住民向け広報活動等 

⑦計画やマニュアル  防災計画で上手くいった箇所、問題があった箇所等 

 

第３. 検証体制 

町、県及び防災関係機関は、災害対策本部(事務局及び各課等)のほか、災害の規模

等に応じ、庁内に部局横断的な検証部会の設置や外部有識者を加えた検証委員会等の

立ち上げについても検討する。 

第４. 検証の対象 

町が行う検証の対象は、応急対策の実施者及び町民の視点に立ち、概ね次の主体を

対象とする。 

 

①災害対策本部 

②県 

③防災関係機関 

④町民 

⑤自主防災組織 

⑥支援自治体 

⑦ボランティア団体 など 

 

第５. 検証手法 

町、県及び防災関係機関は、検証対象の主体に対する、アンケート調査、ヒアリン

グ調査のほか、意見交換会や現地調査等を実施する。また、災害対応や復旧活動に関

する文書や証言、映像、画像などを収集・分析するなど、災害の規模等に応じた検証

を行う。 
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第６. 検証結果の防災対策への反映 

町、県及び防災関係機関は、検証結果については、報告書や記録集等としてとりま

とめるほか、地域防災計画や各種防災マニュアル等に反映させ、さらなる防災体制の

充実を図り、様々に生じうる事態に柔軟に対応できるような態勢や仕組みを構築する

よう努める。 

また、検証内容により関係機関への働きかけを行うなど、自然災害の最大規模の外

力に対して災害時の被害を最小化するため備えを準備しておくよう努める。 

第７. 災害教訓の伝承 

町、県及び防災関係機関は、作成した報告書や記録集等、さらに検証に当たって収

集した災害対応や復旧活動に関する文書や証言、映像、画像などのほか、被災の状況、

町民生活への影響、社会経済への影響など、災害の経験や災害から得られた教訓につ

いては、防災教育に活用するなど、町民の防災意識を啓発するとともに、将来の災害

対応に資することを目的として、的確に伝承するよう努める。 

 

 


